
        日 薬 発 第 59 号 

令和８年５月 26 日 

   

    

 
都道府県薬剤師会会長 殿 

                                             
 日 本 薬 剤 師 会 

                                                    会 長  岩 月 進 
（ 会 長 印 省 略 ） 

 
公益社団法人日本薬剤師会 第 108 回定時総会の開催について 

 
公益社団法人日本薬剤師会第 108 回定時総会を、下記により開催しますので、お知

らせいたします。別添の通り、各代議員宛に招集通知及び資料を発送いたしましたので、

併せてご報告いたします。 
 

 
記 

 
 
 
第 108 回定時総会 
日 時：令和８年６月 27 日（土） 10：00～17：40（予定） 

※代議員懇親会 18：00～20：00 
令和８年６月 28 日（日）  9：30～15：30（予定） 

場 所：【１日目】【２日目】ホテルイースト 21 東京［１階］｢イースト 21 ホール｣  
※代議員懇親会［３階：永代の間］ 

住 所：東京都江東区東陽６－３－３  （案内図参照） 
  電 話：０３（５６８３）５６８３（代表） 
  議 題：別紙議案書のとおり 
 
 
 
 
 
 
  

 

以上 



      日 薬 発 第 58 号 

令和８年５月 26 日 

 
 
   代 議 員  各 位  
 

                                             公益社団法人 日本薬剤師会 
                                                    会 長  岩月 進   

（ 会 長 印 省 略 ） 
 

公益社団法人日本薬剤師会 第 108 回定時総会招集通知 
 
第 108回定時総会を下記により開催しますので、定款第 17条により通知いたします。 
本会理事会での日程決定を踏まえ、総会議事運営委員会で決定いただいた「進行予定

表」は別紙のとおりです。 
 
 

記 
 
第 108 回定時総会 
日 時：令和８年６月 27 日（土） 10：00～17：40（予定） 

※代議員懇親会 18：00～20：00 
令和８年６月 28 日（日）  9：30～15：30（予定） 

場 所：【１日目】【２日目】ホテルイースト 21 東京［１階］｢イースト 21 ホール｣  
※代議員懇親会［３階：永代の間］ 

住 所：東京都江東区東陽６－３－３  （案内図参照） 
  電 話：０３（５６８３）５６８３（代表） 
  議 題：別紙議案書のとおり 

※本会では５月１日から１０月３１日までの期間、クールビズを実施しておりますので、

総会当日は軽装でのご出席をお願い申し上げます。 
 
 

出欠のご回答 
下記出欠フォームより、６月 11 日（木）までに出欠をご回答ください。なお、

欠席される場合は、定款第 23 条に基づき、「書面表決」又は「代理人（他の代議員

又は補欠の代議員）への議決権行使の委任」を行うことができます。欠席者には、

「書面表決」及び「代理人への議決権行使の委任」に必要な書類をご案内いたしま

す。 
 

   【出欠フォーム ※QR コードからもアクセス可能です】 
https://forms.gle/oZet6RYPoxaHgrKcA 

nagata-syunpei

㊢



資料の送付 
 
総会関係資料は、下記のとおり事前にお送りします。 
総会当日は、総会資料の完成版を会場にて配付いたしますので、事前にお送りした資料

のご持参は不要です。 
 
 

１回目（５月 26 日：今回送付） 
    

【郵送資料】 
・案内図 

    ・議事進行予定表 
    ・議席表 

・議案書 
・公益社団法人日本薬剤師会総会議長及び副議長候補者届出の受付について 
・出席表（ご出席の際、総会当日受付にご提出下さい） 

 
【メールでお送りする資料】 
※電子データでの受領に同意されていない方には、郵送にてお送りします。 
 
〇議題に関する資料 

報告第１号 令和７年度会務並びに事業報告の件          
議案第１号 令和７年度決算承認の件  
議案第２号 理事 30 名選任の件（外部理事１名の選任を含む） 
議案第４号 選挙管理委員会委員委嘱の件 
議案第５号 公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程一部改正の件 
※議案第３号「監事選任の件」は、候補者確定後、６月 17 日送付資料にてご案内い

たします。 
 

〇関係規程等 
日本薬剤師会定款 
日本薬剤師会総会運営規則 
日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規程 
日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規程施行細則 
日本薬剤師会総会議長及び副議長選出規程 

 
 
 
 
 
 



２回目（６月 17 日：送付予定） 
 

【メールでお送りする資料】 
※電子データでの受領に同意されていない方には、郵送にてお送りします。 
 
・会長演述 
・総会議長及び副議長候補者名簿 
・議案第３号 監事選任の件 
・総会議事運営委員会委員名簿 
・総会決算委員会委員名簿 
・重要事項経過報告 
・第 107 回臨時総会における要望事項への対応状況 
・第 107 回臨時総会速記録 
・ブロック代表質問 
 
【ご欠席の方への送付資料（郵送）】 
・「書面表決」及び「代理人への議決権行使の委任」届出書について 
・書面表決（議決権行使書） 
・委任状 
・返信用封筒 

 
当日配付予定資料  

     ※当日、追加資料を配付する場合がございます。 
・第 59 回日本薬剤師会学術大会（新潟県薬剤師会）広報資材 
・参議院議員神谷まさゆき国会報告 2026 年春 
 
 
 

以上 





第１０８回定時総会 議事進行予定表 

令和８年６月２７日（土）～２８日（日） 

 

 

注）一般質問は１ブロック１名とし、質問要旨は所属ブロック議事運営委員を通じて第 1 日散会時までに議長へご提出下さい(質問項目は

１項目厳守)。また、決議文採択等の動議提出も同様にご提出下さい。なお、修正動議については日本薬剤師会総会運営規則第 34 の規定に

より、「第 31 条の報告、又は討論終結の宣告が終わったときは、代議員は修正の動議を提出することができる。」とされています。 

 

 

 

10：00 

 

10：05 

 

10：10 

 

10：15 

 

10：45 

 

10：50 

 

10：55 

 

10：58 
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12：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12：35 
 

13：20 
 

 

 

 

 

 

15：30 
 

 

15：50 
 

 

 

17：40 

 
 

 

 

 

09：30 
 

 

12：15 

13：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：25 
 

15：30 

 

（第１日） 

開会の辞                               

仮議長登壇                            

点呼・開会宣告・議事録署名人指名 

正副議長選出 

正副議長登壇                           

議事運営委員長日程説明                  

薬剤師綱領唱和                           

会長演述                                

報告第１号 令和７年度会務並びに事業報告の件             

議案第１号 令和７年度決算承認の件                 

      （決算委員長報告） 

      （監事 会務並びに会計監査報告）              

議案第２号 理事 30 名選任の件（外部理事１名の選任を含む）       

議案第３号 監事選任の件                        

議案第４号 選挙管理委員会委員委嘱の件                

議案第５号 公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程一部改正の件    

重要事項の経過報告（仮）                      
①薬剤師・薬局を巡る議論、②調剤報酬改定・医療保険制度等、③政府方針等の動向、 
④医薬品提供体制への取組み、⑤医療ＤＸ関連の動向、⑥要指導・一般用医薬品等、 
⑦薬剤師・薬局関連事項、⑧予算・税制改正等、⑨薬剤師の生涯学習支援、⑩その他 

休 憩（昼食：45 分） [議事運営委員会] 

ブロック代表質問・１人 20 分（質問・再質問、答弁時間含） 

10 分 １鈴、15分 ２鈴、18 分 ３鈴、20 分 連打 

①北海道 ②東北 ③関東 ④北陸信越 ⑤東海 ⑥東京 

休 憩（20 分） 

ブロック代表質問続き・１人 20 分（質問・再質問、答弁時間含） 

⑦大阪 ⑧近畿 ⑨中国 ⑩四国 ⑪九州 

 

（第２日） 

一般質問・１人６分（質問・再質問、答弁時間含）、関連質問（５分以内） 

４分 １鈴、５分 ２鈴、６分 連打 

休 憩（昼食：45 分） [議事運営委員会] 

採  決  

１．議案第１号、第４号、第５号 

２．議案第３号、第２号 

議案第３号 監事選任の件（立候補者による所信表明等） 

議案第２号 理事選任の件 

（投票  ①議場閉鎖・点呼・選挙立会人指名、②投票・集計・投票結果の報告） 

閉会の辞                             

 

散 会  
◎18：00～20：00：代議員懇親会（３階：永代の間） 

◎15：30～15：40：理事会 [次期の正副会長、専務理事、常務理事等の選定] 

◎15：40～16：00：理事会報告会 [新会長挨拶、副会長、専務理事、常務理事等の紹介] 



令和8年6月27日（土）・28日（日）　於：ホテルイースト２１東京

都道府県名 代　議　員　名 席次 都道府県名 代　議　員　名 席次 都道府県名 代　議　員　名 席次

新潟 小 出 智 子 1 伊 藤 徹 弥 56 中 野 道 雄 111 会 　長 岩 月    進

渡 部 学 2 清 川 嗣 晃 57 辻 内 秀 美 112 副会長 森    昌 平

吉 田 智 彰 3 福岡 石 井 裕 太 58 東京 田 極 淳 一 113 渡 邊 大 記

富山 畠 山 規 明 4 髙 木 淳 一 59 町 田 奈 緒 子 114 原 口    亨

石川 伊 藤 昭 一 5 白 木 秀 和 60 宮 川 昌 和 115 荻 野 構 一

福井 森 中 裕 信 6 宮 谷 英 記 61 和 田 早 也 乃 116 川 上 純 一

長野 加 賀 美 秀 樹 7 木 原 太 郎 62 関 根 克 敏 117 専務理事 上 野 清 美

石 塚 豊 8 有 吉 浩 文 63 髙 橋 正 夫 118 常務理事 豊 見    敦

小 澤 詳 治 9 成 重 賢 司 64 藤 尾 絵 美 119 富 永 孝 治

北海道 宇 野 雅 樹 10 佐賀 佛 坂 浩 65 會 田 一 惠 120 橋 場    元

内 山 崇 11 宇 都 宮 圭 66 田 中 英 朗 121 長 津 雅 則

大 澤 祐 貴 子 12 長崎 井 手 陽 一 67 根 本 陽 充 122 山 田 卓 郎

東 洋 輝 武 13 木 﨑 健 五 68 滋賀 木 村 昌 義 123 堀 越 博 一

前 田 直 大 14 熊本 藤 井 憲 一 郎 69 隠 岐 英 之 124 川名 三知代

片 山 真 二 15 中 村 繁 良 70 京都 河 上 英 治 125 村 杉 紀 明

前 田 浩 司 16 三 渕 博 史 71 楠 本 正 明 126 山 田 武 志

青森 青 柳 伸 一 17 大分 中 芝 高 彦 72 中 林 保 127 田 中 千 尋

齋 藤 武 18 酒 井 浩 一 73 土 谷 有 美 128 白 滝 貴 子

岩手 畑 澤 博 巳 19 宮崎 野 邊 忠 浩 74 藤 本 和 子 129 理　事 小 林 百 代

熊 谷 明 知 20 青 木 浩 朗 75 兵庫 三 宅 圭 一 130 井 深 宏 和

宮城 加 茂 雅 行 21 鹿児島 小 田 原 一 弘 76 鄭 淳 太 131 亀 山 貴 康

轡 基 治 22 東 郷 和 彦 77 吉 田 太 郎 132 舟 越 亮 寛

秋田 安 田 哲 弘 23 佐 多 照 正 78 金 啓 二 133 池田 里江子

岡 本 寛 巳 24 沖縄 前 濱 朋 子 79 安 田 理 恵 子 134 小黒 佳代子

山形 岡 嵜 千 賀 子 25 川 満 直 紀 80 西 川 真 司 135 山 浦 克 典

柴 﨑 光 太 郎 26 茨城 樗 木 昭 81 畑 世 剛 136 小笠原 俊拓

福島 長 谷 川 祐 一 27 草 野 朋 子 82 谷 野 巧 137 山 下 由 記

山 口 仁 28 関 利 一 83 小 玉 博 一 138 日 髙 玲 於

鳥取 永 川 賢 司 29 栃木 鹿 村 恵 明 84 泉 憲 政 139 監　事 町 野    紳

島根 山 田 島 智 治 30 高 梨 晃 一 85 秋 本 常 久 140 小 山 明 俊

大 庭 信 行 31 群馬 田 尻 耕 太 郎 86 千 葉 一 雅 141

岡山 出 石 啓 治 32 髙 橋 良 徳 87 奈良 後 岡 伸 爾 142

高 木 紀 彦 33 埼玉 斉 藤 祐 次 88 和歌山 児 嶋 慶 和 143

成 廣 和 朗 34 齊 田 征 弘 89 徳島 小 延 洋 輔 144

広島 豊 見 雅 文 35 野 田 政 充 90 香川 元 木 泰 史 145

青 野 拓 郎 36 武 笠 真 由 美 91 代 田 英 覚 146

岡 田 啓 司 37 千葉 眞 鍋 知 史 92 愛媛 井 上 貴 博 147

吉 田 亜 賀 子 38 島 田 恭 光 93 宇 田 雅 実 148

山口 越 智 志 穂 39 横 田 秀 太 郎 94 田 中 守 149

佐 藤 真 也 40 杉 谷 宏 枝 95 高知 濵 田 嘉 則 150

寺 戸 功 41 神奈川 橋 本 真 也 96

原 洋 司 42 佐 藤 克 哉 97

岐阜 鈴 木 敏 文 43 久 保 田 充 明 98

金 森 豊 44 大 島 崇 弘 99 　北海道　 ブロック：    北海道１道

静岡 品 川 彰 彦 45 夏 目 善 文 100 　東　 北　 ブロック：  青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

鈴 木 孝 一 郎 46 山梨 堀 内 敏 光 101 　関　 東   ブロック：    茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨

河 西 き よ み 47 大阪 道 明 雅 代 102 　東 　京   ブロック：    東京１都

林 豊 48 伊 藤 憲 一 郎 103 　北陸信越ブロック：   新潟、富山、石川、福井、長野

愛知 伊 藤 裕 至 49 宮 田 憲 一 104 　東　 海　 ブロック：　岐阜、静岡、愛知、三重

魚 住 三 奈 50 羽 尻 昌 功 105 　近　 畿   ブロック：　滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山

奥 村 智 宏 51 松 浦 正 佳 106 　大　 阪   ブロック：　大阪１府

橋 村 孝 博 52 山 本 克 己 107 　中　 国   ブロック：　鳥取、島根、岡山、広島、山口

栁 澤 吉 輝 53 佐 野 智 108 　四　 国   ブロック：　徳島、香川、愛媛、高知

森 道 成 54 小 林 政 彦 109 　九　 州   ブロック：　福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

三重 水 谷 賀 典 55 松 尾 浩 110

日　薬　役　員　名

公益社団法人日本薬剤師会　第108回定時総会議席表



 
 

公益社団法人 日本薬剤師会 

第１０８回定時総会 
 

 
日 時：令和８年６月２７日（土）午前１０時～午後５時４０分（予定） 

            ２８日（日）午前９時３０分～午後３時３０分（予定） 
 

場 所：ホテルイースト２１東京 

 
  ［議題の審議に先立ち、議長及び副議長の選任］ 
 
 
議 題：報告第１号 令和７年度会務並びに事業報告の件 

議案第１号 令和７年度決算承認の件 

    議案第２号 理事30名選任の件（外部理事１名の選任を含む） 

    議案第３号 監事選任の件 

    議案第４号 選挙管理委員会委員委嘱の件 

議案第５号 公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程一部改正の件 

 

 

 

 

 



                                                    令和８年５月26日 
 
 代 議 員  各 位  
 
                                            公益社団法人日本薬剤師会 
                                              総会議長事務代行者 
                        髙 橋 正 夫 
 
 

公益社団法人日本薬剤師会総会議長及び副議長 
候補者届出の受付について 

 
 令和８年６月27日・28日に開催されます、本会の第108回定時総会の冒頭に、今

期の議長１名、副議長１名を選出いたします。 
 つきましては、「公益社団法人日本薬剤師会総会議長及び副議長選出規程」(別

紙)により下記の通り候補者の届出を受け付けいたしますので、自ら候補者になろ

うとする代議員又は候補者を推薦しようとする代議員は、下記により届け出てくだ

さい。 
 

記 
 
  (1) 候補者及び推薦者の資格は代議員に限ります。  

(2) 届出の受付期間は、令和８年６月８日(月)から12日(金)までの午前９時～午

後５時までとし、本会事務所総務課(東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル

７階)にて受け付けます。 
 (3) 届出の締切日時は、令和８年６月12日(金)午後５時です。締切日時後の届出

は受け付けられません。 
   郵送の場合は、必ず書留をご利用下さい。締切日時までに到着したのを有効

とします。締切日時後を過ぎて到着したものは無効とします。 
 (4) 届出書類の様式は全て規定されております。届出書類一式はご請求下されば、

電子メール又は郵送にてお送りいたします。 
 
 お問合せ・届出書類の請求先 
      日本薬剤師会 総務課 
      東京都新宿区四谷3-3-1  四谷安田ビル7階 
       電話03-5315-0127 / FAX03-3353-6270 
       総務課担当アドレス kaiin@nichiyaku.or.jp  



［１日目］         

 出 席 票  

           

  会議名； 公益社団法人日本薬剤師会 第 108 回定時総会    

  日  時； 2026 年 6 月 27 日(土）・28 日（日）     

  場  所； ホテルイースト２１（住所：東京都江東区東陽６－３－３）  

           

 出席者（自署）        

   都道府県名           

   議 席 番 号           

   氏    名              

           

           

       

      

           

        

     

     

           
           
           
           
           
           

 



［２日目］        

 出 席 票  

           

  会議名； 公益社団法人日本薬剤師会 第 108 回定時総会    

  日  時； 2026 年 6 月 27 日(土）・28 日（日）     

  場  所； ホテルイースト２１（住所：東京都江東区東陽６－３－３）  

           

 出席者（自署）        

   都道府県名           

   議 席 番 号           

   氏    名              
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  日日本本薬薬剤剤師師会会会会務務並並びびにに事事業業報報告告   
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１１．．会会  員員  数数   

会員総数 99,666（令和７年10月末現在） 

（対前年 1,824人減） 

Ａ会費会員50,377（ 〃  715人減） 

Ｂ会費会員48,672（ 〃  956人減） 

（正会員Ａ：49,711人，同Ｂ：48,588人， 

賛助会員Ａ： 666人，同Ｂ：  84人） 

特別会員（学生会員）  617人（〃 153人減） 

 
２２．．各各種種会会議議開開催催状状況況 

（（１１））総総会会 

○第 106 回定時総会（7.6.28～29） 

  於：ホテルイースト 21 東京 

報告第１号 令和６年度会務並びに事業報告の 

      件 

議案第１号 令和６年度決算承認の件 

議案第２号 公益社団法人日本薬剤師会会長候 

補者、副会長候補者及び監事選挙 

規則一部改正の件 

議案第３号 公益社団法人日本薬剤師会役員報 
酬等規程一部改正の件 

議案第４号 令和８年度会費額の件 

いずれも報告通り承認、提案通り議決された。 

 

○第 107 回臨時総会（8.3.28～29） 

  於：ホテルイースト 21 東京 

報告第１号 令和７年度会務並びに事業中間報 

告の件 

報告第２号  令和７年度補正予算の件 

議案第１号 令和８年度事業計画の件 

議案第２号 令和８年度収入支出予算の件 

議案第３号 令和８年度借入金（会務運営） 

最高限度額の件 

議案第４号 令和９年度会費額の件 

議案第５号 公益社団法人日本薬剤師会 

総会運営規則一部改正の件 

議案第６号 公益社団法人日本薬剤師会会長 

候補者及び副会長候補者選挙の件 

いずれも報告通り承認、提案通り議決された。 

 

○議事運営委員会（総会会期中の会議を除く） 

（7.5.21, 8.1.28） ２回 
 
（（２２））理理事事会会 

（7.4.8，5.20，6.27，9.16, 12.16, 8.1.27 

3.27） ７回 

 

（（３３））常常務務理理事事会会 

（7.4.1, 4.15, 4.22, 5.7, 5.13, 5.27, 6.3, 

6.10, 6.17, 6.24, 7.8, 7.22, 7.29, 8.5, 

8.19, 8.26，9.9, 9.24, 9.30, 10.7, 10.21, 

10.28, 11.4, 11.11, 11.18，11.25, 12.2 

12.9, 12.23, 8.1.6, 1.13, 1.20, 2.3, 2.10, 

2.17, 2.24, 3.3, 3.10, 3.17, 3.24） 40 回 

 

（（４４））監監事事監監査査会会 

（7.5.19, 8.1.28） ２回 
 

（（５５））都都道道府府県県会会長長協協議議会会 

（7.5.28，7.24，10.11, 8.1.14） ４回 
 

（（６６））委委員員会会 

（小委員会及び打合せ会等を含む、開催日略） 

○令和７年４月～令和８年３月 

・総務委員会             ３回 

・日薬誌編集委員会          １回 

・災害対策委員会           ４回 

・法制委員会             ０回 

・医療保険委員会           ６回 

・薬価基準検討会           ７回 

・一般用医薬品等委員会        ６回 

・薬局製剤・漢方薬委員会       １回 

・調剤業務・医療安全委員会      １回 

・薬局システム委員会         ２回 

・ＤＸ施策対応委員会         ２回 

・薬局ビジョン委員会         １回 

・地域医薬品提供体制検討委員会    ８回 

・生涯学習委員会           ４回 

・薬学教育委員会           ２回 

・薬事衛生委員会           ３回 

・アンチ・ドーピング委員会      ２回 

・調査研究委員会           １回 

・臨床・疫学研究推進委員会      １回 

・国際委員会             １回 

・薬剤師会組織のあり方等に関する特別委員会

４回 

・臨床･疫学研究倫理審査委員会     ２回 

・健康サポート薬局研修委員会     １回 

・学術大会委員会           ２回 

 

（（７７））職職域域部部会会 

（打合会等を含む、開催日略） 

○令和７年４月～令和８年３月 

・病院診療所薬剤師部会        １回 

・製薬薬剤師部会                     ２回 
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・農林水産薬事薬剤師部会             １回 

・卸薬剤師部会            ２回 

・行政薬剤師部会                     ２回 

・学校薬剤師部会                     ３回 

・大学教員薬剤師部会         ５回 

 

（（８８））諸諸会会合合  

（開催日略） 

・選挙管理委員会                   １回 

・共済部                              ０回 

 

３３．．公公的的委委員員等等   
○厚生労働省関係 
・健康日本２１推進国民会議構成員（岩月 進） 
・医道審議会委員〔薬剤師分科会〕（岩月 進） 
 
・医道審議会専門委員〔薬剤師分科会薬剤師国

家試験制度改善検討部会〕 
（岩月 進、長津雅則） 

・厚生科学審議会臨時委員 
  〔医薬品医療機器制度部会〕   （渡邊大記） 
・厚生科学審議会委員 

〔疾病対策部会、再生医療等評価部会、 
臨床研究部会〕       （川上純一） 

・厚生科学審議会専門委員 
 〔感染症部会「薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する

小委員会」〕         （川名三知代） 
・厚生科学審議会臨時委員 

〔地域保健健康増進栄養部会〕 （長津雅則） 
・厚生科学審議会専門委員〔がん登録部会〕   

（川名三知代） 
・厚生科学審議会専門委員 

〔健康日本２１（第三次）推進専門委員会〕

               （長津雅則） 
・厚生科学審議会臨時委員 

〔医療用医薬品迅速・安定供給部会〕 
（豊見  敦） 

・薬事審議会委員 
〔薬事分科会、医薬品再評価部会、医薬品第

一部会、医薬品第二部会、医療機器・体外

診断薬部会〕        （川上純一） 
・薬事審議会臨時委員 
 〔要指導・一般用医薬品部会〕 （富永孝治） 
・薬事審議会臨時委員 

〔医薬品等安全対策部会〕   （橋場 元） 
・薬事審議会臨時委員 

〔動物用医薬品等部会〕    （荻野構一） 
・薬事審議会臨時委員 

〔プログラム医療機器調査会〕 （渡邊大記） 
・社会保障審議会臨時委員〔医療保険部会〕 
                                （渡邊大記） 
・社会保障審議会臨時委員〔医療部会〕 
                （荻野構一） 
・社会保障審議会臨時委員〔療養病床の在り方 
 に関する特別部会〕      （川上純一） 
・社会保障審議会専門委員〔匿名医療情報等の

提供に関する専門委員会〕   （原口 亨） 
・社会保障審議会臨時委員〔介護給付費分科会〕 

                （荻野構一） 
・中央社会保険医療協議会委員     （森 昌平） 
・診療報酬調査専門組織・医療機関等における 

消費税負担に関する分科会保険医療専門審査 
員              （豊見 敦） 

・診療報酬調査専門組織・入院・外来医療等の 
調査・評価分科会保険医療専門審査員 

（豊見  敦） 
・医療用から要指導・一般用への転用に関する

評価検討会議委員       （富永孝治） 
・医療用医薬品の流通改善に関する懇談会構成員 

              （豊見 敦） 
・医療機器の流通改善に関する懇談会委員 

（長津雅則） 
・医療介護総合確保促進会議構成員（荻野構一） 
・日本健康会議実行委員     （岩月 進） 
・日本健康会議「重症化予防（国保・後期広域）

ワーキンググループ」構成員  （長津雅則） 
・健康・医療・介護情報利活用検討会構成員 

（渡邊大記） 
・医療等情報利活用ワーキンググループ構成員 

（渡邊大記） 
・健診等情報利活用ワーキンググループ構成員 

（田中千尋） 
・電子処方箋等検討ワーキンググループ構成員   

         （原口 亨） 
・介護情報利活用ワーキンググループ構成員 

（田中千尋） 
・健診等情報利活用ワーキンググループ 

民間利活用作業班委員       （田中千尋） 
・医療情報ネットワーク基準に関するワーキン 

ググループ構成員             （渡邊大記） 
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・医療等情報利活用ワーキンググループ医療機 
関における運用に関する技術作業班構成員

（舟越亮寛） 
・保健医療情報標準化会議構成員 （豊見 敦） 
・ジェネリック医薬品・バイオシミラー品質情 

報検討会委員         （橋場 元） 
・特定機能病院及び地域支援病院のあり方に関

する検討会構成員       （川上純一） 
・全国在宅医療会議構成員    （長津雅則） 
・全国在宅医療会議ワーキンググループ構成員 

（長津雅則） 
・高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググ

ループ構成員         （村杉紀明） 
・がん診療提供体制の在り方に関する検討会 

構成員            （川上純一） 
・重篤副作用総合対策検討会委員   （井深宏和） 
・医療放射線の適正管理に関する検討会構成員 
                                （川上純一） 
・高齢者医薬品適正使用検討会委員（橋場 元） 
・医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会

議委員            （豊見 敦） 
・医療等分野における電子署名基盤のあり方検 

討会構成員          （原口 亨） 
・電子処方箋推進会議構成員   （田中千尋） 
・電子処方箋推進の為のシステム面の課題等に

係る作業班員         （田中千尋） 
・セルフケア・セルフメディケーション推進に

関する有識者検討会      （富永孝治） 
・医療扶助・健康管理支援に関する検討会構成

員              （村杉紀明） 
・医 療 扶助等 の業 務効 率化 ・オ ンラ イン

化 に 向けた 検 討ワー キ ンググ ル ープ構

成 員           （ 田中千尋）  
・労災レセプトのオンライン化に向けた普及促

進事業普及促進活動検証委員会 （豊見 敦） 
・後発医薬品ロードマップ及びバイオ後発品使

用促進取組方針に関する調査検討委員会委員

               （長津雅則） 
・データヘルス計画（国保・後期広域）の在り

方に関する検討会       （渡邊大記） 
・病院薬剤師の確保及び業務改革推進事業に関

する事業一式における協議会委員（豊見 敦） 
・創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬

事規制のあり方に関する検討会構成員 
（川上純一） 

・診療報酬改定ＤＸタスクフォース構成員 
（渡邊大記） 

・薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 
 構成員            （橋場 元） 
・家庭用プログラム医療機器審査ワーキング 
 グループ委員         （渡邊大記） 
・薬剤師臨床研修の効果的な実施のための調査 

検討事業検討会委員 （渡邊大記・荻野構一） 
・薬剤師キャリア形成調査検討会 （渡邊大記） 
・地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・ 
 連携支援事業有識者検討会委員 （井深宏和） 
・医薬品店舗販売業ＤＸ検討事業に係る調査に 
 関する検討及び評価を行う検討会委員 

（渡邊大記） 
・調剤業務の一部外部委託の制度化に関する調査

業務一式検討委員会委員     （橋場 元） 
・在宅医療・介護連携推進支援事業に係る検討委

員会委員            （村杉紀明） 
・医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度

の全国統一システムの運用・保守・改修に係る

プロジェクト管理支援業務検討委員会委員 
（豊見 敦） 

・一般用医薬品販売の遠隔管理等に関する調査業

務一式検討会委員        （渡邊大記） 
・医薬品・医療機器等データベースの構築に関す

る検討会委員          （田中千尋） 
・医薬品ワーキンググループ構成員 （田中千尋） 
・人生会議ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニ

ング国民向け普及啓発事業検討会委員 
（村杉紀明） 

・薬剤師確保のための調査・検討事業一式調査検

討会委員            （豊見 敦） 
・遠隔医療に係る調査・研究事業検討委員会委員 

（荻野構一） 
・薬局製剤指針に関する検討連絡会議構成員 

（山田卓郎） 
・地域医療構想及び医療計画等に関する検討会構

成員              （荻野構一） 
・災害医療・新興感染症に関するワーキンググル

ープ構成員           （荻野構一） 
・在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキン

ググループ構成員        （村杉紀明） 
・居宅療養管理指導者等に係る在宅医療・介護連

携の調査研究事業検討委員会委員 （山田武志） 
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・在宅医療の効率化のためのデジタル化及びＩＣ

Ｔ導入促進に向けた実態調査事業検討会委員 
（堀越博一） 

・女性の健康に関する実態調査及び教育資材作成

等を担う女性健康相談支援対策構築事業有識者

検討会構成員         （川名三知代） 
・全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業検討

委員会委員           （村杉紀明） 
・医療従事者届出システムの運用・保守及び改修

業務一式の調達に係る技術審査委員会委員 
（堀越博一） 

・高齢者の医薬品適正使用推進事業に係るアウト

カム創出調査一式調査検討会委員 （橋場 元） 
○文部科学省関係 
・学校における持続可能な保健管理の在り方に

関する調査検討会委員     （富永孝治） 
○内閣府関係 
・防災推進国民会議議員          （岩月 進） 
・防災推進国民会議幹事会幹事    （山田卓郎） 
・次世代医療ＩＣＴ基盤協議会構成員 

（岩月 進） 
・マイナンバーカードの健康保険証利用に関す

る協議会構成員        （岩月 進） 
・マイナンバーカードの健康保険証利用に関す

る協議会幹事会構成員     （渡邊大記） 
・食品安全委員会専門委員 

〔企画等専門調査会〕（川名三知代） 
・医療情報取扱制度調整ワーキンググループ   

構成員            （渡邊大記） 
・船舶医療活動要領ワーキンググループ構成員 
                 （山田卓郎）  
（消費者庁） 
・食品衛生基準審議会委員     （川名三知代） 
 

４４．．会会員員のの表表彰彰等等  

  ((１１))  日日本本薬薬剤剤師師会会賞賞（（８８名名））  

（静岡県） 石川 幸伸 

（神奈川県）鵜飼 典男 

（秋田県）  大越 英雄 

（兵庫県）  笠井 秀一 

（福井県）  髙畠 栄一 

（岡山県） 堀部  徹 

（長崎県） 宮﨑長一郎 

（東京都） 山本 信夫 

 

((２２))  日日本本薬薬剤剤師師会会功功労労賞賞（（６６名名））                    

（滋賀県）  射手矢愼一 

（北海道）  桂  正俊 

（鹿児島県）下田 健一 

（福島県）  関  孝一 

（三重県） 中村 文彦 

（奈良県） 堀本佳世子 

 

((３３))  日日本本薬薬剤剤師師会会有有功功賞賞  

個個人人：：226 名 

 

【【個個  人人】】  

（北海道） 鎌田淑子、小林義昌、佐藤宗志、 
前田敏江、丸山武彦、森本正子、 
出林秀男、小山田幸雄、土田一晴 

（青森県）  林敏子、中谷史子 
（岩手県） 村井玲、生田弘子、河野政子、 

田村宏司 
（宮城県） 西城祐子、鶴見勝、千田哲彌、 

渡辺正夫 
（山形県） 大久保晴二、阿部喜子、 

住田和徳、髙宮宏、髙野鴻一、 
髙野貴美子 

（福島県） 渡邉富美子 
（栃木県）  相馬邦夫、鳥居利一郎、 

毛塚平治、大栗由美子 
（群馬県）  小片芙美代 

（埼玉県）  新井清文、田口實、渡辺優一、 

田中裕子 

（千葉県）  船越和子、林篤子、斉藤春美、 
松澤須美子、丸本暢雄、 
岸本雅邦、原田隆一、丸紀子、 
池尚子 

（東京都）  堀部泰子、川名一榮、平井敏雄、 
折原惇、坂口篤子、清水美津子、 
新井和子、小野㥀且、永井宏、 
盛田捷幸、保坂由美子、 
前納秀夫、宮本綾子、土肥和基、 
竹林孝子、浅見唯夫、千田五月、 
増井操、武藤淑子、城所祐而、 
中川紀美子、高橋美篤、 
石井正彦、入野理、高橋美子、 
増田浩吉 

（神奈川県）秋元敬子、浅野目岬子、 
小田兵馬、尾上京子、神林時中、 
斉藤克子、櫻木達夫、篠井静子、 
菅谷紀子、高岡由美子、長京子、 
所敬子、野崎芳雄、野村佳子、 
平山康子、藤田洋子、宮﨑則子、 
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吉田昭子 
（新潟県） 大瀧晴惠、桂八重、岡田久徳、 

坂田季子 
（山梨県） 住吉晃一、高木琇子 
（長野県） 千葉幸子、中島きみ子、冨山格、 

上原剛、上原春美、大島治子、 
荒井正史、髙嶋堯敏、堀内照子、 
眞岡栄子、籏町郁夫、小山博行、 
佐藤澄子 

（静岡県） 美﨑陽子、影山尚代、義村貞雄、 
漆畑稔、海野千鶴子 

（愛知県） 長尾征代、水谷勝、飯田嘉子、 
長谷川おわ子、坂井民子、 
青山和彦、中本市朗、内山重子、 
伊藤勲 

（三重県） 鈴木千恵子、大野弘子、 
井上弘治、平野睦子、水谷京子、 
中尾雄輔、新口雅子 

（滋賀県） 戸井康子、辻孝範、北浦清子 
（京都府） 岡野佳郎、佐々木靖雄、 

杖野順俊、出口靖子、永平佳子、 
平塚正美、藤村正子、見野和子、 
森本正信、矢野一彌、山田久恵 

（大阪府） 上銘順子、西川節子、端山元子、 
栗本紀子、川口彰保、東根紀朗、 
宇髙幹彦、開道幸子、三宅喜栄、 
多田淑子、森井茂治、中嶋孝司、 
力津継幸 

（兵庫県） 中西良江、立花禮子、杉瀬浩、 
今井静子、久保木美代子、 
田浦稔康 

（奈良県） 前田紀子、水野東子 
（和歌山県）大谷熈雄、平越明實 
（鳥取県） 石上大介、西尾一俊、藤井宣人、 

平福孝、松本格 
（島根県） 白石俊治 
（岡山県） 高木靖子、金谷誠子、富永護、 

三宅修、濱本泰博、柴田信子、 
高木秀彦 

（広島県） 橋本五月、大岩生子、 
前信加代子、前田和子 

（山口県） 吉村瑞乃、小西知都子、 
浜田三枝、堀江つね子、 
藤井百合雄、向井伊津栄、 
山根知枝 

（徳島県） 川野茂昭、平岡加寿子、神田和子 
（香川県） 松村まほ、赤垣京子、伊槻雅子、 

安部喜栄子 
（愛媛県） 庄野淳治、永山登紀子、 

渡部シゲ子 
（福岡県） 深見朋子、吉田清子、松井昌也、 

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷 
藤本素章、三保木美智子 

（佐賀県） 鍵山俊明、池田博充 
（長崎県） 山下幸子 
（熊本県） 深浦恵子、田浦洋子、恒成知子、 

溝口千恵子 
（大分県） 神田厚子、秦野洋輔、首藤靖生、 

熊みどり、古賀溥子、藤井照久 
（宮崎県） 髙﨑淑子、加藤博二 
（鹿児島県）東國麻呂 
（沖縄県） 古謝明子、仲宗根和枝、 

山城志津、松本高信 
 
((４４))  日日本本薬薬剤剤師師会会学学校校薬薬剤剤師師賞賞（（1100 名名））    

（北海道） 有澤 賢二 

（秋田県） 杉本 和伴 

（神奈川県）  小川  護 

（富山県）    勝島 恭子 

（愛知県）    吉田 哲也 

（滋賀県） 山本香名子 

（大阪府）    村田 牧惠 

（岡山県） 藤原 孝子 

（愛媛県）  坂上 譲二 

（長崎県）  中村美喜子 

 

（（５５））  叙叙勲勲（（報報告告分分）） 

【【春春】】  

旭日中綬章 

（東京都） 山本信夫 

瑞宝中綬章 

（京都府） 橋田充 

旭日小綬章 

（茨城県） 山口雄三 

（三重県） 西井政彦 

旭日双光章 

（宮城県） 鈴木常義、佐々木浩司 

（埼玉県） 天野勉 

（東京都）  石垣栄一 

（大阪府） 松尾浩 

（香川県）  佐藤宣幸 

（愛媛県）  宮内芳郎 

    瑞宝双光章 

（茨城県） 寺田勝 

（群馬県） 中村芳美 

（東京都） 田中順子、山口能子 

（神奈川県） 石川將一、小林由紀子 
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（石川県） 宮河哲夫 

（静岡県） 服部勝彦 

（滋賀県） 林邦彦 

（兵庫県）  松村高明 

（愛媛県）  久世和孝 

（熊本県）  山村正人 

【【秋秋】】  

旭日小綬章 

（秋田県） 大越英雄 

旭日双光章 

（福島県）  初澤喜子 

（埼玉県） 髙橋直三郎 

（神奈川県） 嶋元 

（新潟県）  山岸美惠子 

（三重県）  渡邉和久 

（京都府）  近田厚子 

（岡山県）  小林三季子 

瑞宝双光章 

（山形県） 白石正 

（千葉県）  土橋ふみよ 

（東京都）  昼川美晴 

（福井県）  村岡孝子 

（大阪府）  西田惠藏 

（広島県）  河内一仁 

（福岡県）  安東恵津子 

（佐賀県） 緒方高信 

（鹿児島県） 森薗敏博 

旭日単光章 

（石川県）  酒屋利信 

【【高高齢齢者者】】    

瑞宝双光章 

（埼玉県）  山崎雅江、佐藤勝美、 

鈴木敬喜 

（福岡県）  小松秀美 

 

（（６６））叙叙位位叙叙勲勲 （（報報告告分分）） 

従四位 

（鹿児島県） 岩元暢秀 

従五位 

（埼玉県）  松尾勝一 

（千葉県）  土居純一 

（静岡県）  漆畑稔 

正六位 

（栃木県） 渡辺建太郎 

（埼玉県） 坂田博 

（三重県） 鈴木奉文 

（兵庫県） 三島光一郎 

（長崎県） 田代浩幸 

（（７７））褒褒章章 （（報報告告分分））    

    藍綬褒章 

   （福岡県）  髙木淳一 

 

（（８８））厚厚生生労労働働大大臣臣表表彰彰  （（報報告告分分）） 

 （北海道） 水島久美 
 （青森県） 白滝貴子 
（岩手県） 工藤賢三 
（宮城県） 加茂雅行 
（山形県）  伊藤秀悦、大石玲児 
（福島県）  三好正人、佐藤悟 
（栃木県）  下妻和彦 
（群馬県）  天田彰義 
（埼玉県） 池田和久、芳澤正士 
（千葉県） 畑中範子 
（東京都）  佐野峰夫、廣瀬一成 
（神奈川県） 泉紀久恵、塚本久美 
（富山県） 藤森毅至 
（石川県） 松田泰美 
（岐阜県） 大野良子、丹羽智子、児玉豊 
（静岡県） 小笠原俊拓 
（愛知県） 深谷清次、加藤幸久 
（三重県） 谷村学 
（滋賀県） 柳本さつき 
（京都府） 渡邊大記 
（大阪府） 塚正英夫 
（兵庫県） 室井延之 
（奈良県） 吉川惠司 
（岡山県）  小山敏章 
（広島県） 野村祐仁 
（山口県） 末田淳子 
（徳島県） 和田朱実 
（愛媛県）  石藏福代、福岡竜逸 
（高知県）  田中聡、岡本孝彦 
（福岡県）  原口亨 
（佐賀県）  増田泉 
（長崎県）  柴田素子 
（熊本県）  藤井憲一郎 
（大分県）  酒井浩一 
（宮崎県）  野邊忠浩 
（鹿児島県） 谷口欣平 
（沖縄県）  村田美智子、村上市子 
 

（（９９））文文部部科科学学大大臣臣表表彰彰  （（報報告告分分）） 

（北海道） 網田安雄 

（岩手県） 細田稔男 
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（宮城県） 佐藤克彦 
（秋田県） 菅井勝也 
（茨城県） 庄司幸枝 
（栃木県） 佐久間豊子 
（群馬県） 齋藤襟子 
（埼玉県） 矢作有子 
（千葉県） 松井和子 
（東京都）  髙橋正也、机恵美子、人見一男 
（神奈川県） 臼井得雄 
（石川県）  竹森幸弘 
（山梨県）  久津間千秋 
（長野県）  市瀬光一 
（岐阜県） 渡邉隆 
（静岡県）  月井英喜 
（滋賀県）  竹内佳奈子 
（大阪府） 佐野智 
（奈良県）  山田三郎 
（和歌山県） 柳智津子 
（広島県）  麻生祐司 
（徳島県）  木内義人 

（香川県）  川根敏伸 

（愛媛県）  高橋稔、濱田民造、浅野俊彦 

（福岡県）  福井豊登 

（長崎県）  瀬戸口正子 

（熊本県） 杉本史生 

（沖縄県）  我喜屋美香 

 

５５．．会会員員のの物物故故（（報報告告分分））  

（北海道） 東梅勲、八島壯之、田原伸一、 
      竹村敏裕、遠藤泰子、三浦雅司、 
      直江守、永田徹 
（青森県） 櫻井清、蝦名菜穂子、太田彩乃、 
      櫻田雅彦、三上緑 
（岩手県） 三部篤、鈴木眞一郎、船山文子、 

手塚優 
（秋田県） 浅野祐一、加藤澄、大嶋稲子、 
      千葉絲子、三浦恒久、阿部千紗子 
（山形県） 横川裕、峯田恵美子、寺岡久之、 
      結城清悦 
（福島県）  小坂純子 
（茨城県） 中村雅彦、長島武夫、片桐頼子、 

羽生健宏、倉持勝平 
（栃木県） 渡辺建太郎、佐藤二郎 
（群馬県） 髙橋文彦 
（埼玉県） 佐久間笑子、松尾勝一、 

山岸勉、勝田敏敬、坂田博、 

藤井源三、品田平三、新藤泰子 

（千葉県） 秋田茂、安倍光昭、阿部律子、 

      石井律子、市原健二、大野定行、 

      竹内清、土居純一 

（東京都） 大石博、川庄尚、鈴木源司、 

清治順一、高瀬光子、中林さち子、 

比留間栄子、藤本たみ子、 

堀美智子、森澤信夫、八木純  

（神奈川県）代田久米雄、八木芳夫、 

櫻木章子、飯島清美、川端春二、 

伊藤笑子、中島紀明、菊池紀子、 

友利秀雄、伊藤勝美、松本純、 

小髙賢一 

（新潟県） 石田英雄、徳間一夫、   
涌井シカ子、大島祥、髙野嘉巳 

（山梨県） 井出睦美、依田光弥、田中文雄 

（長野県）  田多井健至、木下晴夫、  

鈴木敏明、小山由紀子、清水寿、 

矢島建紀、井澤武、刈間俶子、 

池口聖一、山下徹、藤森文安 

（岐阜県） 葛西周平、丹羽隆、 
      宮崎弘太朗 
（静岡県） 三瓶由美子、美﨑英生、 

坂井早百合、漆畑稔 
（愛知県）  吉田精吾、吹原実貴子、 

髙木章好、横井ひろみ、 
中北智久、加藤英二 

（三重県） 春田良子、筒井聖明、安田好、 
村井邦雄、平田卓也、松本隆夫 

（滋賀県） 菅國夫 
（京都府） 堂下やす子、相田春香、 

伊藤武宏、 大西倫夫、 
森本正信、 園部綾子 

（大阪府） 植村勇、鈴木康友、倉岡多、 
松山泳憲、小川暢雄、三井孝子、 
常松明生、寺田宗利、西浦澄 
中尾進、井内一江 

（兵庫県） 藤井ゆかり、北川嘉明、 
大岡規佐子、松岡勲、 
瀬尾成俊、小谷保之、梅垣宏、 
中山雅夫、喜多村義彦  

（奈良県） 平松直雄、山田慶子、 
池中安基子、中井智世子、 
小西英玄 

（和歌山県）山名洋子、奥野惠利 
（鳥取県） 西尾フミ子、藤田光子、 

宮本千代子 
（島根県） 高橋順一 
（岡山県） 井上光子、竹内克成、河原宣裕 

（広島県） 水戸基彦、石本和子 
（山口県） 石丸廉、泉原唯夫、松浦泰子、 
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嶋田禎子、内田豊、西村直人、 
正木ミツヱ、若松輝明 

（徳島県） 宮佐俊昭、柴田公範 
（香川県） 佐藤智栄美 
（愛媛県）  高橋稔、濱田民造、浅野俊彦 
（高知県） 市原純子、志村孝明、田所隆志 

（福岡県） 岡本浩之、井上嘉明、高須俊昭、 
武富直幸、辻久美子、中島佳彦  

（佐賀県） 永松茂、山口長生、服部正弘、 
鵜木寛雅 

（長崎県）  田代浩幸、帆士辰雄、岩下淳二、 
近藤健、佐藤信介 

（熊本県） 大村龍晴、渡邊敬昭 
（大分県） 得丸茂年、安倍要   
（宮崎県） 杉本真彦、前田修一郎、尾辻惠子 
（鹿児島県）有留浩一、岩元暢秀、宇都健二、 

小牧貴治、久木留和子、岩切雅子 
（沖縄県） 山崎今日太、神山康喜、 

嘉陽孝雄、新城光枝、 
新垣美恵子、伊集俊雄、 
仲村春美、新垣直孝 
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事事    業業    報報    告告  

 

令和７年５月、改正薬機法が成立・公布され

た。本改正は、国民が品質の確保された医薬品に

速やかにアクセスし、安心・安全に使用できる環

境を整備することを目的として行われたもので

ある。国民への医薬品の適正な提供を確保する

ため、薬局機能の強化等について必要な措置が

講じられ、薬剤師・薬局に関して多岐にわたる制

度改正が行われ、段階的に施行されている。 

特に重要な改正事項の一つとして、薬局開設

者の責務が明確化された点が挙げられる。すな

わち、自薬局の業務にとどまらず、行政と連携

し、「地域」における医薬品の安定供給を図るこ

とが、法的責務として位置付けられたことであ

る。 

急速な少子化・過疎化が進行する人口減少社

会において、地域の医療資源である薬局・薬剤師

の果たす役割は一層重要性を増しており、まさ

に今が正念場である。本会は、この「国民への医

薬品の適正な提供」という責務を着実に実現し、

地域住民が薬剤師によるサービスを確実に享受

できる体制の整備・強化を図るため、同年７月に

「地域医薬品提供体制強化のためのアクション

リスト」を策定した。 

各地域薬剤師会においては関係行政機関並び

に多職種との連携・協働のもと、薬局機能の強化

を進め、地域完結型医療の構築に主体的に取り

組んでいただきたい。これら地域における取組

みは、本会がこれまで提唱してきた「地域医薬品

提供計画」の実現にも資するものであり、本会と

しても引き続き必要な支援を行っていく。 

また、令和８年５月に施行予定の「指定濫用防

止医薬品」の販売に向けた準備として、薬局にお

ける手順書及び指針のモデルを作成し、会員へ

周知した。 

さらに、「薬剤師等の遠隔管理下での一般用医

薬品販売（受渡委託）」及び「薬局の調剤業務の

一部外部委託」は、公布から２年以内に施行され

る。本会は、施行にあたっての具体的な要件等に

ついて、医療及び医薬品の安全性を確保する観

点から、関係する各審議会等において必要な主

張を引き続き行っている。 

一方で、足元では賃上げや物価高騰等の影響

に加え、いわゆる「逆ザヤ」品目の急増、毎年実

施される薬価改定による備蓄医薬品の資産価値

の減少などにより、薬局経営は極めて厳しい状

況に置かれている。本会は、こうした状況を踏ま

え、令和７年度補正予算における助成措置等に

ついて関係各方面へ要望を行ってきた。その結

果、令和７年度補正予算には、医療分野における

賃上げ・物価上昇への対応として、保険薬局への

支援金や重点支援地方交付金等が盛り込まれた。

また、令和８年度診療報酬（調剤報酬）・薬価等

の改定率は全体で＋2.22％となり、医科・歯科・

調剤の公平な配分比率も堅持された。 

また、医療保険制度改革を巡っては、OTC 類

似薬を含む薬剤の自己負担の見直しについて議

論が行われている。費用削減のみを目的とした

拙速な制度変更は、薬局現場に混乱をもたらし、

結果として患者の不利益につながるおそれがあ

ることから、本会は慎重かつ丁寧な検討を求め

ている。 

緊急避妊薬については、本会は令和５年度よ

り緊急避妊薬販売に係る環境整備のためのモデ

ル的調査研究（厚生労働省委託事業）を実施して

きたが、要指導医薬品としての緊急避妊薬の販

売開始に伴い、本調査研究事業は２月１日をも

って終了した。本会は引き続き、各地域における

緊急避妊薬の販売体制の構築を支援するととも

に、対応が必要な事項について厚生労働省等と

協議を行っていく。 

そのほか、少子高齢化やデジタル化の進展等

を背景に、薬剤師・薬局を取り巻く環境は大きく

変化している。長期化する医薬品の供給不足を

はじめ課題は山積しており、並行して多くの議

論・検討が進められている。本会は、厚生労働省

をはじめ関係団体と連携し、各種審議会等にお

いて必要な主張を行っている。 

特に医療 DX については、調剤業務環境のデ

ジタル化や調剤録・薬歴情報の標準化に加え、服
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薬期間中の継続的な患者フォローや地域連携の

高度化など、薬剤師・薬局の活動そのものを変革

していく視点が重要である。本会は、現場の負担

軽減と質の高い薬学的管理の両立を図る観点か

ら、薬局業務の在り方を含めた DX の検討を進

めている。本会では地域の薬局業務全般を支え

る持続可能な DX 基盤を整備するため、薬局 DX
基盤サービス「N-Bridge（エヌブリッジ）」の運

用を令和８年４月より開始する予定である。 

さらに本年度は、日薬誌の電子化（令和７年４

月からの日薬雑誌アプリの運用開始。令和８年

３月号をもって冊子郵送を完全終了）、JPALS
認定薬剤師制度の改正（令和８年４月運用開始

予定）、日薬アプリ（会員証の表示や本会からの

情報をプッシュ通知するなど、会員向けサービ

スを提供するアプリ）の開発（同）、一般・教育

機関向け「薬剤師 PR 資材」やカスタマーハラ

スメント防止啓発ポスターの作成などにも取り

組んだ。 

また、毎年１万人弱の新たな薬剤師が誕生し

ている一方で、本会の会員数は減少傾向が続い

ている。このため本会では、組織強化の観点か

ら、現行組織の課題と対応策を検討する特別委

員会を設置し、令和８年１月に同特別委員会の

報告書が取りまとめられた。本会はこれを踏ま

え、都道府県薬剤師会・地域薬剤師会と連携し、

必要な施策を講じていく。令和８年度は「新卒薬

剤師 初年度会費無料キャンペーン」を実施する

予定である。 

以上のほか、本年度も都道府県薬剤師会との

連携・協力のもと、国民の健康な生活の確保に寄

与するため、以下に掲げる事業を実施した。 
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１１．．薬薬剤剤師師養養成成ののたためめのの薬薬学学教教育育へへ

のの対対応応  

（（１１））薬薬学学教教育育関関連連行行政政、、大大学学及及びび  

関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

本年度においても、行政諸機関をはじめ、薬

学教育協議会、薬学教育評価機構等の薬学教育

関係団体主催の会議等に本会関係者を派遣し、

薬学教育及び実務実習に関する諸課題の検討を

行うなど、関係団体との連携に努めている。 
 

（（２２））薬薬学学生生実実務務実実習習受受入入体体制制・・指指導導体体制制

のの充充実実･･強強化化  

１１））薬薬局局実実務務実実習習担担当当者者全全国国会会議議のの開開催催  

「薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令

和４年度改訂版）」による薬学教育は、令和６年

度入学生から導入され、同カリキュラムに基づ

く実務実習は令和 10 年度から開始予定である。

このため本会では都道府県薬剤師会の担当役員

を対象に、同カリキュラムの内容解説、及びそ

れに基づく薬局実務実習の実施方法等について

説明・協議を行うため、令和７年４月 18 日に

Web 形式にて、標記全国会議を開催した。 

２２））薬薬学学実実践践実実習習へへのの対対応応  

「薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令

和４年度改訂版）」では、５年次の薬局、病院で

の必須の実習の実施後に、選択科目として「薬

学実践実習」が実施予定である。本実習の実施

方法、実施時期、期間、受入施設等については、

薬学教育協議会内に設置されたワーキンググル

ープにて、本会役員も参画する中で現在検討が

行われている。 

本会では、「薬学実践実習」の概要を都道府県

薬剤師会関係者に周知するため、令和７年４月

18 日に開催した薬局実務実習担当者全国会議に

おいて、講演を担当した薬学教育協議会役員に、

同実習の概要について解説いただいた。 

また、薬学教育協議会がその指針に関する検

討結果を「薬学実践実習に関する指針」として

取りまとめ、令和８年１月 23 日付けで公表した

ため、本会は本件について都道府県薬剤師会に

通知した（令和８年２月４日付、日薬業発第 426

号）。  

３３））認認定定実実務務実実習習指指導導薬薬剤剤師師認認定定制制度度実実施施要要領領  

    改改訂訂へへのの対対応応  

 認定実務実習指導薬剤師養成制度を所管する

薬学教育協議会は、「認定実務実習指導薬剤師認

定制度実施要領」について、指導薬剤師に関す

る定年制の導入、養成研修会に関する受講条件

の変更等、種々の改訂を行うこととし、令和７

年９月８日付けで本会をはじめとする関係団体

に通知した。今般の一連の改訂については、当

初令和８年度からの導入が予定されていたが、

本会等からの要望もあり、令和９年度からの導

入とされた。本会は今般の改訂内容等について

都道府県薬剤師会に通知し（令和７年９月 16 日

付、日薬業発第 227 号）、認定実務実習指導薬剤

師をはじめとする関係者への周知について協力

依頼を行った。 

  

（（３３））薬薬学学教教育育全全般般のの諸諸課課題題へへのの対対応応  

１１））新新薬薬剤剤師師養養成成問問題題懇懇談談会会へへのの参参画画    

 第 25 回新薬剤師養成問題懇談会は、令和８年

２月16日に開催され、本会役員３名が出席した。

本会では、「薬剤師国家試験の在り方」、「薬科大

学・薬学部における地域枠の拡充」、「定員充足

率、薬剤師国家試験合格率等で問題を抱える大

学への今後の対応」の３題を協議題として提出

し、これらの議題について行政機関及び教育関

係団体と協議した。また、同懇談会では、今後

新たに実施される「薬学実践実習」の実習費等

に関し、関係者間での検討が必要との意見があ

り、薬学教育協議会に検討の場を設けることが

了承された。  

２２））「「薬薬剤剤師師国国家家試試験験ののあありり方方にに関関すするる基基本本方方

針針」」へへのの対対応応  

 「薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令

和４年度改訂版）」が作成され、令和６年度入学

生から適用されていることなどを受け、厚生労

働省の医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験
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制度改善検討部会においては、薬剤師国家試験

の改訂に関する基本的方向性等について、前年

度より本会役員も参画する中で検討が行われて

きた。検討内容は「薬剤師国家試験のあり方に

関する基本方針」としてまとめられ、令和８年

３月 25 日付けで公表された。本基本方針では、

試験科目の変更に加え、問題数を現行より 10 問

減らし 335 問とするなどの変更が示された。本

基本方針は、令和６年度入学生が受験する令和

11 年度実施の第 115 回薬剤師国家試験より適用

される。 

本会では本基本方針について、都道府県薬剤

師会に通知した（令和８年４月６日付、日薬業

発第 16 号）。  

  

２２．．生生涯涯学学習習のの充充実実・・学学術術活活動動のの推推進進  

（（１１））生生涯涯学学習習支支援援シシスステテムムＪＪＰＰＡＡＬＬＳＳのの  

運運営営・・普普及及  

１１））ＪＪＰＰＡＡＬＬＳＳ認認定定薬薬剤剤師師制制度度  

平成 24 年４月にスタートした JPALS は、平成

30 年２月に薬剤師認定制度認証機構（CPC）の

認証を取得（認証番号 G25）し、令和９年２月に

２回目の認証更新が予定されている。 
①①JJPPAALLSS 認認定定薬薬剤剤師師制制度度改改正正  

JPALS 構築から 10 年以上が経過し、近年の

情勢と他制度の運用状況を参考に、認定取得ま

での期間短縮を含めた認定のあり方について、

令和６年度より生涯学習委員会で議論を開始し、

今般改正案を取りまとめた。５月 20 日の本会理

事会で承認後、６月に CPC へ変更届を提出し、

同月に正式に承認された。 

制度改正の主な内容は以下３点である。１．

CL レベルを廃止し、認定取得までの期間を大幅

に短縮し、最短で JPALS 利用登録から１年程度

で認定取得を可能とすること。２．実践記録の

一部「実践活用が出来そうな例・学習が実践活

用出来た例」の入力を必須化すること。３．実

践記録の PS の登録（STEP２）項目を、「到達

目標（398 項目）」から「小領域（44 領域）」に

変更すること。なお、現行の JPALS 認定薬剤師

（CL レベル５、６）の認定更新要件に変更はな

い。 

②②制制度度改改正正ススケケジジュューールル  

制度改正日は、令和８年４月１日とし、以下

のとおり段階的に施行する。 

・令和８年１月 11 日：実践記録の一部必須化、

PS 登録項目の変更。 

・令和９年３月：制度改正後の初回 Web テスト

の実施。 

・令和９年４月１日：CL レベル表示を廃止し、

全面施行。 

③③制制度度改改正正にに関関すするる周周知知  

令和７年９月５日に都道府県薬剤師会担当者

を対象とした「生涯学習担当者全国会議」を開

催し、制度改正に関するチラシ「生涯学習支援

システム JPALS が変わります！！」と題したチ

ラシを作成、配付した。加えて、本会ホームペ

ージ及び JPALS サイト上での掲載、メール、日

薬誌、日薬ニュース等を通じて周知を実施した。

引き続き、利用者等への周知を行っていく予定

である。 

２２））各各ＣＣＬＬレレベベルルのの状状況況とと昇昇格格 WWeebb テテスストトのの  

実実施施状状況況  

令和７年度の CL レベルの昇格 Web テストは、

令和８年１月10日までに受験資格要件を達成す

る必要があり、メールや日薬ニュース等を活用

して利用者への周知に努めた。本昇格 Web テス

トは現行の制度で行う最後の実施となり、令和

８年３月１～31 日に行った。CL レベル１から

２への昇格 Web テストは、受験資格要件を達成

する期日の１月10日までに113名が受験資格を

得て 96 名が合格、CL レベル２から３への昇格

Web テストは 87 名が受験資格を得て 83 名が合

格、CL レベル３から４への昇格 Web テストは

86 名が受験資格を得て 80 名が合格、CL レベル

４から５への昇格Webテストは200名が受験資

格を得て 161 名が合格した。令和８年３月末日

現在の JPALS 登録者総数は 37,561 名で、CL
レベルの内訳（学生会員、学生一般、CL レベル
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６非表示を除く）は、レベル１：28,309 名、レ

ベル２：1,921 名、レベル３：618 名、レベル４：

1,666 名、レベル５：3,962 名、レベル６：470

名となっている。CL レベル５以上の「JPALS
認定薬剤師」は 4,432 名である。 

３３））ee--ララーーニニンンググシシスステテムム配配信信ココンンテテンンツツのの  

    制制作作  

JPALS の e-ラーニングシステムで配信する

コンテンツは、自己学習材料の提供という位置

づけで制作、配信を行っている。本年度は「研

究倫理更新講習」１コンテンツを更新し、配信

した。令和８年３月末日現在、全 64 コンテンツ

を配信している。 

４４））そそのの他他  

情報通信環境の変化に合わせ、必要なメンテ

ナンスを随時実施している。また、利用者から

のシステム利用方法、CL や認定等に関する問い

合わせについても対応を行っている。令和８年

４月からの制度改正に合わせ、システム改修を

段階的に実施しているところであり、今後も必

要な改修を行っていく予定である。 

  

（（２２））薬薬学学５５団団体体にによよるる「「薬薬剤剤師師生生涯涯学学習習

達達成成度度確確認認試試験験」」実実施施へへのの協協力力  

薬剤師生涯学習達成度確認試験（以下、「確認

試験」）は日本医療薬学会、日本病院薬剤師会、

日本薬学会、日本薬剤師研修センター及び本会

の５団体が共同で実施しており運営事務は日本

薬剤師研修センターが行っている。受験資格は

「１．薬剤師免許取得後５年以上であること」

及び「２．所属する団体ごとに別に定める要件」

とされており、本会では JPALS の CL レベル６

への昇格試験として位置づけ、「CL レベル５で

あり、かつレベル５に昇格後１年を経過した者」

と定めている。 

JPALS 認定薬剤師制度改正後の本会の要件

は、「JPALS 認定薬剤師であること」とし、同

試験合格者の名称は、現行の CL レベル６から

「JPALS 認定薬剤師（アドバンスト）」に変更

する。改正後の要件は令和８年７月に実施予定

の確認試験より適用予定である。 

試験内容は日本医療薬学会の専門薬剤師認定

試験に準ずる内容であることから、同試験と同

じ日程で実施されている。本年度の第９回確認

試験は、７月 27 日（日）に、札幌、仙台、東京、

名古屋、大阪、岡山、福岡の７箇所で実施され

た。JPALSの資格で合格した者は23名であり、

10 月に CL レベル６に昇格した。また、確認試

験の受験者数を増加させる方策として各実施団

体に積極的な周知が依頼され、本会でも JPALS
サイト上での告知のほかに日薬メールナビ、日

薬誌等での周知を行った。 

なお、日本医療薬学会「地域薬学ケア専門薬

剤師制度」の認定申請者及び連携施設の要件、

並びに日本老年薬学会の老年薬学服薬総合評価

研修会の受講資格において確認試験の合格が必

要とされており、その重要性は増している。 
  

（（３３））日日本本薬薬剤剤師師会会学学術術大大会会（（京京都都大大会会））

のの開開催催  

１１））大大会会のの概概要要  

 10 月 12 日（日）、13 日（月・祝）の両日、第

58 回日薬学術大会（京都大会）を京都府京都市

の国立京都国際会館にて開催した。今大会は、

「そうだ、薬剤師に聞いてみよう！～プロフェ

ッショナリズムの涵養～」をメインテーマに、

現地参加および会期後のオンデマンド配信視聴

を含め、計 8,483 名が参加した。 

初日の開会式は、華道のプレパフォーマンス

で幕を開け、大会長の岩月日薬会長より開会挨

拶、大会運営委員長の河上京都府薬会長より歓

迎の挨拶が述べられた。来賓祝辞として、福岡

資麿厚生労働大臣（佐藤大作 厚生労働省大臣官

房審議官（医薬担当）代読）、あべ俊子文部科学

大臣（日比謙一郎 文部科学省高等教育局医学教

育課課長 代読）、西脇隆俊京都府知事、松井孝

治京都市市長、松井道宜京都府医師会会長より

それぞれ祝辞が述べられた。このほか、来賓と
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して、本田顕子参議院議員、神谷政幸参議院議

員、石井伊都子日本薬学会会頭、武田泰生日本

病院薬剤師会会長、矢守隆夫日本薬剤師研修セ

ンター代表理事、小比賀聡国公立大学薬学部長

（科長・学長）会議幹事、楠文代日本私立薬科

大学協会会長、安原眞人薬剤師認定制度認証機

構代表理事が臨席された。第一部の最後に、河

上大会運営委員長より次回開催地である新潟県

薬剤師会の荻野構一会長へ薬剤師綱領楯の引継

が行われた。また、第一部と第二部の合間に、

本会公式キャラクター「ふぁるみん」の着ぐる

みをお披露目し、47 都道府県薬剤師会のご当地

ふぁるみんも併せて紹介した。 

 次いで、第二部の表彰式では、令和７年度の

日本薬剤師会賞（８名）、同功労賞（６名）受賞

者に岩月会長より表彰状並びに副賞が授与され

た。第三部の特別記念講演では、京都大学 iPS

細胞研究所所長・教授髙橋淳氏より「iPS 細胞が

目指す未来」と題した講演が行われ、開会式を

終了した。その後、初日午後から翌日にわたり、

４題の特別講演（うち２題は府市民公開講座を

兼ねる）、本会会長講演、２つの特別企画、特別

鼎談、18 の分科会、会員発表（口頭 226 題、ポ

スター305 題）、薬学生シンポジウム、共催セミ

ナーなど多彩なプログラムが実施され、大会の

全日程を終了した。 

 また、第 48 回大会（2015 年）より創設された

一般演題優秀賞・ポスター優秀賞には、最優秀

賞１題、優秀賞５題が選考され、各受賞者には

後日、表彰盾を授与した。 

なお、本大会では会期後のオンデマンド配信

を 11 月 18 日～12 月 17 日まで実施した。現地参

加またはオンデマンド配信視聴のいずれかで日

本薬剤師研修センターの研修単位を取得可能と

した。 

２２））次次期期学学術術大大会会  

第 59 回大会（新潟大会）は、令和８年 10 月

11 日(日)・12 日（月・祝）の両日、「‘TOKI’MEKI

～薬剤師の未来へ希望を繋げよう～」をメイン

テーマに、新潟県新潟市の朱鷺メッセ新潟コン

ベンションセンター他で開催する予定である。 

３３))日日本本薬薬剤剤師師会会学学術術大大会会のの開開催催負負担担軽軽減減にに  

向向けけたた対対応応策策ににつついいてて  

本会では今期、学術大会委員会を新設し、都

道府県薬剤師会が積極的に大会を開催できるよ

う、運営上の課題と支援策を検討した。具体的

な支援策として以下３点を第59回大会から実施

し、円滑な大会運営を推進できる体制を整える

こととした。 

・「オンデマンド配信システム」を本会が恒久的

に構築し、開催県薬に斡旋することで、開催

県薬のシステム構築負担や人的負担を解消し、

開催コストの削減を図る。 

・近年の物価高騰やシステム運用実態に鑑み、

本会からの交付金額を引き上げる。 

・開催県薬が負担していたウェルカムパーティ

ーは原則廃止し、簡素な実費制へ見直す。ま

た、大会懇親会についても、本会招待者分の

費用は本会が負担する。 

上記対応に加えて、本会では引き続き、大会

運営の様々な課題に対しての支援策を検討する

予定である。 

 

（（４４））倫倫理理審審査査へへのの対対応応とと研研究究活活動動のの促促進進  

１１））研研究究活活動動のの推推進進  

我が国の臨床研究は、「人を対象とする生命科

学・医学系研究に関する倫理指針」（以下、「生

命・医学系指針」）に基づき実施されている。 

本会では、「臨床・疫学研究推進委員会」（以

下、「推進委員会」）及び「臨床・疫学研究倫理

審査委員会」（以下、「審査委員会」）を設置

している。推進委員会は、研修受講の啓発の他、

倫理審査に対する専門的支援、都道府県薬剤師

会の助言等を行い、審査委員会は、申請書につ

いて倫理審査を行っている。 

また、都道府県薬剤師会が準用できるよう「人

を対象とする生命科学・医学系研究の実施に関

する手順書」、「人を対象とする生命科学・医学

─ 19 ── 18 ─



 
 

系研究の倫理審査業務手順書」及び申請書様式

や、研究計画書記載例等を作成し公表している。

これらは指針やガイダンス改正時に随時見直し

を行っている。 

「生命・医学系指針」及び「生命・医学系指

針 ガイダンス」に基づき、研究者等の研修受講

が求められることから、推進委員会では e-ラー

ニングコンテンツを制作し、JPALS で配信して

いる。本年度は「研究倫理更新講習」を制作し、

令和７年４月より配信した。受講後の理解度確

認テスト合格者には研修修了証を発行している。 

また、都道府県薬剤師会における倫理審査体

制の整備状況の確認のため、平成 26 年度より都

道府県薬剤師会を対象に「臨床・疫学研究等に

関する倫理審査への取り組み状況調査」を実施

しており、本年度も調査を行った。令和８年３

月末日現在、倫理審査委員会を設置している都

道府県薬剤師会は 46 である。 

また、都道府県薬剤師会における倫理審査体

制の充実と研究推進を目的として、都道府県薬

剤師会担当者を対象とした「研究推進に関する

全国会議」を毎年度実施している。本年度は令

和８年２月 25 日に開催し、「論文執筆から考え

る研究倫理」と題した講演と、「研究を始める

方へのフォローアップ体制について」と題して、

都道府県薬剤師会における研究推進に関する事

例紹介とディスカッション等を行った。会議終

了後に出席者に研修修了証を発行した。 

日薬学術大会では、倫理審査が必要な研究に

ついては倫理審査の受審を一般演題の登録要件

としており、第 58 回日薬学術大会でも同様に運

用した。「研究をする前に倫理指針を確認しま

しょう！」と題した啓発チラシを更新し、学術

大会プログラム集に掲載した。 

２２））日日本本薬薬剤剤師師会会のの倫倫理理審審査査体体制制  

本会の審査委員会は、「生命・医学系指針」

及び「生命・医学系指針 ガイダンス」に基づき、

医学・医療の専門家等の自然科学の有識者12名、

倫理学・法律学の専門家等の人文・社会科学の

有識者２名、一般の立場を代表する者２名の合

計 16 名で構成している。本年度は、通常審査１

件、迅速審査３件の審査を行った。 

  

（（５５））薬薬剤剤師師業業務務にに係係るる研研修修基基盤盤のの定定着着とと

活活用用促促進進及及びび維維持持運運営営  

令和５年１月から本運用を開始した「日本薬

剤師会研修プラットフォーム（以下、「日薬

PF」）」は、都道府県薬剤師会が自県の会員、非

会員に関わらず薬剤師に向けて研修を提供する

場として、本会が発信する内容をコンテンツ化

し、都道府県薬剤師会から全国一律の研修を実

現する基盤とすることを目的としている。 

また、全ての薬剤師が自身の受講履歴や受講

予定の研修を一括管理できるシステムであり、

非会員に対しても研修を提供することにより、

会員拡充対策としても活用する。令和５年 11 月

からは地域薬剤師会での利用も開始した。 

都道府県薬剤師会を通じて日薬 PF にて利用

できる本会発信コンテンツとして、「ICT を活用

した薬剤師業務の資的向上等を目的とした研修

プログラム」、「令和４年度薬剤師の資質向上等

に資する研修事業に関する研修プログラム（５

疾病及び AMR）」、「感染対策に関する研修プロ

グラム」（（５５－－（（５５））－－３３））参参照照））を提供してい

るが、本年度は新たに「災害医療・薬事対応に

関する研修プログラム」（（８８－－（（３３））－－２２））参参照照））

の提供を開始した。 

なお、令和８年３月 31 日現在、46 都道府県薬

剤師会から利用申し込みがあり、利用登録者数

は 52,272 名となっている。 

引き続き、日薬 PF 活用に即した資料の都道

府県薬剤師会への提供や、日薬誌及び本会ホー

ムページ等を活用した利用促進のための周知を

行う予定である。 
  

（（６６））日日本本薬薬剤剤師師研研修修セセンンタターー研研修修認認定定  

薬薬剤剤師師制制度度にに関関すするる対対応応  

日本薬剤師研修センターは、令和７年５月に、
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新たな研修種別「ウエブ利用研修（学術大会ア

ーカイブ配信）」の運用を開始しており、学術大

会の録画映像を「一定の要件を満たした研修シ

ステム」上でアーカイブ配信することでも単位

発行が可能となった。 

この研修種別の追加に伴い、第 58 回日薬学術

大会においては、現地参加に加えてオンデマン

ド配信を実施し、一定の要件を満たしたオンデ

マンド配信受講者に対して日本薬剤師研修セン

ター研修認定薬剤師制度の単位を付与した（（２２

－－（（３３））参参照照））。 

このほか、日本薬剤師研修センターでは令和

４年度より、薬剤師にとって必要な研修会の開

催を推進するため、各都道府県薬剤師研修協議

会が行う研修会の開催費用を一部支援する業務

を実施しており、令和７年２月 28 日には令和７

年度の実施要領、令和８年２月 17 日には令和８

年度の実施要領が公表された。本会からも都道

府県薬剤師会に同業務の令和７年度第１回募集、

同第２回募集及び令和８年度第１回募集につい

て情報提供を行った（令和７年６月 19 日付、日

薬業発第 85 号。令和８年２月 17 日付、日薬業

発第 444 号他）。 

今後も引き続き、本会から同センターに対し

必要な要望、交渉を行いつつ、同センターから

得た情報は迅速かつ分かりやすく都道府県薬剤

師会に周知していく予定である。 

 

（（７７））卒卒後後臨臨床床研研修修ににつついいてて  

医療の高度化やチーム医療の進展を背景に、

厚生労働省の検討会等において、卒後における

薬剤師の臨床研修の在り方に関する議論が進め

られている。大学における卒前教育で修得した

知識・技能を、卒後の臨床研修により実践的に

発展させる観点から、卒前から卒後まで一貫し

た教育・研修体制の重要性が示されている。薬

剤師臨床研修に関しては、令和７年度は「薬剤

師臨床研修の効果的な実施のための調査検討事

業」の下で、「薬剤師臨床研修のための指導体

制・指導薬剤師の育成等に係る調査検討（受託

者：日本病院薬剤師会）」、「卒後から生涯研修を

通じたキャリア形成に係る調査検討（受託者：

薬剤師認定制度認証機構）」の２つの事業が実施

されており、本会からも担当役員を派遣して必

要な意見等を述べている。 

薬剤師臨床研修のための指導体制・指導薬剤

師の育成等に係る調査検討においては、令和７

年 10 月 19 日に同事業による「未来の薬剤師を

共に育てる「薬剤師臨床研修」キックオフセミ

ナー」が開催され、薬剤師臨床研修の今後等に

ついて講演が行われた。本会からは役員を講師

として同セミナーに派遣し、「薬局の立場より」

と題して、薬局の視点から薬剤師臨床研修に関

する現状や課題等について講演を行った。また、

令和８年１月には、同事業による薬剤師臨床研

修の指導薬剤師育成に係る e-ラーニング講習会

が公開され、本会役員も同講演会のコンテンツ

の制作に携わるとともに、同講演会の公開につ

いて都道府県薬剤師会に周知を行った(令和８

年１月 20 日付、日薬業発第 393 号)。 

卒後から生涯研修を通じたキャリア形成に係

る調査検討では、令和８年２月に医療機関や薬

局等に勤務する全国の薬剤師を対象に、現役薬

剤師のキャリア形成に関する意向を明らかにす

るため、「薬剤師のキャリア形成に関する意向調

査」が行われており、本調査の実施について都

道府県薬剤師会に周知を行った（令和８年２月

３日付、日薬業発第 422 号）。 

このほか本会では、令和７年度厚生労働科学

研究「専門薬剤師が医療の質に与える効果とそ

の評価に関する研究」（研究代表者：益山光一東

京薬科大学薬学部教授。研究分担者：矢野育子

神戸大学医学部附属病院教授・薬剤部長）にお

いて、担当役員２名が研究協力者として参画し、

必要な意見等を述べている。この研究は令和７

～８年度の２カ年で実施される予定であり、前

年度に行われた専門医機構等の調査や専門医療

機関連携薬局・専門薬剤師に関する調査結果等
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を踏まえて進められた。本年度は、専門薬剤師

制度の設計及び運用案の検討が行われ、前年度

作成した専門薬剤師の在り方に関する検討（案）

のたたき台を基に、その内容の整備・精緻化を

行うとともに専門薬剤師制度整備指針などを作

成した。また、分担研究では、専門医療機関連

携薬局が医療機関や他の薬局と連携することに

よる患者効果の検証、専門薬剤師による服薬指

導、服薬フォローアップ等による患者効果の検

証等が実施され、研究報告書がまとめられる予

定となっている。 

 

３３．．薬薬剤剤師師・・薬薬局局機機能能のの充充実実及及びび  

医医療療安安全全対対策策のの推推進進  

（（１１））かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師・・薬薬局局のの推推

進進をを図図るるたためめのの各各種種対対策策（（多多職職

種種連連携携・・薬薬薬薬連連携携のの推推進進、、在在宅宅

医医療療のの推推進進をを含含むむ））  

１１））処処方方箋箋受受取取率率のの状状況況  

令和６年度（令和６年３月～令和７年２月）

の処方箋受取率は全国平均で 82.1％（対前年比

1.8 ポイント増）、処方箋枚数は約８億 6,400 万

枚（同 100.9％）、調剤点数は約８兆 300 億円（同

101.3％）であった。  

また、令和７年２月時点での保険薬局数は

62,214 施設、請求薬局数は 61,468 施設、請求率

は 98.8％であった。 

一方、厚生労働省の令和６年度社会医療診療

行為別統計（６月審査分）によれば、院外処方

率は病院 83.6％、診療所 80.9％、医療機関全体

で 81.4％となっている。 

病病院院－－診診療療所所別別ににみみたた医医科科のの院院外外処処方方率率  

 令和６年 令和５年 対前年比 

総 数 81.4％ 80.2％ ＋1.2ポイント 

病 院 83.6％ 82.5％ ＋1.1ポイント 

診療所 80.9％ 79.6％ ＋1.3ポイント 

注）各年６月審査分 

 

 

２２））かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師・・薬薬局局のの推推進進をを図図るるたためめ

のの取取組組みみ  

薬局薬剤師が行っている疑義照会の実態状況

等を把握し、その内容や経済効果等を解析する

ことにより、薬剤師業務の有用性を評価するこ

とを目的として、平成 25 年度及び平成 27 年度

に引き続き、全国薬局連携調査（旧名称：全国

薬局疑義照会調査）を東京理科大学薬学部鹿村

恵明教授に委託し、令和５年度に実施した（2023

年度全国薬局連携調査）。無作為抽出した全国約

6,000 施設の保険薬局のうち、調査協力に同意し、

事前にエントリーを行った施設が回答するもの

とした。また、本調査では、近年の薬剤師業務

の変化も踏まえ、薬剤師による在宅業務におけ

る処方提案等の情報提供、服用期間中のフォロ

ーアップ業務等についても併せて調査した。 

調査からは、薬局では応需処方箋のうち 2.1％

で疑義照会を行っていることや、このうち薬学

的な疑義照会（用法の確認、残薬の調整、飲み

やすさに関する照会等）は 95.0％であり、薬剤

師の提案等により処方変更されたのは 83.8％で

あった等の結果が得られた。これらの調査結果

は令和６年度調剤報酬改定の議論（令和５年 11

月８日、中央社会保険医療協議会 総会）にも活

用された。研究成果は研究者によって論文投稿、

学術発表が行われ、本会からも報告書を公表し

た（令和７年７月 10 日付、日薬業発第 118 号）。  

  

（（２２））要要指指導導医医薬薬品品・・一一般般用用医医薬薬品品、、薬薬局局

製製造造販販売売医医薬薬品品のの提提供供体体制制のの充充実実・・強強

化化及及びび健健康康ササポポーートト機機能能のの充充実実・・強強化化

にによよるる医医薬薬品品提提供供体体制制のの確確保保  

１１））セセルルフフケケアア・・セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン支支援援

にに係係るる薬薬剤剤師師のの資資質質向向上上 

①①要要指指導導医医薬薬品品、、一一般般用用医医薬薬品品販販売売のの手手引引きき等等  

本会では、平成 18 年６月の改正薬事法の公布

を受けて平成 19 年から「一般用医薬品販売の手

引き」を作成・活用している（現行：令和３年

12 月、第３版）。また、一般用医薬品のリスク区
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分を踏まえた相談体制整備に取り組むため、平

成 15 年から「対面話法例示集」を作成・活用し

ている（現行：令和３年 12 月、４訂版）。これ

らは薬剤師が医薬品を販売する上での指針とし

て、本会ホームページ及び各都道府県薬剤師会

を通じて会員に提供、活用を図っている。 

本年度は、「一般用医薬品販売の手引き」につ

いて、令和７年の薬機法改正を踏まえ、内容の

改訂を行っている。 

②②薬薬剤剤師師のの資資質質向向上上  

本会では、これまでに行ってきた一般用医薬

品等販売に係る研修内容を踏まえて、令和３年

度に「薬局利用者の状態把握と販売時と販売後

の対応」の研修プログラムを策定した。同プロ

グラムは「健康サポート薬局研修【研修会Ｂ】」

の標準プログラムとして、各都道府県薬剤師会

において研修が実施されている。健康サポート

薬局研修の受講を目的とする薬剤師だけでなく、

セルフケア・セルフメディケーション研修の受

講を目的とする薬剤師も対象に含めた研修会と

して活用している。 

また、同研修プログラムにおいて用いる、販

売する医薬品を選択する際に使用者に必要な成

分・必要でない成分を薬剤師が確認するための

成分表を一般用医薬品等委員会で作成し、引き

続き活用している。現場の薬剤師の活用に資す

るため、健康サポート薬局研修の題材として使

用している鼻炎薬以外についても充実を図るた

め、鼻炎薬ほか 12 種の「薬効分類別成分表」を

作成し、本会ホームページ及び各都道府県薬剤

師会を通じて会員に提供している。 

令和８年２月６日、セルフケア・セルフメデ

ィケーション推進のための全国担当者会議を開

催し、都道府県薬剤師会担当者に対し、セルフ

ケア・セルフメディケーションの考え方、地域

連携によるセルフケア・セルフメディケーショ

ン等について、また、薬機法で位置づけられた

指定濫用防止医薬品については、その販売や業

務手順書の改訂等について説明を行った。 

また本年度は、令和７年度厚生労働省「薬剤

師の資質向上等に資する研修事業」により、セ

ルフケア・セルフメディケーションに対する薬

剤師の倫理・基本姿勢を習得するとともに、需

要者の OTC 医薬品の使用に係るニーズへの相

談対応・提案や受診勧奨が適切に行えるための

資質の向上を図るため、本会一般用医薬品等委

員会において全国での継続的な生涯教育に活用

可能な研修プログラムや研修資材を作成し全国

的な研修体制を整備すること（e-ラーニングコ

ンテンツの作成等）に取り組んでいる。令和８

年２月６日に開催したセルフケア・セルフメデ

ィケーション推進のための全国担当者会議の一

環として、本事業のセルフケア・セルフメディ

ケーションに関する研修プログラムの試案を用

い、都道府県薬剤師会担当者を対象とした試行

的研修を実施した。研修後に行ったアンケート

調査結果を踏まえ、一般用医薬品等委員会で研

修プログラムの評価・改善を行い、e-ラーニン

グコンテンツを作成した。今後、令和８年４月

以降を目途に、日本薬剤師会研修プラットフォ

ーム上での公開を予定している。 
２２））適適正正使使用用・・安安全全使使用用にに資資すするる販販売売のの徹徹底底  

①①販販売売制制度度にに係係るる自自己己点点検検等等、、法法令令遵遵守守にに係係るる

取取組組みみ  

平成 26 年度の販売制度改正を機に、厚生労働

省は、医薬品販売の適正化を図ることを目的に、

一般消費者からの目線で消費者が薬局や店舗販

売業において購入可能な医薬品の販売実態を把

握するため毎年調査を実施している。 

令和７年８月に公表された令和６年度医薬品

販売制度実態把握調査結果では、全体的な遵守

率は横ばいとなったが、濫用等のおそれのある

医薬品を複数購入しようとしたときの対応が

「適切であった」については改善がみられた。

一方で、第一類医薬品における情報提供があっ

たうち、「文書を用いて情報提供があった」につ

いては改善がみられたものの、「情報提供された

内容を理解したかどうか等の確認があった」と
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同様、依然として販売ルールを遵守していない

施設が存在し、十分とは言えない状況であった

（令和７年９月 10 日付、日薬業発第 213 号）。 

こうした状況を受け、本会では、前年度に引

き続き都道府県薬剤師会に対して自己点検の実

施を依頼した（令和７年９月 12 日付、日薬業発

第 222 号）。本年度の自己点検表では、「文書を

用いた情報提供」「情報提供された内容を理解し

たかどうか等の確認」について昨年度に引き続

き点検項目とした他、「使用者への症状等の状況

確認」を追加し、今般の法改正にて指定濫用防

止医薬品が定められることを受け、一層適切な

販売対応の実施へ意識を高めるため、「濫用等の

おそれのある医薬品に係る販売対応」に関する

点検項目を区別した。自己点検の結果について

は、多くの薬局等において点検の実施ができ、

該当する全項目について適切に実施できる状態

となっていることを確認した（令和８年１月 29

日付、日薬業発第 407 号）。 

また、法令遵守に係る取組みとして、本会で

は「新たな医薬品販売制度の概要と法令遵守の

ポイント」、「調剤された薬剤及び医薬品の情報

提供等のための業務に関する指針・業務手順書

の作成にあたって」を作成・適宜改訂を行い、

本会ホームページ及び各都道府県薬剤師会を通

じて会員に提供してきており、令和７年の薬機

法改正を踏まえ、「一般用医薬品販売の手引き」

をこれら内容を包含したものとして作成中であ

る。 
②②濫濫用用等等ののおおそそれれののああるる医医薬薬品品へへのの対対応応  

濫用のおそれのある医薬品については、令和

７年の薬機法改正により、その濫用をした場合

に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生

ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある

医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見

を聴いて指定する医薬品として、法律上に「指

定濫用防止医薬品」と位置づけられ、薬局等に

おける販売時の対策の強化等が進められること

となった（令和８年５月１日施行）。 

令和７年 11 月、厚生労働省医薬局医薬安全対

策課より薬事審議会医薬品等安全対策部会安全

対策調査会で「指定濫用防止医薬品」として指

定することが妥当と判断された８成分（エフェ

ドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェ

ンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソ

イドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチ

ルエフェドリン）について、医薬局総務課より

改正後薬機則第159条の18の６第１項の規定に

基づき指定濫用防止医薬品の適正な使用のため

に必要と認められる数量として厚生労働大臣が

定める数量について意見募集が開始され、本会

から都道府県薬剤師会へ通知した（令和７年 11

月 17 日付、日薬業発第 305 号）。本意見募集に

対し、本会は、〇濫用等の実態等を踏まえ、ジ

フェンヒドラミン、デキストロメトルファンを、

早急に「指定濫用防止医薬品」に指定すること

について賛同すること、〇「濫用等のおそれの

ある医薬品の成分指定に係る研究」（令和６年度

厚生労働行政推進調査事業（医薬品・医療機器

等レギュラトリーサイエンス政策研究事業））の

見解において、要検討事項となっている、アリ

ルイソプロピルアセチル尿素とブロモバレリル

尿素については即時評価検討を開始すべきであ

ること、〇国民の安全のためには、外用剤であ

っても濫用のリスクが否定できないことから、

今後の対応方針が示されない状況で、外用剤と

いう括りで一律に除外することについては反対

であること、〇濫用を行う者は予想を超えた

様々な手段を用いて濫用する実態があり、その

実態を遅滞なく検知する方策を速やかに構築す

るべきである。その上で、検知された場合には、

迅速に指定濫用防止医薬品指定への検討を開始

すべきであること、〇指定濫用防止医薬品の対

象成分は、但し書きで例外規定されているかぜ

薬、鼻炎用内服薬又は解熱鎮痛薬として市場に

多く販売されている。これらの医薬品について

７日分とすることには懸念があり、今後、濫用

の実態を注視しながら日数の検討を行っていく
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べき－との意見提出をし、都道府県薬剤師会へ

通知した（令和７年 12 月 11 日付、日薬業発第

345 号）。  
令和８年２月 13 日、指定濫用防止医薬品につ

いて告示され、外用剤を除く、エフェドリン、

コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラ

ミン、デキストロメトルファン、プソイドエフ

ェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェ

ドリン、その水和物及びそれらの塩類を有効成

分として含有する製剤が指定された。また、同

日、厚生労働省令で定める数量についても、告

示され、都道府県薬剤師会へ通知した（令和８

年２月 17 日付、日薬業発第 440 号）。  
指定濫用防止医薬品を販売し、 又は授与する

場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手

順書を作成しなければならないこととされ、指

定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正

な方法により指定濫用防止医薬品の販売又は授

与に係る業務を行わせなければならないことと

された。こうしたことから本会では、これまで

作成していた「○○薬局における調剤された薬

剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書

（モデル）」を改訂し、 手順書モデルの名称を

「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品

の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関す

る業務手順書（モデル）」として、日本薬剤師会

の手順書モデルとして示した。また、本手順書

の改訂に伴い、これまで作成していた「○○薬

局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提

供等のための業務に関する指針（モデル）」につ

いても、指針のモデルの名称を「○○薬局にお

ける調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指

定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する

指針」として改訂し、都道府県薬剤師会へ通知

し、会員へ周知を図った（令和８年１月30日付、

日薬業発第 409 号。２月 12 日付、日薬業発第 433

号）。また、厚生労働省からも関係団体が作成す

るガイドライン等として都道府県等に周知され

た（令和８年２月３日付、日薬業発第 419 号）。

指定濫用防止医薬品の販売規制については、日

薬誌令和８年４月号「今月の情報」で解説する

予定である。 
③③処処方方箋箋医医薬薬品品以以外外のの医医療療用用医医薬薬品品のの販販売売にに関関

すするる対対応応  

処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売（い

わゆる「零売」）等については、「薬局医薬品の

取扱いについて」（平成 26 年３月 18 日付、薬食

発 0318 第４号 厚生労働省医薬食品局長通知）

にて示されているが、趣旨を逸脱した不適切な

販売方法が散見されることから、厚生労働省「医

薬品の販売制度に関する検討会」を経て、医薬

品医療機器制度部会において今後の対応が検討

され、令和７年の薬機法改正において法制化さ

れることとなった（公布日から２年以内施行）。 
④④販販売売制制度度ににつついいててのの検検討討  

 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律等の一部を改正する

法律」が令和７年５月 21 日に公布された。 

（主な改正事項） 

〇令和８年５月１日施行 

・濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳

格化 

・要指導医薬品関係（要指導医薬品に係るオン

ライン服薬指導方法の追加、適正使用のため

の必要事項等の確認について対面で行うこと

が適切である品目はオンライン服薬指導によ

る情報提供等のみにより販売可能な対象から

除外できるようにする（特定要指導医薬品）、

要指導医薬品から一般用医薬品に移行しない

ことを可能とする、等） 

〇公布日から２年以内施行 

・処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁

止 

・デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理

による医薬品販売 

また、令和８年５月施行に係る「医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律等の一部を改正する法律の一部の施
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行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する

省令」が令和７年 11 月 28 日に公布された（令

和７年 10 月８日付、日薬業発第 259 号。12 月３

日付、日薬業発第 335 号他）。 

３３））薬薬局局等等にに勤勤務務すするる登登録録販販売売者者にに係係るる対対応応  

 薬局等の従事者に対する研修は、薬局並びに

店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を

定める省令等により実施が求められており、令

和４年４月からは、登録販売者に対する継続研

修が義務化されている。本会では制度改正等の

際に会員へ周知を図るなどの対応を行っている。 

４４））ススイイッッチチＯＯＴＴＣＣにに係係るる対対応応  

 本会では医療用医薬品のスイッチ化について

所要の検討を行っている。平成 28 年４月に「医

療用から要指導・一般用への転用に関する評価

検討会議」が設置され、本会役員が委員として

参画している。なお、令和３年２月に、同会議

の中間取りまとめが行われるとともに開催要項

が変更され、同会議ではスイッチ化の可否を決

定せず、スイッチ化する上での課題点を整理し

解決策を検討することとなった。 

 同会議の開催にあたり、令和７年７月にジク

アホソルナトリウム、同９月にセレコキシブ、

エスフルルビプロフェン・ハッカ油、エストラ

ジオール・酢酸ノルエチステロン、過酸化ベン

ゾイル、同 12 月にオセルタミビルリン酸塩、ラ

ニナミビルオクタン酸エステル水和物、ブデソ

ニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物、令和

８年３月にトコフェロールニコチン酸エステル、

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液、

リマプロストアルファデクスについて、スイッ

チ化の課題、対応策に係るパブリックコメント

が実施された（令和７年７月８日付、日薬業発

第 116 号。９月 16 日付、日薬業発第 228 号。令

和７年 12 月 12 日付、日薬業発第 352 号。令和

８年３月 10 日付、日薬業発第 463 号。３月 11

日付、日薬業発第 466 号）。 

 また、セレコキシブ、エスフルルビプロフェ

ン・ハッカ油、エストラジオール・酢酸ノルエ

チステロン、過酸化ベンゾイルについて、本会

から「セルフケア・セルフメディケーションの

推進にあたって、適正使用のためには薬剤師の

専門的関与と医療機関との連携が不可欠であり、

安全性を確保する体制の維持が望ましい」と意

見提出を行い、都道府県薬剤師会を通じて会員

へ周知した（令和７年 10 月７日付、日薬業発第

258 号）。 

令和７年度は、「医療用から要指導・一般用へ

の転用に関する評価検討会議」において、令和

７年５月にタダラフィル、同８月にジクアホソ

ルナトリウム、ボノプラザン、メトクロプラミ

ド、同 11 月にセレコキシブ、エスフルルビプロ

フェン・ハッカ油、エストラジオール・酢酸ノ

ルエチステロン、過酸化ベンゾイル、令和８年

２月にブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩

水和物についてパブリックコメントの結果を受

け、スイッチ化の課題、対応策等の議論が行わ

れた。 

５５））要要指指導導医医薬薬品品のの指指定定、、一一般般用用医医薬薬品品ののリリスス

クク区区分分にに関関すするる議議論論へへのの対対応応  

要指導医薬品の指定に関しては、薬事審議会

要指導・一般用医薬品部会において審議される。

同部会には本会からも担当役員が参画している。 

本年度は、令和７年８月に議決されたデキス

トロメトルファン・クレゾールスルホン酸（１

mL 中デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和

物として 2.5mg 及びクレゾールスルホン酸カリ

ウム 15mg を含有する小児用シロップ剤に限

る。）、レボノルゲストレル（内用剤に限る。）に

ついて、同８月にパブリックコメントが実施さ

れ、同10月に議決されたエピナスチン塩酸塩（点

眼剤に限る。）については、同 11 月にパブリッ

クコメントが実施され、同９月に議決されたタ

ダラフィルについては、令和８年２月にパブリ

ックコメントが実施された。これらについて、

本会は各都道府県薬剤師会に対し、パブリック

コメントが実施される旨を通知した（令和７年

８月６日付、日薬業発第 149 号。９月５日付、

─ 26 ─



 
 

日薬業発第 204 号。11 月 20 日付、日薬業発第

315 号。令和８年２月９日付、日薬業発第 431

号）。 

また、本会は、レボノルゲストレル（内用剤

に限る。）を要指導医薬品に指定することに伴う

改正について賛成である旨、特定要指導医薬品

及び期間を定めない要指導医薬品に指定するこ

とに伴う改正について、適正使用の観点から賛

成である旨の意見提出をし、都道府県薬剤師会

へ通知した（令和７年９月 22 日付、日薬業発第

235 号）。 

これを経て、本年度においては、オメプラゾ

ール、ランソプラゾール、レボノルゲストレル、

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物／

クレゾールスルホン酸カリウム、エピナスチン

塩酸塩が製造販売承認された（令和７年７月４

日付、日薬業発第 106 号。７月 11 日付、日薬業

発第 123 号。10 月 22 日付、日薬業発第 274 号。

10 月 31 日付、日薬業発第 292 号。令和８年１月

20 日付、日薬業発第 391 号。２月 12 日付、日薬

業発第 434 号）。 

一方、一般用医薬品のリスク区分に関しては、

薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会の

下に設置された安全対策調査会で事前審議が行

われた後、医薬品等安全対策部会において審議

される。同部会には本会からも担当役員が参画

している。 

本年度は、医薬品等安全対策部会及び同安全

対策調査会においてオキシメタゾリン・クロル

フェニラミン（鼻炎による鼻水又はくしゃみの

症状を緩和することを目的とするものに限る。）、

セイヨウトチノキ種子エキス（下肢のむくみ改

善薬に限る。）が第１類医薬品から第２類医薬品

に移行することが議決され、パブリックコメン

トが実施された。本会は各都道府県薬剤師会に

対し、パブコメが実施される旨を通知した（令

和７年５月 30 日付、日薬業発第 68 号。９月５

日付、日薬業発第 205 号）。 

また、安全対策調査会において、セイヨウハ

ッカ油、イトプリド塩酸塩、プロピベリン塩酸

塩の一般用医薬品への移行の可否が審議され、

了承された。 

６６））未未承承認認のの体体外外診診断断用用医医薬薬品品にに係係るる対対応応  

 規制改革実施計画（令和７年６月 13 日閣議

決定）において、薬機法の承認を受けていない

検査キットについて、「消費者が当該検査キット

を医薬品医療機器等法の承認を受けた体外診断

用医薬品と誤認すること、また、検査性能が不

確かな検査キットの使用により適切な時期に受

診することができず、重症化し、あるいは、当

該疾病の感染が拡大することを防止するため、

体外診断用医薬品の該当性の判断基準及び判断

事例を明確化するガイドライン等を作成」する

こととされ、厚生労働省は令和８年３月 31 日、

「研究用と称する検査キット等の体外診断用医

薬品の範囲に関するガイドライン」を取りまと

めた。本会は都道府県薬剤師会を通じて会員に

周知した（令和８年４月３日付、日薬業発第３

号）。 

７７））セセルルフフケケアア・・セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン推推進進

ののたためめののそそのの他他方方策策（（関関係係団団体体ととのの連連携携））  

本会では、薬局における仕入れの円滑化や、 

現場ニーズのある医薬品の成分等について、ま

た国民のセルフケア・セルフメディケーション

を適切に推進するための方策について、関係団

体等と様々な意見交換を行っている。今後も引

き続き関係団体と連携・協力を図っていく。 

８８））薬薬局局製製造造販販売売医医薬薬品品にに関関すするる普普及及・・啓啓発発  

本会では、薬局製剤・漢方薬委員会において、

セルフケア・セルフメディケーション推進の一

翼を担うべく、薬局製剤の普及・啓発に向けた

活動を行っている。 

平成 25 年度以降、薬局製剤を広く普及させる

ことを目的として、都道府県薬剤師会が開催す

る研修会に薬局製剤・漢方薬委員会委員を講師

として派遣する事業を行っている。本年度より

派遣上限数を５箇所に増やし、都道府県薬剤師

会に案内方通知した（令和７年３月５日付、日
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薬情発第 197 号）。なお、本年度の実績は２箇所

であった（大分・熊本）。 

同委員会においては、国民・会員向けの周知

を行うこととしており、日薬誌での薬局製剤に

関する連載や、会員向けホームページの改修等

を行ったほか、第 58 回日薬学術大会において本

委員会のブースを出展し、パンフレット等の配

布や、薬局製剤関連の器具等の展示を行った。 

このほか、令和６年１月12日に公表された「医

薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」（令

和６年１月 15 日付、日薬業発第 362 号）におい

て、医療用医薬品の製品のみ製造販売されてい

る漢方製剤・生薬製剤が存在することから、「薬

局製造販売医薬品」の範囲の見直し（拡大）な

ど安全性を確保した上で、既存のルールの中で

販売できるよう対応を検討することとされてい

る。これを踏まえ、厚生労働省は令和７年９月、

「薬局製剤指針に関する検討連絡会議」を設置

した。一般用医薬品の漢方製剤は、一般用漢方

製剤製造販売承認基準に基づき製造販売されて

いるが、承認基準には収載されているものの薬

局製剤指針には収載されていない処方が80品目

存在する。同連絡会議において、これらを新た

に薬局製剤指針に収載し、改訂版薬局製剤指針

を令和８年度に公表することを検討している。

本会からは担当役員・関係委員が参画している。 

また、現在、日本薬局方豚脂の入手が困難で

あることから、紫雲膏における取り扱いが同連

絡会議において議論された。本会は以前より豚

脂なしでの対応について厚生労働省に申し入れ

を行っており、同省より豚脂なしでの処方を可

能とする取り扱いが示された（令和７年 11 月 26

日付、日薬情発第 139 号）。 

併せて本会は、令和８年度税制改正要望にお

いて薬局製剤をセルフメディケーション税制の

対象にすることを要望し（（1111－－（（1100））参参照照））、令

和７年７月、同委員会委員や関係者を中心に年

間売上金額、薬局での販売価格や原料不足の状

況を把握する調査を行った（有効回答150薬局）。

調査結果を基にした本会の要望により、令和９

年１月１日よりセルフメディケーション税制の

対象に薬局製剤が含まれることとなった（（1111－－

（（1100））－－６６））参参照照））。 

  

（（３３））健健康康ササポポーートト薬薬局局研研修修のの実実施施  

平成 28 年４月より施行された「健康サポート

薬局」に係る研修について、本会は日本薬剤師

研修センターと合同で、指定確認機関である日

本薬学会に毎年度更新の手続きを行っており、

本年度は 10 月 17 日付けで「適合（更新）」の判

定通知を受けた。次回は令和８年８月末日まで

に更新の手続きを行う予定である。 

健康サポート薬局研修における本年度の主な

取組みは、以下の通りである。 

１１））評評価価・・改改善善  

健康サポート薬局研修委員会において定期的

に会議を開催し、研修事業の実施状況を踏まえ

て改善すべき点及び改善方法の検討を行ってい

る。検討を踏まえた研修実施に係る変更点など

は、引き続き、都道府県薬剤師会に周知を行う

予定である。 

２２））研研修修会会（（技技能能習習得得型型研研修修））  

技能習得型研修は、研修委員会が定めた標準

プログラムに基づき、各都道府県薬剤師会にお

いて研修会を企画・開催している。標準プログ

ラムについては本会の関係委員会にて検討して

いる。今年度においては、健康サポート薬局研

修の内容の充実を図るため、薬局ビジョン委員

会にて「健康サポートのための多職種連携研修

（研修会Ａ）」を標準プログラムの改訂を行い、

令和７年11月より新標準プログラムによる研修

が順次実施されている。なお、旧標準プログラ

ムによる研修については、令和８年３月までの

経過措置をもって終了した。 

３３））ee--ララーーニニンンググ（（知知識識習習得得型型研研修修））  

e-ラーニングは本会が専用サイトにて提供し

ている。システムは安定的に稼働し、通信状況

の変化に応じて必要に応じてメンテナンスを実
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施している。 

４４））研研修修修修了了証証のの交交付付  

研修修了証の交付申請受付、交付等の業務は

日本薬剤師研修センターで行っている。研修修

了証の交付人数は、令和８年３月末日時点で合

計 14,414 名である。本会としても引き続き、会

員への周知や研修修了証の更新を念頭に置いた

研修計画の立案を都道府県薬剤師会に依頼して

いる。 

５５））そそのの他他  

①①健健康康ササポポーートト薬薬局局研研修修実実施施要要領領及及びび研研修修会会開開

催催要要領領のの改改訂訂  

前年度の更新申請の際に指定確認機関である

日本薬学会からの指摘事項を受け、健康サポー

ト薬局研修実施要領及び研修会開催要領に新た

に「外部講師の選定基準」、「受講者の評価体制」

及び「研修会写真の保管規定」を設けるととも

に、各種様式の改訂等を実施した（令和７年 10

月 16 日付、日薬業発第 266 号他）。 

②②健健康康ササポポーートト薬薬局局研研修修担担当当者者全全国国会会議議のの実実施施  

上記の健康サポート薬局研修実施要領及び研

修会開催要領の改訂に伴い、健康サポート薬局

研修の運営に大きく影響を及ぼすことから、都

道府県薬剤師会の担当者を対象として令和７年

９月 18 日に「令和７年度健康サポート薬局担当

者全国会議」を実施した。同全国会議では、実

施要領等の改定や新標準プログラムの運用など

について、健康サポート薬局研修委員会担当役

員及び薬局ビジョン委員会担当役員より説明し

た。 

  

（（４４））「「薬薬とと健健康康のの週週間間」」へへのの対対応応  

「薬と健康の週間」は、医薬品及び薬剤師の

役割に関する正しい認識を広く国民に浸透させ

ることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄

与することを目的として、厚生労働省、都道府

県、本会及び都道府県薬剤師会の主催により、

毎年 10 月 17～23 日に実施されている（令和７

年６月 27 日付、日薬業発第 93 号他）。 

同週間では、厚生労働省との連名で、ポスタ

ー「薬は正しく使いましょう！」及び国民向け

リーフレット「知っておきたい薬の知識」を作

製・配布し、医薬品の適正使用や医薬分業、か

かりつけ薬剤師・薬局機能の PR を行った。厚

生労働省ホームページには同週間における都道

府県の行事予定が掲載され、周知が図られた。 

 このほか、医薬品医療機器総合機構の活動へ

の啓発協力として、都道府県薬剤師会及び地域

薬剤師会における週間行事等でパンフレットの

配布等を行った。さらに、日本製薬工業協会及

びくすりの適正使用協議会より薬局店頭や各種

イベント・勉強会等での配布を目的に、ポリフ

ァーマシー等医薬品適正使用に係る国民・患者

向け資材や啓発動画の提供を受けたほか、一般

紙を通じた「薬と健康の週間」の啓発活動を行

った（（1111－－（（２２））－－１１））参参照照））。 

 

（（５５））薬薬局局等等ににおおけけるる医医療療安安全全管管理理体体制制のの  

整整備備・・充充実実にに関関すするる事事業業  

１１））医医療療機機関関ににおおけけるる医医療療事事故故及及びびヒヒヤヤリリ・・  

ハハッットト事事例例へへのの対対応応  

医療機関における医療事故及びヒヤリ・ハッ

ト事例は、日本医療機能評価機構が行う「医療

事故情報収集等事業」において収集・分析・評

価され、その改善方策など医療安全に資する情

報が広く公表されている。 

医療事故情報及びヒヤリ・ハット事例の集計

結果は、定期的に同財団より報告書として公表

されており（年報と報告書）、また、収集された

情報のうち特に周知すべき情報については「医

療安全情報」として事業参加医療機関・薬局等

に広く提供されている。 

本会はこれらの情報を、都道府県薬剤師会宛

通知を通じて会員に提供している。 

２２））高高度度管管理理医医療療機機器器等等のの販販売売等等にに係係るる継継続続  

研研修修ににつついいてて  

医薬品医療機器等法により、高度管理医療機

器の販売には都道府県への許可申請が必要であ
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り、販売業者には営業所管理者に毎年度継続研

修を受講させることが義務づけられている。本

会は研修実施機関として「医療機器販売業等の

営業所責任者、医療機器修理業の責任技術者 継

続研修テキスト」の編集や実施要綱・研修動画

の作成を行い、各都道府県薬剤師会が実施主体

となり（日本薬剤師会：実施機関、都道府県薬

剤師会：共催）、継続研修を実施している。令和

７年度の総修了者数は約 20,600 名であった。 

３３））厚厚生生労労働働省省やや他他団団体体のの医医療療安安全全対対策策活活動動へへ

のの協協力力等等  

①①「「医医療療安安全全推推進進週週間間」」へへのの協協力力  

厚生労働省は平成 13 年より「医療安全推進週

間」を定め、医療関係者の意識の向上や注意喚

起を図るべく、行政・医療関係者によって種々

の事業を展開している。本年度も 11 月 23～29

日に実施され、本会では都道府県薬剤師会に対

し通知を発出するとともに（令和７年 10 月 21

日付、日薬情発第 120 号）、本会ホームページに

おいて実施期間や啓発ポスターを掲示し、医療

安全対策の取り組みを呼びかけた。 

②②医医療療事事故故調調査査制制度度へへのの協協力力  

国において平成 27 年 10 月１日に施行された

医療事故調査制度に関して、本会は都道府県薬

剤師会とともに医療事故調査等支援団体となっ

た。平成 28 年６月に公布･施行された医療法施

行規則の一部を改正する省令において、医療事

故調査等支援団体は支援を行うにあたり必要な

対策を推進するため共同で協議会を組織するこ

とができるとされたことに伴い、平成 28 年 12

月に医療事故調査等支援団体中央協議会が発足

し、本会も参画している。 

また、日本医療安全調査機構（医療事故調査・

支援センター）による医療事故の再発防止に向

けた警鐘レポートや提言の公表について、厚生

労働省より本会へ通知され、本会は都道府県薬

剤師会を通じて会員に周知した（令和７年７月

４日付、日薬情発第 67 号他）。 

 

③③高高齢齢者者ににおおけけるる医医薬薬品品安安全全対対策策のの推推進進にに  

関関すするる事事業業へへのの協協力力  

厚生労働省は、高齢者における医薬品安全対

策の推進・確保の観点から、平成29年４月より

高齢者医薬品適正使用検討会を設置し、ポリフ

ァーマシー対策をはじめとした高齢者における

医薬品の適正使用対策について検討しており、

本会から役員が委員として参画している。 

令和６年度に続き、令和７年度厚生労働省医

薬局医薬安全対策課委託事業「高齢者の医薬品

適正使用推進事業に係るアウトカム創出調査一

式」において、医療従事者によるポリファーマ

シー対策が全国でこれまで以上に行われるよう、

令和６年度に作成した普及啓発資材の更新を行

っている。また、地域における業務手順書の運

用調査（病院・薬局での薬剤調整支援者の介入

研究）が４県にて行われている。 

④④医医薬薬品品副副作作用用被被害害救救済済制制度度普普及及啓啓発発へへのの協協力力 

医薬品医療機器総合機構の活動への協力とし

て、健康被害救済業務に関する専門的事項を審

議する「救済業務委員会」に本会役員が委員と

して参画している。また、厚生労働省及び医薬

品医療機器総合機構より医薬品副作用被害救済

制度の周知広報への協力依頼があり、都道府県

薬剤師会を通じて会員に周知を図った（令和７

年８月26日付、日薬情発第84号。９月18日付、

日薬情発第98号）。 

⑤⑤そそのの他他  

医薬品医療機器総合機構の「医薬品・再生医

療等製品安全使用対策検討会」や、医療安全全

国共同行動等に本会役員を派遣している。 

 また、医薬品医療機器総合機構において、「令

和７年度医薬品安全性情報の入手・伝達・活用

状況等に関する調査」が実施され、本調査に係

る検討会には本会役員が参画し、調査結果を踏

まえた提言の検討が行われた。公表された調査

結果及び提言について、都道府県薬剤師会を通

じて会員に周知を図った（令和８年３月26日付、

日薬情発第 216 号）。 
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さらに、医療安全の更なる向上、医療機関・

薬局等における業務効率化につなげるため厚生

労働省委託事業「医療安全の更なる向上・物流

DX の推進に資する医薬品・医療機器等製品デー

タベースの構築に係る調査研究事業」の一環と

して、製品データベース構築に向けた有識者検

討会が設置され、本会役員が委員として参画し

ている。 

このほか、厚生労働省「重篤副作用総合対策

検討会」では、重篤副作用疾患別対応マニュア

ルの作成・改定に係る検討が行われており、構

成員として本会役員が参画している。本会では

薬局における同マニュアルの活用等について、

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和７年４月３日付、日薬情発第６号他）。 

４４））医医薬薬品品のの製製造造上上のの不不正正等等へへのの対対応応ににつついいてて  

本会では、医薬品医療機器等法違反等が判明

した医薬品製造販売会社から説明を受けるとと

もに、今後の再発防止等に関して申し入れを随

時行っている。また、厚生労働省薬事審議会医

薬品等安全対策部会、国立医薬品食品衛生研究

所ジェネリック医薬品・バイオシミラー品質情

報検討会等において、委員として参画している

本会役員より、不正に対する調査体制の在り方、

安全管理方策の徹底・監視等について意見を述

べている。 

  

（（６６））薬薬局局ヒヒヤヤリリ・・ハハッットト事事例例収収集集・・分分析析

事事業業へへのの協協力力  

薬局において発生したヒヤリ・ハット事例を

収集・分析し、広く提供する事業が、日本医療

機能評価機構において平成21年度より実施され

ており、本会からは、「薬局ヒヤリ・ハット事例

収集・分析事業総合評価部会」に役員が参画し

ている。 

本事業の参加登録薬局数は、令和８年３月末

現在で 49,675 施設となっている。 

  

  

（（７７））電電子子処処方方箋箋へへのの対対応応  

１１））電電子子処処方方箋箋推推進進会会議議  

厚生労働省は令和５年２月に「電子処方箋推

進協議会」を設置した（令和６年９月に「電子

処方箋推進会議」に名称変更）。本協議会には、

構成員として本会役員が参画している。 

令和７年９月 29 日に開催された協議会では、

電子処方箋に関し、現状の報告、第６回「医療

DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム

にて提示した「電子処方箋の新目標」と「今後

の対応方針」、「今後の対応方針」への取組状況

について議論された。また、令和７年 10 月以降

の電子処方箋の導入補助に関する通知が発出さ

れ、本会からも都道府県薬剤師会を通じて会員

に周知した（令和７年 10 月７日付、日薬情発第

112 号）。 

なお、令和８年３月 13 日時点で、電子処方箋

の導入済みは 81,897 施設で、オンライン資格確

認システムを導入している医療機関・薬局の

38.5％である。施設別の導入率は、病院 19.0％、

医科診療所 25.3％、歯科診療所 8.5％、薬局が

88.9％となっている。 

２２））電電子子処処方方箋箋受受付付時時ににおおけけるるダダミミーーココーードドへへ

のの対対応応  

ダミーコードの不適切な使用や医薬品マスタ

の誤った紐付けにより薬局システム上で処方意

図とは異なる医薬品が表示される事例について、

令和７年８月 28 日に、電子処方箋管理サービス

においてダミーコードの登録を不可とする改修

の事務連絡が発出され、本会からも都道府県薬

剤師会を通じて会員に周知した（令和７年８月

21 日付、日薬情発第 81 号）。 

また、予告されていた医薬品等マスタの点検

報告が完了していない医療機関・薬局の電子処

方箋管理サービスへの接続停止日について、都

道府県薬剤師会を通じて会員に情報提供を行っ

た（令和７年12月 18日付、日薬情発第149号）。 
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（（８８））薬薬剤剤師師資資格格証証（（HHPPKKII カカーードド））のの  

普普及及  

＜＜薬薬剤剤師師資資格格証証のの発発行行状状況況等等＞＞ 

本会は平成 2８年４月５日に厚生労働省より

認証局の設置承認を受け、薬剤師 HPKI 電子証

明書と一体化した薬剤師資格証の発行を開始し

た。 

本年度は昨年度に引き続き、薬剤師資格証の

発行を実施し、令和８年３月末までに累計約 10

万５千枚を発行した。 

また、IC カードの調達不調を受け、令和６年

12 月 23 日以降の消印の申請については、「管理

薬剤師」の区分に限り審査・発行を行っていた

が、IC カードの調達が完了したため、令和７年

６月 20 日より、薬剤師区分に応じた優先発行を

解除し、全ての区分の申請について審査・発行

を行っている（令和７年６月 20 日、日薬情発第

54 号）。 

なお、令和８年度には令和４年度から始まっ

た大量発行の更新申請期間が始まることなどか

ら、発行申請、発行審査を行う業務用アプリの

リプレースを行っており、令和８年６月稼働に

向けて開発を進めている。 

＜＜ママイイナナポポーータタルルをを利利用用ししたた薬薬剤剤師師 HHPPKKII 電電子子

証証明明書書のの発発行行申申請請＞＞ 

マイナンバーカードを用い、マイナポータル

を経由した薬剤師 HPKI 電子証明書の発行申請

が令和６年11月15日より本会でも開始となり、

令和８年３月末までに累計約960件を発行した。  

＜＜デデジジタタルル薬薬剤剤師師資資格格証証＞＞ 

デジタル薬剤師資格証は、カード型の物理媒

体である薬剤師資格証のデジタル版として、ス

マートフォン等の画面で薬剤師資格証の券面に

相当する情報を表示するサービスであり、ブロ

ックチェーン技術を利用した仕組みを用いるこ

とにより、真正性を担保している。カードレス

化や災害時での携帯性を考慮し、薬剤師資格証

を携帯しなくても示せる資格（身分）証明とし

て、令和６年３月に発行を開始し、令和８年３

月末までに累計約10万３千人への発行を完了し

た。 

  

（（９９））新新たたなな電電子子おお薬薬手手帳帳へへのの対対応応  

＜＜電電子子おお薬薬手手帳帳アアププリリ・・薬薬局局向向けけシシスステテムム＞＞  

本会は平成 2７年７月より公開していた電子

お薬手帳「日薬 e お薬手帳」をＮＴＴドコモか

ら株式会社ファルモへ変更し、令和５年７月に

「e お薬手帳 3.0」をリリースした（令和５年５

月 31 日付、日薬情発 31 号他）。 

また、令和６年４月にはオンライン服薬指導

機能、マイナポータル連携機能及びお薬情報の

匿名化機能を実装した（令和６年２月 29 日、日

薬情発第 161 号）。 

令和７年10月には電子お薬手帳システム等を

統合した薬局 DX 基盤サービス「N-Bridge（エ

ヌブリッジ）」及び、従来の FAX コーナーに代

わる医療機関設置型の処方箋等情報送信端末

「NB-Station（エヌビーステーション）」を開発

する旨を公表した（令和７年 10 月８日、日薬情

発第 111 号）。N-Bridge は従来の電子お薬手帳シ

ステムに加え、処方箋ポータル機能、採用薬情

報共有機能、オンライン服薬指導機能を統合し、

地域の薬局業務全般を支える持続可能な DX 基

盤として整備を進めている。 

令和８年１月には都道府県薬剤師会向け

N-Bridge 説明会を開催し、同年２月には、説明

会動画及び資料を共有するとともに、都道府県

薬剤師会における N-Bridge・NB-Station の検討

状況に関するアンケートを実施した（令和７年

12 月 12 日付、日薬情発第 145 号。令和８年２月

５日付、事務連絡）。 

その後、令和８年３月 27 日付で「N-Bridge」

の公式Webサイトを同年４月１日に更新するこ

と、併せて NB-Station の Web サイト公開及び

導入受付を開始することを通知した（令和８年

３月 27 日付、日薬情発第 218 号・事務連絡）。

なお、N-Bridge の申込受付は同年４月下旬より

開始する予定である。 
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＜＜電電子子おお薬薬手手帳帳相相互互閲閲覧覧ササーービビスス＞＞  

平成28年度診療報酬改定において認められた

電子お薬手帳は、その算定要件に本会が設置し

た電子お薬手帳の相互閲覧サービスへの接続が

必須とされた。これを踏まえ、本会は同年４月

より「ｅ薬Ｌｉｎｋ（電子お薬手帳相互閲覧サ

ービス）」の運用を開始し、各アプリの健全性を

確認した上で、接続を行っている。 

令和８年３月末現在でｅ薬Ｌｉｎｋに接続し

ている運営会社は 23 社 43 アプリである。 

＜＜電電子子おお薬薬手手帳帳ビビュューーワワ＞＞  

本会は、厚生労働省の「令和６年度データヘ

ルス改革を見据えた次世代型お薬手帳活用推進

事業費補助金（お薬手帳ビューワ開発検討事

業）」の実施法人として採択を受け、薬剤師に限

らず様々な医療従事者が電子お薬手帳を簡便に

閲覧できるアプリ「e 薬 SCAN」（イークスキャン）

を開発した。令和７年３月末に開発が完了し、

令和７年４月14日にアプリとホームページを公

開した。    

さらに、令和７年度においては、令和７年度

データヘルス改革を見据えた次世代型お薬手帳

活用推進事業（お薬手帳ビューワ広報事業）と

して採択され、日本在宅薬学会をはじめとする

関連学会において、展示及び広報活動を実施し、

３月末をもって事業を完了した。結果としてア

プリは１万４千件以上のダウンロードが確認さ

れた。 

＜＜デデーータタヘヘルルスス改改革革をを見見据据ええたた次次世世代代型型おお薬薬手手

帳帳活活用用推推進進事事業業＞＞  

厚生労働省の設置している検討会「データヘ

ルス改革を見据えた次世代型お薬手帳活用推進

事業調査検討会」に、構成員として本会役員が

参画している。 

  

（（1100））医医療療ＤＤＸＸ令令和和ビビジジョョンン 22003300  にに対対応応

ししたた活活動動  

１１））国国内内のの医医療療ＩＩＣＣＴＴ関関連連事事業業へへのの取取組組みみ  

＜＜オオンンラライインン資資格格確確認認＞＞  

医療保険のオンライン資格確認は、令和３年

10 月 20 日に本格運用が開始された。患者の医療

情報を有効に活用して、安心・安全でより良い

医療を提供していくための医療 DX の基盤にな

ることから、令和５年４月１日より導入の原則

義務付けがされている。 

オンライン資格確認について、顔認証付きカ

ードリーダーの目視確認モードの改善について

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知したほか

（令和７年４月 24 日付、日薬業発第 32 号）、訪

問診療等を行う医療機関・薬局におけるオンラ

イン資格確認の導入支援や顔認証付きカードリ

ーダーの故障時におけるマイナ資格確認アプリ

の利用開始についても都道府県薬剤師会を通じ

て会員に周知した（令和７年５月 15 日付、日薬

業発第 48 号。同 28 日付、日薬業発第 65 号。12

月 18 日付、日薬業発第 357 号）。 

また、オンライン資格確認等システムの安定

稼働のためのメンテナンスの一環として、一部

アプリケーションがバージョンアップされるこ

となどについても都道府県薬剤師会を通じて会

員に周知した（令和７年 12 月 26 日付、日薬業

発第 375 号）。 

＜＜ママイイナナンンババーーカカーードドとと健健康康保保険険証証のの一一体体化化＞＞  

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に

向けて、必要な検討を行うため、マイナンバー

カードと健康保険証の一体化に関する検討会の

下に専門家ワーキンググループ（以下、「WG」）

が設置されている。WG には本会からも構成員

として担当役員が参加している。 

同検討会は令和５年８月に「最終取りまとめ」

を公表している。 

本会は、さらなるマイナ保険証の利用促進の

ため、健康保険組合連合会において作成された

マイナ保険証の利用促進に関する動画について

都道府県薬剤師会を通じて会員に通知した（令

和７年５月 22 日付、日薬業発第 59 号。８月８

日付、日薬業発第 160 号。10 月 21 日付、日薬業

発第 272 号）。 
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また、令和６年 12 月２日より従来の健康保険

証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を

基本とする仕組みに移行することについて、マ

イナ保険証及び資格確認書の取扱い等に関する

説明動画、医療機関・薬局の窓口に訪れる患者

に対する資格確認方法等に関するセミナーやマ

イナ保険証を基本とした仕組みへの移行に向け

た準備セミナーについて案内した（令和７年４

月 25 日付、日薬業発第 33 号。７月８日付、日

薬業発第 115 号。11 月 17 日付、日薬業発第 307

号）。さらに、後期高齢者に係る資格確認書の暫

定運用におけるマイナ保険証等の取扱いやマイ

ナ保険証による資格確認を基本とした運用を行

っていく上での留意事項について都道府県薬剤

師会を通じて会員に周知した（令和７年８月８

日付、日薬業発第 159 号。11 月 17 日付、日薬業

発第 306 号）。 

健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取

扱いについては、期間延長について周知したほ

か、それらに関する疑義解釈資料や医療機関・

薬局における本人確認を実施する場合の方法や

チェックリスト、居宅同意取得型でのマイナ保

険証によるオンライン資格確認が可能となった

こと等について都道府県薬剤師会を通じて会員

に再周知した（令和７年７月２日付、日薬業発

第 100 号。９月４日付、日薬業発第 199 号。令

和８年２月 16 日付、日薬業発第 439 号。３月 25

日付、日薬業発第 484 号・485 号）。 

マイナンバーカードの機能のスマートフォン

への搭載については、実証事業に参加した医療

機関・薬局に周知したほか（令和７年６月 24 日

付、日薬業発第 88 号）、スマートフォンに搭載

されたマイナ保険証への対応に係る費用補助に

関する周知、スマートフォンでのマイナ保険証

の利用開始と関連する疑義解釈やスマートフォ

ンのマイナ保険証への対応に向けた導入手順書

の公開について、都道府県薬剤師会を通じて会

員に周知した（令和７年８月 12 日付、日薬業発

第 161 号。８月 28 日付、日薬業発第 187 号。９

月 25 日付、日薬業発第 241 号・242 号。11 月 27

日付、日薬業発第 327 号）。 

また、医療費控除に係るマイナポータル連携

を活用した確定申告手続きや在日外国人向け資

料「マイナンバーカードの健康保険証利用につ

いて」において韓国語や中国語等の合計 15 言語

を追加対応した改訂が行われ、都道府県薬剤師

会を通じて会員に周知した（令和７年 11 月 10

日付、日薬業発第 297 号。同 20 日付、日薬業発

第 317 号）。 

＜＜ササイイババーーセセキキュュリリテティィ対対策策へへのの取取組組みみ＞＞ 

令和５年４月１日、医薬品医療機器法施行規

則の一部を改正する省令（薬局におけるサイバ

ーセキュリティの確保を講じる措置の遵守）が

施行され、５月 31 日には「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン第 6.0 版」が策

定された。 

また、令和５年 10 月に厚生労働省より薬局及

び事業者に向けたサイバーセキュリティ対策チ

ェックリストが公表された。 

令和７年５月には令和７年度版の薬局及び事

業者に向けたサイバーセキュリティ対策チェッ

クリストとそのマニュアルが公表された（令和

７年５月 19 日付、日薬情発第 33 号）。 

また、「サイバー攻撃を想定した事業継続計画

（BCP）策定の確認表」が公表されたことを受

け（令和６年６月 28 日付、日薬情発第 57 号）、

本会においても薬局向けの事業継続計画（BCP）
の雛形を作成し、本会ホームページにて公開し

た（令和６年７月 22 日付、日薬情発第 73 号）。 

令和７年 11 月には、薬局における情報セキュ

リティ管理体制を支援するため、本会において

「医療情報システムの運用管理規程（薬局向け

雛形）」を作成し、本会ホームページにて公開し

た（令和７年11月 11日付、日薬情発第133号）。 

＜＜現現在在運運用用さされれてていいるる情情報報提提供供文文書書のの調調査査＞＞ 

「経済財政運営と改革の基本方針 2024」にて、

薬局情報の DX・標準化について検討を進めるこ

とが明記された。そこで、今後の薬局・薬剤師
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の DX・標準化に向けた検討のために、本会と厚

生労働省で、現在主に紙を用いて、薬局－医療

機関間で行われている情報提供について調査を

行った（令和６年７月 18 日付、日薬情発第 72

号）。また、令和７年度の予算事業として厚生労

働省が実施している「医療機関・薬局間の情報

連携に係る調査検討等一式」について、厚生労

働省より依頼を受けて協力医療機関や協力薬局

を紹介した。 

２２））ＩＩＳＳＯＯ／／ＴＴＣＣ２２１１５５（（国国際際標標準準化化機機構構／／  

保保健健医医療療情情報報））  

国際標準化機構（ISO）は種々の国際規格を

制定している機関で、具体的な検討は TC
（Technical Committee）と呼ばれる委員会で行

われる。 TC215 は保健医療情報（Health 

informatics）を専門に検討する委員会である。

平成 10 年に設置された TC 215 に、平成 15 年、

「Pharmacy and Medication Business」を検討

する第６作業部会（WG６）が設置された。本

会は WG６設置当時より、WG６の国内作業部

会として対応している（主担当事務局は（一財）

医療情報システム開発センター：MEDIS-DC）。

また、MEDIS-DC が開催する ISO／TC 215／

国内対策委員会にも本会役員が参画している。 

３３））健健康康・・医医療療・・介介護護情情報報利利活活用用検検討討会会  

本検討会は医療専門職、医療情報に関する専

門家等の18名の構成員及び３名のオブザーバー

から成り、本会からは構成員として担当役員が

参画している。 

また、本検討会の下には「健診等情報利活用

ワーキンググループ」、「医療等情報利活用ワー

キンググループ」、「医療情報ネットワークの基

盤に関するワーキンググループ」、「電子処方箋

等検討ワーキンググループ」、「介護情報利活用

ワーキンググループ」、「医療等情報の二次利用

に関するワーキンググループ」の６つのワーキ

ンググループが設置され、前者５つのワーキン

ググループには、本会担当役員が構成員として

参画している。さらに、「健診等情報利活用ワー

キンググループ」の下に「民間利活用作業班」

が、「医療等情報利活用ワーキンググループ」の

下に「医療機関における運用に関する技術作業

班」の下に「電子処方箋推進のためのシステム

面の課題等に係る作業班」が、「電子処方箋等検

討ワーキンググループ」の下に「電子処方箋推

進のためのシステム面の課題等に係る作業班」

が設置され、これらの作業班にも本会の役員が

班員として参画している。 

「医療等情報利活用ワーキンググループ」に

ついては令和７年 12 月 10 日、12 月 24 日、令和

８年３月 12 日、同 17 日（持ち回り開催）、同 18

日に開催され、電子カルテ情報共有サービスに

関する検討事項、電子カルテの普及、医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン第

6.1 版の改訂案、医療介護連携等について議論さ

れた。 

「介護情報利活用ワーキンググループ」につ

いては令和８年3月18日に医療情報利活用ワー

キンググループと合同で開催され、医療介護連

携について議論された。 

「電子処方箋等検討ワーキンググループ」に

ついては令和７年 12 月 23 日、令和８年３月 19

日に開催され、現在の施策報告、院内処方機能

のプレ運用結果、電子処方箋管理サービスの機

能追加・改善の検討について議論された。 

「民間利活用作業班」については令和８年３

月５日に開催され、マイナポータル API に関連

する最新の動向、健康・医療情報の活用拡大に

ついて議論された。 

「医療機関における運用に関する技術作業

班」については令和８年２月 20 日、３月 18 日

に開催され、電子カルテ情報共有サービスに関

する検討事項について議論された。 

「電子処方箋推進のためのシステム面の

課題等に係る作業班」は令和８年２月 20 日に

開催され、電子処方箋管理サービスの機能追

加・改善の検討について議論された。  
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（（1111））本本会会のの各各種種政政策策課課題題ののたためめのの調調査査・・

研研究究事事業業  

１１））重重要要疾疾病病にに関関すするる薬薬物物療療法法のの情情報報収収集集評評価価

及及びび薬薬学学的的なな管管理理指指標標のの作作成成  

心不全に関して日本心不全学会と本会が協働

して、「薬剤師による心不全服薬管理指導の手引

き 第１版」を令和６年８月に公開した（令和６

年８月７日付、日薬情発第 78 号）。 

さらに、本手引きは日本循環器協会の「循環

器病エキスパートアドバイザー」制度にも活用

された（令和７年 10 月１日付、日薬情発第 109

号）。 

また、日本腎臓病薬物療法学会より、腎臓病

療養指導に関する医療現場での実践状況や課題

を把握するためのアンケート調査への協力依頼

があり、都道府県薬剤師会へ通知した（令和７

年５月 14 日付、日薬情発第 30 号）。さらに、日

本脳卒中学会より、多職種間での情報共有、地

域での情報共有を徹底し、再発・寝たきり・フ

レイルを予防するために、多職種協働で展開す

る疾患管理プログラムの開発を目指すためのア

ンケート調査への協力依頼があり、都道府県薬

剤師会へ通知した（令和７年 11 月 11 日付、日

薬情発第 135 号）。 

２２））薬薬剤剤師師職職能能振振興興研研究究助助成成事事業業  

本会では、令和３年より薬剤師職能に関する

調査・研究事業の一環として薬剤師職能振興研

究助成事業を創設し、対象となる研究に助成金

の交付を行っている。令和３～５年度までの間

に10件の研究を採択した。なお、令和６年度は、

本事業に関する「助成金交付規程」及び「審査

委員会規程」の検討・作成を改めて行ったため

本事業は実施せず、令和７年度に再開した（令

和７年６月 27 日付、日薬情発第 61 号）。 

令和７年度は 19 件の応募があり、厳正な審査

の結果、以下の４名が採択された（令和７年 12

月 23 日付、日薬情発第 151 号）。 

・近藤慎吾氏（慶應義塾大学）「セルフメディケ

ーション時代における地域住民の腎機能に基

づく OTC 医薬品の安全使用推進と薬局での

フォローアップモデルの構築」 

・高井靖氏（三重県薬剤師会/三重ハートセンタ

ー）「保険薬局薬剤師主導による高齢者に対す

る薬局・病院・施設・在宅間連携介入が患者

アウトカムに与える影響：地域包括的アプロ

ーチによる前向き観察研究」 

・湧井宣行氏（星薬科大学/品川区薬剤師会）「薬

局薬剤師による来局者への対話型情報提供が

HPV ワクチン接種・推奨意欲に与える影響：

クラスター無作為化比較試験」 

・柴田ゆうか（日本大学）「急性期病院と後方支

援医療機関及び薬局の連携による新規ポリフ

ァーマシー対策モデルの構築」 

また、第 58 回日薬学術大会において、令和５

年度本事業に採択された川上美好氏（北里大学）、

日下部吉男氏（帝京大学）が発表を行った。 

また、令和３年度に採択された近藤悠希氏の

研究をまとめた「Evaluation of an educational 

program for communitypharmacists involved in 

pharmacotherapy for patients with impaired 

renal function: a preliminary study 」 が

「 Clinical and Experimental Nephrology 」

（03June2025）に掲載された。 

３３））レレセセププトト情情報報・・特特定定健健診診等等情情報報デデーータタベベーー

スス（（ＮＮＤＤＢＢ））をを用用いいたた研研究究  

患者薬学管理の一元管理の実態や、ポリファ

ーマシー対策の結果としての調剤医薬品数量の

変化など薬局薬剤師の調剤実態を把握し、各保

険薬局における処方箋一元管理の拡充に向けた

対策を推進するため、レセプト情報・特定健診

等情報データベース（NDB）等を用いた「処方

箋の一元管理の有益性に関する全国実態調査」

を令和３年度から実施している。本調査は、長

崎国際大学薬学部との共同研究として令和７年

度も引き続き実施しており、令和７年３月 26～

29 日に開催された日本薬学会第 145 年会、令和

７年 10 月 31 日～11 月２日に開催された日本薬

剤疫学会第 30 回学術集会において、解析結果の
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一部を発表した。 

４４））災災害害薬薬事事研研修修にに関関すするる研研究究  

 災害医療支援薬剤師や一般薬剤師の災害対応

力、危機管理能力、多職種連携スキルの向上を

図るため、生成 AI 技術を活用した対話型ロール

プレイシステムを開発し、薬剤師が時間・場所

を問わず災害時の多様な状況を疑似体験できる

研修環境を構築する研究「災害薬事研修用 AI
ロールプレイシステムの開発と研修プログラム

の学習効果の検証」を、福岡大学薬学部との共

同研究として令和８年１月から実施している。 

 本研究により、災害時の医療提供体制の強化

と被災者への適切な薬学的ケアの実現に貢献す

ることが期待される。 

 

４４．．医医薬薬品品等等情情報報活活動動のの推推進進  

（（１１））国国民民へへのの医医薬薬品品等等情情報報提提供供  

ササーービビススのの拡拡充充・・推推進進  

中央薬事情報センターでは、一般市民及び薬

剤師、都道府県薬剤師会を対象としたアンチ・

ドーピングに関する相談対応を行い、専門性の

高い相談業務を行っている。なお、令和７年１

月からは、一般市民からの相談に対しては、①

自身による Global DRO の利用、②かかりつけ

薬局・薬剤師への相談、③スポーツファーマシ

ストへの相談、を行うことを推奨している（都

道府県薬剤師会からの相談対応は継続）。 

また、日本製薬団体連合会「患者向け医療用

医薬品情報提供資材作成基準検討委員会」に、

本会から役員が委員として参画し、同検討会で

の検討結果を踏まえて立ち上げられた「患者向

医薬品ガイド検討会」にも本会から役員が参画

している。同検討会の取りまとめは、令和７年

８月８日に公表された（令和７年８月12日付、

日薬情発第 77 号）。 

  

（（２２））国国・・企企業業・・学学会会等等のの情情報報のの収収集集・・  

評評価価・・伝伝達達  

１１））都都道道府府県県薬薬剤剤師師会会薬薬事事情情報報セセンンタターーへへのの  

情情報報伝伝達達等等  

都道府県薬剤師会薬事情報センターにおける

会員への情報伝達を支援する目的で、厚生労働

省や製薬企業が発信する医薬品の適正使用に関

する情報や安全性情報、新薬や報告品目の薬価

収載情報、医薬品･医療機器等安全性情報、アン

チ・ドーピングに関する情報等について、都道

府県薬剤師会宛通知や薬事情報センター間のメ

ーリングリストを通じて伝達し、情報の共有を

図っている。 

また、本会と都道府県薬剤師会薬事情報セン

ター間の意思疎通を図るとともに、実務担当者

のスキルアップを目的として、薬事情報センタ

ー実務担当者等研修会を毎年度開催している。 

令和７年度は、令和８年２月 12 日に、以下の

４演題の研修会を実施した。「薬局薬剤師による

医薬品副作用報告の推進～質の高い副作用報告

とは」（東北大学 小原拓氏）、「薬事情報センタ

ーにおける DI 機能とその応用」（千葉県薬剤師

会薬事情報センター 飯嶋久志氏）、「PMDA く

すり相談室の活動について」（PMDA 真庭はる

み氏）、「患者とのコミュニケーションにおける

カスタマーハラスメントへの対応及び対策」

（Shukriya 代表 坪田のり子氏）。 

２２））デデーータタベベーースス等等のの作作成成・・更更新新  

平成20年度から都道府県薬剤師会薬事情報セ

ンターを運営主体とした「文献書誌情報検索シ

ステム（Bunsaku）」を運用しており、前身の

BUNBUN 時代から集積した文献書誌データ総登録

件数は令和８年３月末日現在、約 490,500 件と

なっている。本システムは平成 23 年４月より会

員向けホームページで公開し、継続して更新を

行っている。 

３３））調調剤剤指指針針のの作作成成  

本会では、薬局、病院・診療所等での調剤業

務における必携書として「調剤指針」を昭和 30

年より刊行している。 

本書について、調剤業務・医療安全委員会に

おいて検討・編集を行い、平成 30 年以降に行わ

れた各種法令改正及び令和３年６月公布の第十
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八改正日本薬局方等に対応した「第 14 改訂調剤

指針増補版」を令和４年８月に発刊した。 

同委員会では、「第 14 改訂調剤指針増補版」

の記載内容を全面的に見直し、「第 15 改訂調剤

指針」の発刊に向け検討を進めている。 

また、本会では従来より「調剤指針」におい

て「調剤の概念」を示してきたが、社会環境の

変化や新たな要請に対応した概念を検討するた

め、令和７年 11 月、日本薬学会に検討のための

ワーキンググループが設置された。本会役員も

参画し、関係団体と協議を経て策定した「調剤

の概念」は、日本薬学会第 146 年会（令和８年

３月26〜29日）の会頭講演において公表された。 
  

（（３３））医医薬薬品品リリススクク管管理理計計画画（（ＲＲＭＭＰＰ））

をを念念頭頭ににおおいいたた薬薬剤剤イイベベンントトモモニニ

タタリリンンググ（（ＤＤＥＥＭＭ））事事業業のの実実施施  

本会は、薬局が医薬品の適正使用に一層貢献

することを目的として、平成 14 年度から DEM
事業を実施している。DEM（薬剤イベントモニ

タリング：Drug Event Monitoring）とは、薬剤

を使用した患者に発現したイベントを薬剤師の

視点で把握し、それを収集・解析することであ

る。 

令和６年度は令和７年２月を報告期間として、

対象薬４成分とその比較薬４成分について実施

し、第 58 回日薬学術大会及び第 20 回日本ファ

ーマシューティカルコミュニケーション学会に

おいて結果の一部を発表した。 

令和７年度は令和８年２月を報告期間として、

デュラグルチド（トルリシティ皮下注）、ヒスチ

ジン亜鉛水和物（ジンタス錠）、ダリドレキサン

ト（クービビック錠）、オメガ-3 脂肪酸エチル

粒状(ロトリガ粒状カプセル等)の４成分を対象

薬とし、それらの比較薬としてセマグルチド（オ

ゼンピック皮下注）、チルゼパチド（マンジャロ

皮下注）、酢酸亜鉛水和物（ノベルジン錠、ノベ

ルジン顆粒等）、レンボレキサント（デエビゴ錠）、

スボレキサント（ベルソムラ錠）、ペマフィブラ

ート（パルモディア錠／パルモディア XR 錠）の

６成分について実施し、現在結果を集計・解析

中である。 

なお、DEM 事業の結果は、製薬企業の医薬品

安全対策に活用されている。 

 

５５．．公公衆衆衛衛生生・・薬薬事事衛衛生生へへのの対対応応  

（（１１））学学校校薬薬剤剤師師活活動動のの推推進進支支援援  

学校薬剤師は、幼保連携型認定こども園、幼

稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学

校に至るまで、大学を除く国公私立の学校にお

いて、主に学校保健計画及び学校安全計画の立

案に参与し、学校環境衛生基準に基づく環境衛

生検査を実施し学校環境衛生の維持及び改善に

関わるとともに、必要な指導・助言を行ってい

る。本会では学校薬剤師部会を設置し、こうし

た従来の学校薬剤師の活動に加え、社会環境の

変化に対応した「くすりの正しい使い方」等の

広範な周知や薬物乱用防止の啓発活動など、学

校薬剤師に今後期待される新たな業務等を支援

することを目的に活動している。 

１１））関関係係行行政政・・関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

①①学学校校環環境境衛衛生生活活動動のの更更ななるる充充実実にに向向けけたた支支援援  

学校薬剤師の所管官庁である文部科学省との

連携に関しては、所管部局である総合教育政策

局健康教育・食育課健康教育調査官を全国担当

者会議、学校薬剤師向けの研修会に講師として

招聘するほか、本会学校薬剤師部会の活動に助

言いただくなど、学校環境衛生や学校保健に関

する最新の情報を共有し連携強化を図っている。 

②②学学校校保保健健活活動動にに資資すするる事事業業へへのの協協力力及及びび連連携携  

本年度も日本学校保健会に役員を派遣し、学

校保健活動に資する事業の企画・立案や啓発資

材の作成等への協力を継続した。同会が行う医

薬品教育や学校環境衛生等の実践的課題への対

応に関する事業には助成金を交付した。また、

学校薬剤師部会の研修事業として「くすり教育

研修会」を開催するにあたり、例年、日本学校

─ 38 ─



 
 

保健会に後援を依頼している。 

くすりの適正使用協議会とは定期的に合同検

討会を開催しており、本会の学校薬剤師部会か

ら幹事を派遣し、くすり教育関連資材を検討し

ている。 

２２））学学校校薬薬剤剤師師向向けけのの研研修修事事業業のの実実施施  

本会学校薬剤師部会が主催する学校薬剤師対

象の研修事業は、「学校薬剤師学術フォーラム」、

「学校環境衛生検査技術講習」、「くすり教育研

修会」の３事業がある。なお、「学校環境衛生検

査技術講習会」については、名称を「学校環境

衛生検査技術講習」と変更し、学校環境衛生基

準の一部改正の際などに必要に応じて本部会で

開催を検討することとした。本年度の開催実績

は以下のとおりである。 

①①学学校校薬薬剤剤師師学学術術フフォォーーララムム  

本年度の「学校薬剤師学術フォーラム」は、

令和７年 10 月 19 日、都内会場で Web 形式にて

開催した。当日は、都道府県薬剤師会からの各

１名の推薦者に加え、一般受講者約 120 名が参

加した。なお、本フォーラムは令和５年度から、

「学校薬剤師担当者全国会議」を統合しての開

催となっている。このため前半では、従来フォ

ーラムで行っていた学校薬剤師業務に関連した

講演３題、後半では、本会学校薬剤師部会の活

動報告に関連した講演２題の構成とした。また、

本年度は前年度に引き続き、当日の講演及び学

校薬剤師業務全般について寄せられた質問に対

し、パネルディスカッション形式での質疑応答

を行った。 

②②くくすすりり教教育育研研修修会会  

くすり教育における学校薬剤師と学校関係者

の連携がさらに進むことを目的に、くすり教育

研修会を例年開催している。本年度においても

令和８年１月 25 日に、「学校におけるくすり教

育の現状と課題」を主テーマとして Web 形式で

開催し、学校薬剤師、養護教諭、保健体育教諭

など、併せて約 440 名が参加した。研修会は講

演３題で構成し、はじめに厚生労働省医薬局医

薬安全対策課の南亮介氏より「薬機法改正及び

指定濫用防止医薬品について」、続いて本会役員

より「OTC 薬の乱用時代における学校薬剤師の

関与」、最後に本部会の豊見雅文幹事より「がん

教育とワクチン接種 学校薬剤師の関わり」と題

して、それぞれ講演が行われた。 

３３））「「学学校校薬薬剤剤師師ブブロロッックク連連絡絡会会議議」」のの開開催催  

平成 27 年度より実施している「学校薬剤師ブ

ロック連絡会議」については、学校薬剤師部会

事業等の周知や、ブロック内の情報共有及び意

見交換等を主な目的として、本年度も以下のと

おり開催した。 

                             

学学校校薬薬剤剤師師ブブロロッックク連連絡絡会会議議  

令和７年７月 27 日：近畿・大阪ブロック（ホ

テルボストンプラザ草津） 

同９月 27 日：東海ブロック（名鉄グランドホ

テル：愛知県） 

同９月 28 日：四国ブロック（JR ホテルクレ

メント高松） 

同 11 月 15 日：東北ブロック（ダイワロイネ

ットホテル盛岡駅前） 

同 12 月７日：北陸信越ブロック（ホテル金沢） 

同 12 月 10 日：北海道ブロック（Web 開催） 

令和８年１月 31 日：九州ブロック（桜の馬場

城彩苑 多目的交流室） 

同２月 15 日：関東・東京ブロック（ホテル東

京ガーデンパレス） 

同３月７日：中国ブロック（米子ワシントン

ホテルプラザ：鳥取県） 

                             

  

４４））学学校校薬薬剤剤師師部部会会全全国国担担当当者者会会議議のの開開催催  

全国担当者会議は、各都道府県薬剤師会学校

薬剤師担当者との連絡調整や連携強化、学校薬

剤師活動に役立つ情報提供を目的として平成 18

年度より開催しており、平成 24 年度からは本会

学校薬剤師部会の事業として行っている。 

近年、全国担当者会議の内容が、学校薬剤師
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学術フォーラム等の研修会と一部重複すること、

また学校薬剤師ブロック連絡会議において意見

交換等も行っていることから、令和５年度より、

学校薬剤師学術フォーラムの中に本部会の活動

報告や都道府県薬の学薬担当者が協議できる場

を設けることで一体開催としており、本年度、

同フォーラムは10月19日に開催した（（５５－－（（１１））

－－２２））－－①①参参照照））。  

５５））各各種種調調査査のの実実施施  

①①全全国国学学校校保保健健調調査査  

本年度は「令和６年度の「プール水の水質検

査、施設・設備、日常点検」」を主な調査項目と

し、都道府県薬剤師会に協力依頼の上、調査を

実施した（令和７年７月 18 日付、日薬業発第 126

号）。本年度調査における回答期間は令和７年８

月１日から同10月31日とし、最終的に約30,000

校（暫定値）から回答があった。令和７年度末

時点においては、広報ワーキングにおいて、同

調査に関する集計業務を進めるとともに、令和

８年度の設問内容に関し、検討を行っている。 

②②学学校校薬薬剤剤師師会会員員数数調調査査  

  学校薬剤師である本会会員の員数把握のため、

平成25年度より会員数調査を例年実施している。

本年度も、令和７年 12 月末日現在の員数の報告

を都道府県薬剤師会に依頼したところ、調査結

果は約 19,400 人となり、前年度より増加した。 

６６））学学校校薬薬剤剤師師関関連連会会議議へへのの対対応応  

①①学学校校環環境境衛衛生生・・薬薬事事衛衛生生研研究究協協議議会会へへのの参参加加

支支援援・・協協力力  

本会が主催団体として参画している令和７年

度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会は、令和

７年 10 月 23～24 日、群馬県前橋市にて現地開

催され（後日アーカイブ配信あり）、多数の学校

薬剤師、学校教職員、教育委員会関係者等が参

加した。本協議会は、国公私立の幼稚園、幼保

連携型認定こども園、小中高等学校、特別支援

学校等の教員、学校医、学校歯科医、都道府県、

指定都市及び市町村教育委員会の学校保健担当

者、学校薬剤師等を対象として毎年開催されて

いる。本会は主催者負担金を交付するとともに、

担当役員及びアドバイザーの派遣を行うなどの

支援・協力を行っている。 
②②全全国国学学校校薬薬剤剤師師大大会会、、全全国国学学校校保保健健・・安安全全研研

究究大大会会へへのの参参加加支支援援・・協協力力  

第 75 回全国学校薬剤師大会は、本会及び神奈

川県薬剤師会主催、文部科学省、日本学校保健

会、神奈川県教育委員会他の後援により、11 月

20 日、神奈川県横浜市で開催された。 
本大会は例年、全国学校保健・安全研究大会

に合わせて毎年開催され、大会においては、文

部科学大臣表彰を受賞された本会会員に対する

記念品の贈呈、並びに学校薬剤師として顕著な

功績のあった方々に対する日本薬剤師会学校薬

剤師賞の表彰、及び全国各地で学校薬剤師活動

に支援・協力いただいた関係者に対する日本薬

剤師会学校薬剤師活動協力者感謝状の授与、特

別講演等が行われている。 
 

（（２２））過過量量服服薬薬・・自自殺殺予予防防等等対対策策  

我が国の自殺対策は、「自殺対策基本法」と同

法に基づく「自殺総合対策大綱」等により推進

されている。平成 28 年の自殺対策基本法改正等

を踏まえて平成 29 年７月に閣議決定され、令和

４年 10 月に見直し・閣議決定がなされた「自殺

総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることの

ない社会の実現を目指して～」には、自殺対策

のゲートキーパーとして想定される職業のひと

つとして「調剤、医薬品販売等を通じて住民の

健康状態等に関する情報に接する機会が多い薬

剤師」と記載があるほか、「医療等に関する専門

家などを養成する大学や専修学校等と連携した

自殺対策教育の推進」等の記述が盛り込まれて

いる。 

厚生労働省が平成 28 年度より提唱する「自殺

予防週間」（９月 10～16 日）及び「自殺対策強

化月間」（３月）の実施に本会も協力しており、

本年度も、都道府県薬剤師会を通じて会員に広

報ポスターの周知・掲示依頼を行っている（令
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和７年７月 28 日付、日薬業発第 129 号。令和８

年１月 27 日付、日薬業発第 400 号）。 

また、昨今は若年者における一般用医薬品の

過量服薬による健康被害、不適正使用事例が多

発している。本会では、一般用医薬品等委員会

を中心に、濫用等のおそれのある医薬品への対

応について様々な取組みを行い、会員に向け適

正販売・適正使用に係る周知を図っている（（３３

－－（（２２））－－２２））－－②②参参照照））。 

令和７年６月 27 日に、三原こども政策担当大

臣と本会との意見交換会が開催され、本会から

は、岩月会長及び担当役員が出席した。こども

家庭庁では、こどもが安心して悩みを打ち明け

られる環境づくりの課題や、大人に求められる

対応を明らかにすることを目的に、「こどもの悩

みを受け止める場に関するプロジェクトチー

ム」（令和６年 11 月発足）により取組みを行っ

ており、その取組みの一環として開催されたも

のである。意見交換会では、近年深刻化する医

薬品の過剰使用（オーバードーズ）といった、

こどもを取り巻く喫緊の課題に対し、薬剤師が

地域の中で果たす役割の重要性が改めて確認さ

れた。さらに、こども家庭庁のプロジェクトチ

ームの取組みとして、こども・大人・社会のそ

れぞれに対して伝えたいメッセージを広く社会

全体に発信する広報啓発用のポスター及び動画

が作成されている。ポスター等が学校薬剤師の

活動や一般用医薬品等の販売の現場において活

用されるように、本会では各都道府県薬剤師会

に通知し、会員への周知を図った（令和７年８

月 25 日付、日薬業発第 182 号）。 

 
（（３３））薬薬物物乱乱用用防防止止啓啓発発活活動動のの推推進進  

本会は、青少年の成長過程の早い段階からの

教育が、薬物乱用の根絶に最も有効な手段であ

るとの考えに立ち、薬物乱用防止啓発活動を重

要な課題の一つに掲げ、厚生労働省、文部科学

省、日本学校保健会、麻薬・覚せい剤乱用防止

センター等関係機関との連携を図っている。 

関係閣僚で構成される薬物乱用対策推進会議

の「第六次薬物乱用防止五か年戦略（令和５年

８月公表）」では、重要項目の一つとして、大

麻乱用期への総合的な対策の強化が掲げられて

いる。大麻取締法並びに麻薬及び向精神薬取締

法の一部改正については令和５年12月13日付け

で公布され、令和６年12月12日及び令和７年３

月１日に施行された。改正法により大麻取締法

の名称が「大麻草の栽培の規制に関する法律」

に改正され、医療及び産業における大麻草の適

正な利用を図り、濫用による保健衛生上の危害

の発生を防止するために、①大麻草から製造さ

れた医薬品の施用等、②大麻等の施用罪の適用

等及び大麻草由来製品のΔ9-テトラヒドロカン

ナビノール（THC）の残留限度値の設定、③大

麻草の栽培に関する規制の見直し－に係る措置

がとられることとされた。さらに、カンナビノ

ール（CBN）が薬機法上の指定薬物として指定

されたこと（令和８年６月１日から施行）につ

いて、各都道府県薬剤師会に通知し、周知を図

った（令和８年３月25日付、日薬業発第482号）。

本会としても動向を注視し、引き続き都道府県

薬剤師会を通じた情報提供等の対応を行うこと

としている。 

また近年は、一般用医薬品の乱用、過剰使用

（オーバードーズ）が社会問題となっている。

薬剤師・薬局による医薬品適正使用と薬物乱用

防止の啓発活動、適切な対応が重要なことから、

本会では、薬剤師への今後の情報提供等につい

て検討を行っている。 

 

（（４４））アアンンチチ・・ドドーーピピンンググ活活動動のの推推進進（（スス

ポポーーツツフファァーーママシシスストトのの活活動動支支援援等等））  

本会では、平成 16 年度より「アンチ・ドーピ

ングに関する特別委員会」（現「アンチ・ドーピ

ング委員会」）を設置し、意図しないドーピング

の防止を目的として、薬剤師のアンチ・ドーピ

ング活動への参画を進めている。 

適切なアンチ・ドーピング活動を推進するた

め、最新の禁止薬物・禁止方法等を掲載した「薬
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剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック

2025 年版」を作成するとともに、国民スポーツ

大会及び全国障害者スポーツ大会（以下、「国ス

ポ等」）の開催地である滋賀県薬剤師会が行うア

ンチ・ドーピング活動への支援を行った。同ガ

イドブックを都道府県薬剤師会及び地域薬剤師

会へ約 29,000 部、日本スポーツ協会等へ約 500

部頒布したほか、本会ホームページ（一般向け

ページ）にも全文を掲載し、幅広く入手可能と

した。 

この他、本会では日本アンチ・ドーピング機

構（JADA）が設立し、日本スポーツフェアネ

ス推進機構（J-Fairness）と共同で運営してい

る公認スポーツファーマシスト（以下、「SP」）
認定制度に協力している。SP は令和７年４月現

在、13,114 名が認定され、アンチ・ドーピング

活動に貢献している。各都道府県薬剤師会には

「SP 活動推進担当者」及び「ドーピング防止ホ

ットライン担当者」が設置され、これら担当者

は各地域におけるアンチ・ドーピング活動の中

心となり、SP の活動を支援している。 

令和７年 12 月 10 日には、両担当者を対象と

した「都道府県薬剤師会アンチ・ドーピング担

当者全国会議」を開催した。最新のアンチ・ド

ーピングに関する情報提供、毎年１月１日に発

効する禁止表国際基準の変更点のほか、滋賀国

スポ等におけるアンチ・ドーピング活動の内容

等について担当者より説明が行われた。 

また、JADA 及び J-Fairness の運営する SP
カリキュラム委員会及びプログラム委員会に本

会役員が参画している。両委員会において SP
基礎講習・実務講習のカリキュラムが変更され、

日薬誌令和７年１月号及び９月号の「今月の情

報」等で会員に周知した。 

本会は、SP の活用とともに、薬剤師がアン

チ・ドーピング活動を通じて医薬品の適正使用

をはじめとした薬剤師機能の発揮ができるよう、

アンチ・ドーピング活動への協力・支援に関す

る方策を引き続き検討する。 

 さらに、本年度はアンチ・ドーピング委員会

において、薬局店頭で利用できる「ドーピング

防止カード」を作成した。薬局で取り扱う OTC
医薬品のうち、ドーピング該当物質が入ってい

ない商品に掲示し、スポーツに取り組む方への

支援や薬剤師による相談のきっかけとなるよう

活用されることが目的である。これまで国スポ

等を開催した都道府県薬剤師会では同趣旨の資

材を作成しているが、開催地ではない都道府県

薬剤師会において活用できる資材として作成・

周知した（令和８年３月 17 日付、日薬情発第 205

号）。 

  

（（５５））新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症をを含含めめたた

新新興興感感染染症症等等へへのの対対応応  

１１））新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策  

平成25年４月の新型インフルエンザ等対策特

別措置法（以下、「特措法」）施行令公布により、

本会は特措法第２条第６条に規定する指定公共

機関として国より指定され、薬剤師は医療等の

実施の要請の対象となる医療関係者として定め

られた。特措法を受けて、新型インフルエンザ

等対策政府行動計画（以下、「政府行動計画」）、

新型インフルエンザ等対策ガイドラインが同年

６月に決定された。 

本会は指定公共機関として指定されたことを

踏まえ、平成 26 年５月７日に「日本薬剤師会新

型インフルエンザ等対策業務計画」（以下、「本

計画」）を策定し、国へ報告するとともに、特措

法で指定地方公共機関となる都道府県薬剤師会

へ情報提供した。令和６年度には、新型コロナ

ウイルス感染症での対応を踏まえ政府行動計画

が抜本的に改定されたことを受け、本会も令和

７年３月、本計画を改定した（令和７年４月１

日施行）。 

  令和７年 12 月 18 日には、内閣官房主催の「令

和７年度新型インフルエンザ等対策指定公共機

関情報連絡会」が開催され、本会担当役員が出

席した。会議では、改定された政府行動計画及
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び新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、

パンデミック発生時の対応や今後の訓練等につ

いて、他の指定公共機関との情報共有が行われ

た。 

２２））「「薬薬剤剤師師ににおおけけるる予予防防接接種種研研修修ププロロググララムム」」

及及びび予予防防接接種種にに関関すするる取取組組みみ  

厚生労働省の検討会が令和４年９月に公表し

た「新型コロナウイルス感染症対策の対応を踏

まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保

するための対応の在り方等に関する検討会」報

告書では、「今般の対象とならなかった薬剤師等

も含めて、こうした状況が生じた場合の対応を

考えていくことが重要である」とされた。当該

取りまとめを踏まえ、現時点では、本研修によ

って違法性が阻却されるわけではないが、緊急

時や有事に備えた対応への取組みとして、薬剤

師によるワクチン接種が必要になった際に即座

に対応することができるよう、本年度も「薬剤

師における予防接種研修プログラム」に基づき、

各都道府県薬剤師会において研修を行っている。 

各種の予防接種の啓発活動、情報提供につい

ては、本会は HPV ワクチン等の定期接種の啓発

関連情報をもとに、今後の薬剤師・薬局への情

報提供について検討を行っている。 

３３））感感染染症症対対応応ののたためめのの資資質質向向上上にに係係るる取取組組みみ 

本会は本年度、「感染対策に関する研修プログ

ラム」（令和５年度厚生労働省「薬剤師の資質向

上等に資する研修事業」）の研修資材の評価、改

善点の検討を行うことを目的とした地域事業を、

６道県薬剤師会（北海道、栃木県、滋賀県、広

島県、長崎県、熊本県）の協力のもと実施した。

本会は、厚生労働省の令和７年度「薬剤師の資

質向上等に資する研修事業」の実施法人として

採択されており、同事業の事業②の目的及び取

組みテーマ「感染症対応に係る薬局の研修」を

踏まえ、地域事業の実施を通じて各県の感染症

対応に関する行政、医療機関等との連携体制に

ついて情報共有を図るとともに、同研修プログ

ラムの今後の向上に向けて改善点等の検討を行

った。 

なお、同事業（令和５年度）で作成した感染

対策に関する指針、研修プログラム等について

は本会ホームページ上で公開している。また、

「感染対策に関する研修プログラム」の動画コ

ンテンツについては、「日本薬剤師会研修プラッ

トフォーム」を通じて公開を行い、都道府県薬

剤師会等が研修実施主体となった研修において

活用されている。感染症法に基づく第二種協定

指定医療機関では、年１回以上の研修、訓練、

点検を実施するとされている。各都道府県薬剤

師会では都道府県との連携のもと、都道府県内

の薬剤師が研修を受講できるように研修実施の

調整が行われ、動画コンテンツ等を利用した研

修の提供が開始されている。 

４４））薬薬剤剤耐耐性性（（ＡＡＭＭＲＲ））対対策策  

令和７年 11 月の「薬剤耐性（AMR）対策推

進月間」では、AMR 臨床リファレンスセンター

の啓発資材配布事業に協力し、同センター作成

の資材が薬局を通じて配布された（令和７年９

月 11 日付、日薬業発第 215 号）。また、令和８

年１月には、都道府県薬剤師会宛てに「抗微生

物薬適正使用の手引き 第四版」の周知を行った。 
なお、本会は薬剤耐性（AMR）対策普及啓発

活動への賛同団体となっており、厚生科学審議

会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員

会、国際医療研究センター感染症教育コンソー

シアムコアメンバー会議、診療所版 J-SIPHE 専

門家委員会、日本医療政策機構 AMR アライア

ンス・ジャパン会合に本会役員が参画している。 
また、本年度の FIP 国際会議において、“The 

FIP Copenhagen Declaration on 
Antimicrobial Resistance (AMR)”が採択され、

本会も署名した。 
５５））エエムムポポッッククスス（（ササルル痘痘））へへのの対対応応  

エムポックス（サル痘）の流行国の状況を踏

まえて、令和６年８月に WHO より国際的に懸

念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）を宣

言し注意喚起が行われていたが、令和７年９月
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５日に、WHOは PHEICの終了を宣言した。WHO

では、エムポックスについて今後も適切なサー

ベイランスと対応が必要であるとの見解を示し

ている。 

本会では、引き続き国際的なエムポックスの

発生状況に留意して、必要に応じて都道府県薬

剤師会に情報提供を行っていく。 

 

（（６６））都都道道府府県県薬薬剤剤師師会会関関係係試試験験検検査査セセンン

タターーをを活活用用ししたた調調査査実実施施等等  

１１））都都道道府府県県薬薬剤剤師師会会試試験験検検査査セセンンタターーのの活活動動

のの推推進進及及びびそそのの在在りり方方のの検検討討  

計画的試験検査に関しては、「薬局等における

医薬品の試験検査実施要領について」（昭和 62

年６月１日付、日薬発第 463 号）において、「薬

局等における医薬品の試験検査実施要領例」と

して、「経時変化の著しい医薬品、保管条件によ

り品質の影響を受けやすい医薬品については、

品目等を定めた計画的な試験検査を実施するこ

と」が示されている。さらに、本会で策定した

「薬局等における医薬品の試験検査の実施要

領」（昭和 62 年制定、平成９年全面改定）では、

試験検査センターが年間計画を立案して計画的

試験検査を実施することとしており、薬事委員

会では例年各都道府県における計画的試験検査

の実施状況の取りまとめを行っている。 

本年度は、令和６年度計画的試験検査の結果

を取りまとめ、各都道府県薬剤師会及び試験検

査センターに送付した（令和７年10月28日付、

日薬業発第 286 号）。 

また、令和７年度の計画的試験検査の基本方

針をまとめ、各都道府県薬剤師会及び試験検査

センターに通知した（令和７年８月 29 日付、日

薬業発第 193 号）。 

２２））医医薬薬品品精精度度管管理理試試験験（（全全国国統統一一試試験験））のの実実

施施等等にによよるる精精度度管管理理  

「薬局等における医薬品の試験検査の実施要

領」において、試験検査センターが実施する医

薬品試験検査として、「試験検査技術の習熟と精

度の向上」を目的とした「医薬品全国統一試験」

が定められている。 

本会は、医薬品の登録試験検査機関の試験検

査技術の習熟と精度管理を目的として、医薬品

全国統一試験を実施している。 

同委員会では、令和６年度に実施したクロル

フェニラミンマレイン酸塩錠を対象とした溶出

試験、定量試験の結果について取りまとめを行

い、各都道府県薬剤師会及び試験検査センター

に送付した（令和６年 10 月 28 日付、日薬業発

第 287 号）。また、本年度においても、同委員会

では試験対象品目の検討を行い、ベタメタゾン

錠を対象とした溶出試験、定量試験を実施した。

今後、結果の検討を予定している。 

３３））都都道道府府県県薬薬剤剤師師会会試試験験検検査査セセンンタターー技技術術職職

員員のの研研修修  

本会では、都道府県薬剤師会関係試験検査セ

ンターの技術職員を対象に、各種分析、最新の

試験検査に関する知識の習得、技術の向上を目

的とした研修を実施している。また、都道府県

薬剤師会関係試験検査センターの運営等につい

て協議を行うため連絡協議会を開催している。

技術研修会と連絡協議会については、併せて年

１回開催することとしている。 

本年度は 11 月 26 日に薬事衛生連絡協議会・

技術研修会を開催した。同連絡協議会・技術研

修会では、齋藤嘉朗氏（国立医薬品食品衛生研

究所所長）より「日本薬局方の第十九改正と国

際調和活動について」、合田幸広氏（国立医薬品

食品衛生研究所名誉所長 客員研究員）より「は

かり(天秤)と最小計量値に関する基礎知識」、ま

た、植村望美氏（東京都健康安全研究センター

薬事環境科学部医薬品研究科 主任研究員）より

「LC-MS/MS による大麻草由来製品中の Δ9-THC

の分析法について」と題して、それぞれ講演が

行われた。 

  

  

  

─ 44 ─



 
 

（（７７））食食品品のの安安全全性性確確保保へへのの対対応応  

１１））内内閣閣府府食食品品安安全全委委員員会会  

食品の安全性確保のために内閣府に設置され

ている食品安全委員会には、企画等専門調査会

に加え、添加物、農薬、微生物といった危害要

因ごとに 11 の専門調査会があり、このうち企画

等専門調査会に本会役員が専門委員として参画

し、リスク評価の対象案件を自ら選定して行う

評価（自ら評価）の案件候補等について議論を

行っている。 

２２））食食品品関関連連制制度度へへのの対対応応  

令和６年４月より食品基準行政が厚生労働省

から消費者庁の所管となり、消費者庁に食品衛

生基準審議会が設置され、食品衛生基準審議会

新開発食品調査部会新開発食品評価調査会に本

会から担当役員が参画している。 

特別用途食品については、健康増進法に規定

する特別用途表示の許可等に関する内閣府令等

が一部改正され、経口補水液の項に係る事項に

ついて令和７年６月１日に施行された。また、

「特別用途食品に関する質疑応答集」が改正さ

れ、経口補水液の販売方法に関する問の新設等

が行われた（令和７年７月３日付、日薬業発第

104 号）。 

また、内閣官房が令和６年に示した「紅麹関

連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度

等に関する今後の対応」での「情報提供の DX
化」方針を踏まえ、「いわゆる「健康食品」・

無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領につ

いて」、「指定成分等含有食品に関する留意事

項について」、「機能性表示食品等に係る健康

被害の情報提供について」の一部改正が行われ、

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和８年１月 14 日付、日薬業発第 389 号）。 

 

 

 

 

 

６６．．地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムをを踏踏ままええ

たた地地域域のの医医薬薬品品、、医医療療、、介介護護、、保保

健健等等のの提提供供体体制制へへのの取取組組みみのの推推進進  

（（１１））地地域域にに過過不不足足なないい医医薬薬品品提提供供体体

制制確確立立ののたためめのの、、医医療療計計画画とと整整合合

ののととれれたた地地域域医医薬薬品品提提供供計計画画（（仮仮

称称））にに係係るる取取組組みみのの推推進進（（認認定定薬薬

局局・・健健康康ササポポーートト薬薬局局のの地地域域ででのの

活活用用をを含含むむ））  

１１））地地域域医医薬薬品品提提供供体体制制にに係係るる検検討討  

①①地地域域医医薬薬品品提提供供計計画画  

近年、医療・介護ニーズの増大及び少子化に

より医療従事者の確保が困難となることなどを

背景として、薬局・薬剤師についても、へき地・

離島など医療資源が乏しい地域における「薬剤

師サービス※」の提供、外来・在宅における夜間・

休日等の時間外も含めた対応などが大きな課題

となっている。厚生労働省「薬局・薬剤師の機

能強化等に関する検討会」において、本会の担

当役員も参画し、これらの課題について検討が

行われ、令和６年度、地域における薬局・薬剤

師のあり方、在宅医療における薬剤提供のあり

方に係る議論のまとめを公表した。 

※薬剤師法や薬機法及び社会が求める薬剤師・薬局 

活動の総称 

本会では地域全体で患者を支える観点から、

各都道府県・地域において会員・非会員問わず、

地域関係者が一致協力した医薬品提供体制の構

築・リスト化及び周知の取組みを推進してきて

おり、上記検討会の取りまとめも踏まえ、本年

度は各地域において医薬品提供体制の構築・強

化により一層取り組むべく、「地域医薬品提供体

制強化のためのアクションリスト」を策定し、

都道府県薬剤師会に周知した（令和７年７月 11

日付、日薬業発第 120 号）。 

現在、地域薬剤師会・都道府県薬剤師会にお

いては、令和７年度厚生労働省「地域医薬品提

供体制構築推進事業」予算も活用しながら体制

強化に向けた取組みを進めており、本会として
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もその取組みが適切かつ着実に進行するよう、

継続的な支援・検討を行う方針である。 

こうした取組みの推進のため、令和７年５月

12 日と８月１日に都道府県薬剤師会を対象に

「地域医薬品提供体制強化に向けた全国説明

会」を開催したほか、日本薬剤師会雑誌７月号

「今月の情報」において会員向けに解説を行っ

た。 

加えて、地域医薬品提供体制強化のためのア

クションリスト「Action 2：地域の域の医薬品

情報の把握・共有」を念頭に、薬局間での医薬

品情報の共有や分譲の効率化を目的とした ICT
の活用が全国的に進められる一方、情報の取扱

い、システムセキュリティや運用等における

様々な意見等があることに鑑み、運営主体及び

システムベンダーが確認すべき事項を整理した

「医薬品情報共有システム運用チェックリス

ト」を作成・周知した（令和８年１月 13 日付、

日薬業発第 384 号）。 

また、令和７年５月公布の改正薬機法では、

薬局開設者は必要な薬剤及び医薬品の安定的な

供給に関し、関係行政機関との連携等が求めら

れることとなった。本会では、地域において関

係行政・関係団体等と連携した、そして医療計

画と整合の取れた地域医薬品提供体制の構築が

進むよう、新たな地域医療構想／医療計画に係

る厚労省の検討会等での議論においても担当役

員から必要な意見を述べた。 

なお、地域医薬品提供体制に係る事項として、

規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）

を受けた薬局・薬剤師の機能強化等に関する検

討会での議論に基づき、一定の要件のもと、臨

時的に、訪問看護ステーションに輸液（等張性

電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤（た

だし、開始液及び脱水補水液に限る。））を配備

することが可能とされた（令和８年１月８日付、

日薬業発第 381 号。令和８年２月 17 日付、日薬

業発第441号。３月26日付、日薬業発第488号）。

これに関しては、臨時的対応に至る前に、医薬

品の専門家である薬剤師・薬局が適切に関与し

た形態・手段での地域医薬品提供体制の構築が、

患者の安全・安心な薬物治療の提供に極めて重

要であると考えることから、引き続きその運用

状況等を注視していく方針である。 

②②薬薬局局機機能能情情報報提提供供制制度度  

薬機法第８条の２の規定に基づく薬局機能情

報提供制度に関しては、令和７年度も引き続き

厚生労働省「医療機能情報提供制度・薬局機能

情報提供制度の全国統一システムの運用・保

守・改修に係るプロジェクト管理支援業務」に

おいてシステム改修等の検討が行われており、

本会役員が検討委員会に参画し適宜意見を述べ

ている。 

２２））認認定定薬薬局局、、健健康康ササポポーートト薬薬局局のの推推進進  

令和８年２月末日時点、地域連携薬局は 4,388

軒、専門医療機関連携薬局（がん）は 240 軒と

なっている。地域連携薬局は全都道府県、専門

医療機関連携薬局は41都道府県で認定されてい

る。第８次医療計画においては、がんの医療体

制構築に係る指針において専門医療機関連携薬

局（がん）が明記されるとともに、現状把握の

ための指標例としても盛り込まれている。 

健康サポート薬局の届出数は、令和７年９月

末日時点で 3,265 施設となり、全都道府県に存

在している。 

認定薬局については、厚生労働省の「薬局薬

剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキング

グループ」の取りまとめも踏まえて、認定薬局、

健康サポート薬局など薬局の機能の在り方、地

域における役割・位置づけについて、厚生労働

省の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討

会」において議論されており、本会役員も適宜

意見を述べている。 

令和６年９月 30 日、同検討会のこれまでの議

論のまとめとして「地域における薬局・薬剤師

のあり方」が公表された。この内容は医薬品医

療機器制度部会に報告され、同部会では健康サ

ポート薬局についても認定薬局と同様に都道府
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県知事の認定を受けて当該機能を有する薬局で

あることを称することができるようにする方向

性で議論された。その後、令和７年５月 21 日に

改正薬機法が公布され、健康サポート薬局は名

称を「健康増進支援薬局」とし、公布後２年以

内に政令で定める日に施行されることとなった

（（1111－－（（９９））－－１１））参参照照））。 

さらに同検討会は令和７年８月 29 日、これま

での議論のまとめとして「地域連携薬局・健康

増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え

方について」を公表、制度の趣旨が明確となり

認定薬局の役割や機能が分かりやすいものとな

ることが重要であることから、認定基準が複雑

なものとならないよう、「当該認定薬局に求めら

れる機能に応じたものとなることを基本」とさ

れた。取りまとめについて都道府県薬剤師会を

通じて会員に周知を図るとともに（令和７年９

月 12 日付、日薬業発第 219 号）、取りまとめを

踏まえた認定基準の検討に際し厚生労働省と協

議を重ねている。 

また本会は、健康サポート薬局を患者や住民

に広く認知してもらうための取組みとして、健

康サポート薬局に係る届出を行った全ての薬局

が健康サポート薬局である旨を広く表示する際

の統一的なマークとして、ロゴマークを作製し、

都道府県薬剤師会に周知している（同マークは

平成 29 年８月に商標登録の手続き済）。 
 

健康サポート薬局ロゴマーク（基本形） 

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  

３３））緊緊急急避避妊妊薬薬のの提提供供体体制制  

①①オオンンラライインン診診療療にに伴伴うう緊緊急急避避妊妊薬薬のの調調剤剤にに係係

るる体体制制整整備備  

平成 30 年３月に取りまとめられた「オンライ

ン診療の適切な実施に関する指針」が令和元年

７月に改訂され、緊急避妊に係る診療について

は、産婦人科医または厚生労働省が指定する研

修を受講した医師が初診からオンライン診療を

行うことが許容され得ること、及びオンライン

診療を行う場合の緊急避妊薬の調剤に関する取

扱いについて記載され、受診した女性は薬局に

おいて研修を受けた薬剤師による調剤を受け、

薬剤師の面前で内服することなどが示された。 

同指針の改訂を受け、「緊急避妊薬に係る診療

の提供体制整備に関する取組について（依頼）」

（厚生労働省課長通知）が示され、緊急避妊薬

を調剤する薬剤師に対する研修の実施と、対応

可能な薬剤師・薬局は一覧にて公表されること

となった。 

本会は、都道府県薬剤師会単位で産婦人科医

会と連携した薬剤師向け研修会が円滑に開催さ

れるよう、薬局関係団体等と連携し、都道府県

薬剤師会担当者を招聘した全国会議を開催する

とともに、令和元年度厚生労働科学研究費の研

究班による研修資料の作成に担当役員が参加し

た。令和３年度には厚生労働行政推進調査事業

費において薬剤師向け研修会資料を改訂、映像

教材を作成し、DVD にて都道府県薬剤師会に提

供したほか、令和４年には変更届など所要の改

正に伴い、本会の研修会開催要領を改訂し、都

道府県薬剤師会担当者を対象に説明会を行った。 

令和７年９月、厚生労働省より、同指針を踏

まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関

する薬剤師が修了すべき研修は、令和６年度厚

生労働科学特別研究事業「緊急避妊薬の薬局販

売に備えた薬剤師研修用資材の作成」にて作成

され、日本薬剤師研修センターにて提供される e

ラーニング研修とすることが示され、都道府県

薬剤師会による研修会は本年度末で終了した。 
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②②緊緊急急避避妊妊薬薬販販売売にに係係るる環環境境整整備備ののたためめののモモデデ

ルル的的調調査査研研究究  

緊急避妊薬については、令和３年６月から再

び、厚生労働省「医療用から要指導・一般用へ

の転用に関する評価検討会議」でスイッチ OTC
化について議論され、その検討結果を受け、厚

生労働省医薬局医薬品審査管理課は、一定の要

件を満たす特定の薬局に限定し、試行的に女性

へ緊急避妊薬の販売を行うことを通じ、緊急避

妊薬の適正販売が確保できるか、あるいは代替

手段（チェックリスト、リーフレット等の活用

等）でも問題ないか等を調査解析することを目

的とし、令和５年度から「緊急避妊薬販売に係

る環境整備のための調査事業」を開始した。本

事業の結果は、緊急避妊薬が要指導・一般用医

薬品として薬事承認申請された際の審査・審議

における具体的対応策の選択・採否の一助とな

る。 

本会は令和５年度以降、本年度も継続して同

事業を受託し、都道府県薬剤師会の協力を得て

事業を実施している。令和７年５月、厚生労働

省から令和６年度報告書が公表された。 

令和７年 11 月より、一定数のデータを取得で

きたことからさらに計画を変更（服用者アンケ

ートの終了、収集項目の縮小等）して実施して

おり（第Ⅳ期計画）、令和８年２月１日をもって

本調査研究による販売を終了（令和８年１月 26

日付、日薬業発第 399 号）、研究は本年度末をも

って終了した。 

③③緊緊急急避避妊妊薬薬販販売売にに向向けけたた体体制制整整備備  

令和７年度第２回薬事審議会要指導・一般用

医薬品部会（令和７年８月29日開催）において、

緊急避妊薬（レボノルゲストレル）の要指導医

薬品としての製造販売承認が可と判断され、10

月 20 日付けで製造販売承認がなされ、要指導医

薬品、特定要指導医薬品及び期間を定めない要

指導医薬品に指定された。本会は、指定に関す

る意見募集に対し、「レボノルゲストレル（内用

剤に限る。）を特定要指導医薬品／法第四条第六

項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指

導医薬品（期間を定めない要指導医薬品）に指

定することに伴う改正について、適正使用の観

点から賛成である」と意見を提出した（令和７

年９月 22 日付、日薬業発第 235 号）。 

当該医薬品は、製造販売業者に対し、販売す

る薬局等が、①所定の研修（令和６年度厚生労

働科学特別研究事業「緊急避妊薬の薬局販売に

備えた薬剤師研修用資材の作成」にて作成され、

日本薬剤師研修センターにて提供される e ラー

ニング研修）を修了した薬剤師が勤務している

こと、②プライバシーへの十分な配慮、緊急避

妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応で

きるような体制を整備していること、③近隣の

産婦人科医等との連携体制を構築していること

－の要件を全て満たしていることを確認した上

で卸すこととされ、販売する薬局等に必要な留

意事項が厚生労働省より示された。本会は都道

府県薬剤師会を通じて会員に周知を図った（令

和７年９月 18 日付、日薬業発第 232 号）。 

また、上記条件のうち「③近隣の産婦人科医

等との連携体制を構築していること」について

は、薬局等が所在する地域の都道府県医師会と

都道府県薬剤師会との間で予め合意されている

場合、都道府県薬剤師会で取りまとめる「緊急

避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会で

取りまとめられる「連携医療機関名簿」の相互

の共有をもって連携体制とできることが厚生労

働省より示された。本会は都道府県薬剤師会に

周知とともに連携構築に向けた取組みを依頼し

（令和７年 10 月 28 日付、日薬業発第 281 号）、

各都道府県において、緊急避妊薬販売に向けた

体制整備がなされた。 

令和８年２月２日、要指導医薬品たる緊急避

妊薬の販売が開始された。令和８年３月 25 日時

点において、全国 11,000 超の薬局・店舗販売業

が販売可能な体制となっている。 

緊急避妊薬のスイッチ OTC 化と薬剤師によ

る対応のポイントについて、日薬誌令和８年３
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月号「今月の情報」において会員向けに解説を

行った。 

 

（（２２））医医療療計計画画等等各各種種計計画画、、地地域域医医

療療提提供供体体制制等等へへのの参参画画・・連連携携促促

進進  

１１））地地域域のの医医療療・・介介護護のの提提供供体体制制にに関関すするる検検討討  

①①新新たたなな地地域域医医療療構構想想（（第第８８次次医医療療計計画画中中間間見見

直直しし及及びび第第９９次次医医療療計計画画））  

新たな地域医療構想に関する取りまとめ（令

和６年 12 月 18 日・厚生労働省「新たな地域医

療構想等に関する検討会」）に基づき、従来は医

療計画の記載事項の一つとして病床の機能分

化・連携に向けた取組みを進めてきた「地域医

療構想」が、病床のみならず入院・外来・在宅

医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制

全般の構想として医療計画の上位概念に位置付

けられた（改正医療法：令和７年 12 月 24 日付、

日薬業発第 364 号）。 

これを踏まえ令和７年７月、地域医療構想及

び医療計画等に関する検討会及び４ワーキング

グループ（①在宅医療及び医療・介護連携に関

する WG、②小児医療及び周産期医療の提供体

制等に関する WG、③救急医療等に関する WG、

④災害医療・新興感染症医療に関する WG）が

設置され、地域医療構想の策定、第８次医療計

画中間見直し、第９次医療計画に向けた議論等

が開始された。 

本会では同検討会及び関係する WG（上記①

及び④）に役員が構成員として参画しており、

地域医薬品提供体制の構築・強化の観点から必

要な意見を述べた。このうち同検討会では、都

道府県が具体的に地域医療構想を策定・推進す

るにあたり必要となる「地域医療構想策定ガイ

ドライン」の策定に向けた議論の取りまとめを

行った（令和８年３月 24 日付、日薬業発第 478

号）。地域医療構想策定ガイドラインについては、

令和８年度早期に示される予定である。また、

①在宅医療及び医療・介護連携に関する WG で

は、第８次医療計画（後期）に向けた見直し及

び第９次医療計画の策定等に向けた意見の取り

まとめを行った（令和８年２月 13 日付、日薬業

発第 435 号）。 

本会では引き続き、地域医療構想・医療計画

と整合の取れた地域医薬品提供体制の構築に向

けた検討を進めるとともに、令和８年度におい

ては、地域医療構想・医療計画及び地域医薬品

提供体制強化のためのアクションリストに係る

取組等に関する全国会議を開催する予定である。 

②②薬薬剤剤師師確確保保にに係係るる検検討討  

現在、都道府県においては令和５年６月に公

表された薬剤師確保計画ガイドライン（及び薬

剤師偏在指標）を参考としながら、第８次医療

計画における地域の実情に応じた薬剤師確保策

を実施している。 

本会では、各都道府県における薬剤師確保等

の状況をフォローアップすべく、厚生労働省と

連携しつつアンケート調査を実施した（令和７

年３月５日付け日薬業発第 470 号）。本結果につ

いては、厚労省関係会議（地域医療構想及び医

療計画等に関する検討会など）において、議論

のための基礎データとして活用される。 

また、今年度は薬剤師偏在指標の見直し等を

目的とした厚労省事業（令和７年度厚生労働省

医薬局総務課委託事業「薬剤師確保のための調

査・検討事業一式」）が実施されており、引き続

き、地域の実情に応じた薬剤師確保が進むよう

動向に注視していく。 

③③新新興興感感染染症症医医療療にに係係るる対対応応  

令和４年 12 月の改正感染症法により、国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ

る感染症の発生及びまん延においては、患者の

入院を受け入れる医療機関又は発熱外来や宿

泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当

する医療機関（薬局を含む）として都道府県か

ら通知を受けたもの及び協定を締結したものに

ついて、新たに都道府県知事が指定する指定医

療機関の類型に位置付けた上で、当該医療機関

により実施される入院医療・外来医療・在宅医

療を公費負担医療の対象とする制度が新設され

た（令和６年４月１日施行）。薬局に関しては都
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道府県との協定のもと、宿泊・自宅療養者等の

外来医療・在宅医療を担当する「第二種協定指

定医療機関」としての対応となり、令和７年 10

月１日時点で 50,091 施設（医療計画・予防計画

上の目標値は 31,053 施設）の協定締結が完了し

た。 

地域の新興感染症医療に係る今後の体制整備

等については、地域医療構想及び医療計画等に

関する検討会の下に設置された「災害医療・新

興感染症医療に関する WG」にて、第９次医療

計画の策定等に向けた議論が令和７年12月より

開始された。 

④④離離島島・・へへきき地地ににおおけけるる医医薬薬品品提提供供（（厚厚生生労労働働

省省ににおおけけるる検検討討））  

厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関

する検討会」において、離島・へき地等におけ

る薬剤提供のあり方について継続的な検討が行

われている。 

令和８年３月 30 日に開催された第 18 回検討

会では、本会から参加する構成員より、離島・

へき地等における医薬品提供体制の課題と地域

の実情に応じた対応策について、現状、離島・

へき地等の医療提供体制の構築に際しては医薬

品提供体制の観点が十分でない状況があるとし

て、医療計画も含め、行政・関係団体が連携し

た対応が重要と基本的な考え方を述べた上で、

①薬局が無い地域において、地域の公的・準公

共的な施設を活用して、当該地域の近隣の薬局

が一体的にサービス提供を行うための薬局の分

室（仮称）の設置を認めること、②離島におけ

る医薬品配送に関し、ドローン配送の現状を踏

まえつつ品質・安全性を担保した上で配送可能

な医薬品の種類を見直すこと、③在宅医療の円

滑な提供のため、医療資源の多寡に関わらず、

処方箋に基づく一部の調剤（例えば、患者に在

宅対応を行っている薬剤師が、あらかじめ医師

と連携し、予見できる処方にかかる医薬品を患

家に持参、医師の処方に基づき調剤を行う）を

患家（居宅）で実施可能とすること－等を提案

した。 

⑤⑤そそのの他他地地域域医医療療にに係係るる取取組組みみ 

日本医師会の呼びかけにより、令和７年６月、

「公益的なオンライン診療を推進する協議会」

が設置された。同協議会は、利便性や効率性の

みを重視した安易なオンライン診療の拡大を防

ぎ、医学的な有効性、必要性、特に安全性を最

優先に担保した形で、公益的な視点で適切にオ

ンライン診療の推進を図るべく、関係者間で、

地域や手法等に応じた利点や課題、総合的な活

用の在り方等について検討・把握し、地域の事

情を踏まえて連携・実行していくことが目的で

ある。日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看

護協会の医療関係団体のほか、日本郵便、全国

郵便局長会、自治医科大、内閣官房（新しい地

方経済・生活環境創生本部）、総務省郵政行政部、

厚労省医政局・医薬局等が参加している。 

また、オンライン診療に関しては、「オンライ

ン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンラ

イン診療を受ける場所を提供する施設（オンラ

イン診療受診施設）に係る規定を整備する医療

法改正等がなされた（令和７年 12 月 24 日付、

日薬業発第 364 号他）。 

２２））各各疾疾病病・・事事業業等等にに関関すするる取取組組みみ  

①①ががんん  

第４期がん対策推進基本計画（令和５～10 年

度）においては、社会連携に基づく緩和ケア等

のがん対策・患者支援の項に、がんの専門医療

機関連携薬局の認定制度が開始されたことや現

時点の認定数等の現状が記されるとともに、取

り組むべき施策として「拠点病院等は、地域包

括ケアシステムの仕組みも踏まえつつ、地域の

実情に応じて、介護事業所や薬局等の地域の関

係機関との連携や、社会的支援や困難事例等へ

の対応に取り組む」と示されている。 

②②循循環環器器病病  

 第２期循環器病対策推進基本計画（令和５～

10 年度）においては、引き続き取り組む施策と

して「かかりつけ薬剤師・薬局による服薬アド

ヒアランスの向上に資する服薬情報の一元的・
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継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導に

取り組む」、「かかりつけ医・かかりつけ薬局等

と専門的医療を行う施設の医療従事者との連携

が適切に行われるような取組みを進める」等が

盛り込まれている。 

③③認認知知症症  

認知症施策推進基本計画（令和６～11 年度）

において、薬剤師に関しては、「保健医療サービ

ス及び福祉サービスの提供体制の整備等」の項

で、ポリファーマシー対策の推進のためかかり

つけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師の

配置について記載されている。 

平成 28 年度より、「認知症地域医療支援事業

の実施について」（厚生労働省老健局長通知）に

基づき、医療関係職種に対して「認知症対応力

向上研修」が行われており、薬剤師を対象とし

た研修は都道府県薬剤師会を中心に関係団体の

協力を得て実施されている。 

また、本会では、認知症医療介護推進会議（認

知症に関わる関係者が一同に会し、各種施策推

進のための議論を行うため、国立長寿医療研究

センターを中心に関係学会・医療関係団体・患

者団体等が参加して平成 24 年に設立）に、設立

時より委員として参画している。 

④④小小児児・・成成育育医医療療  

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推

進に関する基本的な方針（令和３年決定。令和

５年改定）では、医療機関・薬局の医療従事者

間の連携を推進すること、医薬品に関する相談

体制の充実など、妊産婦に対する医薬品の適正

使用等を推進すること、妊産婦等における適切

な服薬管理や女性の健康を支援できるよう薬剤

師の研修を行うとともに、健康サポート薬局に

おける医薬品等に係る健康相談等を推進するこ

と等が記載されている。 

⑤⑤在在宅宅医医療療  

現在、都道府県においては第８次医療計画に

基づく取組みが実施されており、令和６年７月

時点で、調剤報酬における在宅患者訪問薬剤管

理指導を行う旨の届出を行っている薬局は

56,774 薬局である。また、在宅薬学総合体制加

算は 1：23,275、2：4,081、在宅患者医療用麻薬

持続注射療法加算は 7,867、在宅中心静脈栄養法

加算は 11,836、無菌製剤処理加算は 6,572 であ

る。 

本会は在宅医療を含めた地域医薬品提供体制

の構築に関し、地域医療構想及び医療計画等に

関する検討会の下に設置された「在宅医療及び

医療・介護連携に関する WG」等において必要

な意見を述べている（（６６－－（（２２））－－１１））－－①①参参

照照））。また、厚生労働省では令和６年度、都道府

県在宅医療担当者等に向けて在宅医療の体制整

備・多職種連携等に関する取組みをまとめた「在

宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に

関するガイドブック」を作成した。職能団体等

が公表する医療・介護資源に関する情報として、

薬剤師会が取り組む地域における薬局の外来対

応・在宅対応・その他薬局機能に係る体制を掲

載するとともに、令和７年度は掲載事例の充実

等の改版を実施した（令和８年４月７日付、日

薬業発第 20 号）。 

在宅訪問時に使用する車両については、訪問

先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車

せざるを得ない場合に状況に応じて警察署長の

駐車許可を受けることが可能となっているとこ

ろであるが、令和６年の規制改革実施計画も踏

まえて駐車許可等に関する運用の統一を図るほ

か、関係手続の合理化及び簡素化を推進すると

して警察庁より各都道府県警察等に通達がなさ

れたことに関し、都道府県薬剤師会を通じて会

員に周知を図った（令和７年４月 28 日付、日薬

業発第 36 号）ほか、駐車許可の運用の見直しに

おける留意点について警察庁とも協議の上、あ

らためて薬剤師業務の観点から駐車許可に係る

要点をまとめ、周知を図った（令和７年 12 月 10 

日付、日薬業発第 342 号）。 

また、今後の在宅医療の需要増加に向けては

ターミナルケアの観点からの対応が必要である
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とともに、医療関係者には本人・家族の意思を

共有し支えることが重要であることなどから、

厚生労働省が行う「人生の最終段階における医

療・ケア体制整備事業」の「本人の意向を尊重

した意思決定のための相談員研修会」について

都道府県薬剤師会を通じて会員に案内した（令

和７年９月 18 日付、薬業発第 230 号他）ほか、

「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プラン

ニング）国民向け普及啓発事業」において作成

されたポータルサイトについて周知を図った

（令和８年４月７日付、日薬業発第 20 号）。 

なお、在宅医療に関連したものとして、介護

現場で実施されることが多いと考えられる行為

について、医行為に該当しないものの整理及び

実施可能と考えられる行為の明確化が行われた。

服薬等に関しては、薬剤師の服薬指導等の上、

患者に交付された後の薬剤を介護職員が使用の

介助として、①お薬カレンダーへ一包化された

等の薬剤をセットすること、②服薬の直前に PTP 

シートから薬剤を取り出すこと、③専門的な管

理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確

認した皮膚に、いわゆる湿布（解熱・消炎に係

る効能・効果を有する貼付剤で、麻薬若しくは

向精神薬であるもの又はステロイド外用剤等専

ら皮膚疾患に用いるものを除く。）を貼付するこ

と－が可能と整理され、本会では都道府県薬剤

師会に情報提供した（令和８年１月６日付、日

薬業発第 377 号）。 

⑥⑥医医療療用用麻麻薬薬にに係係るる取取組組みみ  

令和７年の薬機法等改正にて医療用麻薬の流

通の合理化（出荷停止等により医療用麻薬の供

給不安のおそれがある場合の麻薬卸売業者から

隣接都道府県の麻薬卸売業者への融通、回収の

必要が生じた場合の他の医薬品と同様の経路で

の回収が可能となる範囲での麻薬の譲渡を可と

する）が図られた。しかし、医療現場において

は在宅医療の進展に伴う麻薬の安定的流通に係

る課題が存在することから、本会は厚生労働省

担当部署と継続的に改善に向けた協議を行って

いる。 
⑦⑦地地域域でで協協働働ししてて作作成成すするる推推奨奨薬薬リリスストト  

地域の医師、薬剤師などの医療従事者とその

関係団体の協働により作成する推奨薬リスト

（地域フォーミュラリ）について、経済財政運

営と改革の基本方針 2025（令和７年６月 13 日閣

議決定）等を踏まえ、令和８年度中に各都道府

県は「地域フォーミュラリ策定に向けて検討す

る場」を設置することとされた。 

本会では、検討の場への参加等について各都

道府県薬剤師会に協力を依頼した（令和８年３

月 31 日付、日薬業発第 490 号）。 

３３））自自治治体体・・保保険険者者事事業業、、健健康康増増進進等等事事業業へへのの

連連携携・・協協力力  

①①高高齢齢者者  

高齢者の特性に応じた保健事業のあり方の検

討や後期高齢者医療広域連合が保健事業を実施

するに当たってのガイドラインの策定等を行う

ため、厚生労働省は平成 28 年より「高齢者の保

健事業のあり方検討ワーキンググループ」を設

置し、本会からは担当役員が参画している。 
また、すべての健康保険組合には、レセプト・

健診データの分析に基づくデータヘルス計画の

作成・公表、事業実施、評価などの取組みが求

められている。令和６年度からは令和 11 年度ま

での６年間を期間とする「第３期データヘルス

計画」が行われている。  

②②健健康康日日本本２２１１  

国民の健康増進に係る施策や保健対策等につ

いては、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養

部会、関連検討会において審議されており、本

会から担当役員が参画している。令和６～17 年

度、「21 世紀における第三次国民健康づくり運動

（健康日本 21（第三次）」が推進されており、本

会は健康日本21推進全国連絡協議会の会員団体

である。 

厚生労働省が実施する「世界禁煙デー・禁煙

週間（５月）」、「食生活改善普及運動（９月）」、

「健康増進普及月間（９月）」、内閣府や厚生労
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働省が主唱する「老人の日・老人週間（９月）」、

「世界アルツハイマー月間（９月）」、「女性の健

康週間（３月）」、日本心臓財団等が主催する「健

康ハートの日（７～８月）」などの各種事業・行

事についても、都道府県薬剤師会に対し積極的

な対応を依頼している。 
令和５年５月に「熱中症対策実行計画」が閣

議決定されたことを受け、「熱中症予防強化キャ

ンペーン（４～９月）」を通じて、政府一体とな

った普及啓発が実施されており、行政機関が行

う普及啓発等への協力、熱中症予防行動の呼び

かけ等の実施について、都道府県薬剤師会を通

じて会員に協力を求めた（令和７年７月11日付、

日薬業発第 119 号他）。 

③③母母子子保保健健、、健健ややかか親親子子２２１１  

健やか親子 21 は、関係者、関係機関・団体が

一体となって推進する母子保健の国民運動とし

て、平成 13 年より展開されてきており、令和５

年度以降は、成育医療等基本方針に基づく国民

運動として位置付けられ、医療、保健、教育、

福祉などのより幅広い取組が推進されている。

本会は成育医療への取組みと合わせ、健やか親

子 21 に係る取組みも継続していく。 

こども家庭庁が主唱する「乳幼児突然死症候

群（SIDS）対策強化月間（11 月）」についても、

都道府県薬剤師会に対し周知を図っている。 

④④日日本本健健康康会会議議  

平成 27 年７月 10 日、国民の健康寿命の延伸

と医療費適正化について、厚生労働省・経済産

業省の協力の下、経済団体・保険者・自治体・

医療関係団体等の民間組織が連携し実効的な活

動を行うために「日本健康会議」が組織された。

同会議の実行委員として、本会会長が参画して

いる。 

同会議は令和７年 10 月 14 日、日本健康会議

2025 を開催した。「健康づくりに取り組む５つの

実行宣言 2025」の「宣言５：感染症の不安と共

存する社会において、デジタル技術を活用した

生涯を通じた新しい予防・健康づくりに取り組

む保険者を 2,500 保険者以上、医療機関・薬局

を 20 万施設以上とする」については、医療機関・

薬局の達成率が 106.5％、薬局の達成率は 97.1%
であった。 

⑤⑤そそのの他他  

 令和７年度、「全世代向けモデル歯科健康診査

等実施事業（薬局等を通じた受診勧奨事業）に

係る調査研究事業」（厚生労働省医政局歯科保健

課）が実施されており、モデル事業として、薬

局における効率的・効果的な口腔のチェック、

受診勧奨等に取り組み、効果を検証する事業が

行われ、本会役員が事業の検討に参加した。 

 また女性の健康については、関係機関の役割

分担や連携が必ずしも十分ではなく、住民の身

近なところで、適切な受診勧奨を含めた相談支

援を行う体制の充実が求められることから、「女

性の健康に関する実態調査及び教育資材作成等

を担う女性健康相談支援対策構築事業」（厚生労

働省健康・生活衛生局健康課）が実施され、本

会役員が事業の検討に参加した。 

 また環境省では、大気汚染の影響による健康

被害の予防に寄与するため、国や地方公共団体

が行っているぜん息等に対する対策や大気汚染

の改善に関する施策を補完し、地域住民の健康

の確保を図ることを目的として「公害健康被害

予防事業」を実施されている。同事業の一環と

して、独立行政法人環境再生保全機構が取り組

んでいる「呼吸リハビリテーション」を紹介す

るための普及啓発チラシについて、都道府県薬

剤師会を通じて薬局での周知・活用に協力を求

めた（令和７年12月３日付、日薬業発第333号）。 

  

７７．．医医療療保保険険制制度度・・介介護護保保険険制制度度へへ

のの対対応応  

（（１１））医医療療保保険険制制度度・・介介護護保保険険制制度度にに関関すす

るる検検討討・・対対応応  

１１））医医療療介介護護総総合合確確保保促促進進会会議議  

「地域における医療及び介護の総合的な確保

の促進に関する法律」（以下、「医療介護総合確
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保法」）に基づき、地域における医療及び介護を

総合的に確保するための基本的な方針（以下、

「総合確保方針」）の作成等にあたって、これら

関係者の意見を反映させるための会議として医

療介護総合確保促進会議が平成26年７月に設置

された。同会議には、本会役員が構成員として

参画している。 

現行の総合確保方針（令和５年３月）では、

医療及び介護の総合的な確保に関する基本的な

考え方として、医薬品の安定供給や提供体制の

確保を図っていくことの必要性に触れられてい

るほか、デジタル化・データヘルスの推進、地

域包括ケアシステムの深化・推進等の項目に薬

局の役割が盛り込まれている。 

令和８年３月の同会議では、地域医療介護総

合確保基金の執行状況や改正医療法による「新

たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改

正等について報告され、議論された。 

２２））地地域域医医療療介介護護総総合合確確保保基基金金  

医療法等の改正による制度面での対応に併せ、

医療介護総合確保法に基づき地域医療介護総合

確保基金が都道府県に設置された。その財源に

充てる資金として、国は消費税財源を活用して

３分の２を、都道府県は３分の１を負担する。

各都道府県が作成した計画に基づき事業を実施

するものであり、平成 26 年度は医療に関する事

業のみを、平成 27 年度からは医療及び介護に関

する事業を対象としている。 

令和８年３月に開催された医療介護総合確保

促進会議において、令和７年度都道府県別内示

状況として、医療分の内示額は 854.8 億円、介

護分の内示額は国費 345.0 億円と示された。 

３３））医医療療計計画画、、介介護護保保険険事事業業（（支支援援））計計画画ととのの

整整合合性性のの確確保保（（医医療療・・介介護護連連携携））  

総合確保方針に基づいて、都道府県と市町村

は、医療介護総合確保区域ごとの医療及び介護

の総合的な確保に関する目標及び計画期間を定

めることとなっている。目標達成のために必要

な事業としては、都道府県計画及び市町村計画

において、地域医療構想の達成に向けた医療機

関の施設・設備の整備に関する事業、居宅等に

おける医療の提供に関する事業、介護施設等の

整備に関する事業、医療従事者の確保に関する

事業、介護従事者の確保に関する事業等が挙げ

られている。 

当該計画の作成にあたっては、都道府県計画

については医療計画及び都道府県介護保険事業

支援計画との整合性の確保、市町村計画につい

ては介護保険事業計画との整合性の確保を図る

必要がある旨、総合確保方針に示されている。 

また、第８次医療計画（2024～2029 年度）か

ら、「５疾病・５事業及び在宅医療」の６事業目

に「新興感染症発生・まん延時における医療」

が追加されている。 

４４））全全世世代代型型社社会会保保障障構構築築会会議議  

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構

築する観点から社会保障全般の総合的な検討を

行うため、令和３年 11 月、全世代型社会保障改

革担当大臣の下、全世代型社会保障構築会議が

設置され検討が進められており、同会議は令和

４年 12 月に「取りまとめ」を報告書として公表

している。 

令和７年度に開催された同会議においては、

医療提供体制や介護提供体制、高額療養費制度

などについて議論し、高額療養費制度の見直し

については、改めて結論を得るとされている本

年秋に向けて丁寧に議論を進め、来年から着実

に実行に移していくことが確認されている。 

  

（（２２））調調剤剤報報酬酬、、介介護護報報酬酬ににおおけけるる課課題題、、

在在りり方方等等にに関関すするる検検討討・・対対応応  

１１））調調剤剤報報酬酬（（診診療療報報酬酬））等等にに関関すするる検検討討  

調剤報酬について、関連通知や疑義解釈等を

都道府県薬剤師会に適宜通知しているほか（令

和７年４月 28 日付、日薬業発第 37 号。５月１

日付、日薬業発第 38 号。７月４日付、日薬業発

第 108 号。10 月 23 日付、日薬業発第 276 号他）、

令和７年度薬価改定に伴う関連通知についても
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都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和７年４月２日付、日薬業発第４号。５月 27 日

付、日薬業発第 64 号。５月 30 日付、日薬業発

第 69 号。６月 17 日付、日薬業発第 84 号）。 

また、医薬品等マスタの点検報告が完了して

いない薬局においては、今年末を目途に電子処

方箋管理サービスへの接続が停止されることに

伴う、医療 DX 推進体制整備加算の取扱いにつ

いて、都道府県薬剤師会を通じて会員に周知し

た（令和７年 12 月３日付、日薬情発第 143 号）。 

中医協では、本会役員が委員として出席し、

令和６年12月２日から現行の健康保険証の発行

が終了することを踏まえ、医療 DX 推進体制整

備加算について、マイナンバーカードの保険証

利用の利用実態等に鑑みた要件設定に関する議

論を行い、令和７年８月27日に答申が行われた。

本会は関連通知について、都道府県薬剤師会を

通じて会員に周知した（令和７年８月 12 日付、

日薬発第 162 号）。 

次回の診療報酬改定に向けては、中医協・診

療報酬改定結果検証部会が実施する診療報酬改

定の結果検証調査の実施について都道府県薬剤

師会を通じて会員に協力依頼を行ったほか、第

25 回医療経済実態調査や令和７年度医薬品価格

調査及び特定保険医療材料価格調査、中医協・

診療報酬改定結果検証部会が実施する診療報酬

改定の結果検証調査の実施について、本会は都

道府県薬剤師会を通じて会員に通知した（令和

７年８月１日付、日薬業発第 143 号。８月 12 日

付、日薬業発第 166 号。９月 11 日付、日薬業発

第 217 号）。 

さらに、選定療養に導入すべき事例等に関す

る提案・意見募集についても都道府県薬剤師会

を通じて会員に周知した（令和７年５月１日付、

日薬業発第 39 号）。 

令和７年９月 10 日には「調剤報酬（その１）」

として、「薬局、薬剤師を取り巻く状況」「調剤

医療費」「調剤に係る診療報酬上の評価」等につ

いて議論が行われ、10 月 24 日には「敷地内薬局」

について議論し、11 月 28 日には「調剤（その２）」

として、「薬局のあり方」「医薬品提供拠点に係

る評価体系の見直し」「対人業務の見直し」等に

ついて議論が行われた。また、在宅（訪問薬剤

管理指導）、入院（病院薬剤師）、個別事項（後

発医薬品、バイオ後続品、服用薬剤調整支援）、

長期収載品の選定療養等について議論が行われ

ており、本会は常務理事会や医療保険委員会等

でこれらの対応について協議している。 

また、令和７年 12 月３日の中医協において薬

価調査の結果として平均乖離率が約 4.8％と示

され、後発医薬品数量シェアは約 88.8％と示さ

れた。 

令和７年 12 月 24 日には、令和８年度診療報

酬（調剤報酬）・薬価等改定について、改定率等

が示され、本会のコメントとともに都道府県薬

剤師会に通知した（令和７年 12 月 24 日付、日

薬発第 226 号）。 

こうした議論や調査結果等を受けて、令和８

年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理

がなされ、パブリックコメントの実施や公聴会

を開催した上で、議論の取りまとめが行われた。

パブリックコメントの実施については、本会は

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和８年１月 14 日付、日薬業発第 390 号）。 

令和８年２月13日には中医協での答申がなさ

れ、本会は都道府県薬剤師会を通じて会員に周

知した（令和８年２月 13 日付、日薬業発第 436

号）。また、３月５日には令和８年度診療報酬（調

剤報酬）改定が省令・告示が公布され、関係通

知が発出され、本会は都道府県薬剤師会を通じ

て会員に周知した（令和８年３月６日付、日薬

業発第 457 号）。 

その後、疑義解釈通知が発出され、本会は都

道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令和

８年３月 24 日付、日薬業発第 479 号。令和８年

４月１日付、日薬業発第６号）。 

また、医療保険部会においては、OTC 類似薬

を含む薬剤自己負担の見直しについて議論され、
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令和７年 12 月に議論の整理が公表された。これ

を受け、OTC 医薬品との代替性が特に高い薬剤

を用いた療養等について薬剤費の一部を保険給

付外とする一部保険外療養を創設する健康保険

法等の改正が第 221 回国会（令和８年特別会）

で審議中である。令和９年３月の実施に向けて、

配慮が必要な者の範囲や OTC 類似薬の範囲等

について、引き続き検討される。 

２２））敷敷地地内内薬薬局局にに関関すするる検検討討  

本会は、敷地内薬局は特定の医療機関に対し

て過度に依存することから、地域内の各医療提

供施設が情報の共有と有機的な連携を行う地域

包括ケアシステム推進の疎外となり、医薬分業

の本旨に全く反するとして、保険薬局及び保険

薬剤師療養担当規則に明確な基準を設けるとと

もに、敷地内薬局に対しては保険指定の拒否な

ど適正な措置を講じるべきと政策提言や関係会

議等で主張しており、関係各方面に提言を行う

とともに、本会医療保険委員会においても所要

の検討を行っている。 

３３））介介護護報報酬酬にに関関すするる検検討討  

 社会保障審議会介護給付費分科会においては、

①深刻化する介護人材不足に対する処遇改善・

職場環境整備、②令和６年度報酬改定の効果検

証を踏まえた次期報酬体系の見直し、③福祉用

具の適正価格や給付の在り方、通信機能付き機

器への対応など制度持続性の確保、④医療・介

護連携、LIFE 活用、生産性向上による質と効率

の両立、⑤高齢化進行を見据えた持続可能な介

護提供体制の構築を主な論点として議論が行わ

れた。介護給付費分科会には、本会役員が委員

として参画している。 

また、在宅で生活する利用者の状態や課題、

専門職による指導内容・効果・課題、支援の充

足状況を把握するとともに、医療機関や介護事

業者等との連携、入退院支援、急変時対応、看

取り、社会的処方などにおける役割を検証し、

より効果的な居宅療養管理指導の在り方を検討

することを目的とし、老人保健健康増進等事業

「居宅療養管理指導等に係る在宅医療・介護連

携の調査研究事業」検討委員会が設置され、本

会役員が委員として参画している。 

令和７年 10 月に「有料老人ホームにおける望

ましいサービス提供のあり方に関するとりまと

め（素案）に関する意見（案）」について意見募

集が行われ、本会は厚生労働省老健局へ「有料

老人ホームにおける望ましいサービス提供のあ

り方と同様に、薬局による保険調剤についても、

健康保険法等に基づく規定を踏まえ、入居契約

において特定の薬局の利用を条件としたり、他

の薬局の利用を制限したりすること、薬局の変

更を強要することを禁止するなどの措置を講じ

るべき」との意見を提出した。なお、中央社会

保険医療協議会において、本会役員は「入居者

の薬局選択の自由確保のため遵守事項に薬局を

明記すべき。誘引禁止規定が未整備な施設側に

ついても、利益収受禁止を含む対応を求める」

旨の発言をしている。 

４４））薬薬価価制制度度にに関関すするる検検討討  

本会は、日本製薬団体連合会、日本製薬工業

協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連

合会に対して、医薬品の製造・販売にあたって

は、薬事承認に基づく用法・用量もしくは実際

の投与日数を踏まえた包装単位とすること。特

に高額医薬品については、調剤の都度、薬局に

おいて残薬や廃棄薬が生じないよう、最小包装

単位での販売とすること等、医薬品の販売包装

単位等に関する要望書を提出した（令和７年４

月 22 日付、日薬発第 25 号）。 

次期薬価制度改革の検討については、医療保

険委員会において、日本薬剤師連合会・保険薬

価研究委員会による薬価制度に関する勉強会な

どを実施し、意見交換を行っている。 

５５））薬薬剤剤師師業業務務・・薬薬局局経経営営等等にに関関すするる調調査査・・  

研研究究  

令和８年度診療報酬改定に向け、令和６年度

診療報酬・介護報酬の同時改定による影響を把

握することを目的として、薬局調査を実施した。
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同調査は令和７年２月に、全国の保険薬局（約

2,000 施設をランダム抽出）を対象にアンケート

形式により行った。 

同調査の調査票発送、回収及び集計は三菱

UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社に委

託した。調査結果を取りまとめ、令和８年度診

療報酬改定に向けた議論の基礎資料等として活

用している。 

医療保険委員会においては、薬局における調

剤報酬の算定状況、物価高の影響、賃上げや逆

ザヤの状況などについて調査を行い、調査結果

を取りまとめ、厚生労働省に提供したほか、令

和８年度診療報酬改定に向けた議論の基礎資料

等として活用している。 

また、都市部における薬局の地域貢献や地域

支援に関する調査を、東京都薬剤師会と大阪府

薬剤師会に協力を依頼し、その調査結果につい

て厚生労働省に提出した。 

６６））そそのの他他  

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直

しに伴う配慮措置の終了に伴うシステムの対応、

後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンタ

ーの設置、費用の請求に関する診療報酬明細書

等の記載の廃止等について、都道府県薬剤師会

を通じて会員に周知した（令和７年９月11日付、

日薬業発第 218 号。９月 29 日付、日薬業発第 248

号） 

「災害医療・薬事対応に関する研修プログラ

ム」に係る調剤報酬における連携強化加算の取

扱いや一般名処方マスタの更新におけるヘパリ

ン類似物質外用液の取扱いについて、都道府県

薬剤師会を通じて会員に周知した（令和７年６

月 27 日付、日薬業発第 94 号。９月４日付、日

薬業発第 203 号）。 

保険薬剤師の登録に係る手続きに関して、都

道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令和

７年 11 月 20 日付、日薬業発第 318 号）。国家資

格等システムを活用したデジタル化の対象とな

る手続きの拡充を行う上で、保険薬剤師等の個

人番号を収集する必要があることから、個人番

号が届出事項として規定された。令和８年２月

24 日から施行される。 

カネミ油症に対する支援については、「カネミ

油症患者に関する施策の総合的な推進に関する

法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施

策の推進に関する基本的な指針」に基づき、様々

な施策が実施されている。 

令和７年度健康実態調査の結果、油症患者が

新たに油症患者受療券を使用できることを希望

する医療機関・薬局が取りまとめられ、本会は

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和７年 12 月 25 日付、日薬業発第 372 号）。 

令和８年度における調剤報酬の支払日につい

て、社会保険診療報酬支払基金から提出された

予定表を本会は都道府県薬剤師会を通じて会員

に周知した（令和８年１月 23 日付、日薬業発第

398 号）。  

  

（（３３））調調剤剤報報酬酬請請求求のの適適正正化化のの推推進進  

１１））特特定定共共同同指指導導、、共共同同指指導導  

 健康保険法第 73 条等の規定に基づく厚生労

働大臣の指導の実施にあたっては、診療又は調

剤に関する学識経験者を立ち会わせることとな

っており、本会も厚生労働省から立ち会いが求

められている。 

本年度の保険薬局の特定共同指導及び共同指

導は 17 都道県（特定共同指導６都道県、共同指

導 11 県）で実施され、各県での実施にあたって

は本会からも担当役員を派遣している。 

また、例年、特定共同指導及び共同指導にお

ける主な指摘事項については、厚生労働省保険

局医療課医療指導監査室から直接説明を受けて

いる。 

２２））匿匿名名医医療療・・介介護護情情報報等等のの提提供供にに関関すするる委委員員

会会等等  

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図る

ための健康保険法等の一部を改正する法律（令

和元年法律第９号）による改正後の健康保険法、

高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険
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法の規定により、厚生労働大臣は匿名診療等関

連情報、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護

保険等関連情報を第三者に提供することが可能

となった。これら匿名データの提供に関する審

査の場として、令和２年 10 月、「匿名医療・介

護情報等の提供に関する委員会」及び「匿名医

療情報等の提供に関する専門委員会」が設けら

れ、本会担当役員が構成員として参加している。 

令和７年９月に開催された同委員会では、新

たに連結可能となる医療・介護データ等との連

結解析に係る審査スケジュールや匿名医療保険

等関連情報と匿名介護保険等関連情報との連結

申出に対する審査方針等について議論した。 

また、12 月に開催された同委員会では、40 歳

未満の事業主健診情報等の NDB への収載、オ

ープンデータの作成方針等について議論され、

３月に開催された同委員会では、匿名医療保険

等関連情報と匿名介護保険等関連情報との連結

申出に対する審査方針等について議論された。 

本会は、令和８年２月より開始される 40 歳未

満の事業主健診情報の NDB への収載は、収載

に使用される情報は既に保険者から支払基金等

を通じて提供されており、事業者等に新たな事

務負担は生じないことについて都道府県薬剤師

会を通じて会員に周知した（令和７年７月 31 日

付、日薬業発第 138 号）。 

３３））労労災災レレセセププトトののオオンンラライインン化化にに向向けけたた普普及及

促促進進事事業業  

 労災レセプト電算処理システムオンライン請

求の普及推進のため、厚生労働省は平成 29 年４

月１日以降に新たに電算処理システムを導入し

た労災指定薬局を対象に導入支援金を支払う普

及促進事業を行っている。その普及促進活動に

ついての検証委員会が設置されており、本会担

当役員が構成員として参画している。 

４４））医医療療扶扶助助・・健健康康管管理理支支援援等等にに関関すするる検検討討会会  

本検討会は、生活保護受給者の高齢化や疾病

構造の変化を踏まえ、医療扶助及び健康管理支

援の在り方を総合的に検討しつつ、適正受診の

促進、医薬品の適正使用、重症化予防、生活支

援との連携強化を主要論点として、医療・福祉

分野におけるデジタル化とデータ活用の推進を

図ることを目的として設置された。 

本会からも担当役員が参画しており、受給者

の「日常生活面での自立」を支える観点から、

疾病の予防・重症化防止、受診や服薬の状況把

握といった健康管理支援の強化や健康管理支援

や医療扶助を単独ではなく、福祉事務所と医療

関係者、行政を含む関係部署間の連携強化を求

め、制度運用の効率化・重点化を通じた支援体

制の整備等について意見を述べている。 

また、生活保護の医療扶助における後発医薬

品の使用促進に関する一部改正や医療扶助のオ

ンライン資格確認導入に係る医療機関等助成事

業について、都道府県薬剤師会に通知した（令

和７年４月７日付、日薬業発第９号。６月４日

付、日薬業発第 78 号。10 月６日付、日薬業発第

257 号。令和８年１月 14 日付、日薬業発第 385

号）。 

令和７年 12 月 17 日に「中間的な整理」が取

りまとめられ、被保護者のお薬手帳の持参を原

則とする取扱いが示されたこと等を踏まえ、「生

活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の

推進について」の全部改正について、都道府県

薬剤師会に通知した（令和８年３月 11 日付、日

薬業発第 467 号）。 

 

（（４４））社社会会保保険険指指導導者者のの研研修修・・育育成成  

令和８年３月５日に TKP 新橋汐留カンファ

レンスセンター（東京都港区）において、都道

府県薬剤師会の社会保険担当者等を対象として、

令和８年度調剤報酬・介護報酬改定に関する研

修会を開催した。本研修会では、令和８年度調

剤報酬改定、薬価制度改革、適正な保険調剤業

務等について説明し、協議を行った。 

また、本研修会の資料については都道府県薬

剤師会に通知した（令和８年３月６日付、事務

連絡）。 
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（（５５））薬薬価価基基準準制制度度、、収収載載品品目目のの検検討討  

本会は、令和７年４月 15 日、６月３日、７月

８日、９月９日、同 30 日、令和８年２月 10 日、

３月３日に薬価基準検討会を開催し、厚生労働

省から諮問を受けた新医薬品の薬価基準収載可

否について検討を行った。同検討会では、新医

薬品の承認のあり方や医薬品の適正使用等につ

いても意見を述べている。 

また、同検討会で作成した新薬紹介情報を、

日薬誌を通じて会員に提供した。 

  

（（６６））後後発発医医薬薬品品・・ババイイオオ後後続続品品のの安安定定供供

給給、、使使用用促促進進へへのの対対応応  

１１））厚厚生生科科学学審審議議会会医医療療用用医医薬薬品品迅迅速速・・安安定定  

供供給給部部会会  

令和７年５月に成立した薬機法等の一部を改

正する法律に基づき、医療法に規定する「供給

確保医薬品」及び「重要供給確保医薬品」の指

定に関する調査審議を行うことを目的として、

厚生科学審議会医療用医薬品迅速・安定供給部

会が設置され、本会からは担当役員が参画して

いる。 

本年度は、医療用医薬品の供給状況と足下の

対策、医療用医薬品の安定供給確保に向けた取

組、安定確保医薬品の選定等について議論した。 

本会は、令和６年度「医薬品供給リスク等調

査及び分析事業」において、医薬品供給の各関

係主体が医薬品の供給問題への対応を行う際の

基本的な行動指針として厚生労働省において取

りまとめられた「医療用医薬品の供給問題への

対応に係る行動計画」の策定について、都道府

県薬剤師会を通じて会員に周知した（令和７年

９月 30 日付、日薬業発第 249 号）。 

２２））後後発発医医薬薬品品をを中中心心ととししたた医医薬薬品品のの供供給給問問題題

へへのの対対応応  

＜＜供供給給問問題題へへのの対対応応＞＞  

後発医薬品メーカーによる不祥事・製造上の

不備等に伴い、製品の出荷停止や自主回収が頻

発し、それにより多品目の医療用医薬品が連鎖

的に限定出荷・出荷停止になるなど、医薬品の

安定供給に大きな支障が生じている。特に後発

医薬品については、厚生労働省の医療用医薬品

供給状況報告によると、令和７年８月末時点で

医療用医薬品全体に占める限定出荷品目・供給

停止品目の割合は、未だ約 12％となっている。 

本会では問題発生直後より、個別メーカーの

みならず、関係行政・団体等に対して、必要な

患者の薬物治療に支障が生じないよう、「他社に

よる増産対応」「代替品の確保」「適切な流通管

理」「医療機関・薬局への情報提供」等を再三強

く申し入れているほか、本会役員が参画してい

る中医協や医療保険部会、医療用医薬品の流通

改善に関する懇談会、医療用医薬品迅速・安定

供給部会議等においても医薬品の供給不安の早

期解消に向けた対応を強く求めている。 

アトモキセチン製剤の先発医薬品の新規製造

の停止の影響で、後発医薬品が限定出荷となっ

たが、後発医薬品の製造販売業者においては増

産等の対応を行っており、供給体制の強化等が

なされていることを周知するとともに、薬局に

おいては引き続き、過剰な発注・買い込み行為

等を厳に慎み、薬局間での医薬品の融通等も含

め、地域の関係者が協力して必要な患者の治療

に支障が生じないなどの協力依頼について都道

府県薬剤師会を通じて会員に周知したほか、公

益社団法人日本小児科学会より、シメチジン製

剤の在庫逼迫に伴う、消化性潰瘍等に対する処

方変更提案についての配慮依頼があり、本会は

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和７年８月 29 日付、日薬業発第 188 号。令和８

年２月５日付、日薬業発第 428 号）。 

また、依然として後発医薬品の供給停止や出

荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な

状況となっていることを踏まえ、後発医薬品の

出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取

扱いが示され、本会は都道府県薬剤師会を通じ

て会員に周知した（令和７年９月 25 日付、日薬

業発第 244 号。令和８年３月 10 日付、日薬業発
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第 464 号）。 

＜＜安安定定供供給給確確保保にに関関すするる法法改改正正＞＞  

昨今の供給問題を踏まえ、令和７年５月に成

立した薬機法等の一部を改正する法律（令和７

年法律第 37 号）では、製造販売業者の安定供給

体制の整備を図るとともに、供給不安を迅速に

把握し、安定供給のために必要な要請・指示等

を行える各種規定が整備された。 

この中で、特定医薬品（改正薬機法第２条第

17 項）の供給が不足し、又はその特定医薬品の

需給の状況その他の状況から合理的に判断して、

その供給が不足する蓋然性があると認められる

ため、適切な医療の提供が困難になることによ

り、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれ

があると認める場合、厚生労働大臣は薬局開設

者又は病院若しくは診療所の開設者その他の関

係者に対し、調剤又は処方に関する配慮その他

の必要な協力を求めることができる（改正医療

法第 36 条第２項）こととされ、施行日である令

和７年 11 月 20 日付けで当該協力要請の詳細等

が示された。 

本会ではこれらについて、適宜、都道府県薬

剤師会に周知した（令和７年 11 月 19 日付、日

薬業発第 310 号。11 月 21 日付、日薬業発第 319

号他）。 

また、厚生労働省では、製造販売業者から報

告を受け付け、厚生労働省ホームページに医療

用医薬品供給状況報告として掲載しており、供

給状況報告の内容を医療現場や国民により迅速

かつ簡便に届けるとともに、製造販売業者にお

ける報告に係る事務負担を軽減するため、「医薬

品安定供給・流通確認システム」を稼働開始し

たことなどについて、都道府県薬剤師会を通じ

て会員に周知した（令和８年２月 16 日付、日薬

業発第 437 号。４月３日付、日薬業発第 12 号）。 

＜＜使使用用促促進進へへのの対対応応＞＞  

後発医薬品の普及促進について、「経済財政運

営と改革の基本方針 2021」において、政府目標

として、2023 年度末までに後発医薬品の数量シ

ェアをすべての都道府県で 80％以上を目指すこ

とを示しているほか、バイオ後続品の数値目標

が副次目標の一つとして、2029 年度末までに、

バイオシミラーに 80％以上置き換わった成分数

を全体の成分数の 60％以上とすることが示され

ている。 

本年度は、厚生労働省医政局医薬産業振興・

医療情報企画課委託事業「後発医薬品ロードマ

ップ及びバイオ後続品使用促進取組方針に関す

る調査」検討委員会において、後発医薬品使用

促進ロードマップの改定等に関する調査や議論

が行われており、同検討事業には本会役員が委

員として参画している。 

＜＜長長期期収収載載品品のの選選定定療療養養へへのの対対応応＞＞  

令和６年10月から医薬品の自己負担の新たな

仕組みとして、後発医薬品のある先発医薬品（長

期収載品）については選定療養が導入されてい

る。令和７年度薬価改定に伴い、対象医薬品リ

ストの見直しが行われ、本会は都道府県薬剤師

会を通じて会員に周知している（令和７年３月

10 日付、日薬業発第 477 号）。 

また、令和８年４月１日から適用される長期

収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象

医薬品リストについて、本会は都道府県薬剤師

会を通じて会員に周知している（令和７年３月

10 日付、465 号。３月 12 日付、日薬業発第 469

号。４月１日付、日薬業発第８号）。 

  

（（７７））医医薬薬品品産産業業政政策策及及びび流流通通問問題題へへのの  

対対応応  

１１））医医療療用用医医薬薬品品のの流流通通改改善善へへのの対対応応  

  医療用医薬品の取引については、平成 16 年６

月より、厚生労働省医政局長の意見聴取の場と

して「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」

が設置されている。 

同懇談会では、医療用医薬品の流通過程の現

状分析をはじめ、公的医療保険制度の中での不

適切な取引慣行の是正等など、医療用医薬品の

流通改善の方策について議論を行っており、本
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会からも担当役員が委員として参画している。 

本年度は６月 20 日と 11 月５日に同懇談会が

開催され、令和６年度の仕切価率（96.4％）、納

入価率（94.1％）、割戻し率（5.7％）が報告さ

れたほか、改訂ガイドラインに基づく取引実態

の状況及び単品単価交渉の実施状況、インフレ

基調下における医薬品取引の現状、安定確保医

薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等につい

て意見交換が行われた。 

本会は、物資の流通の効率化に関する法律に

基づく努力義務規定等の改正後、荷主に対し取

り組むべき事項として、積載効率の向上、荷待

ち時間の短縮、荷役等時間の短縮等に努力義務

が課されていることについて、都道府県薬剤師

会を通じて会員に周知した（令和７年４月 28 日

付、日薬業発第 35 号）。 

また、中医協において、薬局における流通改

善ガイドラインの対応状況の調査結果が示され、

半数以上が本ガイドラインを「知らない」との

回答が示され、本会は、現場における流通改善

に向けた取組みが進むよう、本ガイドラインを

再周知した（令和７年 12 月９日付、日薬業発第

340 号）。 

さらに、流通改善ガイドラインの改訂に向け

た医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会で

の議論に基づき作成された、改訂案について、

パブリックコメントの募集が実施されたことや、

その後、流通改善ガイドラインが改訂されたこ

とについて、都道府県薬剤師会と通じて会員に

周知した（令和８年１月 23 日付、日薬業発第 397

号。３月６日付、455 号）。 

安定確保医薬品（カテゴリＡ）に関しては、

薬機法及び医療法の改正により新たに「供給確

保医薬品」及び「重要供給確保医薬品」が位置

づけられたこと等を踏まえ、医療用医薬品の流

通改善に向けて、流通関係者が遵守すべきガイ

ドラインにおける取扱いが示されたことについ

て、本会は都道府県薬剤師会を通じて会員に周

知したほか、不採算品再算定が適用された品目

及び最低薬価が引き上げられた品目については、

その趣旨に鑑み、これらの医薬品が適正な価格

で流通されるよう都道府県薬剤師会を通じて会

員に協力依頼を周知した（令和７年 11 月 25 日

付、日薬業発第 321 号。令和８年３月 11 日付、

日薬業発第 460 号）。 

２２））医医療療機機器器のの流流通通改改善善にに関関すするる懇懇談談会会  

医療機器の流通に係る各種課題（商習慣とな

っている適正使用支援業務の在り方や医療機器

の価格形成等における問題等）に関しては、平

成 20 年 12 月より、厚生労働省医政局長の意見

聴取の場として「医療機器の流通改善に関する

懇談会」が設置されている。本会からも担当役

員が委員として参画している。 

令和８年３月に開催された同懇談会では、物

流2024年問題や価格交渉慣行等について議論し

た。本会は薬局においては、納入価格が償還価

格を大きく上回るような逆ザヤが発生している

ことや、逆ザヤの状況を早急に解決しないと医

療計画にもある在宅医療の推進にも影響が出て

くることを指摘した。 

 

８８．．災災害害時時等等のの医医薬薬品品のの確確保保・・供供給給  

へへのの対対応応  

（（１１））災災害害時時等等ににおおけけるる医医薬薬品品等等のの確確保保・・

供供給給ののあありり方方のの検検討討  

１１））災災害害対対策策ＢＢＣＣＰＰのの作作成成等等  

本会災害対策委員会において、これまで災害

対策 BCP（Business Continuity Plan：業務継

続計画）の作成について検討を行い、各都道府

県薬剤師会に対しては「業務継続計画作成の手

引き」を示し、災害対策 BCP の作成を依頼し

ている。本会において平成 27 年４月に「日本薬

剤師会業務継続計画（震災対策編）」を策定し（平

成 28 年 12 月、平成 30 年９月一部改定）、災害

対策 BCP を作成していない県薬剤師会に対し、

本会の災害対策 BCP を参考に作成するよう引

き続き依頼している。 
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近年の台風・豪雨などの災害増加を受け、令

和２年12月には対応対象を災害全般に拡大した

「業務継続計画（災害対策編）」を策定・周知し

（令和２年12月21日付日薬発第225号）。また、

令和４年９月改定時には、発災直後は原則 48 時

間自宅待機とするなど、役職員の安全確保の方

針を明記した。 

さらに、令和６年７月の内閣府ガイドライン

改訂を踏まえ、首都直下地震を想定した帰宅困

難者・待機者対応を盛り込み、令和７年４月１

日に施行した。 

２２））モモババイイルルフファァーーママシシーーのの設設置置推推進進 

令和７年 11 月末日現在、24 台のモバイルファ

ーマシー（災害対応医薬品供給車両。以下、

「MP」）が府県薬剤師会を中心に保有されてい

る。 

令和６年能登半島地震で多数の MP が活動し

た際、平時の管理体制や災害時の統一的な運用

ルール策定の必要性が高まった（（８８－－（（２２））－－

５５））参参照照））。これを踏まえ、本会では「日本薬剤

師会 災害対応医薬品供給車両【モバイルファー

マシー】運用指針」の策定に向けて、災害対策

委員会ワーキンググループ（WG）を設置した。

同 WG では、令和６年５月 18 日に MP を保有

する都道府県薬剤師会及び薬科大学等を対象に

実施したアンケート調査の結果を踏まえ、MP
所有薬剤師会、大学並びに日本薬剤師会が平時

から講じておくべき施策や災害時の体制整備に

ついて検討を進めた。また、令和７年２月 28 日

及び令和７年５月 30 日に、MP 所有薬剤師会及

び大学の担当者等が参加するWeb協議会を開催

し、指針策定に向けて、課題の整理や効果的な

運用方法について協議を行った。その後、協議

会での検討結果を踏まえて運用指針を取りまと

め、都道府県薬剤師会に報告するとともに、本

会ホームページに掲載した（令和７年 10 月１日

付、日薬総発第 13 号）。 

  

  

（（２２））災災害害時時のの救救援援活活動動等等へへのの準準備備・・対対応応  

１１））内内閣閣府府（（防防災災担担当当））ととのの連連携携・・協協力力  

①①災災害害時時等等ににおおけけるる船船舶舶をを活活用用ししたた医医療療体体制制のの

強強化化にに係係るる調調査査検検討討業業務務  

船舶を活用した医療活動については、令和８

年１月の運用開始を見据え、南海トラフ地震等

の大規模災害を想定した実動訓練が令和７年 11

月16日に神戸港（六甲アイランド）で実施され、

本会担当役員も参加した。  

本会としても、引き続き関係機関との連携の

もと、船舶を活用した医療提供体制の整備に協

力していく。  

②②ぼぼううささいいここくくたたいい 22002255  

令和７年９月 16～17 日に第 10 回防災推進国

民大会（ぼうさいこくたい 2025）が、「語り合い・

支え合い～新潟からオールジャパンで進める防

災・減災～」をテーマに、新潟市で開催された。

本会は、宮城県薬剤師会及び新潟県薬剤師会の

協力の下、宮城県薬が保有する MP を本大会に

展示し、一般来場者や参加者にご覧いただいた。 

２２））ニニュューーレレジジリリエエンンススフフォォーーララムムととのの連連携携・・

協協力力  

ニューレジリエンスフォーラムは令和７年６

月 13 日、「防災庁の設置に必要な視点」と題す

る第５次提言を公表し、総理大臣に手交した。 

同フォーラムは、感染症と自然災害に強い社

会をつくることを目的に、医療界や経済界、地

方自治体の関係者等と連携の下、令和３年６月

８日に設立された組織で、本会会長も発起人と

して参画している。 

３３））安安否否確確認認シシスステテムム  
本会では日本薬剤師会業務継続計画（災害対

策編）に基づき、災害時における役職員の安否

を迅速に把握するため、安否確認システムを導

入している。 
令和３年12月には、災害発生時に都道府県薬

剤師会の安否状況を把握することを目的として、

都道府県薬剤師会会長等を同システムに登録し
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た（令和３年12月８日付、日薬発第212号）。 
災害時においても迅速かつ確実に機能する連

絡体制を構築するため、定期的な全体訓練を実

施していくこととしており、令和８年３月30日

にシステム全登録者を対象とした訓練を実施し

た。 
４４））気気象象災災害害へへのの対対応応  

 近年、気象災害が頻発化する中、令和７年も

大雨や台風による被害が全国各地で発生した。

本会は、被害が報告された都道府県薬剤師会と

連絡を取り合い、被災状況の把握に努めた。本

会は、安否状況の迅速な把握や協力支援体制の

構築を引き続き検討していく。 

５５））令令和和６６年年能能登登半半島島地地震震へへのの対対応応  

令和６年１月１日、石川県能登地方を震源と 

する地震（最大震度７）が発生し、能登半島を 

中心に甚大な被害が生じた。 

本会は、地震発生当日の１月１日に山本会長 

（当時）を本部長とする災害対策本部を立ち上

げ、北陸４県（福井・石川・富山・新潟）の県

薬剤師会と連絡を取り、速やかに現状把握と情

報共有を行った。 

その後、石川県薬剤師会からの要請を受け、

本会として支援活動を開始した。能登半島とい

う地形的制約に加え、道路の寸断やライフライ

ンの広範な機能停止により、避難所への移動が

大きく制限されていたことから、本会は初めて、

石川県薬剤師会内に現地対策本部として「金沢

本部」を設置した。さらに、柴垣・羽咋市の「国

立能登青少年交流の家」を拠点とし、都道府県

薬剤師会及び日本保険薬局協会と連携し、薬剤

師・モバイルファーマシーによる医療支援など

継続的な支援活動を実施した（令和６年３月末

日で本会の支援活動は終了。ただし石川県薬剤

師会は５月末まで支援活動を継続）。 

 能登半島地震における薬剤師の派遣費用の支

弁については、石川県及び石川県薬剤師会との

間で締結している「災害時の医療救護に関する

協定書」等に基づき、本会が事務処理等の調整

を行い、令和７年５月末に費用請求業務が終了

した。これを受け、本会は令和７年６月 30 日付

で、支援薬剤師の派遣費用を都道府県薬剤師会

及び日本保険薬局協会に送金した（令和７年６

月 10 日付日薬発第 85 号他）。 

また、本会では、能登半島地震における本会

の活動実績を記録し、対策本部の運営を通じて

得られた知見や課題を整理し、今後の災害時に

おける対応力の更なる向上を図ることを目的と

して、令和６年能登半島地震に関する報告書の

策定に向けて、災害対策委員会ワーキンググル

ープ（WG）を設置した。同報告書は令和７年

７月に完成し、都道府県薬剤師会及び関係団体

に配付した（令和７年７月 25 日付、日薬総発第

８号）。 

６６））災災害害発発生生時時のの車車両両供供給給にに関関すするる協協定定締締結結 

令和６年能登半島地震の支援活動においては、

石川県薬剤師会本部（金沢市）及び現地本部（羽

咋市／宿泊施設を兼ねる）と各被災地（活動場

所）間の移動や物資の輸送に、本会が手配した

レンタカーを活用した。発災当初は金沢市内の

レンタカー会社から車両を調達していたが、長

期利用に伴う料金、貸出期間、事故対応等の課

題が多く生じたことから、令和６年１月中旬以

降は埼玉県内の中古車販売店からの調達に切り

替え、支援活動を継続した。 

これらの経験を踏まえ、災害時の車両調達体

制を強化するため、JU 埼玉（埼玉県中古自動車

販売協会、埼玉県中古自動車販売商工組合）と

の間で「薬剤師による災害支援活動に伴う車両

供給における連携協定」を締結することを、令

和７年３月の理事会で決定した。 

なお、実際の運用にあたっては地元薬剤師会

の協力が不可欠であることから、本協定には埼

玉県薬剤師会も参画することとし、三団体によ

る連携協定締結式を令和７年４月22日に開催し

た。 
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７７））災災害害対対応応にに係係るる保保健健医医療療福福祉祉関関係係団団体体連連絡絡

会会議議  

令和７年７月２日、「災害対応に係る保健医療

福祉関係団体連絡会議」が厚生労働省において

開催された。本会議は、保健・医療・福祉の各

分野に関わる関係団体が参画し、災害発生時の

支援体制及び連携を平時から強化することを目

的として設置されたものである。本会からは会

長及び担当役員が出席し、各都道府県において

任命が進められている災害薬事コーディネータ

ーの養成への取組状況を報告するとともに、令

和８年度中に設置が予定されている防災庁にお

いて薬剤師の参事官ポストを配置するよう要望

した。 

８８））災災害害時時優優先先電電話話（（33GG ササーービビスス終終了了対対応応））にに関関すす

るる対対応応  

災害時優先電話について、NTT ドコモの 3G

サービス終了に伴い、現在各地で整備されてい

る従来型端末の多くが利用できなくなることか

ら、災害時優先電話に関する今後の運用方針を

確認し、併せて各都道府県薬剤師会に対する現

状調査を実施した（令和８年２月 20 日付、日薬

総発第 25 号）。 

  

（（３３））災災害害薬薬事事ココーーデディィネネーータターー育育成成ププロロ

ググララムムのの検検討討  

１１））災災害害薬薬事事ココーーデディィネネーータターーのの整整備備  

令和７年３月 10 日付けで「災害薬事コーディ

ネーター活動要領」が厚生労働省より都道府県

等に発出されたことを受け、本会は都道府県薬

剤師会に同活動要領を周知した（令和７年３月

14 日付、日薬総発第 37 号）。同活動要領は、「薬

剤師・薬局における災害時等対応についての調

査研究」（研究代表者：江川孝・福岡大学薬学部

教授）で作成された活動要領案を参考に、厚生

労働省が「災害薬事コーディネーター活動要領」

として取りまとめ、厚生科学審議会健康危機管

理部会に報告したものである。  

２２））災災害害医医療療にに関関すするる ee ララーーニニンンググココンンテテンンツツ

のの作作成成        

 本会は、令和６年度「薬剤師の資質向上等に

資する研修事業」の実施法人に採択され、被災

地の薬局・薬剤師及び被災地支援を行う薬剤師

が理解しておくべき、通常医療との違いなどの

基本的な知識について、全国での継続的な生涯

教育に活用可能な研修プログラム等の作成を進

めている。 

災害医療に関する e ラーニングコンテンツに

ついては、江川孝福岡大学薬学部救急・災害医

療薬学研究室教授、渡邉暁洋兵庫医科大学危機

管理医学講座助教が講師として参画し、我が国

の災害医療体制や、災害時に措置される保険医

療、公費負担医療、介護保険の取扱い等を盛り

込んだ内容とすることとした。 

令和７年１月30日から２月11日にかけては、

同コンテンツの試案を都道府県薬剤師会に提供

し、アンケート調査を実施し、本 e ラーニング

コンテンツに資する情報を収集し改定した（令

和７年１月 30 日付、日薬総発第 26 号）。 

令和７年６月30日に日本薬剤師会研修プラッ

トフォームに本 e ラーニングコンテンツの提供

を開始し、都道府県薬剤師会に公開を呼びかけ

た（令和７年６月 27 日付、日薬総発第６号。８

月 26 日付、日薬総発第 10 号）。 

３３））令令和和８８年年度度以以降降のの災災害害薬薬事事ののロローードドママッッププ

ににつついいてて  

災害時に避難所や薬局等で医薬品の供給や薬

事衛生に迅速かつ的確に対応できるよう、薬剤

師の育成と派遣調整の体制を整備するとともに、

災害薬事コーディネーターの養成体制を構築し、

薬剤師が迅速かつ適切に支援活動を行える体制

の確保を図るべく、現在、厚生労働省と令和８

年度以降のロードマップ作成に向けた準備を進

めている。令和７年３～４月にかけて、令和８

年度に必要となる費用の概算を試算し、その後

も事業実施に向けた調整・協議を継続している。 

また、令和８年度以降のロードマップの事業

として、災害薬事コーディネーターの養成研修

の一層の推進が位置付けられているが、実施に
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あたり、養成研修に従事する講師を増員する必

要があると見込まれている。このため、令和７

年度厚労省予算事業として実施された災害薬事

コーディネーター研修（令和７年８月 17 日～11

月 30 日：愛媛、北海道、東京、和歌山、神奈川）

に、本会から災害対策委員会委員を派遣し、OJT
による講師育成を行った。 

本会は今後も、災害薬事コーディネーターの

全国的な活動展開に向けて、行政及び関係団体

と連携を図りながら、その配備を着実に推進し

ていく。 

４４））令令和和７７年年度度都都道道府府県県災災害害薬薬事事連連携携推推進進会会議議  

令和８年２月 25 日、災害薬事コーディネータ

ーの整備及び災害薬事に係る取組みの推進を目

的として、厚生労働省主催により「都道府県災

害薬事連携推進会議」が開催された。同会議に

は、都道府県薬務主管課、日本薬剤師会及び都

道府県薬剤師会の災害担当者が出席し、厚生労

働省による災害薬事に係る取組の説明や、

DMAT 事務局による災害医療に関する講演が行

われた。また、本会からも担当役員が講師とし

て出席し、令和８年度以降の災害薬事ロードマ

ップに関する今後の流れについて説明した。   

  

９９．．都都道道府府県県薬薬剤剤師師会会等等ととのの連連携携    

（（１１））日日本本薬薬剤剤師師会会学学術術大大会会（（京京都都大大会会））

のの開開催催（（再再掲掲））  

２－（３）参照。 

 

（（２２））都都道道府府県県薬薬剤剤師師会会のの活活動動にに対対すするる  

支支援援・・協協力力  

本会は、定款第 44 条の規定に基づき、諮問機

関として都道府県会長協議会を設置している。

都道府県会長協議会は、都道府県薬剤師会の会

長又は代表者によって構成され、事業の執行に

関し理事会から諮問された事項や、都道府県薬

剤師会との連絡、調整に関する事項等を審議し

ている。 

本年度は、令和７年５月 28 日、７月 24 日、

10 月 11 日、令和８年１月 14 日、Web 会議併

用にて４回開催している。なお、令和７年７月

24 日には、梶原峻厚生労働省医政局地域医療計

画課課長補佐を招聘し、「地域医療提供体制につ

いて（医療法改正法案等）」と題した講演会を、

都道府県会長協議会の前に開催した。また、令

和８年１月14日には意見交換会を都道府県会長

協議会の前に開催し、薬剤師会組織のあり方等

に関する特別委員会が取りまとめた報告書につ

いて、同委員会委員長より報告があり、意見交

換が行われた。 

また、本会では従来より、会務・事業等の周

知と各ブロック内の情報及び意見交換を目的と

した「ブロック会議」を、都道府県薬剤師会並

びに各ブロック世話人の協力を得て、全国９ブ

ロック（11 ブロックのうち関東・東京、近畿・

大阪は合同）で開催している。 

本年度は令和７年９月から令和８年２月にか

けて、地域医薬品提供体制強化のためのアクシ

ョンリストの実施、薬剤師（会）を巡る最近の

課題、日本薬剤師会の事業・施策等をテーマに、

会議参加者を都道府県薬剤師会役員、ブロック

世話人、本会役員として開催した。本年度も Web 
会議を活用し、各ブロックにおいて本会役員が

資料に基づき説明、報告を行い、必要事項につ

いて依頼した上で、都道府県薬剤師会役員と質

疑応答を行った。なお、昨年度より、各ブロッ

クへ事前に質問事項を提出するよう求め、効果

的に意見交換が行えるよう努めている。 

その他、都道府県薬剤師会の活動を支援し、

薬剤師職能の向上を目指した本会の方針・施策

等を都道府県薬剤師会及び地域薬剤師会に十分

浸透させていくため、本年度も各都道府県薬剤

師会及び地域薬剤師会における講習会・研修会

等に本会役員等を派遣した。 

また、本年度も本会と都道府県薬剤師会が相

互の連携協力の下、それぞれの法人の目的を達

成する事業を行い、連携をより良く進めるため

に、希望する都道府県薬剤師会と覚書を締結す
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ることを継続した（令和元年５月 30 日付、日薬

発第 76 号）。令和８年３月末日現在、13 都県薬

剤師会と連携協力に関する覚書を締結している。 

 

（（３３））日日本本薬薬学学会会等等学学術術団団体体ととのの連連携携  

本会は、関係学会が主催する年会、シンポジ

ウム等の企画・運営に協力するとともに、本会

主催の学術大会等に演者・関係者を招聘するな

ど、相互連携を図っている。本年度においても、

日本薬学会をはじめとする各学会へ本会役員等

を派遣し協力を行っている。また、各種大会、

シンポジウムの開催において、その催事の重要

性を告知するために本会後援名義、共催名義等

の使用も許可している。 

また、日本医療薬学会の「地域薬学ケア専門

薬剤師制度」は薬局薬剤師が広く取得できる専

門薬剤師制度となるため、同学会への協力体制

を取っている。基幹施設（病院）の指導薬剤師

の下、連携施設（薬局）に在籍する薬局薬剤師

が研修を履修することから、基幹施設と研修者

のマッチング調整業務が必要であり、この調整

業務を都道府県薬剤師会が担っている。本年度

は７月25日に都道府県薬剤師会の担当者を対象

とした説明会が開催され、マッチング調整業務、

スケジュール等について周知された。本年度の

マッチング成立数は、ジェネラル３名、がん 11

名の計 14 名であった。また、暫定認定者数は、

ジェネラル 52 名（令和８年２月時点）、がん 123

名（令和８年３月時点）となっている。本会と

して引き続き同制度の周知や協力体制を継続す

る予定である。 

  

1100．．国国際際交交流流のの推推進進  

（（１１））ＦＦＩＩＰＰへへのの協協力力・・支支援援及及びび参参加加促促進進  

１１））ＦＦＩＩＰＰににつついいてて 
令和７年８月31日～９月３日にかけてデンマ

ーク・コペンハーゲンで FIP（国際薬剤師・薬

学連合）の第 83 回国際会議が開催され、本会か

らは、岩月会長及び川上副会長（会務外）、豊見

常務理事、山本顧問（FIP WPPF 副会長）が出

席した。" Pharmacy forward: Performance, 
Collaboration, and Health Transformation "を
メインテーマに、3,455 名以上が参加し、薬剤師

業務と薬科学について活発な議論が交わされた。

また、本会議において“The FIP Copenhagen 
Declaration on Antimicrobial Resistance 
(AMR)”が採択され、本会も署名した。 
次回の FIP 会議は、令和８年８月 30 日～９月

２日にカナダ・モントリオールで開催される予

定である。 
このほか、意見提出、委員及び講師の推薦、

FIP 各種調査への協力等を通じ、幅広く FIP へ

の協力・支援を行った。また、日本における FIP
加盟団体及び日本 FIP 連絡会議と連携し、FIP
との協議を進めている。 
２２））ＦＦＩＩＰＰ  ＷＷＰＰＰＰＦＦににつついいてて 
西太平洋地域薬学フォーラム（WPPF）が正

式に FIP に組織統合されたことを受け、令和７

年５月に執行委員会の選挙が実施された。本会

より推薦した山本顧問が副会長に選出された。 
月１回の Web 会議を通じ、西太平洋地域にお

ける活動を検討・推進を行っている。 
  

（（２２））ＦＦＡＡＰＰＡＡへへのの協協力力・・支支援援及及びび参参加加  

促促進進  

アジア薬剤師会連合（FAPA）学術大会は、隔

年開催のため、本年度は開催が無かった。次回

の FAPA 学術大会は、令和８年 11 月３～７日に

タイ・バンコクで開催される予定である。 

なお、第 58 回日薬学術大会に、タイ薬剤師会

会長をはじめとする同会関係者が参加し、FAPA
学術大会の広報ブースを出展した。また、大会

初日には本会との面談を実施するなど、友好関

係を深める交流が行われた。 
このほか、10 月 24～25 日にフィリピン・マニ

ラ首都圏で開催された「FAPA 評議会・UHC に

関するアジア薬学サミット」に岩月会長、豊見

常務理事、安部相談役（FAPA 副会長）が出席
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した。 
 

（（３３））各各国国薬薬剤剤師師会会等等ととのの交交流流とと国国際際組組織織

活活動動へへのの協協力力  

１１））国国際際協協力力へへのの取取組組みみ  
令和７年３月28日にミャンマーで発生した大

地震により被災地が甚大な被害を受けているこ

とから、本会はミャンマー地震義援金の募集を

行った（令和７年４月２日付、日薬発第 10 号）。

会員、薬局、薬剤師等から寄せられた義援金に

本会からの支援金を合わせて、６月中旬に本会

から日本赤十字社「2025 年ミャンマー地震救援

金」へ送金した。  
２２））国国際際団団体体ととのの交交流流  

World Pharmacy Council（WPC）からの招

待を受け、令和７年５月 26～30 日にシンガポー

ルで開催された WPC 年次会議に岩月会長及び

豊見常務理事が出席した。 
その後も、WPC との協議及び会内での検討を

継続した結果、令和８年１月より本会も WPC
に加盟した。 
３３））国国際際会会議議ででのの講講演演・・各各国国団団体体ととのの交交流流  
令和７年 10 月１日～３日に台湾・台北で開催

された「GPP 国際会議（主催：中華民国薬剤師

公会全国連合会（FTPA）」に豊見常務理事及び

山本顧問が演者として参加し、講演を行った。 
このほか、タイ薬剤師会や韓国チェーンスト

ア協会等との意見交換や情報共有などの交流を

行った。 
  

1111．．そそのの他他  

（（１１））職職域域部部会会のの活活動動推推進進  

１１））病病院院診診療療所所薬薬剤剤師師部部会会  

病院診療所薬剤師部会では例年、本会主催、

日本病院薬剤師会及び各会場の都道府県薬剤師

会又は病院薬剤師会共催による「病院診療所薬

剤師研修会」を開催している。本研修会は例年

全国７会場で開催していたが、近年研修会が多

様化していることなどを受け、前年度幹事会等

で開催回数や開催形式等について検討し、本年

度は全国３会場で開催する運びとなり、福岡、

東京、大阪の３会場で開催した。本年度の企画

は、病院薬剤師を巡る最近の話題及び令和６年

度研修会の参加者から寄せられたアンケート結

果等を踏まえ、「真の薬剤師の職能と専門性を探

求する」を主テーマに、本会担当役員による「病

院・診療所薬剤師に知ってほしい基礎知識と最

近の話題 2025：薬機法等改正と医療 DX」、内藤

隆文氏（信州大学医学部附属病院薬剤部教授・

薬剤部長）による「臨床で活かす薬物動態学の

知識と薬物治療管理への応用」、梶原洋文氏（大

分三愛メディカルセンター課長）による「臨床

推論を活用した副作用マネジメント～重篤副作

用疾患別対応マニュアルの活用～」、内田まやこ

氏（九州大学病院教授・薬剤部長）による「が

ん薬物療法の変遷といま薬剤師に求められてい

る病診薬連携」の講演を行い、合計 411 人の参

加があった。各会場の開催実績は以下のとおり。 

                            

病病院院診診療療所所薬薬剤剤師師研研修修会会  

［（ ）内は参加者数］ 

７月 13 日（現地開催）：福岡市：九州大学医学部 

百年講堂（134） 

９月 27 日（Web 開催）：配信会場 東京都（197） 

11 月 16 日（Web 開催）：配信会場 大阪府（80） 

                            

 

２２））製製薬薬薬薬剤剤師師部部会会  

 製薬薬剤師部会では、製薬企業における課題

について協議を行った上で、本年度、薬学生へ

の情報発信を目的として、製薬企業における薬

剤師の業務内容及びその魅力に関する資料「薬

剤師が活躍する製薬企業の仕事」を作成した。 

令和８年３月９日には、「令和７年度日本薬剤

師会大学教員薬剤師部会全国会議」において、

当該資料の作成経緯及び内容について、大学関

係者に紹介した。 

３３））農農林林水水産産薬薬事事薬薬剤剤師師部部会会  
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農林水産薬事薬剤師部会では、主に動物用医

薬品を取り扱う製薬企業や流通業等に勤務する

薬剤師を対象に、学識向上及び動物薬に関する

法制度の確認、最新の情報提供等を目的として、

毎年、動物薬事研修会を開催している。本研修

会には、動物薬に関わる薬剤師に加え、行政関

係者など幅広い関係者が参加している。 

本年度の研修会は、令和７年５月 16 日に Web
形式で開催した。本年度は、動物薬事に関連す

る幅広い業種の関係者など228名（一般147名、

行政 81 名）より受講申込みがあった。研修会で

は、「動物薬事を巡る最近の動き及び動物薬事関

連法規・制度について」（農林水産省消費・安全

局畜水産安全管理課専門官 榊基氏）、「動物病院

を取り巻く様々なサービスの現状と方向性」（エ

ルザどうぶつ福祉病院院長 宮下めぐみ氏）、「産

業動物獣医療における遠隔診療」（日本大学生物

資源科学部獣医学科教授 堀北哲也氏）と、３つ

の講演が行われた。 

４４））卸卸薬薬剤剤師師部部会会  

卸薬剤師部会では、医薬品卸売販売業に従事

する薬剤師の学術向上や連携を深め、研鑚の場

を提供することなどを目的に、毎年研修会の企

画・運営を行っている。 

本年度は Web 配信にて 12 月 19 日、都内会場

にて開催し、73 名の参加申し込みがあった。研

修会では、「薬学教育モデル・コア・カリキュラ

ムと薬学教育の現状について」（帝京平成大学薬

学部学部長：亀井美和子氏）」、「薬剤師を巡る最

近の状況と日本薬剤師会の取組み」（本会役員）、

「薬事を巡る最近の動向及び医薬品卸業への期

待」（参議院議員：神谷政幸氏）の３題の講演が

行われた。 

また、第 58 回日薬学術大会については、卸企

業に勤務する薬剤師が多数参加されるよう、日

本医薬品卸売業連合会及び日本医薬品卸勤務薬

剤師会に対し、例年通り協力依頼を行った。 

５５））行行政政薬薬剤剤師師部部会会  

行政薬剤師部会では例年、行政機関に所属す

る薬剤師への支援並びに薬事行政に関連した情

報提供等を主な目的に、都道府県薬務主管課等

を対象としたアンケート調査及び部会講演会の

開催を実施している。本年度も同部会幹事会に

おいて両事業について検討を行っている。 

本年度のアンケート調査は、①「行政におけ

る DX への対応状況」に係る調査、②「行政薬

剤師の確保」に係る調査、③「災害薬事コーデ

ィネーター等」に関する調査の３項目について

実施し、都道府県等薬務主管課長宛に令和８年

１月 22 日付けで調査への協力答依頼を行った。

なお、本調査については、本年度の行政薬剤師

部会講演会において設問概要を報告しており、

最終の集計結果がまとまり次第、都道府県等に

通知する予定である。 

本年度の行政薬剤師部会講演会については、

令和８年２月 27 日に Web 開催し、370 名（行政

関係者 344 名、一般 26 名）より参加申込みがあ

った。当日は、はじめに、本部会渡辺副部会長

より、前出の本年度薬事行政に関するアンケー

ト調査の概要が紹介された。その後、「改正薬機

法による認定薬局・医薬品販売制度の改正につ

いて」（厚生労働省医薬局総務課薬事企画官：大

原拓氏）、「改正薬機法等による医療用医薬品の

安定供給体制の強化について」（厚生労働省医政

局医薬産業振興・医療情報企画課医薬産業・ベ

ンチャー等支援政策室長：藤井大資氏）、「医薬

品提供体制強化のためのアクションリストにつ

いて」（本会役員）の３題の講演が行われた。 

 また、毎年本会学術大会に合わせて開催され

ている全国薬務主管課長協議会が 10 月 10 日に

京都府京都市において開催され、同協議会終了

後、例年通り本部会の活動報告等を行った。本

年度は上野専務理事が「地域医薬品提供体制の

構築・強化～行政との連携～」と題して講演す

るとともに、本部会の嶋田副部会長が、前年度

に実施した上記アンケート調査結果の概要報告

や今後の本部会の活動予定等を紹介した。 
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６６））学学校校薬薬剤剤師師部部会会  

５－（１）参照。 

７７））大大学学教教員員薬薬剤剤師師部部会会 

 本部会では、大学教員との連携を深めること

で、これまでの実務実習を中心とした協議にと

どまらず、大学教員が広く薬学教育関係で抱え

る課題等を協議、共有し、本会に対する要望等

も踏まえた支援策の検討を行うとともに、大学

教員にとって有益な情報を適宜発信できる体制

の構築を目指している。 

本年度は令和８年３月９日にWeb配信にて全

国会議を開催し、全国の薬科大学・薬学部より

71 校 228 名の教員と事務職員が参加した。はじ

めに本会役員より本会の概要と活動について説

明した後、製薬薬剤師部会幹事より「製薬企業

における薬剤師としての仕事の魅力」、大学教員

薬剤師部会幹事より「社会人薬剤師の学位取得

に向けた大学教員薬剤師部会の取組み」と題し、

それぞれ講演が行われた。 

令和７年度末においては、前年度の全国会議

にて大学教員より寄せられた意見を参考に、日

薬ホームページ内に「学位取得支援サイト」を

公開すべく準備を進めている。本部会は更なる

活動の充実を目指し、引き続き検討を行う予定

である。 

 

（（２２））薬薬剤剤師師職職能能・・薬薬局局機機能能、、本本会会事事業業（（各各

種種公公益益活活動動））のの広広報報並並びびにに周周知知  

１１））一一般般紙紙等等をを通通じじててのの広広報報活活動動  

➀➀一一般般紙紙やや各各紙紙、、雑雑誌誌のの取取材材へへのの対対応応  

薬剤師職能・薬局機能等に関する国民向け PR、

本会の政策等に関する本会会員への情報発信の

一環として、一般紙や各紙、雑誌の企画、取材

等に各分野の担当役員が対応した。令和７年度

に対応した一般紙、テレビ、ラジオ及び業界紙

等の取材は、約 60 件であった。その他、製薬企

業や関係団体等との対談や座談会等にも対応し

た。 
 

②②毎毎日日新新聞聞「「薬薬とと健健康康のの週週間間」」企企画画  

本年度も「薬と健康の週間」の前後に、①毎

日新聞（全国版）へのカラー記事掲載を４回実

施、②毎日新聞の「薬と健康の週間」企画とし

てカラー紙面への協力（令和７年 10 月 17 日付

け全国版）、及び③本会、日本保険薬局協会、日

本チェーンドラッグストア協会と共同し、国民

の健康維持・増進を支援するため、薬剤師の役

割と機能を広く発信するカラー広告掲載を行っ

た（後掲）。今回は、紙面に QR コードを付記し、

記事閲覧者を記事内容に関連する本会ホームペ

ージのコンテンツ（例：「かかりつけ薬剤師・薬

局」特設サイト等）に誘導した。 

①では全体テーマを「薬剤師・薬局の上手な

活用法」とした。個別テーマは、第１回「薬剤

師・薬局は健康な生活を薬で支えるパートナー」

（令和７年 10 月６日掲載）、第２回「在宅医療

に寄り添う薬剤師という身近な存在」（同年 10

月 13 日掲載）、第３回「マイナ保険証×お薬手

帳の利用でより安全・安心な医療を」（同年 10

月 27 日掲載）、第４回「正しく使おう OTC 医薬

品」（同年 11 月３日掲載）とした。 
②では企画紙面への協力として、例年同様か

かりつけ薬剤師・薬局をテーマにし、本年度は、

紙面上段に、岩月進日本薬剤師会会長とフリー

アナウンサーの平井理央氏との対談形式で「か

かりつけ薬剤師・薬局」の広報とともに、セル

フケア・セルフメディケーション、健康増進支

援薬局等に関する内容を掲載した。また、同紙

面下段には、③の３団体による共同広告を掲載

した。 
さらに、Web タイアップ広告として、前述の

①及び②の記事を毎日新聞Webサイト上（以下、

「サイト」）にて同年 10 月 17 日より同年 11 月

13 日まで公開した。さらに、サイトには第１回

～第４回の記事等と併せて、２本の Web オリジ

ナル版の記事（第５回「副作用防止から災害対

策まで お薬手帳の正しい使い方」、第６回「未

来の薬剤師へ－薬学の魅力」）を追加掲載し、紙
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面に付記された QR コードと同様に、当該サイ

トより、記事閲覧者を記事内容に関連する本会

ホームページのコンテンツに誘導した（後掲）。

サイトのページでは、新聞のコラム記事等につ

いて、前年度と同様にアコーディオンメニュー

を実装し、閲覧者がタイトルをタップすると、

隠れている部分が表示され、携帯でも読みやす

いように作成した。毎日新聞の掲載紙面等は、

本会ホームページ（一般市民向け）の「メディ

ア掲載・出演情報」に掲載した。 

③③そそのの他他  
令和６年度に東宝株式会社よりコラボレーシ

ョン企画の提案を受け、テレビアニメ「薬屋の

ひとりごと」のコラボお薬手帳（約113万部）を

制作した。本会会員や会員施設を利用する一般

の方から大変好評であったこと、追加購入を希

望する会員や１回目の販売時に購入できなかっ

た会員の要望等も踏まえ、同社と協議の上、都

道府県薬剤師会、地域薬剤師会を通じて注文を

受け付け、増刷・販売を行った（令和７年３月

６日付、日薬総発第35号）。１回目の制作部数を

大幅に上回る約305万部の注文があり、５月下旬

までに、都道府県薬剤師会、地域薬剤師会を通

じて全国の会員施設に送付した。 
また、昨年に引き続き、「ミサワオーナーズマ

ガジン2025年」の春夏号（令和７年４月10日発

行）及び同秋冬号（令和７年10月10日発行）に、

「かかりつけ薬剤師・薬局」の広告を掲載した

（後掲）。 
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（令和７年 10 月６日 毎日新聞朝刊全国版掲載①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （令和７年10月 13日 毎日新聞朝刊全国版掲載②） 
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（令和７年 10 月 27 日 毎日新聞朝刊全国版掲載③） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （令和７年 11 月３日 毎日新聞朝刊全国版掲載④） 
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注：右面に続く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（毎日新聞 Web サイト画像①：令和７年 10 月 17 日 

毎日新聞朝刊全国版 岩月進会長と平井理央氏の対

談記事） 
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（毎日新聞 Web サイト画像②：第５回掲載記事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（毎日新聞 Web サイト画像③：第６回掲載記事） 

＊第１回～第４回掲載記事の Web サイト画像は略 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

─ 74 ─



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
〔令和７年 10 月 17 日 毎日新聞朝刊全国版掲載：対談

記事（上段）、３団体共同広告（下段）〕 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（ミサワオーナーズマガジン 2025 年春夏号及び同秋冬

号に掲載した広告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表表紙）               (裏表紙) 

TV アニメ『薬屋のひとりごと』コラボお薬手帳 

  
２２））ホホーームムペペーージジ  

薬剤師職能・薬局機能等に関する国民向け PR、

本会の政策等に関する本会会員への情報発信の

一環として、本会ホームページを運用している。

ユーザビリティ向上のため、令和７年２月 12 日

にホームページをリニューアル公開し、「国民の

みなさまへ」「薬剤師のみなさまへ」「会員のみ

なさまへ」「薬剤師を目指す方へ」の対象別の各

ページ、項目について、情報更新に努めている。 

 

 

  
  
  
  
  
  

（日薬ホームページ トップページ） 

 

トップページに配置している「広報活動」ペ

ージには、「プレスリリース」、「活動報告」、「記

者会見」、「メディア掲載・出演情報」等のコン

テンツがあり、「活動報告」ページには本会内外

の様々な活動に関する記事及び写真を掲載、「メ

ディア掲載・出演情報」にはラジオ NIKKEI「薬

学の時間」の日薬アワーの放送内容ほか、各紙
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の記事等を掲載した。 

３３））日日薬薬情情報報配配信信シシスステテムム（（日日薬薬メメーールルナナビビ））  

  主に即時性の高い情報を日薬会員に直接伝え

るシステムを構築することにより、本会の活動

や薬剤師を取り巻く課題等について会員の理解

を深め、都道府県薬剤師会、地域薬剤師会にお

ける業務遂行の一助とするために、日薬情報配

信システム（以下、「日薬メールナビ」）を構築

し、令和３年 10 月１日より本会会員への配信を

開始している。日薬メールナビの広報について

は、日薬誌等で会員に周知している。 

令和７年４月～令和８年３月の配信数は、短

文 183 本、長文 19 本である。なお、令和８年３

月末の日薬メールナビ登録者は7,176名である。  
４４））日日薬薬ニニュューースス（（ＦＦＡＡＸＸニニュューースス））  
本会会員に必要とされる情報のうち、速報性

や重要性の高いニュースを会員に提供、月刊の

日薬誌を補完すべく、平成 10 年 11 月よりファ

クシミリによる「日薬ニュース」の送信を行っ

ている。原則として毎月１日を発行日（送信日）

としており、令和７年４月～令和８年３月の間

に、約４万４千軒の登録会員施設に対し、日薬

ニュース 12 回、同号外４回を送信した。 

５５））日日本本薬薬剤剤師師会会公公式式キキャャララククタターー「「ふふぁぁるるみみ

んん」」をを活活用用ししたた広広報報活活動動  

「ふぁるみん」は、国民に「薬に関する専門

家集団」である日本薬剤師会をより身近な存在

として感じていただくため、昨年度、公募によ

り、本会の公式キャラクターとして決定した。

また、併せて、都道府県薬剤師会から募ったア

イデアにより誕生した47都道府県ご当地ふぁる

みんも作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「ふぁるみん」のプロフィール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47 都道府県ご当地ふぁるみん日本地図） 

 

また、本年度はイラストデータの利用範囲を

都道府県及び地域薬剤師会のみならず会員に拡

大し、「利用規約」及び「デザインマニュアル」

を整備するとともに、令和７年 10 月 20 日より

本会ホームページ（会員向けページ）において

イラストダウンロードシステムを公開し、会員

が手軽に利用申請、ダウンロードまでを行える

ように対応した。令和８年３月末までに、約 230

件の利用申請があった。 

第 58 回日薬学術大会の開会式では、シークレ

ット企画としてふぁるみんを登場させ、プロフ

ィールとご当地ふぁるみんの紹介を行った。会

期中は「ふぁるみん」ブースを出展し、参加者

と写真撮影を行うなど交流を図った。 

６６））定定例例記記者者会会見見・・ププレレススリリリリーースス等等  

本会では薬業関係業界紙（誌）の発行企業に
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より構成されている日薬記者会（加盟６社）に

対し、本会会長、広報担当役員が出席のもと、

原則として隔週水曜日に定例記者会見を開催し、

本会を巡る直近の動向を伝えている。 

また、広報活動の一環としてプレスリリース

の発信を行っている。本年度は、日薬記者会等

に対して、「日本薬剤師会公式キャラクター「ふ

ぁるみん」LINEスタンプ配信開始のお知らせ」、

「日本薬剤師会公式キャラクター「ふぁるみん」

47都道府県ご当地デザイン誕生のお知らせ」、

「「薬剤師による災害支援活動に伴う車両供給

における連携協定」を締結」（４月）、「改正薬機

法の成立を受けて」（５月）、「「経済財政運営と

改革の基本方針2025」及び「規制改革実施計画」

等の閣議決定を受けて」」（６月）、「薬剤師ＰＲ

資材「親子で知る薬剤師のお仕事」リーフレッ

ト、短編動画について」（９月）、「（公社）日本

薬剤師会と（株）ファルモ 薬局DX 基盤サービ

ス「N-Bridge」、医療機関設置型処方箋情報送信

端末「NB Station」の開発及び提供に向け連携

を開始」、「安全・安心な医療と健康を守る薬剤

師の役割を発信、「３つの安心」をテーマに３団

体が共同広告を実施」（10月）、令和８年度診療

報酬（調剤報酬）・薬価等の改定について（12月）、

令和８年度診療報酬（調剤報酬）改定に係る答

申を受けて（２月）の10回のプレスリリースを

行った。 

７７））一一般般のの方方向向けけ啓啓発発資資材材    医医療療・・健健康康情情報報のの

「「鵜鵜呑呑みみ禁禁止止！！」」のの作作成成ににつついいてて  

  本会、日本製薬工業協会及びくすりの適正使

用協議会の３団体は、医療・健康情報を見極め

るコツをまとめた一般の方向けの啓発資材「情

報の鵜呑み禁止！」のチラシ、講演用パワーポ

イントを制作することとし、令和８年２月に完

成した。 

一般の方が情報源とするインターネットなど

様々な情報には科学的根拠に乏しい情報も散見

されるため、本資材が自身や家族の健康を守る

ための情報の見極め方のコツ「みみきわめる」「きき

く」「ききめる」の頭文字「み・き・き」を身に

つける一助となることを期待し、薬剤師が来局

者や、一般の方が参加される市民講座等で活用

することを想定している。 

本事業は、平成30年３月に関係６団体（日本

医師会、日本薬剤師会、日本製薬工業協会、日

本医学ジャーナリスト協会、ささえあい医療人

権センターCOML、くすりの適正使用協議会）で

公表した、科学的根拠のない医療・健康情報に

対する取組みを宣言する「共同ステートメント」

に基づき実施されたものである。平成31年より、

前述の３団体で「くすりの基礎知識啓発会議」

を立ち上げ、コロナ禍の休止を経て、この度完

成に至った。令和８年４月に、３団体共同のプ

レスリリース、３団体のホームページでの資材

公開を行うべく準備中である。 

  

（（３３））日日本本薬薬剤剤師師会会雑雑誌誌のの発発行行、、電電子子化化のの

検検討討  

１１））日日本本薬薬剤剤師師会会雑雑誌誌のの発発行行  

本会は薬剤師に関わる様々な最新の情報を読

みやすく、わかりやすく会員に伝えるべく日本

薬剤師会雑誌を発行しており、日薬誌編集委員

会でその内容の検討を重ねている。 

同委員会では、学術関係の掲載原稿の企画選

定、新シリーズの提案、投稿論文の投稿・執筆

規程等の見直しや検討を行い、同委員会の下に

設置するワーキンググループでは投稿論文の審

査等を行っている。投稿論文については、平成

30 年４月１日より投稿規程及び執筆規程等を改

訂し（最終改定：令和５年８月８日）、電子投稿

に移行している。なお、令和７年４月号より８

年３月号までの間に、「原著」３本、「調査報告」

６本が日薬誌に掲載された。 

さらに、同委員会ではラジオ NIKKEI「薬学

の時間」についての企画立案も行っている。同

番組はインターネットラジオで視聴できるほか、

ポッドキャスト（インターネットを通じて配信

された音声や動画を iPad、iPhone 等のモバイル
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デバイスに保存して視聴できるサービス）の利

用や、過去の番組内容についても番組サイトか

ら閲覧できる。 

２２））日日本本薬薬剤剤師師会会雑雑誌誌のの電電子子化化のの検検討討  

➀➀電電子子化化のの推推進進  

日薬誌は発刊当初より冊子のみを発行してい

たが、令和元年６月より「日薬雑誌電子書籍」

も本会ホームページ（会員向けページ）で公開

している。これにより、冊子の郵送がない学生

会員も閲覧が可能となった。また、令和７年４

月からは印刷も可能とした。 

さらに、近年のデジタル社会の進展に鑑み、

令和７年４月より、様々なコンテンツを手軽に

閲覧できるアプリ「Poste」を利用し「日薬雑誌

アプリ」の運用も開始した。これにより、スマ

ートフォンなどの端末で、手元で手軽に最新号

からバックナンバーまでいつでも閲覧ができ、

必要な記事の検索も可能となっている。 

日薬雑誌アプリのダウンロード促進のため、

利用メリット、利用方法などについてまとめた

チラシを作成し、令和７年６月、令和８年３月

の総会で配付した。令和７年７月には日薬ニュ

ース（ファクシミリ一斉同報）で「日薬雑誌ア

プリ」に特化した「ご案内」を約４万４千の会

員施設に配信した。その他、本誌、ホームペー

ジ、日薬メールナビ等も活用し、会員への周知

を継続中である。 

  

（「日薬雑誌電子書籍」：日薬HPよりリンク） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（「日薬雑誌アプリ」画面） 

 

  また、第58回日薬学術大会（京都大会）にお

いて「日薬雑誌アプリ」のブースを出展した。

電子書籍版、アプリのデモを実施、利用手順の

チラシを配布するなどして、会員の利用促進に

努めた。 

 令和８年３月末現在、「日薬雑誌アプリ」のダ

ウンロード数は10,495となっている。 

②②紙紙冊冊子子のの郵郵送送のの【【原原則則】】終終了了及及びび、、郵郵送送希希望望

のの受受付付開開始始  

  令和７年４月の「日薬雑誌アプリ」運用開始

に伴い、紙の冊子を本会会員全員に郵送するこ

とについては、同年２月からの予告に従って、

９月号の郵送をもって【原則】終了、令和８年

３月号の郵送をもって【完全】終了した。令和

７年10月号から８年３月号までの郵送を希望す

る会員からの申込受付を、令和７年６月２日よ

り本会ホームページ（会員向けページ）にて開

始した。申込みは１回のみで、毎号、前々月の

25日に受付を締め切り、申込みのタイミングに

該当する号から３月号までを申請者に郵送した。

３月号申込締切（令和８年１月25日）までに郵

送を申請した会員は2,638名であった。 
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（（４４））会会員員拡拡充充対対策策のの推推進進  

本会は魅力ある薬剤師会組織を目指し、総務

委員会を中心として会員拡充に継続的に取り組

んでおり、近年の会員の増減の傾向等を踏まえ、

会員増強や組織強化の施策を検討している。 

１１））特特別別会会員員（（学学生生会会員員））制制度度  

特別会員（学生会員）制度は、会員拡充対策

の一環として、薬学生の早い段階から薬剤師会

を身近に感じてもらい、将来は薬剤師会に入会

してほしいとの思いから発足し、平成 25 年 10

月１日より入会受付を開始した。令和７年 10 月

末日現在の特別会員数は 617 名である。 

特別会員については、都道府県薬剤師会とも

連携し、入会促進に努めていく。 

２２））薬薬剤剤師師会会組組織織強強化化ににおおけけるる取取組組事事例例調調査査とと

好好事事例例のの共共有有 

全国９ブロックで行われている日薬ブロック

会議において、組織強化の好事例を共有し、良

い方策を取り入れる上で本会がハブとなり情報

共有をして欲しいという要望が多く寄せられた

ことを踏まえ、組織強化における取り組み事例

について、令和７年２月 26 日付けで都道府県及

び地域を活動区域とする薬剤師会に依頼し、同

年２月～３月に調査を実施し、159 件の回答が寄

せられた。 

令和７年６月、総務担当役員と総務委員会が

主導となり、1)分析結果（サマリー）と 2)事例

一覧を取りまとめ、都道府県薬剤師会に結果を

フィードバックするとともに公表した。各薬剤

師会が地域の実情に応じて独自性のある事業を

展開することは重要である一方で、一定の均質

化も必要と考えられる。そのためには、本会が

各都道府県薬剤師会及び地域薬剤師会の取組み

を把握した上で、実施すべき事業や好事例を示

していくことが重要であり、今後も定期的に調

査を実施する予定である。 

 

 

 

３３））薬薬剤剤師師ＰＰＲＲリリーーフフレレッットト「「親親子子でで知知るる（（目目

指指すす））薬薬剤剤師師ののおお仕仕事事」」（（中中学学生生・・高高校校生生向向けけ））

及及びび短短編編動動画画（（小小学学生生向向けけ））のの作作成成等等 

 少子化時代を迎え、子どもの能力開発に高い

関心を持つ保護者は増えており、早期教育とし

て「仕事とは何か」「どのような仕事が自分には

向いているのか」というような、言わば職業観

や就労意識に関する本質的なコミュニケーショ

ンを各家庭などで図る機会が増えつつある。 

こうしたことを踏まえ、令和７年９月、「薬と

健康の週間」に先立ち、薬剤師業務を紹介する

中学生・高校生向けのリーフレットを各 10 万部

作成し各都道府薬剤師会に配付した。また、小

学生向けリーフレットの内容を元にした短編動

画を作成し各都道府薬剤師会にデータ形式で配

付するとともに、YouTube「動画チャンネル日本

薬剤師会」に掲載した。いずれも、学年ごとの

興味関心や理解度に配慮し、薬剤師という職業

の社会的意義や多様な活躍の場を紹介する内容

となっている。 

４４））新新卒卒薬薬剤剤師師  初初年年度度会会費費無無料料キキャャンンペペーーンンにに

関関すするる体体制制整整備備ととＰＰＲＲ資資材材のの作作成成・・配配布布  

若年層を中心とした加入勧奨による組織強化

等を目的として、令和７年度内に薬学部・薬科

大学を卒業した者で、薬剤師国家試験に合格し

薬剤師免許を取得した者のうち、Ｂ会費正会員

に限り、令和８年度中の日本薬剤師会会費を無

料とするキャンペーンを令和８年４月１日より

実施することとした。 

本キャンペーンの円滑な実施にあたっては、

会費の取扱いや対象者の判別など各種手続にお

いて、都道府県薬剤師会及び地域・支部薬剤師

会の理解と協力が不可欠である。このため、令

和７年 11 月４日付けで、各都道府県薬剤師会に

対し「初年度会費無料キャンペーン対応に関す

る手順書（第１版）」を配付した。 

また、本キャンペーンの周知を目的として、

総務委員会においてポスター及びチラシを作成

し、令和８年２月に本会会員の所属先へ発送す
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るとともに、全国の薬科大学・薬学部宛に送付

し、卒業生への配布を依頼した。紙面には、若

い男女の薬剤師のイラストを中心に、薬剤師会

が出会いと学びの場であることを伝えるメッセ

ージを掲載し、併せて本会ホームページ内の入

会案内へアクセスできる QR コードを設けた。

さらに、本会ホームページにもポスターのデー

タ及びキャンペーン概要を掲載し、周知・啓発

を行った。 

 

  

５５））日日本本薬薬剤剤師師会会会会員員証証  

本会では「日本薬剤師会会員証」（以下、「会

員証」）を、平成 26 年度より発行している。 

会員証の運用については、現状、会員証を使

用する場面がないこと、正式な身分証明に使え

る仕様等ではなく会員に日本薬剤師会会員番号

を伝えるための手段として作成・配付していた

ことなどの理由から、令和７年４月の日薬誌同

梱による発送をもって、全会員への紙の発行・

送付を終了することとした（令和７年２月 27 日

付、日薬発第 303 号他）。ただし、令和７年４月

以降の新規入会会員へは、会員証の発行（圧着

はがきの送付）を継続し、日本薬剤師会会員番

号・会員 ID 等を周知することとした（令和８年

３月 18 日付、事務連絡）。 

なお、今後の会員証の運用等については、総

務委員会を中心に電子化（アプリ等）を検討し

ている（（１１１１－－（（４４））－－７７））参参照照））。 

６６））薬薬剤剤師師会会組組織織ののあありり方方等等にに関関すするる特特別別委委員員

会会のの設設置置  

本会は組織強化・会員増強を目指し、令和７

年５月20日に開催した令和７年度第２回理事会

において、「薬剤師会組織のあり方等に関する特

別委員会」を設置した。 

特別委員会は各ブロックから推薦された委員

で構成し、令和７年９月 10 日から 12 月 11 日に

４回開催され、1)薬剤師会組織のあり方、2)会

費のあり方、3)日薬会員の会員管理のあり方、

4)会費徴収方法のあり方、5)運営費負担金のあ

り方、6)その他について検討を進めた。また、

検討にあたり、令和７年９月には都道府県薬剤

師会を対象に「薬剤師会組織等に関する調査」

を行った。 

特別委員会の報告書は令和８年１月９日付け

で、宇野雅樹委員長から岩月会長宛てに提出さ

れた。本会は当該報告書を重く受け止め、総務

委員会及び本会全体で対策等を検討する。また、

２月３日付けで都道府県薬剤師会に通知した。

引き続き都道府県薬剤師会・地域薬剤師会と連

携し、必要な施策講じていく。 

７７））日日薬薬アアププリリのの開開発発等等  

本会は、近年のデジタル社会の進展に鑑み、

日薬雑誌アプリの運用に続き会内等におけるデ

ジタル化推進の一環として、「日薬アプリ」の

運用を令和８年４月より開始することとした

（令和８年２月 10 日付、日薬総発第 24 号他）。 

「日薬アプリ」の基本機能は、①デジタル会

員証の表示、②お知らせ機能、日薬ニュース及

び日薬メールナビ配信のプッシュ通知機能、③

バッジ表示機能（通知の可視化）である。また、

令和８年４月に基本機能を装備しリリース後も
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新たな機能を追加する予定で開発を進めている。 

  

（（５５））薬薬剤剤師師賠賠償償責責任任保保険険制制度度等等のの普普及及  

１１））薬薬剤剤師師賠賠償償責責任任保保険険  

薬剤師の業務上の過誤に対する補償を中心と

した制度として普及に努めている。 

令和８年３月末の加入件数は 29,847 件（前年

同期 31,532 件）で、内訳は、薬剤師契約 10,013

件（同 10,703 件）、薬局契約 19,834 件（同 20,829

件）となっている。 

２２））ササイイババーー保保険険  

薬局での個人情報漏洩に対する補償に加え、

電子データの損壊・ネットワークの使用不能等

のサイバーリスクに起因する事故により第三者

からの損害賠償請求に備える包括的な保険であ

る。 

令和８年３月末の加入件数は 9,921 件（前年

同期 10,109 件）となっている。 

３３））アアンンチチ・・ドドーーピピンンググ活活動動保保険険  

  主要競技大会機関、国際競技連盟及び国内ア

ンチ・ドーピング機関（公益財団法人日本アン

チ・ドーピング機構を含む）が「アンチ・ドー

ピング規則違反」として公表したドーピングに

係る、薬剤師への損害賠償請求に備える制度で

ある。 

令和８年３月末の加入件数は 1,150 件（前年

同期 1,129 件）となっている。 

４４））休休業業補補償償保保険険・・長長期期休休業業補補償償保保険険  

 令和８年３月末の加入件数は休業補償保険

440 件（前年同期 470 件）、長期休業補償保険 201

件（同 201 件）となっている。本制度について

は、日薬誌、日薬ニュース、ホームページ等で

制度の周知を図ると同時に、保険内容を熟知し、

地域に根づいた営業が可能な「指定代理店」を

設置し、保険加入促進を図っている。 

５５））薬薬剤剤（（商商品品））補補償償制制度度  

  調剤中に誤って薬剤を床に落としたなどの取

扱い上の不注意や、保冷庫保管中の事故、患者

宅へ配達中の事故等により薬剤（商品）を毀損

した場合に補償する制度であり、本会は保険徴

収業務を担っている。 
令和８年３月末の加入件数は 1,213 件（前年

同期 1,068 件）となっている。 
６６））ククレレーームム対対応応費費用用保保険険  

 悪質なクレームやインターネット・SNS 等、

ソーシャルネットワークを介した一方的な情報

発信、セクシャルハラスメントなど、薬局利用

者や近隣住民等の第三者から過大な要求（クレ

ーム行為）を受けた場合に備える保険である。 

令和８年３月末の加入件数は 1,312 件（前年

同期 1,195 件）となっている。 

  

（（６６））共共済済部部等等福福利利制制度度のの運運営営  

１１））日日本本薬薬剤剤師師会会共共済済部部  

本制度の紹介及び加入募集については、都道

府県薬剤師会に協力をお願いしているほか、本

会ホームページに事業内容を掲載し、案内を行

っている。 

令和８年３月末日の部員数は 782 名（前年同

期 871 名）で、徴収部費は 1,590,000 円（前年

同期 1,780,400 円）となっている。 

２２））会会員員向向けけ福福利利厚厚生生事事業業  

本会では、会員が日本国内において「業務」

を遂行することによって本人の死亡及び重度後

遺傷害が起こった場合に、定額の見舞金（保険

金）を支払う見舞金制度（傷害総合保険）を設

けている。 

本制度は掛け金を本会が負担することで、全

会員を対象としている。本制度については、日

薬誌にて案内を行っているほか、速やかに見舞

金を支払えるよう都道府県薬剤師会に協力を依

頼している。 

 

（（７７））薬薬学学生生のの活活動動にに対対すするる支支援援・・協協力力  

薬学生の活動等については、本会総務担当役

員が、主に本会特別会員（学生会員）が所属す

る一般社団法人日本薬学生連盟の役員等と情報

交換を行っている。 
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薬学生への支援等については、総務委員会を

中心に、薬学生への情報発信のあり方や、特別

会員の特典の充実等について、引き続き検討し

ている。 

 

（（８８））日日本本薬薬剤剤師師会会館館建建設設にに向向けけたた対対応応  

日本薬剤師会館（仮称）については、平成 20

年８月の第 69 回通常総会において、代議員より

建設を求める意見が多数あったことから検討を

開始した。 
その後の主な経緯は、以下のとおり。 

１１））平平成成 2211～～3311 年年 
〇平成 21 年８月の第 71 回通常総会において、

「日本薬剤師会館（仮称）建設に向けた対応

の件」を可決。 

〇平成 21 年 10 月の理事会において、「日薬会館

建設特別委員会」を設置。 

〇平成 22 年１月、同委員会が「日本薬剤師会館

建設に関する中間意見」をまとめる。 

〇平成 22 年５月の第 74 回臨時総会において、

土地取得及び会館建設に係る費用は諸経費を

含め 23 億円以内とすること、医薬分業事業等

積立資産からの取崩し額は10億円とすること

を承認。 

〇平成 23 年３月 11 日、東日本大震災が発生。 

〇平成 24 年１月、同委員会が「第二次意見」を

まとめる。 

〇平成 24 年４月、日本薬剤師会が公益社団法人

に移行。120 周年記念事業実行委員会の中に、

「日薬会館建設ワーキング（WG）」を設置。 
〇平成 25 年３月 21 日付で、社団法人全国樺太

連盟が所有する東京都港区麻布台 3-1-2 の物

件を購入する売買契約を、本会と同連盟の間

で締結。 
〇平成 25 年６月の第 81 回定時総会において、

隣地の購入交渉を行うことを報告。 

〇平成 26 年２月、WG が「第三次意見」をまと

める。 
〇平成 26 年１月の理事会において、隣地につい

て事業用定期借地権設定契約を締結した上で

会館を建設する議案を議決。 

〇平成 26 年２月の第 82 回臨時総会において、

同議案は否決される。 

〇平成 26 年２～６月、会館建設用地にある旧樺

太会館ビルの解体工事。 

〇平成 27 年２月の 84 回臨時総会において、当

該用地の一時貸与に関する件及び定款変更を

議決。同３月、時間貸し駐車場業者と契約を

締結。 

〇平成 27 年５月、組織・会員委員会が「第四次

意見」をまとめる。 

〇平成 28 年１月、理事会において「取得用地（90

坪のみ）には日薬会館は建築しない」ことを

決定する。 

〇平成 31 年５月、組織・会員委員会が「第五次

意見」をまとめる。 

２２））令令和和元元年年以以降降 

〇令和元年６月の第93回定時総会において、「日

本薬剤師会館（仮称）建設に向けた対応の件」

が可決される。内容は、以下のとおり。 

①既取得用地を有効に活用するため、隣接地

の確保に向け、当該所有者と改めて交渉する

（総予算は概ね 23 億円以内）。 

隣接地の所有者との交渉がまとまり、予算内

で会館建設が可能となる見通しが立った場合

は、直ちに会館建設の具体的な検討に着手す

る。 

②一方、そうならなかった場合は、隣接地の

購入は今回の交渉を以って断念する。その場

合には、既取得用地（90 坪）のみには会館は

建築しない。 

③隣接地の購入を断念した場合は、麻布台で

の会館建設が不可能になることから、購入元

である全国樺太連盟に対して、理解が得られ

るよう丁寧に説明する。 

④全国樺太連盟の理解が得られた場合には、

時機をみて、既取得用地は売却する。既取得

用地を売却した場合は、代替地の購入に供え、
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その収入は「医薬分業事業等積立資産」に戻

す。 

⑤代替物件は、更地・新築にこだわらず、広

く探すこととする。物件の購入の時期や価格、

物件の決定、方法（売買の仲介業者等）につ

いては、理事会に一任する。 

⑥令和２年 11 月、麻布台三丁目地区市街地再

開発準備組合（事業協力者：東急不動産株式

会社）が設立し、本会は組合員となる。本会

所有土地は再開発の対象地域となる。 

〇令和３年３月、全国樺太連盟が解散。 

〇令和４年 11 月、全国樺太連盟より要望のあっ

たモニュメントを当該用地の一角に設置。 

〇令和８年３月末現在、準備組合による勉強会

が継続的に開催されている。本会を含む地権者

に「権利交換」のおよその条件（権利変換モデ

ル）が示されるのは、順調に進めば令和８～９

年頃の予定で、その後、各地権者との個別協議

が行われる。このスケジュールであると、令和

９年頃に都市計画決定がなされ、再開発終了は

都市計画決定からおよそ10年後になる見通しで

ある。本会は理事会において、その対応を検討

している。 

  

（（９９））各各種種法法規規・・制制度度へへのの対対応応  

１１））令令和和７７年年薬薬機機法法等等改改正正  

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律等の一部を改正する

法律案」が令和７年５月 14 日に成立、21 日に公

布された。 

薬剤師・薬局に係る主な事項は以下のとおり。 

１１年年以以内内施施行行（（令令和和８８年年５５月月１１日日施施行行））：：濫用等

のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化、要

指導医薬品関係（要指導医薬品に係るオンライ

ン服薬指導方法の追加、適正使用のための必要

事項等の確認について対面で行うことが適切で

ある品目はオンライン服薬指導による情報提供

等のみにより販売可能な対象から除外できるよ

うにする（特定要指導医薬品）、要指導医薬品か

ら一般用医薬品に移行しないことを可能とする、

等） 
２２年年以以内内施施行行：：薬局の機能等のあり方の見直し

（健康サポート薬局の法定化）、処方箋なしでの

医療用医薬品の販売の原則禁止、調剤業務の一

部外部委託の制度化、デジタル技術を活用した

薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売、処方箋

等の保存期間の見直し 
３３年年以以内内施施行行：：薬局機能情報提供制度の見直し 
また、薬機法第１条の５（医薬関係者の責務）

の改正案において、薬局開設者は「関係行政機

関との連携等により」医薬品供給等を行うとさ

れた。 

本会は改正薬機法の成立を受けて以下のコメ

ントを公表した（令和７年５月 14 日付、日薬発

第 62 号）。 

改正薬機法の成立を受けて 
 

本日、第 217 回国会において、医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律等の一部を改正する法律が成立しまし

た。 

今般の法改正は、医薬品医療機器制度部会等

における議論を踏まえ、令和元年改正法の施行

状況を踏まえた更なる制度改善に加え、人口構

造の変化や情報通信技術の進展、医療ＤＸ、後

発医薬品の製造業者等を中心とした医薬品の不

適切製造事案の発生、安定供給問題、ドラッグ・

ラグやドラッグ・ロス、市販薬の濫用問題など

の状況を踏まえて、国民が品質の確保された医

薬品に迅速にアクセスし、安心・安全に使用で

きる環境を整備するため、濫用等のおそれのあ

る医薬品の販売方法の厳格化をはじめとする医

薬品販売制度に関わる種々の改正、薬局の機能

等のあり方の見直しとして健康サポート薬局の

法定化（健康増進支援薬局）など、薬局の業務

や姿に直接的に関連する制度の見直しが行われ

ました。 
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本会は、令和元年の薬機法等改正の議論の折

から、薬局が地域住民・患者への医薬品供給体

制を確実に担うよう、地域ごとの医薬品提供体

制に関する行政計画を策定する必要があるので

はないかとの意見を述べ、日本薬剤師会政策提

言においてもその実現を提案するとともに、今

般の改正に際しても、行政計画上の根拠をもっ

た医薬品提供体制の整備の必要性について積極

的に意見を述べてまいりました。 
今回の改正で、「薬局開設者は、関係行政機関

との連携等により、医療を受ける者に必要な薬

剤及び医薬品の安定的な供給を図る」（第１条の

５）とする、関係行政機関と薬局が連携して地

域に必要な医薬品を安定供給することが必要で

あるという趣旨の規定が明確化されており、こ

の規定は、本会の「地域医薬品提供計画（仮称）」

の理念の一端を反映いただいたものと受け止め

ています。これからは、薬局開設者には自薬局

における安定供給にとどまらず、行政と連携し

て『地域』において医薬品提供体制を構築する

ことが求められ、行政側にもこれまで以上に薬

局と連携することが必要になってくるものと考

えています。 
また、今般の改正では社会問題でもある市販

薬過剰摂取の問題についても対策がなされまし

た。本会は、OTC 医薬品の濫用から特に若年層

を守るべく、濫用等のおそれのある医薬品につ

いては重点的な対応が必要であると考えていま

す。制度の詳細は今後の政省令により規定され

ることとなりますが、国民が安全・安心に、ま

た適正に医薬品を使用できるような制度設計が

なされるよう、今後も状況を注視してまいりま

す。 
今般の薬機法等の改正の趣旨を踏まえ、時代

の変化に対応しながら、国民への医薬品の適正

な提供のため、関係行政機関並びに地域医療・

介護・保健・福祉等を担う多職種と連携・協働

し、薬局機能の強化、薬剤師職能の発揮に努め、

地域住民が、地域医療計画との整合性をもった

「薬剤師サービス」を過不足なく享受できる体

制の整備を目指し、より一層努力してまいりま

す。  
薬機法改正については、日薬誌６月号の「今

月の情報」で会員に解説した。 

２２））規規制制緩緩和和等等問問題題等等へへのの対対応応  

内閣総理大臣の諮問機関である規制改革推進

会議においては、政府が策定する財政全般の基

本設計を示す「経済財政運営と改革の基本方針

（いわゆる骨太方針）」と相互に関連して、規制

改革の具体策である「規制改革実施計画」を検

討している。本年度の規制改革実施計画は令和

７年６月 13 日に閣議決定された。本会では当該

閣議決定に際し、骨太方針等とともに都道府県

薬剤師会に通知した（令和７年６月 20 日付、日

薬業発第 87 号）。 

規制改革実施計画においては、かねてより課

題として指摘されてきた在宅医療における薬物

治療の提供に係る項目が引き続き掲げられたほ

か、一般用医薬品等関連で、利用者起点に立っ

た一般用医薬品の適正な販売区分及び販売方法、

濫用等のおそれのある一般用医薬品の販売規制

等の適正化、要指導医薬品の販売区分、販売方

法及び服薬指導方法の見直しが掲げられた。 

在宅医療については、厚生労働省「薬局・薬

剤師の機能強化等に関する検討会」における議

論の取りまとめ（令和７年３月）において、そ

の考え方及び対応方針が示された。本会では在

宅医療への対応を含めた「地域医薬品提供体制

強化のためのアクションリスト」を令和７年７

月に策定し、都道府県薬剤師会、地域薬剤師会

と連携して取り組みを進めているところである

（（６６－－（（１１））－－１１））参参照照））。また、医薬品販売制

度については薬機法等改正を通じた対応が図ら

れる（（1111－－（（９９））－－１１））参参照照））。 

本会はこうした規制改革案件の動向を注視し、

所要の検討を行っている。規制改革の動向につ
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いては、日薬誌８月号の「今月の情報」で会員

に解説した。 

①①調調剤剤業業務務のの一一部部外外部部委委託託（（一一包包化化業業務務））  

調剤業務における調製業務の一部外部委託は、

令和４年の規制改革実施計画以降、厚生労働省

にてその適正な在り方について議論され、「薬局

薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキン

ググループ」の取りまとめ（令和４年７月）に

おいて、その考え方及び対応方針が示された。 

医薬品医療機器制度部会の議論を経て、調剤

業務の一部外部委託が法制化されることとなり、

令和７年の薬機法改正事項に盛り込まれた（（1111

－－（（９９））－－１１））参参照照））（２年以内施行）。 
本年度、厚生労働省医薬局予算事業「調剤業

務の一部外部委託の制度化に関する調査業務」

が実施されている。一包化業務の外部委託の制

度化に当たり、医療安全を確保した上で一包化

業務を外部委託するために必要な設備・機器等

の要件（案）が検討されており、本会役員が検

討に参加している。 
一方、薬局 DX 推進コンソーシアム、大阪市、

大阪府が共同で、「国家戦略特別区域調剤業務一

部委託事業」を実施しており、令和８年２月、

厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関す

る検討会」で実施状況が報告された。 
②②薬薬剤剤師師等等のの遠遠隔隔管管理理下下ででのの一一般般用用医医薬薬品品販販売売

（（受受渡渡委委託託））  

令和６年の規制改革実施計画において、デジ

タル技術を活用した新たな医薬品販売業の実現

として、薬局・店舗販売業の有資格者による遠

隔管理の下、有資格者がいない店舗（受渡店舗）

において、有資格者ではない従業員が管理店舗

所有の医薬品を購入者に受け渡すことを可能と

する制度整備が掲げられた。 

厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討

会」取りまとめ（令和６年１月）、医薬品医療機

器制度部会取りまとめ（令和７年１月）を経て、

令和７年の薬機法改正により法定化に至った

（（1111－－（（９９））－－１１））参参照照））（２年以内施行）。 

本年度、厚生労働省医薬局予算事業「一般用医

薬品販売の遠隔管理等に関する調査業務」が実

施されており、医薬品販売業においてデジタル

技術を円滑に活用するための要件の詳細につい

て、遠隔で薬剤師・登録販売者が一般用医薬品

を管理、販売する場合の課題整理、遠隔管理に

よる一般用医薬品の販売に係る店舗等の要件、

遠隔管理等を見据えた自治体の許可・監視業務

等のあり方等の検討が行われており、本会役員

が検討に参加している。 

３３））薬薬剤剤師師のの調調剤剤応応需需義義務務にに関関すするる検検討討  

 本会第 102 回定時総会（令和５年６月）にお

いて、カスタマーハラスメント等の観点を踏ま

えた薬剤師の応需義務の考え方の整理が必要で

あるとの意見があったことを踏まえ、本会法制

委員会において令和５年度に所要の検討を行い、

令和６年度、本会総務委員会において薬局業務

におけるカスタマーハラスメント発生時の対応

事例に係るアンケート調査を行った（（1111－－（（1122））

－－３３））参参照照））。その結果等を参考に、日本薬剤師

会、日本保険薬局協会及び日本チェーンドラッ

グストア協会の３団体により、カスタマーハラ

スメントの実態等を踏まえた調剤応需義務に関

する検討について厚生労働省へ働きかけを行っ

た。その結果、令和７年度、薬局分野における

カスタマーハラスメント対応と薬剤師法第21条

の調剤応需義務の整理を通じ、制度的課題の検

討を行うことで、薬剤師の安全確保と職務遂行

の両立を可能にする基準を提示するべく、厚生

労働科学特別研究班が設置された。本会からも

役員が研究班に参画した。 

  

（（1100））税税制制改改正正・・政政府府予予算算案案等等へへのの対対応応  

１１））令令和和８８年年度度政政府府予予算算及及びび税税制制改改正正等等へへのの  

要要望望  

令和８年度政府予算及び税制改正等に関し、

都道府県薬剤師会にも意見を求めた上で、例年

同様、厚生労働省をはじめ関係方面に要望を行

った。主な要望先は、以下のとおりである。 

６月３日：厚生労働省医薬局長、同 11 日：厚
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生労働省老健局長、同 16 日：文部科学省高等教

育局医学教育課、同 17 日：厚生労働省保険局長、

８月６日：中小企業庁財務課税制班、10 月 29

日：会派（立憲民主・社民・無所属）厚生労働

部門会議、11 月 11 日：公明党「政策懇談会」、 

同 12 日：自由民主党 団体総局厚生関係団体委

員会・厚生労働部会「予算・税制等に関する政

策懇談会」、同 17 日：国民民主党「税制調査会」。 

今期の要望事項は、以下のとおり予算関係５

項目、税制改正関係４項目である。 

［［予予算算関関係係］］  

１．国民・患者の健康を守るために必要な財源

の確保 

・医療費財源確保のための予算措置（重点事

項） 

２．公平な診療報酬の改定 

・公平な診療報酬の改定（重点事項） 

３．地域医薬品提供体制の強化に向けた支援 

・地域住民が薬剤師サービスを過不足なく享

受できる体制整備（重点事項） 

・地域医療資源を把握するためのシステム構

築 

・災害時及び新興感染症等の感染拡大時等に

対応可能な都道府県薬剤師会の体制整備 

・災害時及び新興感染症等の感染拡大時等に

おける医薬品提供体制の維持 

４．医療 DX 推進への支援 

・医療 DX 推進に向けた継続的な体制維持に

係る予算措置（重点事項） 

・調剤録等の薬局情報が電子カルテと連携す

るための標準化に向けた検討への財政支援

（重点事項） 

・医療 DX に対応するための薬局 DX への財

政支援 

・電子版お薬手帳の更なる活用を目指す機

能充実に対する財政支援 

５．薬剤師の確保及び資質の向上 

・セルフケア・セルフメディケーションへ

の対応能力向上に向けた支援（重点事項） 

・病院・薬局薬剤師の確保が困難な地域へ

の支援 

・広域的な視野での薬剤師養成・確保 

・新卒・既卒薬剤師の臨床研修等の推進を

図るための財政支援 

・５疾病における薬局・薬剤師がより関与

するための体制の構築 

・全薬剤師に向けたコンテンツ配信基盤の

維持 

・全ての認定こども園及び私立学校におけ

る環境衛生活動への支援 

［［税税制制改改正正関関係係］］  

１．地域医薬品提供体制の強化に向けた支援 

・医療計画と整合性のとれた地域医薬品提供

体制の構築・維持、重点事項（地方税）（重

点事項） 

・在庫医薬品の資産価値減少への対応（所得

税・法人税）（重点事項） 

・社会保険診療報酬等に係る消費税に対する

取扱い（消費税）（重点事項） 

・薬局間の医療用医薬品分譲に対する消費税

の取扱い（消費税） 

・保険調剤報酬に係る個人事業税の取扱い（地

方税） 

・保険調剤報酬に係る法人事業税の取扱い（地

方税） 

・保険調剤報酬に係る源泉徴収の取扱い（所

得税・法人税） 

・地域の医薬品提供体制（夜間・休日対応）

に関する収入の取扱い（所得税・法人税） 

・「上手な医療のかかり方」を促すための医

療費控除制度の改正（所得税・住民税） 

・医薬品検査に関する収入に対する取扱い（所

得税・法人税） 

２．医療 DX 推進への支援 

・薬局の業務の効率化を促進するための高額

機器類の購入に関する取扱い（所得税・法

人税）（重点事項） 

・中小企業経営強化税制の延長及び対象の拡 
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 充（所得税・法人税） 

・中小薬局の少額減価償却資産の特例制度の

取扱い（所得税・法人税） 

・インボイス制度への対応に係る中小薬局の

取扱い（消費税） 

３．セルフケア・セルフメディケーションへの

支援 

・セルフメディケーション税制の普及促進（重

点事項）（所得税） 

・薬局等で販売する医薬品の軽減税率化（消

費税） 

・たばこ税等の税率の引き上げ及び目的税化

（たばこ税・地方たばこ税） 

４．薬剤師の確保及び資質の向上 

・奨学金の返済に対する取扱い（所得税・地

方税）（重点事項） 

・実務実習費の非課税化もしくは軽減税率化

（消費税・所得税・法人税） 

・学校薬剤師業務における税額控除（所得税） 

なお、令和８年度の厚生労働省予算概算請求

及び税制改正要望（薬剤師・薬局関係）につい

ては、日薬誌 10 月号の「今月の情報」で会員に

解説した。  

２２））薬薬剤剤師師・・薬薬局局がが直直面面すするる喫喫緊緊のの主主なな課課題題へへ

のの対対応応  

近年の物価高の中、それを上回る国民の所得

増、賃上げに取り組まれる折、公定価格である

医療・介護分野は厳しい状況におかれている。 

令和７年度に入り、保険薬局の経営状況、保

険薬局の賃上げ状況について関係議員等へのロ

ビー活動を積極的に行うとともに、薬局の業務

や経営にも直接影響する医薬品供給問題につい

ても理解が得られるよう関係者との協議を深め

た。 

本会は、４月２日に開催された参議院自由民

主党政策審議会に出席し、薬剤師・薬局に係る

喫緊の課題として、①国民・患者の健康を守る

ために必要な医療を確実かつ十分に提供するた

めの財源確保、②物価・賃金上昇に対応するた

めに必要な財源の確保、等のほか、③薬局 DX
の推進・実現のための支援、④地域医薬品提供

体制の構築・実現に向けた支援（安全・安心な

医薬品提供システムの確立）、⑤薬機法改正案

の早期成立、⑥医薬品供給不足問題の早期解消、

⑦敷地内薬局の適正化について意見を述べた。 

また４月には、日本維新の会の求めに応じ、

薬価の中間年改定、薬剤師、薬局を巡る現状・

課題について説明を行った。 

５月 12 日に開催された自民党「社会保障制度

調査会・医療委員会・介護委員会合同会議」で

は医療・介護分野の経営状況等に係る関係団体

ヒアリングが行われ、また５月 14 日には公明党

「社会保障制度調査会」「医療制度委員会」「医

薬品・医療機器検討委員会」合同で医療・製薬

関係団体からの要望ヒアリングが行われ、本会

より薬局の経営状況等について意見を述べた。 

６月 13 日に閣議決定された「経済財政運営と

改革の基本方針 2025」（骨太方針）においては、

「公定価格の引上げを始めとする処遇改善を進

める」と強い方針が打ち出され、「医療・介護・

障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の

安定、離職防止、人材確保がしっかり図られる

よう、コストカット型からの転換を明確に図る

必要がある」、そして、「高齢化による増加分

に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を

踏まえた対応に相当する増加分を加算する」と

明記された。 

令和７年 10 月に高市政権が発足し、本会は改

めて、薬局における賃上げ・物価高等の対応に

ついて、▽地域医療並びに医薬品提供体制を維

持すべく、薬局が経営を維持し、従業員の早急

な処遇改善に対応するため、補正予算による期

中改定もしくはそれに相当する補助・支援を実

施していただきたい、▽来年度予算においては、

令和８年度診療報酬改定のために必要かつ十分

な財源を確保していただきたい、▽調剤報酬に

ついては、薬局従業員の確実な賃上げを実現す

るため、調剤基本料による対応を基本とする点
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数の引き上げをお願いしたい－と要望活動を行

った。また予算編成・税制改正に向けては、会

派（立憲民主・社民・無所属）（10 月 29 日）、

公明党（11 月 11 日）、自民党（11 月 12 日）、

国民民主（11 月 17 日）等の対応を行った。 

11 月 20 日には、三師会会長が高市総理大臣を

訪問し、①公定価格で運営されている医科・歯

科医療機関、薬局等において、経営の安定、離

職防止、人材確保が図れるよう、賃上げが可能

となる環境を整えること、②すみやかに令和７

年度補正予算を編成し、医科・歯科医療機関、

薬局等への財政支援を行うこと、③令和８年度

予算編成における次期診療報酬改定について、

賃金上昇と物価高騰、医療の技術革新に対応し

た大幅なプラス改定とすること、④令和７年度

補正予算、令和８年度診療報酬改定のいずれも

財源を純粋に上乗せすること、⑤OTC 類似薬の

保険給付の見直しは、安全性、有効性、経済性

の面で国民にとって負担や不利益が大きいこと

から反対であり、検討を行う際には慎重に行う

こと－の要望を行った。 

 物価高騰に関する薬局経営への影響状況や薬

局における賃上げ実施状況等については、本会

の医療保険委員会を中心に情報収集を行い、調

査結果について関係行政へ提供したほか、本会

が作成する各種資料で使用した。 

３３））国国民民医医療療推推進進協協議議会会  

本会を含む医療関係等43団体で構成する国民

医療推進協議会（会長：松本吉郎日本医師会会

長）は、わが国の優れた国民皆保険の恒久的堅

持と地域医療の再興を求める「国民医療を守る

ための国民運動」を展開し、政府に国民の声を

届けるための活動に取り組んでいる。 

令和７年６月４日には、第19回総会を開催し、

①経済成長の果実の活用、②「高齢化の伸びの

範囲内に抑制する」という社会保障予算の目安

対応の見直し、③診療報酬、介護報酬等につい

て、賃金・物価の上昇に応じた公定価格等への

適切な反映、④小児・周産期体制の強力な方策

の検討－を決議した。 

10月14日には、第20回総会を開催し、「国民、

患者、利用者の健康を守り、さらには国民皆保

険を堅持するため、1)令和７年度補正予算での

対応、2)令和８年度予算編成での対応、3)財源

を純粋に上乗せするいわゆる「真水」による大

規模で抜本的な対応を求める」ことを決議した。 

11 月 20 日には、「国民医療を守るための総決

起大会」が開催され、日本医師会大講堂他（サ

テライト会場・YouTube）に賛同者約 10,000 名

が参集し、「医科歯科医療機関、薬局、訪問看護

ステーションや介護事業所等に対し、補助金と

診療報酬・介護報酬等報酬の両面からの早急な

対応を行うこと。令和８年度診療報酬改定をは

じめ、令和８年度予算編成において、賃金上昇

と物価高騰、高齢化、医療の技術革新に対応し

た大幅なプラスとすること。これまで適正化と

いう名の下で社会保障費は削られ続けてきたが、

あくまで財源を純粋に上乗せするいわゆる「真

水」による思い切った緊急的な対策を行うこと」

を決議した。 

本会は、国民医療を守るための国民運動に引

き続き参加していくこととしている。 

４４））令令和和７７年年度度補補正正予予算算  

上記のような要望活動を受け、政府は令和７

年 11 月 28 日、令和７年度補正予算案を閣議決

定した。同補正予算は、11 月 21 日に閣議決定さ

れた新たな総合経済対策の裏付けとなるもの

で、12 月 16 日に成立した。新たな総合経済対策

では、経済状況の変化等に対応するため、「医

療・介護等支援パッケージ」を緊急措置するこ

ととされていた。 

薬剤師・薬局に関しては、医療分野における

賃上げ・物価上昇に対する支援として、保険薬

局１施設あたり12～23万円の支援金が計上され

た。また、これとは別に「重点支援地方交付金」

による支援が行われる。その他、マイナ保険証

の利用促進に向けた取組み（224 億円）、全国医

療情報プラットフォーム開発事業（74 億円）、
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医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業

（66 億円）、電子処方箋の利活用促進事業（3.3

億円）、電子処方箋の有効活用のための環境整

備事業（6.4 億円）、電子処方箋の機能拡充の促

進事業（2.9 億円）、公費負担医療制度等のオン

ライン資格確認の推進（46 億円）、医療扶助の

オンライン資格確認導入に係る医療機関等への

助成（22 億円）、医療安全の向上に向けた医薬

品・医療機器等の物流 DX の推進に資する製品

データベース構築事業（5.1 億円）、薬剤師等を

活用した市販薬濫用防止対策事業（2200 万円）

なども盛り込まれた。なお、厚生労働省は、医

療分野の「医療・介護等支援パッケージ」と、

自治体の裁量で交付する「重点支援地方交付金」

について、各都道府県・市区町村衛生主管部局

宛てに11月 21日付け及び同28日付けで事務連

絡を発出し、薬局の負担軽減に向けた積極的な

活用や、可能な限り年内での予算化に向けた検

討を進めるよう連絡した。本会からも都道府県

薬剤師会に情報提供を行った（令和７年 11 月 27

日付、日薬発第 205 号。12 月１日付、日薬発第

208 号。令和８年１月 27 日付、日薬業発 245 号

他）。 

５５））令令和和８８年年度度政政府府予予算算及及びび税税制制改改正正  

令和８年度政府予算は令和８年４月７日に成

立した。 

厚生労働省予算には、薬局・薬剤師関係の主

な事業として、「薬局機能の高度化推進」（２億

4,200 万円。前年度は３億 6,000 万円）、「電子版

お薬手帳の活用推進」（400 万円。前年度は 700

万円）、「災害薬事体制整備事業」（2,500 万円。

前年度は 500 万円）、「薬剤師確保のための支援

体制の整備」（1,300 万円。前年度は 1,800 万円）、

「卒後臨床研修の効果的な実施体制の構築」

（1,300 万円。前年度と同額）、「薬剤師の資質向

上等に資する研修」（600 万円。前年度と同額）、

「一般用医薬品適正使用推進のための研修」

（500 万円。前年度と同額）、「医薬品適正使用の

普及啓発」（500 万円。前年度と同額）、「薬局医

療安全対策の推進」（5,300 万円。前年度と同額）、

「薬剤師養成問題の検討」（100 万円。前年度と

同額）、「全国の薬局情報を統一的に管理するシ

ステムの運用・保守」（２億 6,400 万円。前年度

は２億 1,900 万円）、「医薬分業推進支援センタ

ーの施設・設備整備費」（62 億円の内数）、「地域

医療介護総合確保基金による医療・介護提供体

制改革」（647 億円の内数）、「病院薬剤師の確保

及び業務改革推進事業」（0.2 億円）、「レセプト

を活用した医療扶助の適正実施」（48 億円の内

数）、「認知症のケアに関わる人材の育成と介護

サービス基盤の整備（社会保障の充実）」（86 億

円の内数）が盛り込まれた。 

なお、令和８年度厚生労働省予算（薬剤師・

薬局関係）について、会員向けには日薬誌２月

号の「今月の情報」で解説した。 

また、令和８年度税制改正法は令和８年３月

31 日に成立した。 

薬局関連では、社会保険診療報酬に係る事業

税非課税措置の存続（事業税）が本年度に引き

続き検討事項として認められた。また、セルフ

メディケーション推進のための医療費控除の特

例措置の拡充（所得税、個人住民税）が盛り込

まれた。その他、中小企業者等の少額減価償却

資産の取得価額の損金算入の特例措置の拡充・

３年間延長等（所得税、法人税、個人住民税、

法人住民税、事業税）、中小企業・小規模事業者

の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の２年

間延長（不動産取得税）、事業承継税制に係る特

例承継計画の期限延長（法人：１年６カ月、個

人：２年６カ月）等（相続税、贈与税）も盛り

込まれた。 

６６））セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制へへのの対対応応  

 セルフメディケーション税制は、平成 29 年１

月から令和３年末までの４年間の特例として実

施され、その後、医療費適正化効果が低いとさ

れたものの除外や、医療費適正化効果が著しく

高いと認められるスイッチ OTC 薬以外の一般

用医薬品を税制対象に追加する改正がなされ、

令和４年１月１日から適用され継続している。 
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 本会は同税制の円滑な実施のため、厚生労働

省、製薬団体、卸・小売流通関係団体と連携を

図りつつ、対象医薬品一覧を本会ホームページ

（会員向けページ）にて情報提供する等の対応

を行っている。 

現行の税制は適用期限が令和８年 12 月 31 日

までであることから、厚生労働省では令和８年

度税制改正要望に向けた検討とともにセルフメ

ディケーションの前提となるセルフケアの推進

についても議論を進め、セルフケア・セルフメ

ディケーションの推進に関する工程表を取りま

とめることなどを目的として、令和７年１月よ

り「セルフケア・セルフメディケーション推進

に関する有識者検討会」をしており、本会から

も担当役員が構成員として参画している。令和

７年７月に開催された第４回検討会では本会委

員より、税制対象の検討に当たっては、OTC 医

薬品の成分でセルメ税制の対象となっているも

のを含む薬局製剤も含め、患者に寄り添ったセ

ルフメディケーション税制となるよう意見を述

べた。 

令和７年 12 月 26 日、令和８年度税制改正の

大綱が閣議決定され、セルフメディケーション

税制については、適用期限が５年延長され、ス

イッチ OTC 医薬品は恒久化されたほか、対象医

薬品の追加（消化器官用薬、生薬を有効成分と

して含む鎮咳去痰薬、OTC 検査薬、対象医薬品

と同成分を有効成分として含む薬局製造販売医

薬品）や除外（痩身・美容を目的とする医薬品）

が行われた。令和９年以降の所得から適用とな

る。 

  

（（1111））薬薬剤剤師師行行動動規規範範のの普普及及・・啓啓発発  

薬剤師の行動規範（15 項目）については、平

成 30 年１月 17 日に開催した理事会において承

認、制定された。 

現在は本会ホームページに掲載し、本会封筒

裏面に薬剤師綱領と併せ印刷し、広報に努めて

いる。合わせて、本会関連会議、研修会等の場

で、本会役員が参加者に対して周知に努めてい

る。 

 

（（1122））そそのの他他本本会会のの目目的的達達成成ののたためめにに必必要要

なな事事業業  

１１））個個人人情情報報のの適適正正なな取取扱扱いいににつついいてて  

医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いを支援するため、個人情報保護委員

会と厚生労働省により「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」が作成され、周知が図られているとこ

ろである。 

介護保険法の改正に伴う規程整備のため、同

ガイダンス並びに Q&A（事例集）が一部改正さ

れ令和８年４月１日から適用となることから、

都道府県薬剤師会を通じて会員に周知した（令

和８年４月３日付、日薬業発第 13 号他）。 

２２））内内閣閣府府かかららのの指指摘摘事事項項へへのの対対応応 

令和６年３月22日に行われた内閣府公益認定

等委員会事務局による立入検査で、令和３年度

より実施していた薬剤師職能振興研究助成事業

（研究助成事業）について、変更認定申請をす

るよう指摘を受けたため、令和６年５月 21 日に

開催した令和６年度第２回理事会において、「内

閣府への変更認定申請に関する件」を議決し、

認定法第 11 条第２項に基づき令和６年９月 11

日付けで変更認定申請を行った。申請にあたっ

ては、内閣府公益認定等委員会に再発防止策を

記載した顛末書を提出した。 

再発防止の取組みとして、令和７年４月８日

に開催した令和７年度第１回理事会において、

今後の対応及び具体的な再発防止策を取りまと

め、「法人管理運営会議」の設置等を決定した。 

この再発防止策の一環として、９月 16 日に開

催した令和７年度第４回理事会では、濱口弁護

士より「公益法人制度改革を踏まえた理事・監

事の役割と責任」について講演いただき、理事

者の一層の知識の向上と理解を深めた。 

令和８年１月27日開催した第６回理事会では、
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令和７年 12 月 26 日に開催した「法人管理運営

会議」における自主点検結果を報告し、当該方

針が了承された。本会としては、引き続き再発

防止に努めていく。 

３３））カカススタタママーーハハララススメメンントトにに対対すするる対対応応  

カスハラ事例が日々増加する一方で、薬剤師

法第 21 条においては、「調剤に従事する薬剤師

は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由

がなければ、これを拒んではならない」として、

いわゆる薬剤師の「応召義務」を定めている。 

本会総務委員会では、調剤の求めに対する適

切な在り方等について検討するため、令和７年

２～３月にかけて、会員を対象にカスタマーハ

ラスメントの現状等について調査を実施し、

1,566 件の回答が寄せられた。 

令和７年６月、総務担当役員と総務委員会が

中心となり、薬局業務においてカスタマーハラ

スメント行為が発生し、調剤の対応が困難だっ

た事例を元に、カスタマーハラスメントの状況

と現場からの主な要望を取りまとめ、都道府県

薬剤師会に結果をフィードバックするとともに

公表した。 

調査結果を踏まえ、医療提供体制の変化や薬

剤師の働き方改革といった観点から検討を行う

とともに、カスタマーハラスメント等の観点を

踏まえた薬剤師の応需義務の考え方についても

検討を進めている（（1111－－（（９９））－－３３））参参照照））。 

なお、「事業主が職場における顧客等の言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置等についての指針」が定められ、令和８年 10 

月１日から適用されることについては、都道府

県薬剤師会を通じて会員・薬局に周知した（令

和８年３月３日付、日薬総発第 26 号）。 

４４））キキャャッッシシュュレレスス決決済済のの普普及及・・促促進進へへのの対対応応  

経済産業省は、キャッシュレス決済の普及促

進を図る観点から、2030 年までにキャッシュレ

ス決済比率を 65％程度とすることを掲げてい

る。こうした取組の一環として、産官学の関係

者によるキャッシュレス推進協議会において普

及促進に向けた検討が進められている（同協議

会には本会も参加）。 

特に QR コード決済については、近年急速に

普及が進む一方、多数の事業者が参入している

ことにより、サービス選択や導入の難しさが一

つの障壁となっていたことから、統一用決済 QR
コード（JPQR）が策定され、総務省等において

導入を推進している。 

また、普及にあたっての課題として、決済手

数料率の問題が挙げられる。特に保険調剤にお

いては、薬剤料の割合が大きくなるに従い、相

対的に手数料が技術料を圧迫するという問題

や、事業者の理由により手数料率が引き上げら

れたとしても、公定価格である調剤においては、

決済手数料を踏まえた値段設定ができないとい

った問題もある。これらを踏まえ、本会は、国

内におけるキャッシュレス推進策の動向を注視

しつつ、キャッシュレス決済に関する情報収集

に努め、薬局における手数料の負担軽減に向け

た検討を引き続き行っている。 

５５））医医薬薬品品医医療療機機器器総総合合機機構構へへのの協協力力  

医薬品医療機器総合機構との拠出金徴収業務

委託契約に基づき、薬局医薬品製造販売業者か

らの副作用拠出金並びに安全対策等拠出金の周

知及び徴収に協力している。 

令和７年度の製造販売業者2,952薬局のうち、

令和８年３月末日現在、副作用拠出金並びに安

全対策等拠出金ともに 2,799 薬局（納付率

94.8％）から拠出金が納付されている。全対象

薬局からの拠出金徴収が得られるよう努めてい

る。  

６６））関関係係団団体体等等ととのの連連携携・・協協力力にに係係るる補補助助金金、、

助助成成金金、、負負担担金金、、寄寄付付金金等等  

本会の目的達成のために関係団体等との連

携・協力を、令和７年度も継続している。 

なお、令和７年度における関係団体等との連

携・協力に係る補助金（会費）、助成金、負担金、

寄付金の実績は、以下のとおりである。 

 

─ 91 ── 90 ─



 
 

【【令令和和７７年年度度関関係係団団体体等等へへのの連連携携・・協協力力のの実実績績】】  

項 目 件 数 

関係団体等会費 31 件 

同 負 担 金 １件 

同 助 成 金 ２件 

同 寄 付 金 ４件 

同 協 賛 金 １件 

同 募 金 １件 

  

７７））書書籍籍斡斡旋旋・・販販売売事事業業  

本会会員等へのサービスの一環として、令和

７年度も斡旋図書の事業を継続した。 

日本薬剤師会斡旋図書とは、本会会員が各都

道府県薬剤師会から申し込み、購入可能な書籍

である。 

本会が全ての薬剤師にとって必携となる重要

な書籍を選定し斡旋・販売を行っている。  

なお、令和７年度は 96 種の書籍を斡旋し、斡

旋販売した図書の総数は約19,000冊となってい

る。  

８８））事事務務室室賃賃貸貸事事業業  

令和元年度以降、事務室賃貸事業は行ってい

ない。 

９９））本本会会稟稟議議書書のの電電子子化化ににつついいてて  

令和６年７月９日に開催した本会常務理事会

で、紙で決裁している稟議書を電子化すること

を決定し、令和７年９月 24 日より運用を開始し

た。電子化により、承認手続きの迅速化や利便

性の向上が図られた。 
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(単位:円)

Ⅰ　資産の部 2
 1. 流動資産 3

現金預金 1,680,423,176 1,674,259,094 6,164,082 4
未収金 100,721,139 112,605,938 △ 11,884,799 5
貸倒引当金 △ 6,592,000 △ 7,030,000 438,000 6
未収収益 987,341 789,061 198,280 7
棚卸資産 111,605,950 14,620,235 96,985,715 8
前払金 26,919,383 49,370,487 △ 22,451,104 9
立替金 465,768 524,331 △ 58,563 10
前払費用 24,674,385 19,528,393 5,145,992 11

流動資産合計 1,939,205,142 1,864,667,539 74,537,603 12
 2. 固定資産 13

(1) 特定資産 14
役員退任引当資産 17,150,000 13,910,000 3,240,000 15
職員退職引当資産 245,283,151 226,688,658 18,594,493 16
医薬分業事業等積立資産 1,794,921,172 1,801,331,472 △ 6,410,300 17
財政準備積立資産 35,045,000 35,045,000 0 18
会館建設積立資産 8,500,000 8,500,000 0 19
災害対策積立資産 3,640,000 5,000,000 △ 1,360,000 20
6年度地域診療情報推進事業資産 23,331,000 10,475,870 12,855,130 21
7年度地域診療情報推進事業資産 23,100,000 0 23,100,000 22
お薬手帳ビューワ開発検討事業資産 7,269,315 9,826,000 △ 2,556,685 23

特定資産合計 2,158,239,638 2,110,777,000 47,462,638 24
(2) その他固定資産 25

建物附属設備 4,173,179 4,937,470 △ 764,291 26
構築物 582,955 671,505 △ 88,550 27
什器備品 7,710,963 10,491,135 △ 2,780,172 28
ソフトウェア 57,247,273 62,372,100 △ 5,124,827 29
土地 829,498,752 829,498,752 0 30
電話加入権 1,022,112 1,022,112 0 31
商標権 992,895 1,205,475 △ 212,580 32
敷金 59,826,388 59,826,388 0 33
差入保証金 31,559,551 32,054,680 △ 495,129 34
投資有価証券 63,740,000 67,591,450 △ 3,851,450 35
長期前払費用 22,196,070 30,960,873 △ 8,764,803 36

その他固定資産合計 1,078,550,138 1,100,631,940 △ 22,081,802 37
固定資産合計 3,236,789,776 3,211,408,940 25,380,836 38
資産合計 5,175,994,918 5,076,076,479 99,918,439 39

Ⅱ　負債の部 40
 1. 流動負債 41

未払金 203,921,780 207,154,127 △ 3,232,347 42
未払法人税等 2,107,700 2,342,600 △ 234,900 43
未払消費税等 3,785,100 5,360,600 △ 1,575,500 44
前受金 278,392,420 298,999,700 △ 20,607,280 45
預り金 111,621,150 175,271,858 △ 63,650,708 46
賞与引当金 33,346,298 31,625,525 1,720,773 47

流動負債合計 633,174,448 720,754,410 △ 87,579,962 48
 2. 固定負債 49

役員退任引当金 17,150,000 13,910,000 3,240,000 50
職員退職給付引当金 245,283,151 226,688,658 18,594,493 51
受入保証金 896,400 896,400 0 52

固定負債合計 263,329,551 241,495,058 21,834,493 53
負債合計 896,503,999 962,249,468 △ 65,745,469 54

Ⅲ　正味財産の部 55
 1. 指定正味財産 56

国庫補助金 26,951,504 20,301,870 6,649,634 57
指定正味財産合計 26,951,504 20,301,870 6,649,634 58
(うち特定資産への充当額) (26,951,504) (20,301,870) (6,649,634) 59

 2. 一般正味財産 4,252,539,415 4,093,525,141 159,014,274 60
(うち特定資産への充当額) (1,868,854,983) (1,849,876,472) (18,978,511) 61
正味財産合計 4,279,490,919 4,113,827,011 165,663,908 62
負債及び正味財産合計 5,175,994,918 5,076,076,479 99,918,439 63

1

貸借対照表
令和８年３月31日現在

科　　目 当年度 前年度 増減

1



2



(単位:円)

Ⅰ　資産の部 2

 1. 流動資産 3

現金預金 259,246,489 146,275,828 1,274,900,859 0 1,680,423,176 4

未収金 64,521,731 20,421,394 15,778,014 0 100,721,139 5

貸倒引当金 △ 3,335,500 0 △ 3,256,500 0 △ 6,592,000 6

未収収益 758,463 154,210 74,668 0 987,341 7

棚卸資産 109,471,296 0 2,134,654 0 111,605,950 8

前払金 11,072,795 1,611,508 14,235,080 0 26,919,383 9

立替金 0 0 465,768 0 465,768 10

前払費用 22,944,085 1,730,300 0 0 24,674,385 11

公益事業会計 0 0 722,034,044 △ 722,034,044 0 12

収益事業等会計 0 0 645,329,931 △ 645,329,931 0 13

流動資産合計 464,679,359 170,193,240 2,671,696,518 △ 1,367,363,975 1,939,205,142 14

 2. 固定資産 15

(1) 特定資産 16

役員退任引当資産 0 0 17,150,000 0 17,150,000 17

職員退職引当資産 0 0 245,283,151 0 245,283,151 18

医薬分業事業等積立資産 1,794,921,172 0 0 0 1,794,921,172 19

財政準備積立資産 0 0 35,045,000 0 35,045,000 20

会館建設積立資産 0 0 8,500,000 0 8,500,000 21

災害対策積立資産 0 0 3,640,000 0 3,640,000 22

6年度地域診療情報推進事業資産 23,331,000 0 0 0 23,331,000 23

7年度地域診療情報推進事業資産 23,100,000 0 0 0 23,100,000 24

お薬手帳ビューワ開発検討事業資産 7,269,315 0 0 0 7,269,315 25

特定資産合計 1,848,621,487 0 309,618,151 0 2,158,239,638 26

(2) その他固定資産 27

建物附属設備 3,596,601 26,817 549,761 0 4,173,179 28

構築物 0 0 582,955 0 582,955 29

什器備品 7,082,030 83,616 545,317 0 7,710,963 30

ソフトウェア 57,195,369 10,966 40,938 0 57,247,273 31

土地 0 829,498,752 0 0 829,498,752 32

電話加入権 0 0 1,022,112 0 1,022,112 33

商標権 992,895 0 0 0 992,895 34

敷金 0 0 59,826,388 0 59,826,388 35

差入保証金 31,559,551 0 0 0 31,559,551 36

投資有価証券 0 63,740,000 0 0 63,740,000 37

長期前払費用 16,767,020 5,429,050 0 0 22,196,070 38

その他固定資産合計 117,193,466 898,789,201 62,567,471 0 1,078,550,138 39

固定資産合計 1,965,814,953 898,789,201 372,185,622 0 3,236,789,776 40

資産合計 2,430,494,312 1,068,982,441 3,043,882,140 △ 1,367,363,975 5,175,994,918 41

Ⅱ　負債の部 42

 1. 流動負債 43

未払金 172,595,224 868,327 30,458,229 0 203,921,780 44

法人会計 722,034,044 645,329,931 0 △ 1,367,363,975 0 45

未払法人税等 0 2,107,700 0 0 2,107,700 46

未払消費税等 3,516,358 56,776 211,966 0 3,785,100 47

前受金 276,102,420 2,290,000 0 0 278,392,420 48

預り金 223,287 105,392,913 6,004,950 0 111,621,150 49

賞与引当金 0 0 33,346,298 0 33,346,298 50

流動負債合計 1,174,471,333 756,045,647 70,021,443 △ 1,367,363,975 633,174,448 51

 2. 固定負債 52

役員退任引当金 0 0 17,150,000 0 17,150,000 53

職員退職給付引当金 0 0 245,283,151 0 245,283,151 54

受入保証金 0 896,400 0 0 896,400 55

固定負債合計 0 896,400 262,433,151 0 263,329,551 56

負債合計 1,174,471,333 756,942,047 332,454,594 △ 1,367,363,975 896,503,999 57

Ⅲ　正味財産の部 58

 1. 指定正味財産 59

国庫補助金 26,951,504 0 0 0 26,951,504 60

指定正味財産合計 26,951,504 0 0 0 26,951,504 61

(うち特定資産への充当額) (26,951,504) (0) (0) (0) (26,951,504) 62

 2. 一般正味財産 1,229,071,475 312,040,394 2,711,427,546 0 4,252,539,415 63

(うち特定資産への充当額) (1,821,669,983) (0) (47,185,000) (0) (1,868,854,983) 64

正味財産合計 1,256,022,979 312,040,394 2,711,427,546 0 4,279,490,919 65

負債及び正味財産合計 2,430,494,312 1,068,982,441 3,043,882,140 △ 1,367,363,975 5,175,994,918 66

1

貸借対照表内訳表

令和８年３月31日現在

科　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計

3



(単位:円)

2 Ⅰ　一般正味財産増減の部
3  1. 経常増減の部
4 (1) 経常収益
5 特定資産運用益
6 特定資産受取利息 7,076,807 2,454,660 4,622,147
7 特定資産運用益計 7,076,807 2,454,660 4,622,147
8 受取会費
9 正会員受取会費 1,236,553,600 1,261,840,600 △ 25,287,000

10 賛助会員受取会費 12,080,500 13,286,000 △ 1,205,500
11 受取会費計 1,248,634,100 1,275,126,600 △ 26,492,500
12 事業収益
13 広告料収益 4,224,760 7,139,320 △ 2,914,560
14 研修会収益 5,305,000 7,168,000 △ 1,863,000
15 書籍等頒布収益 88,946,940 50,057,510 38,889,430
16 手数料収益 553,723,260 571,087,709 △ 17,364,449
17 受託事業収益 9,207,000 12,655,762 △ 3,448,762
18 共済部費収益 1,590,000 1,780,400 △ 190,400
19 事業収益計 662,996,960 649,888,701 13,108,259
20 受取補助金等
21 受取補助金 4,549,000 2,329,000 2,220,000
22 受取補助金等振替額 4,790,366 1,395,130 3,395,236
23 受取補助金等計 9,339,366 3,724,130 5,615,236
24 受取負担金
25 受取負担金 9,302,740 0 9,302,740
26 受取負担金計 9,302,740 0 9,302,740
27 受取寄付金
28 受取寄付金 2,685,657 0 2,685,657
29 受取寄付金振替額 0 59,343,030 △ 59,343,030
30 受取寄付金計 2,685,657 59,343,030 △ 56,657,373
31 雑収益
32 受取利息 3,224,397 1,000,615 2,223,782
33 受取賃貸料 10,756,800 10,756,800 0
34 会員章頒布収益 115,864 142,824 △ 26,960
35 雑収益 8,867,991 28,205,462 △ 19,337,471
36 雑収益計 22,965,052 40,105,701 △ 17,140,649
37 経常収益計 1,963,000,682 2,030,642,822 △ 67,642,140
38 (2) 経常費用
39 事業費
40 役員報酬 59,289,120 47,025,000 12,264,120
41 給料手当 246,097,934 244,717,585 1,380,349
42 臨時雇賃金 5,853,511 4,366,837 1,486,674
43 賞与引当金繰入額 31,312,342 29,411,174 1,901,168
44 役員退任費用 2,708,640 2,357,520 351,120
45 職員退職費用 17,760,656 19,603,831 △ 1,843,175
46 法定福利費 43,814,117 46,182,057 △ 2,367,940
47 福利厚生費 6,995,108 7,191,257 △ 196,149
48 表彰費 536,487 780,984 △ 244,497
49 会議費 7,565,341 12,470,568 △ 4,905,227
50 旅費交通費 79,957,327 100,554,040 △ 20,596,713
51 通信運搬費 59,668,139 86,889,401 △ 27,221,262
52 減価償却費 28,863,654 31,586,240 △ 2,722,586
53 消耗什器備品費 1,670,986 3,415,194 △ 1,744,208
54 消耗品費 8,220,667 3,076,209 5,144,458
55 図書新聞費 187,213 567,579 △ 380,366
56 保守料 33,996,290 28,413,236 5,583,054
57 印刷製本費 63,019,626 91,555,652 △ 28,536,026
58 光熱水料費 3,434,494 3,409,444 25,050
59 賃借料 79,084,468 75,592,862 3,491,606
60 広報費 62,811,832 31,247,277 31,564,555
61 交際費 822,749 1,987,754 △ 1,165,005
62 保険料 1,935,030 1,943,624 △ 8,594
63 諸謝金 9,197,925 13,267,949 △ 4,070,024
64 租税公課 33,619,682 37,967,958 △ 4,348,276
65 見舞金 640,000 1,040,000 △ 400,000
66 支払負担金 36,845,635 29,163,397 7,682,238
67 支払補助金 317,680 356,000 △ 38,320
68 委託費 257,885,710 224,011,595 33,874,115
69 支払手数料 130,900,263 127,597,249 3,303,014
70 貸倒引当金繰入額 2,145,500 1,878,650 266,850
71 雑費 5,230,940 3,080 5,227,860
72 事業費計 1,322,389,066 1,309,631,203 12,757,863

正味財産増減計算書
令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

科　　目 当年度 前年度 増減1
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管理費 2
役員報酬 12,920,880 11,295,000 1,625,880 3
給料手当 18,367,336 18,744,337 △ 377,001 4
臨時雇賃金 309,839 538,648 △ 228,809 5
賞与引当金繰入額 2,033,956 2,214,351 △ 180,395 6
役員退任費用 531,360 462,480 68,880 7
職員退職費用 833,837 1,802,091 △ 968,254 8
福利厚生費 414,964 426,600 △ 11,636 9
法定福利費 2,599,143 2,739,614 △ 140,471 10
表彰費 4,654,770 9,430,553 △ 4,775,783 11
会議費 13,106,812 15,048,202 △ 1,941,390 12
旅費交通費 96,488,841 63,692,304 32,796,537 13
通信運搬費 9,758,110 6,645,168 3,112,942 14
減価償却費 546,641 600,381 △ 53,740 15
消耗什器備品費 86,395 202,596 △ 116,201 16
消耗品費 63,360 115,080 △ 51,720 17
図書新聞費 4,011,003 1,380,164 2,630,839 18
保守費 1,439,913 1,872,507 △ 432,594 19
印刷製本費 4,263,160 5,353,120 △ 1,089,960 20
光熱水料費 203,741 202,255 1,486 21
賃借料 4,732,476 4,519,189 213,287 22
広報費 462,000 2,099,790 △ 1,637,790 23
交際費 4,375,952 1,645,633 2,730,319 24
修繕費 0 509,300 △ 509,300 25
保険料 1,481,866 6,619,078 △ 5,137,212 26
諸謝金 7,909,401 7,090,495 818,906 27
租税公課 1,934,679 2,189,573 △ 254,894 28
見舞金 1,360,000 1,890,000 △ 530,000 29
支払負担金 264,875,880 319,494,548 △ 54,618,668 30
支払補助金 400,000 400,000 0 31
委託費 8,159,487 3,284,631 4,874,856 32
支払手数料 1,718,202 1,523,109 195,093 33
貸倒引当金繰入額 2,145,500 1,817,650 327,850 34
雑費 12,618 3,668,689 △ 3,656,071 35

管理費計 472,202,122 499,517,136 △ 27,315,014 36
経常費用計 1,794,591,188 1,809,148,339 △ 14,557,151 37
評価損益等調整前当期経常増減額 168,409,494 221,494,483 △ 53,084,989 38
特定資産評価損益等 △ 6,410,300 △ 10,813,000 4,402,700 39
投資有価証券評価損益等 △ 3,667,650 △ 1,862,050 △ 1,805,600 40
評価損益等計 △ 10,077,950 △ 12,675,050 2,597,100 41
当期経常増減額 158,331,544 208,819,433 △ 50,487,889 42

 2. 経常外増減の部 43
(1) 経常外収益 44

その他の経常外収益 45
貸倒引当金戻入 2,790,430 1,592,800 1,197,630 46

その他の経常外収益計 2,790,430 1,592,800 1,197,630 47
経常外収益計 2,790,430 1,592,800 1,197,630 48

(2) 経常外費用 49
固定資産減損損失 50
固定資産除却損 0 1,708,626 △ 1,708,626 51

固定資産除却損計 0 1,708,626 △ 1,708,626 52
経常外費用計 0 1,708,626 △ 1,708,626 53
当期経常外増減額 2,790,430 △ 115,826 2,906,256 54
税引前当期一般正味財産増減額 161,121,974 208,703,607 △ 47,581,633 55
法人税、住民税及び事業税 2,107,700 2,342,600 △ 234,900 56
当期一般正味財産増減額 159,014,274 206,361,007 △ 47,346,733 57
一般正味財産期首残高 4,093,525,141 3,887,164,134 206,361,007 58
一般正味財産期末残高 4,252,539,415 4,093,525,141 159,014,274 59

Ⅱ　指定正味財産増減の部 60
受取補助金等 61
受取国庫補助金 11,440,000 21,697,000 △ 10,257,000 62

受取補助金等計 11,440,000 21,697,000 △ 10,257,000 63
受取寄付金 64
受取寄付金 0 5,653,011 △ 5,653,011 65

受取寄付金計 0 5,653,011 △ 5,653,011 66
一般正味財産への振替額 67
一般正味財産への振替額 4,790,366 60,738,160 △ 55,947,794 68
当期指定正味財産増減額 6,649,634 △ 33,388,149 40,037,783 69
指定正味財産期首残高 20,301,870 53,690,019 △ 33,388,149 70
指定正味財産期末残高 26,951,504 20,301,870 6,649,634 71

Ⅲ　正味財産期末残高 4,279,490,919 4,113,827,011 165,663,908 72

1科　　目 当年度 前年度 増減

5



正味財産増減
令和７年４月１日から

公益目的事業会計

2 Ⅰ　一般正味財産増減の部
3  1. 経常増減の部
4 (1) 経常収益
5 特定資産運用益
6 特定資産受取利息 6,328,882 0 0 0 0
7 特定資産運用益計 6,328,882 0 0 0 0
8 受取会費
9 正会員受取会費 491,581,685 0 0 0 0

10 賛助会員受取会費 12,080,500 0 0 0 0
11 受取会費計 503,662,185 0 0 0 0
12 事業収益
13 広告料収益 4,224,760 0 0 0 0
14 研修会収益 5,305,000 0 0 0 0
15 書籍等頒布収益 88,946,940 0 0 0 0
16 手数料収益 465,456,597 1,945,768 0 84,473,555 1,847,340
17 受託事業収益 9,207,000 0 0 0 0
18 共済部費収益 0 0 0 0 0
19 事業収益計 573,140,297 1,945,768 0 84,473,555 1,847,340
20 受取補助金等
21 受取補助金 4,549,000 0 0 0 0
22 受取補助金等振替額 4,790,366 0 0 0 0
23 受取補助金等計 9,339,366 0 0 0 0
24 受取負担金
25 受取負担金 9,302,740 0 0 0 0
26 受取負担金計 9,302,740 0 0 0 0
27 受取寄付金
28 受取寄付金 2,685,657 0 0 0 0
29 受取寄付金計 2,685,657 0 0 0 0
30 雑収益
31 受取利息 0 0 0 79,576 0
32 受取賃貸料 0 0 0 0 0
33 会員章頒布収益 0 0 0 0 0
34 雑収益 2,095,134 0 0 6,707,057 0
35 雑収益計 2,095,134 0 0 6,786,633 0
36 経常収益計 1,106,554,261 1,945,768 0 91,260,188 1,847,340
37 (2) 経常費用
38 事業費
39 役員報酬 59,076,360 0 0 141,840 0
40 給料手当 242,210,007 474,311 0 2,805,634 264,465
41 臨時雇賃金 3,704,253 0 0 2,149,258 0
42 賞与引当金繰入額 30,820,885 52,418 0 363,611 33,346
43 役員退任費用 2,698,920 0 0 6,480 0
44 職員退職費用 17,485,300 21,360 0 213,248 18,594
45 法定福利費 43,117,919 46,413 0 510,546 46,413
46 福利厚生費 6,883,957 7,410 0 81,511 7,410
47 表彰費 536,487 0 0 0 0
48 会議費 7,565,341 0 0 0 0
49 旅費交通費 79,950,660 200 0 4,701 166
50 通信運搬費 52,602,035 4,961 0 7,046,260 4,961
51 減価償却費 28,794,902 4,301 0 49,008 4,301
52 消耗什器備品費 1,647,844 1,543 0 16,970 1,543
53 消耗品費 8,203,953 1,114 0 12,258 1,114
54 図書新聞費 182,821 0 0 4,392 0
55 保守料 33,615,370 3,395 0 367,340 3,395
56 印刷製本費 60,856,049 4,858 0 2,144,145 4,858
57 光熱水料費 3,379,921 3,638 0 40,021 3,638
58 賃借料 77,828,625 83,723 0 920,951 83,723
59 広報費 62,811,832 0 0 0 0
60 交際費 822,749 0 0 0 0
61 保険料 26,580 0 0 1,908,450 0
62 諸謝金 9,197,925 0 0 0 0
63 租税公課 27,240,036 29,290 0 322,586 29,290
64 見舞金 0 0 0 0 0
65 支払負担金 36,845,635 0 0 0 0
66 支払補助金 0 0 0 0 0
67 委託費 256,401,307 7,550 0 1,454,203 7,550
68 支払手数料 112,414,015 9,458 0 16,847,388 1,610,486
69 貸倒引当金繰入額 2,145,500 0 0 0 0
70 雑費 5,230,500 0 0 440 0
71 事業費計 1,274,297,688 755,943 0 37,411,241 2,125,253

1 科　　目
収益事業等会計

公衆衛生の向上
事業

図書斡旋販売
事業

事務室賃貸事業
薬剤師賠償責任

保険等事業
被害救済制度
拠出金事業

6



計算書内訳表
令和８年３月３１日まで

(単位:円)

2
3
4
5

0 0 0 0 747,925 0 7,076,807 6
0 0 0 0 747,925 0 7,076,807 7

8
0 0 0 0 744,971,915 0 1,236,553,600 9
0 0 0 0 0 0 12,080,500 10
0 0 0 0 744,971,915 0 1,248,634,100 11

12
0 0 0 0 0 0 4,224,760 13
0 0 0 0 0 0 5,305,000 14
0 0 0 0 0 0 88,946,940 15
0 0 0 88,266,663 0 0 553,723,260 16
0 0 0 0 0 0 9,207,000 17
0 1,590,000 0 1,590,000 0 0 1,590,000 18
0 1,590,000 0 89,856,663 0 0 662,996,960 19

20
0 0 0 0 0 0 4,549,000 21
0 0 0 0 0 0 4,790,366 22
0 0 0 0 0 0 9,339,366 23

24
0 0 0 0 0 0 9,302,740 25
0 0 0 0 0 0 9,302,740 26

27
0 0 0 0 0 0 2,685,657 28
0 0 0 0 0 0 2,685,657 29

30
0 716,219 0 795,795 2,428,602 0 3,224,397 31

10,756,800 0 0 10,756,800 0 0 10,756,800 32
0 0 0 0 115,864 0 115,864 33
0 0 0 6,707,057 65,800 0 8,867,991 34

10,756,800 716,219 0 18,259,652 2,610,266 0 22,965,052 35
10,756,800 2,306,219 0 108,116,315 748,330,106 0 1,963,000,682 36

37
38

0 70,920 0 212,760 0 0 59,289,120 39
79,052 264,465 0 3,887,927 0 0 246,097,934 40

0 0 0 2,149,258 0 0 5,853,511 41
8,736 33,346 0 491,457 0 0 31,312,342 42

0 3,240 0 9,720 0 0 2,708,640 43
3,560 18,594 0 275,356 0 0 17,760,656 44

46,413 46,413 0 696,198 0 0 43,814,117 45
7,410 7,410 0 111,151 0 0 6,995,108 46

0 0 0 0 0 0 536,487 47
0 0 0 0 0 0 7,565,341 48

33 1,567 0 6,667 0 0 79,957,327 49
4,961 4,961 0 7,066,104 0 0 59,668,139 50
4,301 6,841 0 68,752 0 0 28,863,654 51
1,543 1,543 0 23,142 0 0 1,670,986 52
1,114 1,114 0 16,714 0 0 8,220,667 53

0 0 0 4,392 0 0 187,213 54
3,395 3,395 0 380,920 0 0 33,996,290 55
4,858 4,858 0 2,163,577 0 0 63,019,626 56
3,638 3,638 0 54,573 0 0 3,434,494 57

83,723 83,723 0 1,255,843 0 0 79,084,468 58
0 0 0 0 0 0 62,811,832 59
0 0 0 0 0 0 822,749 60
0 0 0 1,908,450 0 0 1,935,030 61
0 0 0 0 0 0 9,197,925 62

5,969,190 29,290 0 6,379,646 0 0 33,619,682 63
0 640,000 0 640,000 0 0 640,000 64
0 0 0 0 0 0 36,845,635 65
0 317,680 0 317,680 0 0 317,680 66

7,550 7,550 0 1,484,403 0 0 257,885,710 67
9,458 9,458 0 18,486,248 0 0 130,900,263 68

0 0 0 0 0 0 2,145,500 69
0 0 0 440 0 0 5,230,940 70

6,238,935 1,560,006 0 48,091,378 0 0 1,322,389,066 71

法人会計 内部取引消去 合計

収益事業等会計
1

土地賃貸事業
会員向け

福利厚生事業
共通 小計
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公益目的事業会計

2 管理費
3 役員報酬 0 0 0 0 0
4 給料手当 0 0 0 0 0
5 臨時雇賃金 0 0 0 0 0
6 賞与引当金繰入額 0 0 0 0 0
7 役員退任費用 0 0 0 0 0
8 職員退職費用 0 0 0 0 0
9 福利厚生費 0 0 0 0 0

10 法定福利費 0 0 0 0 0
11 表彰費 0 0 0 0 0
12 会議費 0 0 0 0 0
13 旅費交通費 0 0 0 0 0
14 通信運搬費 0 0 0 0 0
15 減価償却費 0 0 0 0 0
16 消耗什器備品費 0 0 0 0 0
17 消耗品費 0 0 0 0 0
18 図書新聞費 0 0 0 0 0
19 保守費 0 0 0 0 0
20 印刷製本費 0 0 0 0 0
21 光熱水料費 0 0 0 0 0
22 賃借料 0 0 0 0 0
23 広報費 0 0 0 0 0
24 交際費 0 0 0 0 0
25 保険料 0 0 0 0 0
26 諸謝金 0 0 0 0 0
27 租税公課 0 0 0 0 0
28 見舞金 0 0 0 0 0
29 支払負担金 0 0 0 0 0
30 支払補助金 0 0 0 0 0
31 委託費 0 0 0 0 0
32 支払手数料 0 0 0 0 0
33 貸倒引当金繰入額 0 0 0 0 0
34 雑費 0 0 0 0 0
35 管理費計 0 0 0 0 0
36 経常費用計 1,274,297,688 755,943 0 37,411,241 2,125,253
37 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 167,743,427 1,189,825 0 53,848,947 △ 277,913
38 特定資産評価損益等 △ 6,410,300 0 0 0 0
39 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0
40 評価損益等計 △ 6,410,300 0 0 0 0
41 当期経常増減額 △ 174,153,727 1,189,825 0 53,848,947 △ 277,913
42  2. 経常外増減の部
43 (1) 経常外収益
44 その他の経常外収益
45 貸倒引当金戻入 1,721,680 0 0 0 0
46 その他の経常外収益計 1,721,680 0 0 0 0
47 経常外収益計 1,721,680 0 0 0 0
48 (2) 経常外費用
49 経常外費用計 0 0 0 0 0
50 当期経常外増減額 1,721,680 0 0 0 0
51 他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 172,432,047 1,189,825 0 53,848,947 △ 277,913
52 他会計振替額 42,757,762 0 0 0 0
53 税引前当期一般正味財産増減額 △ 129,674,285 1,189,825 0 53,848,947 △ 277,913
54 法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0
55 当期一般正味財産増減額 △ 129,674,285 1,189,825 0 53,848,947 △ 277,913
56 一般正味財産期首残高 1,358,745,760 △ 32,971,882 15,319,337 530,222,625 △ 9,621,723
57 一般正味財産期末残高 1,229,071,475 △ 31,782,057 15,319,337 584,071,572 △ 9,899,636
58 Ⅱ　指定正味財産増減の部
59 受取補助金等
60 受取国庫補助金 11,440,000 0 0 0 0
61 受取補助金等計 11,440,000 0 0 0 0
62 一般正味財産への振替額
63 一般正味財産への振替額 4,790,366 0 0 0 0
64 当期指定正味財産増減額 6,649,634 0 0 0 0
65 指定正味財産期首残高 20,301,870 0 0 0 0
66 指定正味財産期末残高 26,951,504 0 0 0 0
67 Ⅲ　正味財産期末残高 1,256,022,979 △ 31,782,057 15,319,337 584,071,572 △ 9,899,636

1 科　　目
収益事業等会計

公衆衛生の向上
事業

図書斡旋販売
事業

事務室賃貸事業
薬剤師賠償責任

保険等事業
被害救済制度
拠出金事業
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(単位:円)

2
0 0 0 0 12,920,880 0 12,920,880 3
0 0 0 0 18,367,336 0 18,367,336 4
0 0 0 0 309,839 0 309,839 5
0 0 0 0 2,033,956 0 2,033,956 6
0 0 0 0 531,360 0 531,360 7
0 0 0 0 833,837 0 833,837 8
0 0 0 0 414,964 0 414,964 9
0 0 0 0 2,599,143 0 2,599,143 10
0 0 0 0 4,654,770 0 4,654,770 11
0 0 0 0 13,106,812 0 13,106,812 12
0 0 0 0 96,488,841 0 96,488,841 13
0 0 0 0 9,758,110 0 9,758,110 14
0 0 0 0 546,641 0 546,641 15
0 0 0 0 86,395 0 86,395 16
0 0 0 0 63,360 0 63,360 17
0 0 0 0 4,011,003 0 4,011,003 18
0 0 0 0 1,439,913 0 1,439,913 19
0 0 0 0 4,263,160 0 4,263,160 20
0 0 0 0 203,741 0 203,741 21
0 0 0 0 4,732,476 0 4,732,476 22
0 0 0 0 462,000 0 462,000 23
0 0 0 0 4,375,952 0 4,375,952 24
0 0 0 0 1,481,866 0 1,481,866 25
0 0 0 0 7,909,401 0 7,909,401 26
0 0 0 0 1,934,679 0 1,934,679 27
0 0 0 0 1,360,000 0 1,360,000 28
0 0 0 0 264,875,880 0 264,875,880 29
0 0 0 0 400,000 0 400,000 30
0 0 0 0 8,159,487 0 8,159,487 31
0 0 0 0 1,718,202 0 1,718,202 32
0 0 0 0 2,145,500 0 2,145,500 33
0 0 0 0 12,618 0 12,618 34
0 0 0 0 472,202,122 0 472,202,122 35

6,238,935 1,560,006 0 48,091,378 472,202,122 0 1,794,591,188 36
4,517,865 746,213 0 60,024,937 276,127,984 0 168,409,494 37

0 0 0 0 0 0 △ 6,410,300 38
0 △ 3,667,650 0 △ 3,667,650 0 0 △ 3,667,650 39
0 △ 3,667,650 0 △ 3,667,650 0 0 △ 10,077,950 40

4,517,865 △ 2,921,437 0 56,357,287 276,127,984 0 158,331,544 41
42
43
44

0 0 0 0 1,068,750 0 2,790,430 45
0 0 0 0 1,068,750 0 2,790,430 46
0 0 0 0 1,068,750 0 2,790,430 47

48
0 0 0 0 0 0 0 49
0 0 0 0 1,068,750 0 2,790,430 50

4,517,865 △ 2,921,437 0 56,357,287 277,196,734 0 161,121,974 51
0 0 △ 42,757,762 △ 42,757,762 0 0 0 52

4,517,865 △ 2,921,437 △ 42,757,762 13,599,525 277,196,734 0 161,121,974 53
0 0 2,107,700 2,107,700 0 0 2,107,700 54

4,517,865 △ 2,921,437 △ 44,865,462 11,491,825 277,196,734 0 159,014,274 55
52,792,564 98,289,312 △ 353,481,664 300,548,569 2,434,230,812 0 4,093,525,141 56
57,310,429 95,367,875 △ 398,347,126 312,040,394 2,711,427,546 0 4,252,539,415 57

58
59

0 0 0 0 0 0 11,440,000 60
0 0 0 0 0 0 11,440,000 61

62
0 0 0 0 0 0 4,790,366 63
0 0 0 0 0 0 6,649,634 64
0 0 0 0 0 0 20,301,870 65
0 0 0 0 0 0 26,951,504 66

57,310,429 95,367,875 △ 398,347,126 312,040,394 2,711,427,546 0 4,279,490,919 67

法人会計 内部取引消去 合計

収益事業等会計
1

土地賃貸事業
会員向け

福利厚生事業
共通 小計
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１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの･･････････････期末日の市場価格等に基づく時価評価（売却原価は移動平均法により算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　定）によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　先入先出法による原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産

　　　　建物附属設備及び什器備品････定率法によっております。

　　　　但し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法によっており、取得価額が10万

　　　　円以上20万円未満の有形固定資産については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法によって

　　　　おります。

　　②　無形固定資産

　　　　ソフトウェア及び商標権･･････定額法によっております。

　　　　但し、取得価額が10万円以上20万円未満の無形固定資産については、一括償却資産として３年間で均等

　　　　償却する方法によっております。

（４）引当金の計上基準

　　　貸倒引当金････････････････････未収会費及び日本薬剤師会雑誌の未収広告料の貸倒損失に備えるため、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　回収不能見込額を計上しております。

　　　賞与引当金････････････････････職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　る負担額を計上しております。

　　　役員退任引当金････････････････役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　給額を計上しております。

　　　職員退職給付引当金････････････職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上してお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります。退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しており

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

（５）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は税込方式によっております。

財務諸表に対する注記
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２．特定資産の増減額及びその残高

　　特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

３．特定資産の財源等の内訳

　　特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

４．担保に供している資産

　　該当する資産はありません。

合　　　計 2,110,777,000 109,735,459 62,272,821 2,158,239,638

科　　　目 当期末残高
(うち指定正味財
産からの充当額)

(うち一般正味財
産からの充当額)

(うち負債に対応
する額)

お薬手帳ビューワ開発検討事業資産 9,826,000 9,210,710 11,767,395 7,269,315

6年度地域診療情報連携推進事業資産 10,475,870 23,331,000 10,475,870 23,331,000

7年度地域診療情報連携推進事業資産 0 34,540,000 11,440,000 23,100,000

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

役員退任引当資産 13,910,000 3,240,000 0 17,150,000

職員退職給付引当資産 226,688,658 38,751,009 20,156,516 245,283,151

医薬分業事業等積立資産 1,801,331,472 653,170 7,063,470 1,794,921,172

財政準備積立資産 35,045,000 92 92 35,045,000

会館建設積立資産 8,500,000 0 0 8,500,000

災害対策積立資産 5,000,000 9,478 1,369,478 3,640,000

特定資産

役員退任引当資産 17,150,000 (0) (0) (17,150,000)

職員退職給付引当資産 245,283,151 (0) (0) (245,283,151)

医薬分業事業等積立資産 1,794,921,172 (0) (1,794,921,172) (0)

財政準備積立資産 35,045,000 (0) (35,045,000) (0)

会館建設積立資産 8,500,000 (0) (8,500,000) (0)

合　　　計 2,158,239,638 (26,951,504) (1,868,854,983) (262,433,151)

災害対策積立資産 3,640,000 (0) (3,640,000) (0)

お薬手帳ビューワ開発検討事業資産 7,269,315 (7,015,634) (253,681) (0)

6年度地域診療情報連携推進事業資産 23,331,000 (10,475,870) (12,855,130) (0)

7年度地域診療情報連携推進事業資産 23,100,000 (9,460,000) (13,640,000) (0)
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５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

令和７年度お薬手帳
ビューワe薬SCAN広報
事業費補助金

厚　生
労働省

0 3,524,000 3,524,000 0 ―

建物附属設備 22,805,592 18,632,413 4,173,179

科　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 34,661,369 26,950,406

有
形
固
定
資
産

無
形
固
定
資
産

合　　　計 58,352,461 45,885,364 12,467,097

7,710,963

構築物 885,500 302,545 582,955

6年度地域診療情報連携推進事業資産 23,331,000

令和６年度地域診療情
報連携推進費補助金

厚　生
労働省

10,475,870

0 23,331,000

2,105,399 992,895

0 2,810,366 7,015,634 指定正味財産

合　　　計 20,301,870 15,989,000 9,339,366 26,951,504

貸借対照表上
の記載区分

0 0 10,475,870 指定正味財産

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

0 ―

令和６年度お薬手帳
ビューワ開発検討事業
費補助金

厚　生
労働省

9,826,000

合　　　計 385,512,434 273,571,951

7年度地域診療情報連携推進事業資産 23,100,000 0 23,100,000

お薬手帳ビューワ開発検討事業資産 8,990,710 1,721,395 7,269,315

ソフトウェア 326,992,430 269,745,157 57,247,273

111,940,483

商標権 3,098,294

令和７年度薬剤師の資
質向上等に資する研修
事業費補助金

厚　生
労働省

0 1,025,000 1,025,000

令和７年度地域診療情
報連携推進費補助金

厚　生
労働省

0 11,440,000 1,980,000 9,460,000 指定正味財産
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７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

８．関連当事者との取引の内容

　　該当なし

９．重要な後発事象

　　該当なし

10．金融商品の状況

（１）金融商品に対する取組方針

　当法人は、公衆衛生の向上事業及び共済事業の財源の一部を金融商品の運用益によって賄うため、債券により

資産運用を行います。

（２）金融商品のリスク

（１）の債券は、発行体の信用リスクにさらされています。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

　　①　当法人規程に基づく取引

　金融商品の取引は、当法人の会計処理規程に基づき行います。

　　②　信用リスクの管理

　債券については、発行体の状況を把握します。

11. 賃貸等不動産の状況

　　賃貸等不動産の帳簿価額及び時価は次のとおりです。

(単位:円)

（注）時価は令和７年度固定資産税評価額を基に計算しています。

　　（時価＝固定資産税評価額÷0.7（小数点以下切り捨て））

土地

金　　額内　　　容

4,790,366

4,790,366

経常収益への振替額

補助金に係る費用計上による振替額

合　　　計

829,498,752 961,437,342

帳簿価額 時価

13



１．特定資産の明細

２．引当金の明細

(単位:円)

附属明細書

期末残高

245,283,151

17,150,000

6,592,0001,938,570

目的使用

当期減少額

4,291,000

当期増加額

2,790,430

その他

33,346,298賞与引当金 31,625,525 33,346,298 31,625,525 0

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、未収会費の回収等により生じた戻入額です。

226,688,658

13,910,000

職員退職給付引当金

役員退任引当金

0

0

18,594,493

3,240,000

0

0

期首残高

7,030,000

　　特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しております。

科　　　目

貸倒引当金
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（
単
位
:
円
）

金
　

　
　

　
額

（
流

動
資

産
）

現
金

現
金

手
許

有
高

2
5
6
,8

4
3

当
座

預
金

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
2
5
9
,2

4
6
,4

8
9

み
ず

ほ
銀

行
渋

谷
支

店
2
7
,2

0
8
,0

4
4

普
通

預
金

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
1
,0

8
5
,6

3
1
,5

5
1

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
(自

振
口

)
2
6
,7

9
9
,0

6
0

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
(共

済
部

)
1
4
,8

5
5
,8

5
6

三
菱

U
F
J銀

行
四

谷
支

店
9
9
,2

8
0

み
ず

ほ
銀

行
渋

谷
支

店
1
3
4
,2

7
5
,9

7
8

み
ず

ほ
銀

行
渋

谷
支

店
薬

剤
師

賠
償

責
任

保
険

代
理

店
管

理
口

座
と

し
て

5
8
,9

9
0

み
ず

ほ
銀

行
四

谷
支

店
1
0
0
,3

6
3
,9

9
1

三
井

住
友

銀
行

麹
町

支
店

運
転

資
金

と
し

て
4
3
2
,9

6
9

定
期

預
金

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
(共

済
部

)
2
5
,0

0
0
,0

0
0

振
替

貯
金

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

1
9
1
,6

4
4

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

（
賠

責
口

）
5
,9

2
9
,6

9
3

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

6
7
,2

9
8

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

（
災

害
等

支
援

金
口

）
5
,4

9
0

未
収

金
　

6
4
,5

2
1
,7

3
1

2
0
,4

2
1
,3

9
4

1
5
,7

7
8
,0

1
4

貸
倒

引
当

金
△

 3
,3

3
5
,5

0
0

△
 3

,2
5
6
,5

0
0

未
収

収
益

7
5
8
,4

6
3

1
5
4
,2

1
0

7
4
,6

6
8

公
益

目
的

保
有

財
産

の
運

用
益

で
あ

り
、

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

法
人

会
計

の
積

立
資

産
の

運
用

益
で

あ
り

、
法

人
会

計
の

事
業

に
供

し
て

い
る

共
済

事
業

で
保

有
す

る
財

産
の

運
用

益
で

あ
り

、
他

1
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

財
　

産
　

目
　

録
令
和
８
年
３
月
3
1
日
現
在

貸
借

対
照

表
科

目
場

所
・
物

量
等

使
用

目
的

等

共
済

部
費

管
理

口
座

と
し

て

運
転

資
金

と
し

て

薬
剤

師
年

金
保

険
残

余
財

産
管

理
口

座
と

し
て

運
転

資
金

と
し

て

運
転

資
金

と
し

て

運
転

資
金

と
し

て

共
済

部
費

管
理

口
座

と
し

て

運
転

資
金

と
し

て

運
転

資
金

と
し

て

薬
剤

師
賠

償
責

任
保

険
料

管
理

口
座

と
し

て

運
転

資
金

と
し

て

医
薬

分
業

事
業

等
積

立
資

産
・
投

資
有

価
証

券
利

息
他

G
M

O
ペ

イ
メ

ン
ト
サ

ー
ビ

ス
(株

)他

未
収

会
費

等
の

貸
倒

れ
に

備
え

た
も

の

薬
剤

師
賠

償
責

任
保

険
料

管
理

口
座

と
し

て

店
舗

休
業

補
償

保
険

料
等

管
理

口
座

と
し

て

義
援

金
等

管
理

口
座

と
し

て

賠
償

責
任

保
険

等
手

数
料

等
収

益
目

的
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

日
本

薬
剤

師
会

会
費

未
収

分
等

法
人

会
計

に
供

し
て

い
る

未
収

会
費

の
貸

倒
引

当
金

と
し

て
公

益
目

的
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

未
収

会
費

の
貸

倒
引

当
金

と
し

て
法

人
会

計
に

供
し

て
い

る

薬
剤

師
資

格
証

（
H

P
K

I）
カ

ー
ド

手
数

料
等

公
益

目
的

事
業

の
用

に
供

し
て

い
る
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金
　

　
　

　
額

貸
借

対
照

表
科

目
場

所
・
物

量
等

使
用

目
的

等

棚
卸

資
産

1
0
9
,4

7
1
,2

9
6

日
本

薬
剤

師
会

バ
ッ

ジ
等

法
人

会
計

に
供

す
る

資
産

2
,1

3
4
,6

5
4

前
払

金
1
1
,0

7
2
,7

9
5

1
,6

1
1
,5

0
8

1
4
,2

3
5
,0

8
0

立
替

金
4
6
5
,7

6
8

前
払

費
用

2
2
,9

4
4
,0

8
5

1
,7

3
0
,3

0
0

流
動

資
産

合
計

1
,9

3
9
,2

0
5
,1

4
2

（
固

定
資

産
）

(1
)特

定
資

産

役
員

退
任

引
当

資
産

普
通

預
金

7
,2

4
0
,0

0
0

定
期

預
金

9
,9

1
0
,0

0
0

職
員

退
職

給
付

引
当

資
産

普
通

預
金

4
9
,5

3
3
,9

6
5

定
期

預
金

5
7
,1

1
2
,0

5
2

定
期

預
金

三
井

住
友

銀
行

麹
町

支
店

職
員

退
職

金
支

給
に

備
え

た
も

の
1
3
8
,6

3
7
,1

3
4

医
薬

分
業

事
業

等
　

　
　

　
　

　
積

立
資

産
普

通
預

金
3
8
,9

9
9
,1

7
2

定
期

預
金

1
,4

0
0
,0

0
0
,0

0
0

定
期

預
金

大
和

ﾈ
ｸ
ｽ
ﾄ銀

行
ﾍ

ﾞﾝ
ﾃ

ﾝ
支

店
5
0
,0

0
0
,0

0
0

9
9
,3

0
7
,6

0
0

8
9
,2

0
7
,0

0
0

9
9
,5

4
7
,0

0
0

 
第

3
6
8
回

利
付

国
債

1
7
,8

6
0
,4

0
0

財
政

準
備

積
立

資
産

普
通

預
金

4
5
,0

0
0

定
期

預
金

3
5
,0

0
0
,0

0
0

事
務

所
賃

料
他

法
人

会
計

に
供

す
る

法
人

会
計

に
供

す
る

研
修

プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム
構

築
費

用
等

公
益

目
的

事
業

の
用

に
供

す
る

薬
剤

師
賠

償
責

任
保

険
等

シ
ス

テ
ム

構
築

に
か

か
る

費
用

等
収

3
事

業
の

用
に

供
す

る

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

運
用

益
を

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

運
用

益
を

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

運
用

益
を

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

運
用

益
を

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

運
用

益
を

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

役
員

退
任

慰
労

金
支

給
に

備
え

た
も

の

職
員

退
職

金
支

給
に

備
え

た
も

の

職
員

退
職

金
支

給
に

備
え

た
も

の

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

運
用

益
を

公
衆

衛
生

の
向

上
事

業
の

財
源

と
し

て
使

用
し

て
い

る

国
際

薬
剤

師
･薬

学
連

合
（
F
IP

）
会

費
他

公
益

目
的

事
業

の
用

に
供

す
る

会
員

向
け

傷
害

総
合

保
険

料
等

収
３

事
業

に
供

す
る

薬
剤

師
資

格
証

（
H

P
K

I）
カ

ー
ド

等
公

益
目

的
事

業
に

供
す

る
資

産

法
人

会
計

の
積

立
資

産
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
預

金

法
人

会
計

の
積

立
資

産
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
預

金

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
公

益
目

的
保

有
財

産
で

あ
り

、
運

用
益

を
公

衆
衛

生
の

向
上

事
業

の
財

源
と

し
て

使
用

し
て

い
る

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店
役

員
退

任
慰

労
金

支
給

に
備

え
た

も
の

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

東
京

都
公

募
公

債
第

7
6
2
回

東
京

都
公

募
公

債
第

8
3
0
回

 
第

1
2
0
回

利
付

国
債

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

薬
剤

師
資

格
証

（
H

P
K

I）
カ

ー
ド

他

安
田

不
動

産
（
株

）
他

連
盟

出
向

職
員

社
会

保
険

料
他

薬
剤

師
の

資
質

向
上

に
向

け
た

研
修

に
係

る
調

査
・
検

討
事

業
(I
C

T
を

活
用

し
た

業
務

等
に

係
る

薬
剤

師
の

資
質

向
上

)　
eﾗ

ｰ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞ研

修
ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾌ

ｫ
ｰ

ﾑ
構

築
他
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金
　

　
　

　
額

貸
借

対
照

表
科

目
場

所
・
物

量
等

使
用

目
的

等

会
館

建
設

積
立

資
産

定
期

預
金

8
,5

0
0
,0

0
0

災
害

対
策

積
立

資
産

普
通

預
金

3
,6

4
0
,0

0
0

令
和

6
年

度
地

域
診

療
情

報
連

携
推

進
事

業
資

産
1
0
,4

7
5
,8

7
0

1
2
,8

5
5
,1

3
0

令
和

7
年

度
地

域
診

療
情

報
連

携
推

進
事

業
資

産
9
,4

6
0
,0

0
0

1
3
,6

4
0
,0

0
0

お
薬

手
帳

ビ
ュ

ー
ワ

開
発

検
討

事
業

資
産

7
,0

1
5
,6

3
4

2
5
3
,6

8
1

(2
)そ

の
他

 固
定

資
産

建
物

附
属

設
備

H
P
K

I認
証

局
事

務
室

ﾊ
ﾟｰ

ﾃ
ｨｼ

ｮﾝ
他

2

電
話

設
備

他
1
,2

4
7
,5

4
3

会
長

室
レ

イ
ア

ウ
ト
工

事
カ

ー
ペ

ッ
ト
交

換
2
,9

2
5
,6

3
4

構
築

物
全

国
樺

太
連

盟
モ

ニ
ュ

メ
ン

ト
（
東

京
都

港
区

麻
布

台
3
丁

目
1
2
番

1
）

5
8
2
,9

5
5

什
器

備
品

「
ふ

ぁ
る

み
ん

」
エ

ア
ー

着
ぐ

る
み

他
8
7
1
,1

6
5 5

1
,5

0
1
,5

0
0

W
in

d
o
w
sｻ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
他

5
,3

3
8
,2

9
3

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

5
6
,5

1
6
,2

3
1

日
薬

H
P
会

員
ID

の
照

合
機

能
7
3
1
,0

4
2

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
厚

生
労

働
省

よ
り

支
給

さ
れ

た
補

助
金

に
て

構
築

し
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
事

業
完

了
ま

で
管

理
し

て
い

る
資

産

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
厚

生
労

働
省

よ
り

支
給

さ
れ

た
補

助
金

に
て

構
築

し
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
事

業
完

了
ま

で
管

理
し

て
い

る
資

産

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

三
菱

U
F
J銀

行
渋

谷
支

店

指
定

正
味

財
産

　
薬

剤
師

資
格

証
（
H

P
K

I）
申

請
審

査
シ

ス
テ

ム
改

修
他

共
用

財
産

で
あ

り
、

う
ち

8
3
.3

％
は

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
公

1
事

業
の

用
に

供
し

、
0
.3

％
は

収
益

事
業

等
の

用
に

供
し

、
1
6
.4

％
は

管
理

運
営

の
用

に
供

し
て

い
る

法
人

会
計

の
積

立
資

産
で

あ
り

、
資

産
取

得
資

金
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
預

金

法
人

会
計

の
積

立
資

産
で

あ
り

、
災

害
見

舞
金

の
資

金
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
預

金

記
者

会
見

用
ﾊ

ﾞｯ
ｸ
ﾊ

ﾟﾈ
ﾙ

他

会
長

室
事

務
応

接
セ

ッ
ト

一
般

正
味

財
産

　
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

利
用

申
請

シ
ス

テ
ム

一
般

正
味

財
産

　
お

薬
手

帳
ビ

ュ
ー

ワ
e薬

S
C

A
N

ア
プ

リ
開

発
費

他

一
般

正
味

財
産

　
薬

剤
師

資
格

証
（
H

P
K

I）
申

請
審

査
シ

ス
テ

ム
改

修
他

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
上

記
資

産
の

う
ち

本
会

負
担

に
て

管
理

し
て

い
る

資
産

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
上

記
資

産
の

う
ち

本
会

負
担

に
て

管
理

し
て

い
る

資
産

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
上

記
資

産
の

う
ち

本
会

負
担

に
て

管
理

し
て

い
る

資
産

指
定

正
味

財
産

　
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

利
用

申
請

シ
ス

テ
ム

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
厚

生
労

働
省

よ
り

支
給

さ
れ

る
補

助
金

に
て

構
築

し
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

等
を

事
業

完
了

ま
で

管
理

し
て

い
る

資
産

薬
剤

師
資

格
証

（
H

P
K

I）
申

請
審

査
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
他

指
定

正
味

財
産

　
お

薬
手

帳
ビ

ュ
ー

ワ
e薬

S
C

A
N

ア
プ

リ
開

発
費

他

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

公
1
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

共
用

財
産

で
あ

り
、

う
ち

9
2
.9

％
は

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
公

1
事

業
の

用
に

供
し

、
1
.5

％
は

収
益

事
業

等
の

用
に

供
し

、
5
.6

％
は

管
理

運
営

の
用

に
供

し
て

い
る

管
理

業
務

用
財

産
で

あ
り

、
左

記
住

所
の

土
地

の
旧

所
有

者
で

あ
っ

た
同

連
盟

か
ら

設
置

を
要

望
さ

れ
た

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

公
1
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

管
理

業
務

用
財

産
で

あ
り

、
管

理
運

営
の

用
に

供
し

て
い

る

共
用

財
産

で
あ

り
、

う
ち

8
3
.3

％
は

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
公

1
事

業
の

用
に

供
し

、
0
.3

％
は

収
益

事
業

等
の

用
に

供
し

、
1
6
.4

％
は

管
理

運
営

の
用

に
供

し
て

い
る

共
用

財
産

で
あ

り
、

う
ち

9
2
.9

％
は

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
公

1
事

業
の

用
に

供
し

、
1
.5

％
は

収
益

事
業

等
の

用
に

供
し

、
5
.6

％
は

管
理

運
営

の
用

に
供

し
て

い
る

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

公
1
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

共
用

財
産

で
あ

り
、

う
ち

9
2
.9

％
は

公
益

目
的

保
有

財
産

と
し

て
公

1
事

業
の

用
に

供
し

、
1
.5

％
は

収
益

事
業

等
の

用
に

供
し

、
5
.6

％
は

管
理

運
営

の
用

に
供

し
て

い
る

17



金
　

　
　

　
額

貸
借

対
照

表
科

目
場

所
・
物

量
等

使
用

目
的

等

土
地

東
京

都
港

区
麻

布
台

3
丁

目
1
2
番

1
　

2
9
7
.0

7
㎡

8
2
9
,4

9
8
,7

5
2

電
話

加
入

権
1
,0

2
2
,1

1
2

商
標

権
「
ふ

ぁ
る

み
ん

」
商

標
登

録
他

9
9
2
,8

9
5

敷
金

5
9
,8

2
6
,3

8
8

差
入

保
証

金
3
1
,5

5
9
,5

5
1

投
資

有
価

証
券

第
3
7
6
回

利
付

国
債

4
5
,0

2
1
,1

0
0

第
3
7
9
回

利
付

国
債

1
8
,7

1
8
,9

0
0

長
期

前
払

費
用

1
6
,7

6
7
,0

2
0

5
,4

2
9
,0

5
0

固
定

資
産

合
計

3
,2

3
6
,7

8
9
,7

7
6

資
産

合
計

5
,1

7
5
,9

9
4
,9

1
8

法
務

局
へ

の
供

託
金

事
務

室
賃

借
に

係
る

敷
金

薬
剤

師
年

金
資

産
分

配
金

の
支

払
不

能
分

会
員

(共
済

部
員

)向
け

福
利

厚
生

事
業

で
保

有
す

る
有

価
証

券

会
員

(共
済

部
員

)向
け

福
利

厚
生

事
業

で
保

有
す

る
有

価
証

券

電
子

お
薬

手
帳

相
互

閲
覧

サ
ー

ビ
ス

他
公

益
目

的
保

有
財

産
で

あ
り

、
公

1
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

会
員

向
け

賠
責

保
険

等
決

済
シ

ス
テ

ム
構

築
収

3
事

業
の

用
に

供
す

る
財

産

公
益

目
的

保
有

財
産

で
あ

り
、

公
1
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

一
時

使
用

駐
車

場
用

地
賃

貸
事

業
で

保
有

す
る

土
地

で
あ

り
、

収
5
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

固
定

電
話

を
利

用
す

る
た

め
の

電
話

加
入

権

18



金
　

　
　

　
額

貸
借

対
照

表
科

目
場

所
・
物

量
等

使
用

目
的

等

（
流

動
負

債
）

未
払

金
1
7
2
,5

9
5
,2

2
4

8
6
8
,3

2
7

3
0
,4

5
8
,2

2
9

未
払

法
人

税
等

2
,1

0
7
,7

0
0

未
払

消
費

税
等

3
,5

1
6
,3

5
8

収
益

事
業

等
の

用
に

供
す

る
も

の
5
6
,7

7
6

法
人

会
計

の
用

に
供

す
る

も
の

2
1
1
,9

6
6

前
受

金
2
7
6
,1

0
2
,4

2
0

共
済

部
費

等
収

益
事

業
等

の
用

に
供

す
る

も
の

2
,2

9
0
,0

0
0

預
り

金
2
2
3
,2

8
7

収
益

事
業

等
の

用
に

供
す

る
も

の
1
0
5
,3

9
2
,9

1
3

管
理

業
務

の
用

に
供

す
る

も
の

6
,0

0
4
,9

5
0

賞
与

引
当

金
3
3
,3

4
6
,2

9
8

流
動

負
債

合
計

6
3
3
,1

7
4
,4

4
8

（
固

定
負

債
）

役
員

退
任

引
当

金
1
7
,1

5
0
,0

0
0

職
員

退
職

給
付

引
当

金
2
4
5
,2

8
3
,1

5
1

受
入

保
証

金
8
9
6
,4

0
0

固
定

負
債

合
計

2
6
3
,3

2
9
,5

5
1

負
債

合
計

8
9
6
,5

0
3
,9

9
9

正
味

財
産

4
,2

7
9
,4

9
0
,9

1
9

収
益

事
業

の
用

に
供

す
る

も
の

人
材

派
遣

料
等

収
３

事
業

に
供

す
る

金
額

総
会

会
場

費
等

法
人

会
計

に
供

す
る

も
の

一
時

使
用

駐
車

場
用

地
の

賃
貸

に
係

る
敷

金

消
費

税
等

　
確

定
申

告
納

付
税

額

薬
剤

師
資

格
証

(H
P
K

I)
セ

カ
ン

ド
電

子
証

明
書

・
ID

管
理

手
数

料
他 薬

剤
師

賠
償

責
任

保
険

  
保

険
料

他

令
和

8
年

度
夏

季
賞

与
（
令

和
7
年

度
下

半
期

帰
属

）
の

支
払

に
備

え
る

も
の

役
員

の
退

任
慰

労
金

の
支

払
に

備
え

る
も

の

一
時

使
用

駐
車

場
用

地
賃

貸
事

業
で

保
有

す
る

土
地

に
係

る
敷

金
で

あ
り

、
収

5
事

業
の

用
に

供
し

て
い

る

職
員

の
退

職
金

の
支

払
に

備
え

る
も

の

マ
イ

ナ
利

用
申

請
に

か
か

る
審

査
シ

ス
テ

ム
初

期
構

築
等

公
益

目
的

事
業

会
計

に
供

す
る

管
理

業
務

の
用

に
供

す
る

も
の

法
人

税
等

　
確

定
申

告
納

付
税

額

（
財

）
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発
セ

ン
タ

ー
他

公
益

目
的

事
業

の
用

に
供

す
る

も
の

公
益

目
的

事
業

の
用

に
供

す
る

も
の

公
益

目
的

事
業

の
用

に
供

す
る

も
の

管
理

業
務

の
用

に
供

す
る

も
の

管
理

業
務

の
用

に
供

す
る

も
の
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以上のとおり報告いたします。 

 

令和８年５月１９日 

 

会  長 岩 月   進      理 事  小 林 百 代 

副 会 長 森   昌 平        〃   井 深 宏 和 

〃   渡 邊 大 記       〃   亀 山 貴 康 

〃   原 口   亨        〃   舟 越 亮 寛 

〃   荻 野 構 一       〃   池 田 里江子 

〃   川 上 純 一       〃   小 黒 佳代子 

専務理事 上 野 清 美        〃   山 浦 克 典 

常務理事 豊 見   敦       〃   小笠原 俊 拓 

〃     富 永 孝 治       〃   山 下 由 記 

〃   橋 場   元       〃   日 髙 玲 於 

〃   長 津 雅 則        

〃   山 田 卓 郎         

〃   堀 越 博 一        

〃   川 名 三知代 

  〃   村 杉 紀 明 

〃   山 田 武 志 

〃   田 中 千 尋 

〃   白 滝 貴 子 
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第１０８回定時総会 議案第２号 

 

 

理事 30 名選任の件 

（外部理事１名の選任を含む） 

 

第１０８回定時総会終結時から、令和１０年６月に開催を予定する定時

総会終結時までを任期とする、公益社団法人日本薬剤師会理事について、

第１０７回臨時総会の決議により推薦のあった会長候補者が提出する理事

候補者名簿により選任願いたい。 

 

 

 



[50音順・略歴は別紙] 2026/5/19時点
日薬理事 № 氏名 ふりがな 所属 性別

新 1 飯島 裕也 いいじま ひろや ⻑ 野 男
現職 2 池田 里江子 いけだ りえこ 埼 玉 女
新 3 犬伏 洋夫 いぬぶせ ひろお 東 京 男
現職 4 井深 宏和 いぶか ひろかず 岐 阜 男
現職 5 岩月 進 いわつき すすむ 愛 知 男 会⻑予定者
現職 6 上野 清美 うえの きよみ 東 京 女
現職 7 荻野 構一 おぎの こういち 新 潟 男 副会⻑予定者
現職 8 ⼩⿊ 佳代⼦ おぐろ かよこ 群 馬 女
現職 9 川上 純一 かわかみ じゅんいち 静 岡 男 副会⻑予定者
現職 10 川名 三知代 かわな みちよ 東 京 女
新 11 川邉 祐子 かわべ ゆうこ 愛 知 女
現職 12 小林 百代 こばやし ももよ 東 京 女
現職 13 白滝 貴子 しらたき たかこ ⻘ 森 女
新 14 杉浦 丈仁 すぎうら たけひと 大 阪 男
現職 15 田中 千尋 たなか ちひろ 兵 庫 男
現職 16 富永 孝治 とみなが こうじ 熊 本 男
現職 17 豊見 敦 とよみ あつし 広 島 男 副会⻑予定者
新 18 内藤 隆文 ないとう たかふみ ⻑ 野 男 外部理事
現職 19 橋場 元 はしば はじめ 富 山 男
現職 20 原口 亨 はらぐち とおる 福 岡 男 副会⻑予定者
現職 21 日髙 玲於 ひだか れお 東 京 男
新 22 福森 一真 ふくもり かずま 宮 崎 男
現職 23 舟越 亮寛 ふなこし りょうかん 千 葉 男
現職 24 堀越 博一 ほりこし ひろかづ 大 阪 男
現職 25 村杉 紀明 むらすぎ のりあき 滋 賀 男
現職 26 山浦 克典 やまうら かつのり 東 京 男
現職 27 山下 由記 やました ゆき 愛 媛 女
現職 28 山田 卓郎 やまだ たくろう 宮 城 男
現職 29 山田 武志 やまだ たけし 北海道 男
現職 30 渡邊 大記 わたなべ だいき 京 都 男 副会⻑予定者

理事候補者名簿



  

- 1 -

                                2026/5/19 時点 
公益社団法人日本薬剤師会理事候補者略歴 

      (五十音順)     
【理事候補者】(３０名) 
 
 

１．飯 島 裕 也 （いいじま ひろや）［長野］ 46 才 
   平成１８年 ３月    東北薬科大学卒業 

平成１８年 ４月    （有）飯島 
平成２９年 ４月～現在 （有）飯島 代表取締役社長 
＜薬剤師会役員歴＞ 
令和 ３年 ４月    上田薬剤師会理事 
令和 ５年 ４月～現在 上田薬剤師会常務理事  

 
２．池 田 里江子 (いけだ りえこ) ［埼玉］ 62 才 
   昭和６２年 ３月    明治薬科大学薬学部卒業 

平成 １年 ３月    明治薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了 
平成 １年 ４月      大鵬薬品(株)開発部 
平成１３年 ４月～現在 (有)ふれあい薬局開局（現 ＢＦＣ(株)） 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成１７年 ４月    飯能地区薬剤師会理事 
平成２０年 ４月    埼玉県薬剤師会理事 
平成２７年 ６月    埼玉県薬剤師会常務理事 
令和 ３年 ６月～現在 飯能地区薬剤師会副会長 

    令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 
令和 ７年 ６月～現在 埼玉県薬剤師会副会長 

 
３．犬 伏 洋 夫 （いぬぶせ ひろお）［東京］ 49 才 

平成１１年 ９月    日本大学薬学部卒業 
平成１２年 ５月    合名会社水野 
平成１４年１２月    （有）越前堀ドラッグストアー 
平成２４年 ９月～現在 同社代表取締役 

   ＜薬剤師会役員歴＞ 
平成１５年 ６月    京橋薬剤師会理事 
令和 元年 ６月    東京都薬剤師会理事 
令和 ３年 ６月    京橋薬剤師会会長 
令和 ５年 ６月～現在 東京都薬剤師会常務理事 

 
４．井 深 宏 和 （いぶか ひろかず）［岐阜］ 56 才 

    平成 ５年 ３月    名城大学薬学部卒業 
平成 ５年 ４月    田辺製薬(株) 
平成１２年１１月～現在 (有)調剤薬局カトレア 

    ＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２５年 ４月    岐阜県薬剤師会理事 
平成３０年 ６月～現在 岐阜県薬剤師会常務理事 
令和 ４年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 

 
５．岩 月   進 （いわつき すすむ）[愛知]  70 才 

    昭和５３年 ３月    名城大学薬学部卒業 
    昭和５３年 ４月    塩野義製薬(株) 
    昭和５５年 ８月    (株)佐藤薬局 

昭和５６年 ４月    ヨシケン岩月薬局開設 
    平成１１年 ６月～現在 (有)ファーマケアに法人化 
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＜薬剤師会役員歴＞ 
     平成１１年 ４月    愛知県薬剤師会理事 

平成１６年 ４月    日本薬剤師会常務理事 
平成２３年 ４月    愛知県薬剤師会副会長 
平成２９年 ６月     愛知県薬剤師会会長 
令和 ２年 ６月    日本薬剤師会常務理事 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会会長 

 
６．上 野 清 美 （うえの きよみ）［東京］ 59 才 

平成 元年 ３月    東北大学薬学部薬学科卒業 
平成 ３年 ３月    東北大学大学院薬学研究科博士前期課程修了 
平成２６年 ７月    厚生労働省 医薬局安全対策課 安全使用推進室長 
平成２９年 ９月   （独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）安全第一部長 
令和 ３年 １月   （独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）信頼性保証部長 
令和 ４年 ６月    国立医薬品食品衛生研究所 企画調整主幹 
令和 ６年 ６月    厚生労働省 退職  
＜薬剤師会役員歴＞  
令和 ６年１０月    入職 
令和 ７年 ３月～現在 日本薬剤師会専務理事 

 
７．荻 野 構 一  (おぎの こういち) ［新潟］ 70 才 

昭和５７年 ７月     東京薬科大学卒業 
昭和５７年 ８月     デンカ製薬(株)研究開発部 
平成 ２年１２月     越路商事(株)（薬局開設） 
平成 ９年 ６月～現在 同社代表取締役 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成１６年 ４月     新潟県薬剤師会理事 
平成１７年 ４月     新潟県薬剤師会常務理事 
平成２１年 ４月     新潟県薬剤師会専務理事 
平成２６年 ６月    日本薬剤師会理事 
平成２７年 ６月    新潟県薬剤師会副会長 
平成３０年 ６月    日本薬剤師会常務理事 
令和 ３年 ６月～現在 新潟県薬剤師会会長 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会副会長 

 
８．小 黒 佳代子 （おぐろ かよこ）［群馬］ 60 才 

昭和６３年 ３月    昭和薬科大学薬学部卒業 
昭和６３年 ４月    順天堂大学医学部付属順天堂医院入職 
平成１４年 ２月    (株)タカラメディカ 
平成１７年１０月    イムノエイト(株) 
平成２０年 ８月～現在 (株)ファーマ・プラス専務取締役就任 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成３０年 ６月～現在 群馬県薬剤師会常務理事 
令和 ２年 ６月～現在 高崎市薬剤師会理事 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 

 
９． 川 上 純 一 (かわかみ じゅんいち) ［静岡］ 58 才 

       平成 ２年 ３月    東京大学薬学部卒業 
    平成 ７年 ３月    東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了 
    平成 ７年 ４月    東京大学医学部附属病院薬剤部助手 
    平成１０年 ７月    ライデン大学（オランダ）客員研究員 
    平成１２年 ４月    富山大学附属病院薬剤部助教授・副薬剤部長 
    平成１８年 ４月～現在 浜松医科大学医学部附属病院薬剤部教授・薬剤部長 
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    ＜薬剤師会役員歴＞ 
    平成２２年 ４月    日本病院薬剤師会理事、静岡県病院薬剤師会会長 
    平成２４年 ７月    日本病院薬剤師会常務理事・医療政策部長 

平成２６年 ６月     日本薬剤師会常務理事 
平成２８年 ６月～現在 日本病院薬剤師会副会長 
平成３０年 ６月～現在 日本薬剤師会副会長 

 
10．川 名 三知代 （かわな みちよ） [東京]  59 才 
   平成 １年 ３月    東京大学薬学部卒業 
   平成 １年 ４月    三菱化成工業(株)(現 三菱ケミカル(株)) 
   平成１９年 ４月    (株)セイジョー（現 (株)ココカラファイン） 
      平成２４年１１月    セイジョー薬局砧店管理薬剤師 
   平成２５年１２月    ココカラファイン薬局砧店管理薬剤師 

令和 ７年 ４月～現在 帝京大学薬学部社会薬学研究室 准教授 
＜薬剤師会役員歴＞ 

      令和 ２年 ６月    日本薬剤師会理事 
   令和 ４年 ６月～現在 玉川砧薬剤師会理事 

令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
 
11．川 邉 祐 子 （かわべ ゆうこ）［愛知］61 才 
   昭和６２年 ３月    名城大学薬学部卒業 
   昭和６２年 ４月    荒川長太郎合名会社 
   平成 ２年 ８月    合名会社杁中薬局勤務 
   平成 ９年 ８月    （株）浅井薬局 メディカル調剤薬局勤務 

    平成１２年 ７月    （株）ダウザー 春岡調剤薬局勤務 
    平成２０年 ７月～現在 （株）伊藤薬局 いとう薬局南店勤務 
    ＜薬剤師会役員歴＞ 
    平成１５年 ５月    愛知県女性薬剤師会理事 
    平成２０年 ５月    愛知県女性薬剤師会副会長 
    令和 ２年 ５月～現在 愛知県女性薬剤師会会長 
    平成２５年 ７月    愛知県薬剤師会理事 
    平成２７年 ６月    愛知県薬剤師会常務理事 
    令和 ３年 ６月    愛知県薬剤師会副会長 
    令和 ７年 ６月～現在 愛知県薬剤師会会長 
  

12．小 林 百 代 (こばやし ももよ) ［東京］ 57 才 
平成 ３年 ３月    星薬科大学卒業 
平成 ３年 ４月    持田製薬(株) 

    平成１８年 ４月～現在 さかうえ薬局開設 
    ＜薬剤師会役員歴＞ 

令和 ３年 ６月    東京都薬剤師会理事 
令和 ４年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 
令和 ７年 ６月～現在 東京都薬剤師会常務理事 
 

13．白 滝 貴 子 （しらたき たかこ）［青森］ 60 才  
昭和６３年 ３月    東北薬科大学卒業  
昭和６３年１０月    (有)城西メディカルサービス 城西調剤薬局 
平成１１年 ５月～現在 (有)傍島メディカルサービス ＡＢＣ薬局開設 
＜薬剤師会役員歴＞  
平成２０年 ６月    青森県薬剤師会理事  
平成２６年 ６月    青森県薬剤師会常務理事  
平成３０年 ６月    青森県薬剤師会副会長  
令和 ４年 ６月～現在 青森県薬剤師会会長 
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令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
 
14．杉 浦 丈 仁 （すぎうら たけひと）［大阪］ 44 才 

平成１６年 ３月    名城大学薬学部卒業 
平成１７年 ５月    （株）ジップドラッグ 
平成１９年 ７月    日本調剤（株） 
平成２１年１０月～現在 森薬局 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２４年 ５月    浪速区薬剤師会理事 
令和 ４年 ５月～現在 浪速区薬剤師会副会長 
令和 ４年 ６月～現在 大阪府薬剤師会理事 

 
15．田 中 千 尋 （たなか ちひろ） [兵庫]  51 才 
   平成１１年 ３月     大阪薬科大学卒業 

平成１１年 ４月     小野薬品工業(株) 
平成１３年 ８月    (株)フタバ薬局勤務 
平成１４年 ７月～現在  たけのこ薬局開設 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２６年 ６月    兵庫県薬剤師会理事 
平成３０年 ６月～現在 兵庫県薬剤師会常務理事 

   令和 ４年 ６月    日本薬剤師会理事 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 

 
16．富 永 孝 治 (とみなが こうじ)［熊本］ 70 才 
   昭和５５年 ３月        神戸学院大学薬学部卒業 

昭和５５年 ５月    医療法人敬愛会城山病院勤務 
平成 ２年 ３月    武蔵野台薬局勤務 
平成 ７年 ５月    Ｋパーク薬局開設 
平成１５年 １月～現在 (有)とみなが とみなが薬局開設 代表取締役 

    ＜薬剤師会役員歴＞ 
      平成１８年 ７月    熊本県薬剤師会理事 
      平成２０年 ７月        熊本県薬剤師会常務理事 
      平成３０年 ６月    熊本県薬剤師会専務理事 

平成３１年 ２月～現在 熊本県薬剤師会会長 
令和 ２年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
 

17．豊  見   敦 （とよみ あつし）[広島] 51 才 
平成 ９年 ３月    広島大学医学部総合薬学科卒業 
平成 ９年 ７月    JR 西日本広島鉄道病院薬剤科勤務 
平成１１年 ４月    TOTO ライフサービスきふね調剤薬局勤務 
平成１３年 ４月    (有)豊見薬局勤務 

    ＜薬剤師会役員歴＞ 
    平成１９年 ７月    広島県青年薬剤師会会長 

平成２０年 ４月    広島県薬剤師会理事 
平成２４年 ４月    広島県薬剤師会常務理事 
平成２８年 ６月    日本薬剤師会理事 
平成３０年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
令和 ２年 ６月～現在 広島県薬剤師会副会長 

 
18．内 藤 隆 文 （ないとう たかふみ）［長野］ 51 才 （外部理事） 

平成 ９年 ３月    静岡県立大学薬学部卒業 
平成１１年 ３月    静岡県立大学大学院薬学研究科博士前期課程修了 
平成１１年 ４月    大分医科大学医学部附属病院薬剤部薬剤師 



  

- 5 -

平成１５年 ６月    浜松医科大学医学部附属病院薬剤部薬剤主任 
平成２３年 ３月    浜松医科大学医学部附属病院薬剤部副薬剤部長 
平成３０年 １月    浜松医科大学医学部附属病院薬剤部特任准教授・ 

副薬剤部長 
令和 ３年 ８月～現在 信州大学医学部附属病院薬剤部教授・薬剤部長 
＜薬剤師会役員歴＞ 
令和 ５年 ４月～現在 長野県病院薬剤師会会長 
令和 ５年 ６月～現在 長野県薬剤師会副会長 

 
19．橋 場   元 (はしば はじめ)［富山］  58 才 

平成 ３年 ３月        昭和大学薬学部卒業 
平成 ５年 ３月    昭和大学大学院薬学前期課程修了 
平成 ５年 ４月    杏林製薬（株） 
平成１０年 ３月    (株)アモール 
平成２１年１１月～現在 (株)アモール代表取締役社長 

    ＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２７年 ６月    富山県薬剤師会理事 
令和 ２年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
令和 ５年 ５月～現在 富山県薬剤師会常任理事 

 
20．原 口   亨 (はらぐち とおる)［福岡］ 55 才 

    平成 ５年 ３月    福岡大学薬学部卒業 
    平成 ７年 ３月    福岡大学大学院薬学研究科博士課程前期修了 
    平成２７年 ３月    九州大学大学院経済学府産業マネジメント専攻修了 
    平成 ７年 ４月    医療法人愛誠会昭南病院勤務 
    平成 ８年 １月    (株)トータル・メディカルサービス 
    平成 ９年１２月～現在 友神堂薬局開設 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成１８年 ４月～２０年３月､２１年４月～２４年６月 福岡県薬剤師会理事 
平成２４年 ６月    福岡県薬剤師会常務理事 
平成２６年 ７月    福岡県薬剤師会専務理事 
平成２９年 ６月    福岡県薬剤師会会長 
平成３０年 ６月    日本薬剤師会理事 
令和 ４年 ６月    日本薬剤師会常務理事 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会副会長 

 
21．日 髙 玲 於 (ひだか れお)［東京］ 34 才 

    平成２８年 ７月    北里大学薬学部卒業 
平成３０年 ４月    (株)千葉薬品 
平成３１年 ３月    (株)フロンティアファーマシー出向 
令和 ６年 ３月    慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科修士課 

程修了 
令和 ６年 ５月～現在 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室ＨＴＡ公 

的分析研究室特任研究員 
＜薬剤師会役員歴＞ 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 

 
22．福 森 一 真 （ふくもり かずま）［宮崎］ 51 才 

平成１０年 ３月    明治薬科大学卒業 
平成１１年 ４月    （株）クラフト 
平成２６年１０月    （有）二葉薬局 
平成２６年１０月～現在 （有）二葉薬局代表取締役 
＜薬剤師会役員歴＞ 
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平成１８年 ４月    にしもろ薬剤師会理事 
平成２４年 ４月    宮崎県薬剤師会常務理事 
平成２６年 ４月    にしもろ薬剤師会副会長 
令和 ５年 ６月〜現在 宮崎県薬剤師会専務理事 

 
23．舟 越 亮 寛  (ふなこし りょうかん)［千葉］ 49 才 

    平成１０年 ３月    城西大学薬学部卒業 
平成１２年 ３月    東京大学医学部附属病院薬剤部研修生修了 
平成１８年 ４月    大船中央病院薬剤部長・治験事務局長 
平成２６年１２月～現在 亀田総合病院薬剤管理部長・薬剤部長・治験管理セン 

ター長 
平成３０年 ９月    武蔵野大学大学院薬科学研究科博士後期課程修了・博     
            士 
令和 ２年 ４月    城西国際大学特命連携教授 
令和 ３年 ４月    亀田医療大学大学院非常勤講師 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２９年 ７月    日本病院薬剤師会理事・医療安全対策委員会委員長 
令和 ４年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 
令和 ６年 ７月～現在 日本病院薬剤師会常務理事 

総務部長、医療 DX 対応検討特別委員会委員長 
 

24．堀 越 博 一 (ほりこし ひろかづ)［大阪］ 45 才 
    平成１９年 ９月    神戸薬科大学卒業 

平成２１年 ４月～現在 丸昌薬局勤務 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２２年 ４月    大阪府薬剤師会理事 
平成２８年 ６月    大阪府薬剤師会常務理事 
平成３０年 ６月    日本薬剤師会理事 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 

 
25．村 杉 紀 明 (むらすぎ のりあき)［滋賀］ 53 才 

    平成 ７年 ３月    摂南大学薬学部卒業 
    平成 ９年 ３月    摂南大学大学院薬学研究科博士前期課程修了 

平成 ９年 ４月        (株)三菱化学ビーシーエル 
平成１０年 ９月    (株)ダムファールマ 
平成１２年 ９月    (有)ひまわり薬局 
平成１８年 ４月        みのり薬局開設 
平成２１年 ５月～現在 (株)ＭＹＮＳ（法人移行） 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２２年 ６月    滋賀県薬剤師会理事 
平成２６年 ６月    滋賀県薬剤師会常務理事 
平成２８年 ５月    びわこ薬剤師会会長 
令和 ４年 ６月～現在 びわこ薬剤師会副会長 
令和 ４年 ６月    日本薬剤師会理事 
令和 ６年 ６月～現在 滋賀県薬剤師会副会長 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
 

26．山 浦 克 典 （やまうら かつのり）［東京］ 60 才 
平成 元年 ３月    千葉大学薬学部総合薬品科学科卒業 
平成 ３年 ３月    千葉大学大学院薬学研究科博士前期課程修了 
平成１４年 ３月    千葉大学大学院薬学研究科博士後期課程修了 
平成 ３年 ４月    (株)ツムラ 創薬研究所 
平成 ９年 １月    東京･埼玉･茨城の保険薬局 管理薬剤師・開設者など 
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平成１７年 １月    圏央入間クリニック埼玉 PET 画像診断センター薬剤 
部長 

平成１８年１２月    富士バイオメディックス臨床 CRO 部門サブマネージ 
ャー 

平成２１年 １月    千葉大学大学院薬学研究院講師 
平成２５年 ３月    千葉大学大学院薬学研究院 准教授 
平成２７年 ４月～現在 慶應義塾大学薬学部教授・附属薬局長 
＜薬剤師会役員歴＞ 
令和 ５年 ７月～現在 東京都薬剤師会代議員 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 

 
27．山 下 由 記 （やました ゆき）［愛媛］ 58 才 

平成 ２年 ３月    神戸女子薬科大学薬学部卒業 
平成 ２年 ４月    医療法人恒昭会上野芝病院 
平成 ７年１０月    医療法人北辰会まなべ病院（非常勤） 
平成１２年 ５月    ココ東野薬局（非常勤） 
平成１５年 ８月 えひめ保健企画 
平成１６年 ４月 (有)ひろ調剤薬局 
平成１８年 ７月    松山ハロー薬局 
平成１９年 ３月    (株)ハッピーファーマシー 
令和 ６年 ４月～現在 (株)ハッピーファーマシー取締役副社長  
＜薬剤師会役員歴＞  
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会理事 

 
28．山 田 卓 郎 (やまだ たくろう)［宮城］ 61 才 

昭和６２年 ３月        東北薬科大学卒業 
昭和６２年 ４月    公立刈田綜合病院勤務 
平成 ４年 ７月    (株)苫小牧緑化開発勤務 
平成 ７年 ７月    (有)カナガミサプライズくるみ薬局勤務 
平成１０年 ７月～現在 (有)サンディックさんた薬局開設 

                (有)サンディック代表取締役 
    ＜薬剤師会役員歴＞ 
    平成１８年 ４月    仙南薬剤師会理事 
       平成２０年 ４月    宮城県薬剤師会理事 

平成２５年 ６月    宮城県薬剤師会常任理事 
平成２７年 ６月    宮城県薬剤師会副会長 
令和 元年 ６月    宮城県薬剤師会会長 
令和 ２年 ６月    日本薬剤師会理事 
令和 ４年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 
令和 ７年 ６月～現在 宮城県薬剤師会顧問 

 
 29．山 田 武 志 (やまだ たけし)［北海道］ 51 才 
    平成 ９年 ３月    日本大学薬学部卒業 
    平成 ９年 ４月    日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 
 平成１２年 ９月 (株)abcdrug&pharmacare 
 平成１４年１０月 (有)ワイズ 
    平成１６年１０月～現在 厚生堂薬局開設 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成２２年 ５月 札幌薬剤師会常務理事 
平成２４年 ６月 北海道薬剤師会理事 
平成２６年 ６月    札幌薬剤師会副会長 
平成２６年 ６月    北海道薬剤師会常務理事 
令和 ４年 ６月    日本薬剤師会理事 
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令和 ４年 ６月～現在 北海道薬剤師会副会長 
令和 ６年 ６月～現在 日本薬剤師会常務理事 

 
30．渡 邊 大 記 (わたなべ だいき)［京都］ 56 才 

    平成 ４年 ３月        北陸大学薬学部卒業 
    平成 ４年 ４月    国立大阪病院（現 大阪医療センター）薬剤科勤務 

      平成 ８年 ４月     ダイガク薬局勤務 
平成１０年 ４月～現在  (株)アピオス設立 ダイガク薬局代表取締役  

    ＜薬剤師会役員歴＞ 
      平成１５年 ４月    京都府薬剤師会理事 

       平成１７年 ４月～現在  京都府薬剤師会副会長 
平成２６年 ６月     日本薬剤師会理事 
平成２８年 ６月    日本薬剤師会常務理事 
令和 ４年 ６月～現在 日本薬剤師会副会長 



 

 

第１０８回定時総会 議案第４号 

 

 

選挙管理委員会委員委嘱の件 

 

「公益社団法人日本薬剤師会代議員選挙規程」第４条第３項、及び「公

益社団法人日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規則」第

２条第３項に定める選挙管理委員会について、本会総会運営規則第５１条

に規定する各ブロックが推薦した１１名の委員候補者を、次期会長が速や

かに委嘱することとしたい。 

 

[参 考]  

公益社団法人日本薬剤師会代議員選挙規程 

第４条第３項 選挙管理委員会の委員は、定款第５条第１項第１号に定める正会員の中

から、総会の議を経て会長が委嘱する。 

 

公益社団法人日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規則 

第２条第３項 選挙管理委員会の委員は、定款第５条第１項第１号に定める正会員の中

から、総会の議を経て会長が委嘱する。 

 

公益社団法人日本薬剤師会総会運営規則 

第 51 条 総会議事運営委員会の委員は、北海道、東北、関東、東京、北陸信越、東海、

近畿、大阪、中国、四国、九州の各ブロック毎に、その代議員から選出された者をもっ

て組織する。 

 

 

 

 



第１０８回定時総会 議案第５号 

公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程 新旧対照表 

  現行  改正後  

1 

公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程 
 

略 
 
（理事の報酬額） 
第５条 代表理事及び業務執行理事の基準報酬は、基本額に理事別係数を乗じた

額を月額とする。 
２ 基本額は３万円とする。 
３ 理事別係数は、次のとおりとし、代表理事が理事会の承認を得て決定する。 

一 代表理事    １５～４０ 
二 副 会 長     ９～１５ 
三 専務理事    １５～４０ 
四 常務理事     ７～１０ 
 

（外部理事の報酬額） 
第５条の２ 外部理事には、基本額に会議の出席回数を乗じた額を支給する。 
２ 基本額は３万円とする。 
３ 会議は、社員総会、理事会及びその他外部理事としての職務を執行するため

に必要な会議とする。 
 
（監事の報酬額） 
第６条 監事の基準報酬は、基本額に職務別係数及び監事別係数を乗じた額を職

務遂行の都度、支給する。 
２ 基本額は３万円とする。 
３ 職務別係数は、次のとおりとする。 

一 主として月次会計監査、決算会計監査を行うとき ３   
二 主として業務監査を行うとき及び理事会出席等のとき １  

４ 監事別係数は、次のとおりとする。 
一 外部監事以外の監事  １ 
二 外部監事       ２ 

公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程 
 
略 
 
（理事の報酬額） 
第５条 代表理事及び業務執行理事の基準報酬は、基本額に理事別係数を乗じた

額を月額とする。 
２ 基本額は３１，０００円３万円とする。 
３ 理事別係数は、次のとおりとし、代表理事が理事会の承認を得て決定する。 

一 代表理事    １５～４０ 
二 副 会 長     ９～１５ 
三 専務理事    １５～４０ 
四 常務理事     ７～１０ 
 

（外部理事の報酬額） 
第５条の２ 外部理事には、基本額に会議の出席回数を乗じた額を支給する。 
２ 基本額は３１，０００円３万円とする。 
３ 会議は、社員総会、理事会及びその他外部理事としての職務を執行するため

に必要な会議とする。 
 
（監事の報酬額） 
第６条 監事の基準報酬は、基本額に職務別係数及び監事別係数を乗じた額を職

務遂行の都度、支給する。 
２ 基本額は３１，０００円３万円とする。 
３ 職務別係数は、次のとおりとする。 

一 主として月次会計監査、決算会計監査を行うとき ３   
二 主として業務監査を行うとき及び理事会出席等のとき １  

４ 監事別係数は、次のとおりとする。 
一 外部監事以外の監事  １ 
二 外部監事       ２ 

略 
 
（役員退任慰労金の支給額） 
第９条 代表理事は、理事退任慰労金の額を「基本額×在任期間年数×役員別係数」

にて算出し、理事会に報告し承認を得るものとする。この場合、代表理事は、

第10条に基づきその額を加算若しくは減額することができる。 
２ 監事の退任慰労金の額は、上記算出方法により監事の協議により定めるもの

とする。 
３ 基本額は３万円とする。 
４ 役員別係数は、次のとおりとする。 

一 代表理事     １０ 
二 副 会 長      ６ 
三 専務理事     １０ 
四 常務理事      ４ 
五 その他の非常勤理事 １ 

  六 監  事        ２ 
５ 在任期間に一年未満の端数があるときは６ヶ月未満は０．５年、６ヶ月以上

は１年とする。 
６ 役員が任期満了後も引続き役員に就任したときは、継続在任期間とし、満了

した任期にかかる役員退任慰労金は最後の任期の終了した時に合算して支給す

る。 
７ 役員退任慰労金は法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給

する。 
 
略 
 
 
 
附 則  
1 この規程は、整備法第106条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施

行する。 

略 
 
（役員退任慰労金の支給額） 
第９条 代表理事は、理事退任慰労金の額を「基本額×在任期間年数×役員別係数」

にて算出し、理事会に報告し承認を得るものとする。この場合、代表理事は、

第10条に基づきその額を加算若しくは減額することができる。 
２ 監事の退任慰労金の額は、上記算出方法により監事の協議により定めるもの

とする。 
３ 基本額は３１，０００円３万円とする。 
４ 役員別係数は、次のとおりとする。 

一 代表理事     １０ 
二 副 会 長      ６ 
三 専務理事     １０ 
四 常務理事      ４ 
五 その他の非常勤理事 １ 

  六 監  事        ２ 
５ 在任期間に一年未満の端数があるときは６ヶ月未満は０．５年、６ヶ月以上

は１年とする。 
６ 役員が任期満了後も引続き役員に就任したときは、継続在任期間とし、満了

した任期にかかる役員退任慰労金は最後の任期の終了した時に合算して支給す

る。 
７ 役員退任慰労金は法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給

する。 
 
略 
 
 
 
附 則  
1 この規程は、整備法第106条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施

行する。 



第１０８回定時総会 議案第５号 

公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程 新旧対照表 

  現行  改正後  

3 

 

2 この規程は、平成24年６月24日から施行し、平成24年４月１日より適用す

る。ただし、４月からの適用により役員報酬が減額となる場合については、７

月支給分より適用する。 
3 この規程の施行により、役員報酬規程（平成14年10月25日理事会制定）及

び役員退任慰労金規程（昭和62年２月23日理事会決定）は廃止する。 
4 この規程は、平成25年２月24日から改正施行する。 
5 この規程は、平成25年６月30日から改正施行する。 
6 この規程は、平成26年６月29日から改正施行する。 
7 この規程は、平成27年２月22日から改正施行する。 
8  この規程は、令和７年６月29日から改正施行する。 
 
 
 
 

 

2 この規程は、平成24年６月24日から施行し、平成24年４月１日より適用す

る。ただし、４月からの適用により役員報酬が減額となる場合については、７

月支給分より適用する。 
3 この規程の施行により、役員報酬規程（平成14年10月25日理事会制定）及

び役員退任慰労金規程（昭和62年２月23日理事会決定）は廃止する。 
4 この規程は、平成25年２月24日から改正施行する。 
5 この規程は、平成25年６月30日から改正施行する。 
6 この規程は、平成26年６月29日から改正施行する。 
7 この規程は、平成27年２月22日から改正施行する。 
8  この規程は、令和７年６月29日から改正施行する。 
9  この規程は、令和８年６月28日から改正施行する。 
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公益社団法人日本薬剤師会定款 

 

第１章 総 則 
（名称） 

第１条 本会は、公益社団法人日本薬剤師会と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 

 

第２章 目的及び事業 
（目的） 

第３条 本会は、都道府県を活動区域とする薬剤師会（以下「都道府県薬剤師会」と

いう。）との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬

業の進歩発展を図ることにより、国民の健康な生活の確保・向上に寄与することを

目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）薬学及び薬業の進歩発展に関する事業並びに研究助成に関する事業 

（2）薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業 

（3）公衆衛生の普及・指導に関する事業 

（4）薬事衛生の普及・啓発に関する事業 

（5）地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業 

（6）災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業 

（7）都道府県薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業 

（8）会員の福利厚生事業 

（9）損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業 

（10）施設及び土地の貸与事業 

（11）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、日本国全域及び海外において行うものとする。 

 

第３章 会 員 
（会員の種類） 

第５条 本会は、次の者から構成する。 

（1）正会員 薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同し入会した者 

（2）賛助会員 薬剤師ではないが、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人及

び企業・団体 

（3）特別会員 薬剤師ではないが、薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関

連する知識・業務経験を有する者で本会の目的及び事業に賛同し入会した個人 
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（4）名誉会員 本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉

会員とすることを決議した者 

２ 賛助会員及び特別会員の入会手続きは、総会において別に定める。 

 

（正会員の資格の取得） 

第６条 正会員になろうとする者は、所属しようとする都道府県薬剤師会を

通じて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。入会手

続きは総会において別に定める。 

２ 正会員は、本会が承認した都道府県薬剤師会の会員である者とし、同時

に、都道府県薬剤師会の会員は本会の会員となることとする。 

 

（正会員の権利） 

第７条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年

法律第 48 号。以下「法人法」という。）に規定された次の各号に掲げる社

員の権利を行使することができる。 

（1）法人法第 14 条第２項の権利（定款の閲覧等） 

（2）法人法第 32 条第２項の権利（社員名簿の閲覧等） 

（3）法人法第 50 条第６項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等） 

（4）法人法第 51 条第４項及び第 52 条第５項の権利（議決権行使書面等の

閲覧等） 

（5）法人法第 57 条第４項の権利（社員総会の議事録の閲覧等） 

（6）法人法第 129 条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

（7）法人法第 229 条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

（8）法人法第 246 条第３項、第 250 条第３項及び第 256 条第３項の権利（合

併契約等の閲覧等） 

 

（会員の義務） 

第８条 会員は薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければ

ならない。 

２ 会員は、この定款に定める事項及び第５章に規定する総会の決定事項を遵守する

義務を負う。 

３ 会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費

及び負担金等（以下「会費等」という。）を本会に支払う義務を負う。 

４ 会費等の額及び支払方法並びに使途については、総会において定める会費規程に

よる。 

 

 

（任意退会） 

第９条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。 

２ 正会員の退会届は、所属する都道府県薬剤師会を通じて提出するものとする。 
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（除名等） 

第 10 条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除

名することができる。ただし、正会員の除名については、総会の決議を経なければ

ならない。 

（1）この定款に定める事項及び第５章に規定する総会の決定事項を遵守す

る義務を履行しないとき 

（2）薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄

損したとき 

（3）その他除名すべき正当な理由があるとき 

２ 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の１週間

前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会

を与えなければならない。 

 

（会員資格の喪失） 

第11条 会員は第９条及び第10条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、

その資格を喪失する。 

（1）死亡したとき 

（2）第８条に規定する会費等の支払いを怠り、催促を受けた後、１年を経

過してもなお支払わないとき 

（3）正会員が都道府県薬剤師会の正会員の身分を失ったとき 

２ 前項により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権

利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。 

３ 会員の資格を喪失した場合、支払った会費等の返還を受けることはでき

ない。 

 

第４章 代議員 
（代議員の選出） 

第 12 条 本会は、代議員をもって法人法上の社員とする。 

２ 代議員の数は、１４０名以上１５０名以下とし、各都道府県薬剤師会毎

に区分して選出する代議員の定数は、全正会員中に占める各都道府県薬剤

師会における本会の正会員の割合に従って、按分比例した数を基準として

定めるものとする。ただし、最低数を１名とする。 

３ 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を

行うために必要な細則は理事会において別に定める。 

４ 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員

選挙に立候補することができる。ただし、代議員は本会の役員を兼ねるこ

とはできない。 

５ 第３項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選

挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできな
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い。 

６ 第３項の代議員選挙は、２年に一度実施することとし、代議員の任期は、

選出の２年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議

員が社員総会の決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役

員解任の訴え（法人法第 266 条第１項、第 268 条、第 278 条、第 284 条）

を提起している場合（法人法第 278 条第１項に規定する訴えの提起の請求

をしている場合を含む。）には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員

は社員たる地位を失わない。なお、当該代議員は、役員の選任及び解任（法

人法第 63 条及び第 70 条）並びに定款変更（法人法第 146 条）についての

議決権を有しないこととする。 

７ 代議員が欠けた場合若しくは代議員の員数を欠くことになるとき又は代

議員に事故があるときに備え、第３項の代議員選挙に際し、補欠の代議員

を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任し

た代議員の任期の満了する時までとする。 

８ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなけ

ればならない。 

（1）当該候補者が補欠の代議員である旨 

（2）当該候補者を１名又は２名以上の特定の代議員の補欠の代議員として

選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名 

（3） 同一の代議員（２以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、

当該２以上の代議員）につき２名以上の補欠の代議員を選出するときは、

当該補欠の代議員相互間の優先順位 

９ 第７項の補欠の代議員の選出に係る選挙が効力を有する期間は、選挙後

最初に実施される第６項に定める代議員選挙終了の時までとする。 

 

（代議員の資格の喪失） 

第 13 条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意に辞任することがで

きる。 

２ 総会は、正当な事由があると認めるときは、総代議員の半数以上であっ

て、総代議員の議決権の３分の２以上の決議により、代議員を除名するこ

とができる。この場合、その代議員に対し、総会の１週間前までに、理由

を付して除名の決議を行う旨を通知し、総会において弁明の機会を与えな

ければならない。 

３ 前項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。 

（1）第９条第１項に定める任意退会 

（2）第 10 条第１項に定める除名 

（3）第 11 条第１項に定める会員資格の喪失 

 

（補欠の代議員） 

第 13 条の２ 補欠の代議員については、第 12 条第３項乃至第５項及び第 13
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条の規定を準用する。 

 

第５章 総 会 
（構成） 

第 14 条 総会は、代議員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 

 

（権限） 

第 15 条 総会は、次に掲げる事項について決議する。 

（1）正会員の除名及び代議員の除名 

（2）理事及び監事の選任又は解任 

（3）理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準 

（4）事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類の承認 

（5）貸借対照表、損益計算書（活動計算書）及びこれらの附属明細書並び

に財産目録の承認 

（6）定款の変更 

（7）会員規程及び会費規程の制定及び改廃 

（8）解散及び残余財産の処分 

（9）その他総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められ

た事項 

 

（開催） 

第 16 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催す

るほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。 

 

（招集） 

第 17 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ

き会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所、目的である事項を

記載した書面をもって、開催日の 30 日前までに通知を発しなければならな

い。ただし、緊急の場合は、２週間前まで短縮することができる。 

３ 総代議員の５分の１以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会

の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

４ 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内の

日を総会の日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。 

 

（議長及び副議長の選出） 

第 18 条 総会に、議長及び副議長各１名を置く。 

２ 議長及び副議長の選出は、総会において定める議長及び副議長選出規程
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による。 

 

（議長及び副議長の職務等） 

第 19 条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰す

る。 

２ 副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときはその職務を代理する。 
３ 議長及び副議長の任期は、代議員の任期に準ずる。 

 

（定足数） 

第 20 条 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

 

（議決権） 

第 21 条 総会における議決権は、第 12 条第６項に規定するなお書きの場合を

除き、代議員１名につき１個とする。  

 

（決議） 

第 22 条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、

出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総

代議員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（1） 正会員の除名及び代議員の除名 

（2）監事の解任 

（3）定款の変更 

（4）解散 

（5）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１

項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 26

条第１項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中

から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

（書面表決等） 

第 23 条 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又

は電磁的方法によって議決し、又は他の代議員又は補欠の代議員に議決権

を代理行使させることができる。 

２ 前項において、議決権を代理行使させることができるのは代議員に事故

がある場合に限り、かつ、総会ごとにさせるものとする。なお、この場合、

第 12 条第８項第３号で定めた優先順位によらないことができるものとする。 

３ 第１項の場合、第 20 条、第 22 条の適用については出席した者とみなす。 

 

（議事録） 
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第 24 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

しなければならない。 

２ 総会の議長及び会議に出席した代議員のうちから選出された議事録署名

人２名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 

 

（総会運営規則） 

第 25 条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの

ほか、総会において定める総会運営規則による。 

 

第６章 役員等 
（役員の設置） 

第 26 条 本会に、次の役員を置く。 

（1）  理事 ２０名以上３０名以内 

（2）  監事 ３名以内 

２ 理事のうち、１名を会長、５名以内を副会長、１名を専務理事、１５名

以内を常務理事とすることができる。 

３ 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事

をもって法人法第 91 条第 1 項第２号の業務執行理事とする。 

 

（役員の選任等） 

第 27 条 理事及び監事の選任は、総会の決議によって行う。 

２ 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の

中から選定する。 

３ 前項の会長及び副会長は、総会の決議によって推薦のあった会長候補者

及び副会長候補者の中から選定することができる。 

４ 理事のうち、理事のいずれか１名と、その配偶者又は三親等内の親族、

その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の３

分の１を超えてはならない。 

５ 監事には、理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び使用人が

含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があ

ってはならない。 

６ 他の同一の団体（公益法人又はこれに準ずるものは除く。）の理事又は使

用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数

は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事においても同様とする。 

７ 各理事は、各監事と特別利害関係を有するものであってはならない。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 28 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、

職務を執行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その
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業務を執行する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故あ

るとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、そ

の業務執行に係る職務を代行する。 

４ 専務理事は、理事会の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに

事故あるとき又は欠けたときは、その業務の執行に係る職務を代行する。 

５ 常務理事は、理事会の旨を受けて担当業務を分担掌理し、専務理事が事

故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、その

職務を代行する。 

６ 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 29 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告書を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の

業務及び財産の状況を調査することができる。 

 

（役員の任期） 

第 30 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終の

ものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する

時までとする。 

４ 理事及び監事は、第 26 条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任

期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就

任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第 31 条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、

監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の３分の

２以上の議決に基づいて行わなければならない。 
 

（役員に対する報酬） 

第 32 条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給する

ことができる。 

２ 前項の報酬等の総額及び支給の基準は、総会において定める。 

 

(顧問及び相談役) 
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第 33 条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱

した会長の在任期間とする。 

３ 顧問及び相談役は次の職務を行う。 

(1) 会長の相談に応じること。 

(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。 

４ 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、理事会の定めにより、その職

務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができ

る。 

５ 前項の規定にかかわらず、顧問及び相談役のうち、法律的、経理的技術

を有する専門家に対しては、その職務に応じた報酬を支払うことができる。

ただし、その報酬額は理事会の決議を経なければならない。 

 

（責任の免除） 

第 34 条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによ

って生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第 112 条の規定にかかわら

ず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ免除することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失が

ないと認められるときは、本会は法人法第 114 条第１項の規定により、任

務を怠ったことによる理事又は監事（理事、監事又は会計監査人であった

者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免

除することができる。 

 

第７章 理事会 
（構成） 

第 35 条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第 36 条 理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(1) 本会の業務執行の決定 

(2) 理事の職務執行の監督 

(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第 37 条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、各理事が、予め理事間で

決めた順位により理事会を招集する。 

３ 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載し

た書面をもって、理事会の日の１週間前までに、各理事及び各監事に対し
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て通知しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招

集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 

 

（議長） 

第 38 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、出席した理事の互選によ

り議長を選定する。 

 

（決議） 

第 39 条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（決議の省略） 

第 40 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合におい

て、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思を表示したとき（監事がその提案について異議を

述べたときを除く。）は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなす。 

 

（議事録） 

第 41 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成しなければならない。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 

 

（常務理事会） 

第 42 条 本会に常務理事会を置く。 

２ 常務理事会は、会長及び業務執行理事をもって構成する。 

３ 常務理事会は、次の職務を行う。 

(1) 理事会に付議及び報告すべき事項の検討 

(2) 理事会が常務理事会に委任した事項の検討 

(3) 会長より付議された事項の検討 

４ 常務理事会は、必要に応じて会長が招集する。 

５ 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

６ 常務理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により

別に定める。 

 

第８章 協力機関 
（都道府県薬剤師会との協力） 

第 43 条 本会は、理事会の決議により、都道府県薬剤師会を協力団体とする
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ことができる。 

２ 本会は、協力団体との連携協力により、本会の事業を推進し、実施する

ことができる。 

３ 協力団体との連携協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会の

決議により別に定める。 

 

（都道府県会長協議会） 

第 44 条 本会に、諮問機関として都道府県会長協議会（以下「会長会」とい

う。）を置く。 

２ 会長会は、 都道府県薬剤師会の会長又は代表者によって構成し、次の事

項を審議する。 

(1) 事業の執行に関し、理事会から諮問された事項 

(2) 都道府県薬剤師会との連絡調整に関する事項 

３ 会長会は、理事会の決議により、会長が招集する。 

 

第９章 職域部会及び委員会 
（職域部会） 

第 45 条 本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、職域を同じくする会

員は、理事会の承認を得て職域部会を設置することができる。 

２ 職域部会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議に

より別に定める。 

 

（委員会） 

第 46 条 本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、必要あるときは、理

事会の決議により、委員会を設置することができる。 

２ 委員会の委員は、正会員のほか、学識経験者のうちから理事会において

選任する。 

３ 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議によ

り別に定める。 

 

第 10 章 資産及び会計 
（財産の管理及び運用） 

第 47 条 本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、

理事会の決議により別に定める。 

 

（事業年度） 

第 48 条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わ

る。 

 

（事業計画及び収支予算） 
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第 49 条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画書、

収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理

事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類は、理事会の決議を経た後、直近の総会の承認を受けなけれ

ばならない。 

３ 第１項の書類は、当該事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出す

るものとし、かつ、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の主たる事

務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第 50 条 会長は、毎事業年度経過後３箇月以内に次の書類を作成し、監事の

監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出するものとする。た

だし、第 6 号に掲げる書類に記載すべき事項を財務諸表に対する注記に記

載したときは、当該書類を作成しないことができる。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書（活動計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 定時総会においては、前項第１号及び第２号の書類はその内容を報告し、

前項第３号から第７号までの書類は、承認を受けなければならない。 

３ 会長は、第１項の書類のほか、次の書類を本会の主たる事務所に５年間

備え置き、本会の定款及び代議員名簿とともに、一般の閲覧に供するもの

とする。 

(1) 監査報告及び会計監査報告 

(2) 理事及び監事の名簿 

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(4) 運営組織及び事業活動に関する重要な事項について記載した書類その

他法令で定める書類 

４ 第１項各号及び前項各号の書類並びに代議員名簿は、当該事業年度経過

後、３箇月以内に行政庁に提出しなければならない。  

５ 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく公告しなければならない。 

 

（剰余金の分配の禁止） 

第 51 条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

（会計原則） 

第 52 条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行

に従うものとする。 
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２ 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

第 11 章 定款の変更及び解散 
（定款の変更） 

第 53 条 この定款は総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第 54 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第 55 条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が

消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除

く。）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産

を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号。

以下「認定法」という。）第５条第 20 号に掲げる法人又は国若しくは地方

公共団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第 56 条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、

認定法第５条第 20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する

ものとする。 

 

第 12 章 公告の方法 
（公告の方法） 

第 57 条 本会の公告は、電子公告によりこれを行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができないとき

は、官報に掲載する方法による。 

 

第 13 章 情報公開等 
（情報公開等） 

第 58 条 本会は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図

るとともに、財務に関する情報の開示その他の運営における透明性の向上を

図るものとする。 

 
第 14 章 事務局 

（事務局の設置） 

第 59 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 
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３ 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。 

４ 前項以外の職員は会長が任免する。 

５ 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第 60 条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならな

い。 

(1) 正会員の名簿 

(2) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 

(3) 理事会及び総会の議事に関する書類 

(4) その他法令で定める帳簿及び書類 

 

第 15 章 補 則 
（委任） 

第 61 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会

の決議により別に定める。 

 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号。以下「整備法」という。）第 106

条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 整備法第 106 条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人

の設立の登記を行ったときは、第 48 条の規定にかかわらず、解散日の登記

の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と

する。 

３ 本会の最初の代表理事及び業務執行理事並びに理事の氏名は、次のとお

りとし、その任期は第 30 条第１項の規定にかかわらず、認定後最初の定

時総会の時までとする。 

代表理事 

児玉 孝 

  業務執行理事 

生出泉太郎、土屋文人、七海 朗、山本信夫、前田泰則 

木村隆次、森 昌平、藤原英憲、安部好弘、東洋彰宏 

清水秀行、粟野信子、小田利郎、三浦洋嗣、曽布川和則 

理事 

木俣博文、福島紀子、田中俊昭、稲垣 治 
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４ この定款の施行後最初の代議員は、第 12 条と同じ方法で予め行う代議員

選挙において最初の代議員として選出された者とする。 

又、認定後最初の定時総会における代表理事候補者の選任は、第 27 条第

３項により予め行う総会において行うものとする。 

附 則 

１ この定款は、平成 25 年 6 月 30 日から施行する。 

附 則 

１ この定款は、平成 26 年 2 月 23 日から施行する。 

附 則 

１ この定款は、平成 27 年 2 月 22 日から施行する。 

附 則 

１ この定款は、平成 27 年 6 月 28 日から施行する。 

附 則 

１ この定款は、令和 4 年 3 月 5 日から施行する。 

   附 則 

１ この定款は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、変更前定款第 15 条第 5 号（ただし、キャッシュ・フ

ロー計算書に限る。）及び同第 50 条第 1 項第 7 号並びに同第 50 条第 3 項第

4 号に係る変更は、令和 7 年 3 月 31 日に終了する事業年度に係る該当書類

から適用する。 

３ 第 1 項にかかわらず、変更前定款第 15 条第 5 号（ただし、キャッシュ・

フロー計算書を除く。）並びに同第 50 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に係る変

更は、理事会において決定される事業年度（ただし、令和 8 年 3 月 31 日に

終了する事業年度から令和 11 年 3 月 31 日に終了する事業年度までのいず

れかに限る。）に係る該当書類から適用し、それまでは従前の例による。 
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公益社団法人日本薬剤師会総会運営規則 
 

平成 24 年 2 月 26 日制定 

(社団法人日本薬剤師会第 78 回臨時総会) 

平成 24年 4月 1日施行 

平成 26年 6月 29 日一部改正施行 

平成 27年 2月 22 日一部改正施行 

平成 29 年 6 月 25 日一部改正施行 

令和８年４月 1日一部改正施行 

 

第１章 総     則 

（参集） 

第１条 代議員は、招集当日、開会定刻前に議場に到着し、議長にその旨を通

告しなければならない。 

２ 議長への出席通告は、事務局による受付をもって、代行することができる。 

 

（欠席の届出） 

第２条 代議員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻ま

でに、議長に届け出なければならない。 

 

（議席）  

第３条 総会の議席は、代議員総改選後の会期の始めに、第 51 条に定めるブロ

ックごとに抽選を行い、その抽選により決定されたブロックの順に従って、都

道府県別に議席を配置する。 

 

（総会の開閉） 

第４条 総会の開会及び閉会は、議長が宣告する。 

 

（会期の延長） 

第５条 総会招集の際、予め通告した会期中に議案の審議を終了することがで

きないとき、会長より理由を示して会期延長の申入れのあったとき、又は特別

の必要がある場合は、議長は総会に諮り、会期を延長することができる。 

 

（会議への委任） 

第６条 本議事規則に定めのない事項は､総会本会議(以下「会議」とする)に諮

りこれを処理する｡ 

 

 

   第２章 会     議 

（会議の開閉） 

第７条 開議、散会、延会又は休憩は、議長が宣告する。 
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（定足数に関する措置） 

第８条 会議中途において、代議員の定足数を欠くに至ったときは、議長は休

憩又は延会を宣告することができる。 

２ 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認められるときは、議長は代議

員の退席を禁じ、又は議場外の代議員に出席を要求することができる。 

 

（議長の権限） 

第９条 会議の秩序を乱し、又はその品位を傷つける者あるときは、議長はこ

れを制止し、又は発言を中止させることができる。又会議に諮り発言を取消さ

せ、又は会議終了まで発言を禁止し、或いは退場を命じることができる。 

 

（議事日程の追加、変更）  

第 10 条 緊急事件がある場合、又は議長が必要と認めるとき、或いは代議員か

ら動議があったときは、議長は会議に諮り、これを議事日程に追加し、又は議

事日程の順序を変更することができる。 

 

（動議） 

第 11 条 特別の定めがある場合を除くほか、すべての動議は、１人以上の賛成

者がなければならない。 

 

（議事録） 

第 12 条 定款第 24 条の規定により議事録を作成しなければならない。 

 

（議事録署名人） 

第 13 条 定款第 24 条２の規定により、議事録署名人は、議長及び出席した代

議員２人とし、会議の始めに、議長が会議に諮ってこれを定める。 

 

 

第３章 発 言 及 び 審 議 

（発言） 

第 14 条 会議において発言しようとする者は、自己の議席番号と氏名を告げ、

議長の許可を得て発言しなければならない。 

 

第 15 条 ２人以上発言を求める者があるときは、議長は先に発言を求めたと認

める者に許可しなければならない。 

 

第 16 条 すべての発言は、演壇、自席または議長が指定した場所においてしな

ければならない。 

 

（発言内容の制限） 

第 17条 発言は、議題以外の事項、又は個人を中傷する発言をしてはならない。 
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（発言の妨害） 

第 18条 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。 

 

（発言の継続） 

第 19 条 延会又は休憩のため発言を終わらなかった代議員は、再びその議事を

始めたときは、発言を継続することができる。 

 

（議案の説明及び質疑） 

第 20 条 議長は、上程議案について、先ず提出者の趣旨弁明若しくは説明を求

め、次に質疑を行う。 

 

（質疑） 

第 21 条 質疑の発言はすべて簡明を旨とし、重複発言等を避けなければならな

い。又、自説等を述べることはできない。 

 

（質疑終結の動議） 

第 22 条 質疑多数のため、質疑が終ることが困難であるときは、代議員は質疑

終結の動議を提出することができる。 

２ 前項の動議に、３人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで、

会議に諮りこれを決する。 

 

（質疑終結の宣告） 

第 23 条 質疑が終ったとき、又は前条第１項の動議が可決されたときは、議長

はその旨を宣告する。 

 

（討論） 

第 24 条 質疑が終ったときは討論に入る。 

 

（討論時間の制限） 

第 25 条 議長が必要と認めたときは、会議に諮り、討論の時間を予め制限する

ことができる。 

 

（議長の討論） 

第 26 条 議長が討論しようとするときは、代議員席に着かなければならない。

議長が討論したときは、その問題の表決が終る迄、議長席に復することができ

ない。 

 

（討論終結の動議） 

第 27条 賛否の発言が終了したとき、又は両者のうち一方の発言者なき場合は、

討論終結の動議を提出することができる。 

２ 前項の動議に、３人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで、

会議に諮りこれを決する。 
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（討論終結の宣告） 

第 28 条 討論が終ったときは、議長は討論の終った旨を宣告する。 

 

（質疑と討論） 

第 29 条 簡単な議案については、質疑と討論を同時に行うことができる。 

 

（委員会への付託） 

第 30 条 議長は、総会の議事に必要な委員会を設置し、議案の審議を委員会に

附託することができる。 

２ 委員会の委員は、北海道、東北、関東、東京、北陸信越、東海、近畿、大

阪、中国、四国、九州のブロック毎に、その代議員から選出された者をもって

組織する。 

３ 関係ある議案は、これを併せて同一の委員会に附託することができる。 

４ 委員会への正副議長の参加、正副委員長の選出、委員長の任務、委員会の

議事、委員以外の出席発言、審議事項については、第６章総会議事運営委員会

の規則によるものとする。 

 

（委員長報告） 

第 31 条 委員会に附託された議案の審議に際しては、まず委員長が委員会の審

議経過及び結果を報告する。 

 

第 32 条 委員長は、委員会の結果を報告するとき、自己の意見を加えてはなら

ない。 

 

（少数意見者の報告） 

第 33 条 委員長の報告に次いで、少数意見者が、その少数意見を報告すること

ができる。この場合少数意見者は、予めこの旨を委員長に通告しておかなけれ

ばならない。 

 

 

  第４章 修     正 

（修正動議） 

第 34 条 第 31 条の報告、又は討論終結の宣告が終わったときは、代議員は修

正の動議を提出することができる。 

 

第 35 条 修正の動議はその案を備え、３人以上の賛成者とともに連署して、議

長に提出しなければならない。 

 

（委員会の修正報告） 

第 36 条 委員会の修正報告は、前条の規定によらないで議題とする。 
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（表決の順序） 

第 37 条 代議員の提出した修正案は、委員会の提出した修正案より前に表決し

なければならない。 

 

第 38 条 同一の議題について、数箇の修正案が提出された場合は、原案に最も

遠いものから順次表決に付さなければならない。この順序は議長がこれを決定

する。 

 但し、代議員から異議の申し立てがあった場合においては３人以上の賛成者

があるときは、議長は討論を用いないで、会議に諮りこれを決する。 

 

第 39 条 すべての修正案が否決されたときは、原案について表決を採る。 

 

（議決条項及び字句の整理） 

第 40 条 会議における、修正議決条項、及び字句の整理を、議長に委任するこ

とができる。 

  

  第５章 表     決 

（表決） 

第 41 条 表決には、条件を付けることができない。 

 

（不在代議員の表決） 

第 42 条 表決の際、現に会議場にいない代議員は、表決に加わることができな

い。 

 但し、定款第 23 条の規定により予め通知された事項（総会当日に提出議案が

修正となった場合を除く）については、書面等による表決、又は他の代議員を

代理人として議決権の行使をすることができる。 

２ 前項により議決権を行使しようとした代議員が総会に出席した場合、議決

権行使書面又は委任は無効とする。 

３ 第１項により議決権行使書面を送付又は交付した代議員が他の代議員を代

理人として議決権の行使をした場合は、議決権行使書面は撤回されたものとみ

なす。 

 

（表決問題の宣告） 

第 43 条 議長は、表決を採るに先立ち、表決に付する議案又は動議の種類等を

宣告しなければならない。 

２ 議長が前項の宣告をした後は、何人も議題について発言することができな

い。 

 

（起立、挙手又は投票による表決） 

第 44 条 議長は、起立、又は挙手、或いは投票により表決を採る。 

２ 起立又は挙手による場合は、議長はその多少を認定して可否の結果を宣告

する。 
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３ 可否の結果を認定することが困難な場合、又は代議員がその宣告に異議を

申し立て、且つ出席代議員の５分の１以上の賛成があるときは、投票により表

決を採らなければならない。 

 

（投票の方法等） 

第 45 条 前条の規定により行う投票の場合、その方法、記載の様式は、議長が

会議に諮りこれを定める。 

 

（投票結果の宣告） 

第 46 条 投票が終ったときは、議長はその結果を、会議に宣告しなければなら

ない。 

 

（投票結果の宣告） 

第 47 条 代議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

 

（簡易表決） 

第 48 条 議長は、問題について、異議の有無を会議に諮ることができる。 

２ 異議がないと認めるときは、議長は直ちに可決を宣告する。但し、代議員

が問題又は議長の宣告に対し、異議の申し立てをしたときは、議長は第 44 条の

規定のより、表決を採らなければならない。 

 

   第６章 総会議事運営委員会 

（総会議事運営委員会の設置） 

第 49 条 総会の円滑な運営を図るため、議事運営委員会を設ける。 

 

（同委員会の任務） 

第 50 条 委員会は、総会の円滑な運営を図るため、議事運営に関する重要な事

項について協議する。 

 

（同委員会の組織） 

第 51 条 委員会の委員は、北海道、東北、関東、東京、北陸信越、東海、近畿、

大阪、中国、四国、九州の各ブロック毎に、その代議員から選出された者をも

って組織する。 

 

（同委員会委員の任期） 

第 52 条 委員の任期は、その代議員の任期と同じとする。但し、各ブロック内

においての委員の交代は認めるが、その任期は前任者の残任期間とする。 

 

（正副議長の参加） 

第 53 条 委員会には、正副議長が参加するものとする。 
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（正副委員長の選出） 

第 54 条 委員会は、正副委員長を互選しなければならない。 

 

（委員長の任務） 

第 55 条 委員長は、委員会を代表し、且つ委員会の議長となる。 

 

（同委員会の議事） 

第 56 条 同委員会の議事は、本規則の定めるところによる。 

 

（委員以外の出席発言） 

第 57 条 同委員会は、会長及びその他の役員の出席を求め、又は委員でない代

議員の出席、発言を許可することができる。 

 

（審議事項） 

第 58 条 委員会の審議は、附託された事項以外に渉ることはできない。 

 

（総会への報告） 

第 59 条 委員会が附託された事項について審議を終了したときは、委員長は議

事の経過および結果を、総会に報告しなければならない。 

 

（改廃）   

第 60 条 この規則の改廃は、理事会の議を経て、総会の決議により行う。 

 

 

 附     則 

1.この規則は、公益社団法人日本薬剤師会の設立登記日(平成 24 年 4 月 1 日)か

ら施行する。 

2.社団法人日本薬剤師会総会議事規程は、本運営規則の施行日をもって廃止す

る。 

3.この規則は、平成 26 年 6 月 29 日から改正施行する。 

4.この規則は、平成 27 年 2 月 22 日から改正施行する。 

5.この規則は、平成 29 年 6 月 25 日から改正施行する。 

6.この規則は、令和 8年 4月 1日から改正施行する。 
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公益社団法人日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規程 

  

（趣 旨） 

第 １ 条 日本薬剤師会の会長候補者、副会長候補者及び監事の選挙は、定款

に定めるもののほか、本規程によって行う。 

 

（選挙管理委員会の設置）      

第 ２ 条 選挙の事務を管理するため、本会に選挙管理委員会を設置する。 

   ２ 選挙管理委員会は、委員 11 名をもって組織する。 

   ３ 選挙管理委員会の委員は、定款第５条第１項第１号に定める正会員

（以下「正会員」という。）の中から、総会の議を経て会長が委嘱す

る。 

   ４ 選挙管理委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

   ５ 前項の委員長及び副委員長は委員の互選による。 

   ６ 選挙管理委員会の委員が欠けたときに備え、補欠の委員を置くこと

ができる。補欠の委員は、第３項に準じて委嘱する。 

   ７ 選挙管理委員会の委員の任期は２年とし、委嘱された年の４月１日

を始期とする。補欠の委員の任期及び始期も同様とする。 

８ 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任する

までは、その職務を行うものとする。 

９ 選挙管理委員会の委員は、定款第 12 条に定める代議員及び定款第 26

条に定める役員を兼ねることはできない。また、委員在任中において定

款第 12 条第３項に定める代議員選挙の立候補者になることはできない。

補欠委員も同様とする。 

 

（選挙管理委員会の業務）   

第 ３ 条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。 

（1）立候補の受付及び資格審査 

（2）立候補者の公示 

（3）投票及び開票の管理 

（4）投票の有効又は無効の判定 

（5）投票結果の報告 

（6）その他選挙に必要な事項 
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（選挙期日等の公示） 

第 ４ 条 選挙管理委員会は、第１条の選挙を行うときは、選挙を行う日の 30

日前までに、届出の受付期間、締切日時、その他選挙に関し必要な事

項を、本会の事務所に掲示するとともに、会員に周知させるため、日

本薬剤師会雑誌に掲載しなければならない。 

 

（被選挙資格） 

第 ５ 条 会長候補者、副会長候補者及び監事の被選挙資格は、選挙を行う日

の 60 日前までに、都道府県薬剤師会並びに日本薬剤師会への入会手続

を、正式に完了している正会員とする。ただし、監事のうち外部監事

についてはこの限りでない。 

 

（立候補の届出） 

第 ６ 条 会長候補者、副会長候補者及び監事の候補者になろうとする会員は、

第４条による公示の日から選挙を行う日の 15 日前までに、別に定める

文書により、別に定める書類を添えて、選挙管理委員会に届け出なけ

ればならない。ただし、同時に２つ以上の選挙の候補者になることは

できない。 

２ 前項の届出の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時か

ら午後５時までの間に、本会の事務所において行う。 

３ 郵送による届出は、締切日時までに、本会の事務所に到着したものを

もって有効とする。 

 

（候補者推薦の届出） 

第 ７ 条 会長候補者、副会長候補者及び監事の候補者を推薦しようとする正

会員は、別に定める文書により、３名以上が連署して、推薦すること

ができる。ただし、同一会員が推薦できる候補者数は、それぞれの選

挙において選ぶべき員数を超えてはならない。 

２ 前項の届出は、前条に準じて行うほか、被推薦者が署名した承諾書を

添えなければならない。 

 

（立候補の辞退と推薦届の取下） 

第 ８ 条 立候補を届け出た会員は、その選挙が行われるまでに、本人が署名

した文書により、選挙管理委員会に届け出て、立候補を辞退すること

ができる。 

２ 候補者の推薦を届け出た会員は、被推薦者の承諾を得て、前項に準じ、
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推薦届を取り下げることができる。  

 

（立候補者等の責務）     

第 ９ 条 選挙を行うに当っては、立候補者及び代議員は本会の社会的使命を

自覚し、伝統と名誉を損なうことのないよう、その品位と節度を堅持

しなければならない。 

 

（候補者一覧表の作成と送付） 

第 10 条 選挙管理委員会は、第６条または第７条による届出を締め切ったと

きは、直ちに候補者一覧表を作成し、本会の事務所に掲示するととも

に、速やかに、代議員及び関係者に送付しなければならない。 

２ 前項の候補者一覧表の記載順位は、選挙管理委員会が、くじで定め 

る。 

３ 外部監事候補者については、理事会にて議決した候補者を、会員の監

事候補者と区分して一覧表に記載するものとする。 

 

（投票権者と投票の方法） 

第 11 条 会長候補者、副会長候補者及び監事の投票権者は、投票を行うため、

議長が議場の閉鎖を命じたとき、議場内にいる代議員とする。 

２ 投票は、別に定める投票用紙により、選ぶべき員数が１名のときは単

記無記名投票によって、２名以上のときは選ぶべき員数について○の記

号を用いて連記無記名投票により行う。 

 

（選挙立会人） 

第 12 条 選挙管理委員会は、選挙管理委員会委員の中から選挙立会人３名を

指名し、投票及び開票に関する事務を担当させなければならない。た

だし、立候補者は選挙立会人になることができない。 

   ２ 選挙立会人は、選挙結果を選挙管理委員会委員長に報告する。 

      

 

（投票の効力） 

第 13 条 投票の効力は、選挙立会人が決定する。 
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（無投票当選） 

第 14 条 候補者が、その選挙によって選ぶべき員数を超えないとき、または

超えなくなったときは、総会の議決を経て、投票を行わずに、その候

補者をもって、当選者とすることができる。 

２ 前項による議決が得られず、かつ第８条による立候補の辞退、または

推薦届の取下げがないときは、投票を行う。 

３ 前項による投票においては、第 16 条第１項、第 17 条第１項、または

第 18 条第１項及び第２項に定める必要得票を得た者をもって、当選者

とする。  

 

（選挙を行う日の補欠選挙） 

第 15 条 候補者が、その選挙によって選ぶべき員数に不足するとき、または

前条第２項及び第３項による投票により選ぶべき員数が不足となった

ときは、その選挙を行う日に、総会の議決を経て、別段の方法により、

補欠選挙を行うことができる。 

２ 前項に定める別段の方法によるときは、第６条、第７条、第 10 条の規

定は適用しない。  

 

（会長候補者の必要得票数と当選者の決定） 

第 16 条 会長候補者の選挙においては、第 11 条第１項の投票権者の過半数の

得票がなければならない。 

２ 過半数の得票者がいないときは、多数を得た上位２名を候補者として、

再選挙を行う。 

 

（副会長候補者の必要得票数と当選者の決定） 

第 17 条 副会長候補者の選挙においては、第 11 条第１項の投票権者の過半数

の得票がなければならない。 

２ 前項の必要得票を得た者のうち、多数を得た者から、順次選ぶべき員

数までを当選者とする。 

３ 得票数が同じときは、選挙管理委員会委員長が、くじで当選者を定め

る。 

 

（監事の必要得票数と当選者の決定） 

第 18 条 監事の選挙においては、第 11 条第１項の投票権者の過半数の得票が

なければならない。 

２ 前項の必要得票を得た者のうち、多数を得た者から、順次選ぶべき員
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数までを当選者とする。ただし、外部監事については、得票数の順位に

かかわらず、過半数の得票が得られれば当選者とする。 

３ 得票数が同じときは、選挙管理委員会委員長が、くじで当選者を定 

める。 

 

（当選者の確定と宣告） 

第 19 条 議長は、選挙管理委員会委員長から、投票結果の報告を受けたとき

は、各候補者の得票数その他必要な事項を発表し、当選者の確定を宣

告するものとする。  

 

（規定していない事項と疑義の処理） 

第 20 条 本規程に定めていない事項、あるいは選挙に関する疑義は、議長が

選挙管理委員会委員長の意見を聴き、総会に諮って処理する。   

 

（規程の改廃） 

第 21 条 本規程は、総会の議決を経て、改廃することができる。 

 

 

 附  則 

１ 本規程は、制定の日（平成 23 年８月 28 日）から施行する。 

１ 本規程は、平成 27 年６月 28 日から改正施行する。 

１ 本規程は、平成 29 年６月 25 日から改正施行する。 

１ 本規程は、令和７年６月 29 日から改正施行する。 

 



 

 

公益社団法人日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規程 

施行細則 

 
 

（趣 旨） 
第 １ 条 日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者及び監事選挙規程（以下規程という）を

円滑に運用するため、本細則を定める。 
 
（立候補届出書） 
第 ２ 条 規程第６条において、別に定める文書とは、立候補届出書のことをいい、その様

式は、別紙１で定める。 
 
（候補者推薦届出書及び被推薦者の承諾書） 
第 ３ 条 規程第７条において、別に定める文書とは、候補者推薦届出書のことをいい、添

付しなければならない被推薦者の承諾書とともに、その様式は、別紙２で定める。 
 
（履歴書・略歴・趣意書） 
第 ４ 条 規程第６条において、別に定める書類とは、履歴書（保存用）と略歴・趣意書（広

報用）のことをいい、その様式は、別紙３で定める。 
  前記の略歴・趣意書は、候補者一覧表に掲載することを目的とし、候補者の略歴、

候補者となった趣意、所信その他を、22 字×10 行以内に記載するものとする。超

過部分は、候補者一覧表作成時に抹消する。候補者一覧表の様式は、別紙４で定め

る。 
  略歴・趣意書の内容は自由とするが、本会の信用を傷つけ、個人を中傷するような

ことがあってはならない。 
 
（立候補辞退届及び候補者推薦取下届） 
第 ５ 条 立候補辞退届出書及び候補者推薦取下届出書の様式は、別紙５で定める。 
 
（候補者届出状況照会の回答及び一覧表の作成と掲示） 
第 ６ 条 選挙管理委員会は、会員から候補者の届出状況について照会があったときは､その

時点における受付人数及び氏名を、回答するものとする。ただし、候補者の略歴・

趣意書の内容並びに候補者推薦届出書の推薦者の氏名は、公平を期して事務局長が

保管するものとし、候補者一覧表を作成して本会の事務所に掲示するときまで、会

員に漏らしてはならない。 
 
（立候補届出の締め切り等） 



 

 

第 ７ 条 選挙管理委員会は、立候補または推薦の届出を締め切ったときは、直ちに候補者

が被選挙資格者として適格であることを確認し、候補者一覧表を作成しなければな

らない。 
 
（候補者名簿の掲示等） 
第 ８ 条 選挙管理委員会は、選挙の当日、候補者名簿を投票所に掲示するとともに、出席

代議員に配付するものとする。候補者名簿の様式は、別紙６で定める。 
 
（投票用紙） 
第 ９ 条 規程第 11 条第２項の投票用紙の様式は、別紙７で定める。 
 
（所信表明と推薦演説） 
第 10 条 立候補者、被推薦者または推薦者の１名は、議長の許可を得て、それぞれの選挙

の前に、所信表明または推薦演説をすることができる。 
  前記の順位は候補者一覧表の順位とし、会長候補者選挙にあっては１名３分以内、

副会長候補者選挙及び監事選挙にあっては１名１分以内とする。 
  ただし、議長は、総会に諮ってその時間を延長することができる。 

 
（投票権者数の確認及び宣告） 
第 11 条 議長は、投票を行うため議場を閉鎖したときは、直ちに投票権者数を確認し、そ

の数を宣告しなければならない。 
 
（無効投票） 
第 12 条 次の投票は、無効とする。 
    1)正規の投票用紙を用いないもの 
    2)候補者以外の氏名が記載されたもの 
    3)候補者の氏名が確認し難いもの 
    4)同一候補者の氏名が複数記載されたもの 
    5)連記投票の際、選出すべき員数を超えた候補者の氏名に○の記号が記載されたも

の 
 
（連記投票） 
第 13 条 連記投票の際、選出すべき員数に満たない候補者の氏名にしか○の記号が記載さ

れていない投票は、有効とする。 
 
（投票の効力） 
第 14 条 同一の氏または名の候補者が２名以上ある選挙において、その氏または名のみを



 

 

記載した投票は有効とし、当該候補者のその他の有効得票数に応じて按分する。 
 
（疑義の処理） 
第 15 条 本細則に定めていない事項、あるいは疑義が生じたときは、議長が選挙管理委員

会委員長の意見を聴き、総会に諮って処理する。    
 
（細則の改廃） 
第 16 条 本細則は、議長提案により、総会の承認を経て、改廃することができる。 
 
 附  則 

１ 本細則は、制定の日（平成 23 年８月 28 日）から施行する。 
１ 本細則は、平成 27 年６月 28 日から改正施行する。 
１ 本規則は、平成 29 年６月 25 日から改正施行する。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
別紙１～７を本施行細則に掲載する 
 



公益社団法人日本薬剤師会総会議長及び副議長選出規程 

 
平成 24 年２月 26 日制定 

(社団法人日本薬剤師会第 78回臨時総会) 

平成 24 年 4 月 1 日施行 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益社団法人日本薬剤師会定款第 18条の規定に基づき、総会の議長

及び副議長選出に関し必要な事項を定める。 

 
（選出の時期） 

第２条 議長及び副議長は、代議員の任期満了後、新たに就任した代議員による最初の総

会において選出する。 

 

（立候補の届出） 

第３条 代議員は、正副議長の選出を行う日の 20日前から 14 日前までに、別に定める文

書により、第５条に定める事項を記載した書類を添えて、議長事務代行者(前期の議長)に、

立候補を届け出るものとする。 

２ 立候補は、議長または副議長のいずれか一つしかできない。 

３ 本条第１項の届出の受付は、本会事務局の休業日を除く日の午前９時から午後５時ま

でとし、郵送の場合は、届出が到着した日時とする。 

 

（候補者推薦の届出） 

第４条 代議員は、２人以上の連署により、本人の同意を得て、候補者を推薦することが

できる。 

２ 前項の届出は、前条に準じて行う。ただし、別に定める被推薦者の推薦承諾書を添付

するものとする。 

 

（届出文書に添付する書類の記載事項） 

第５条 第３条第１項に規定する立候補届出文書に添付する書類はＡ列４番用紙１枚とし、

立候補者氏名、必要最低限の経歴及び抱負を記載するものとする。 

２ 前条第１項に規定する候補者推薦届出文書に添付する書類の記載事項は、前項に準じ

るものとする。 

 

（届出の辞退） 

第６条 候補者は、届出した直後から、選出を行う日、議長が選出に関する宣告をした直

後までの間に、届出を辞退することができる。 

 

（候補者の周知） 

第７条 選出を行う日の 14 日前までに候補者となった者については、その届出文書及び添

付書類の写しを代議員に送付する。 

２ 投票により選出を行う場合は、その時点の候補者一覧表を、議場に掲示する。 

 

（投票による選出） 

第８条 投票は、単記無記名で行い、多数を得た者を当選人とする。 

２ 投票を行うときは、候補者はその直前に、議長が定めた時間内で、発言を行う機会を

与えられる。 



 

（投票省略による選出） 

第９条 候補者が１人のときは、出席者の過半数の賛成により、投票を省略して選出する

ことができる。 

 

（選考による選出） 

第 10条 候補者がいないとき、または前条による選出ができなかったときは、選考委員会

の推薦により選出する。 

２ 選考委員会は、各ブロック１人ずつの選考委員により構成する。 

 

（無規定事項の処理と規程の改廃） 

第 11条 本規程に定めていない事項は、議長が総会に諮って処理する。 

２ 本規程は、総会の承認を得て改廃することができる。 

 

附  則 

1.この規程は、公益社団法人日本薬剤師会の設立登記日(平成 24年 4月 1日予定)から施行

する。 

2.社団法人日本薬剤師会総会議長及び副議長選出規程は、本規程の施行日をもって廃止す

る。 


